
ISSN  2188-3599

［37巻2号］

Volume 37  Number 2  June 2014



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014 i

会　　　告（１）

　平成25年度事業　評議員（社員）・理事選挙の結果，下記の方々が選出されました。

　任期は，平成26年定時社員総会の日より平成30年社員総会の前日まで（ただし，理事として選出された評

議員の任期は，平成30年社員総会終結のときまで）。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子
　

記

　選挙会告時の地区登録による所属です。ただし，それ以降本人より所属変更の申出があった場合，所属は

変更しております。

評議員地区別名簿

 （敬称略）　　

　北海道地区（５名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

岩本　幹子 北海道大学保健科学研究院 平　　典子 北海道医療大学看護福祉学部

上田　順子 旭川医科大病院 三国　久美 北海道医療大学看護福祉学部

桑原　ゆみ 北海道医療大学看護福祉学部

　
　東北地区（６名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

石井　範子 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 塩飽　　仁 東北大学大学院医学系研究科

角濱　春美 青森県立保健大学 武田　利明 岩手県立大学看護学部

小林　淳子 山形大学医学部看護学科 布施　淳子 山形大学医学部看護学科

　
　関東地区（７名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

青木きよ子 順天堂大学大学院医療看護学研究科 二渡　玉江 群馬大学大学院保健学研究科

川口　孝泰 筑波大学医学医療系 森　　千鶴 筑波大学医学医療系

定方美恵子 新潟大学医学部保健学科 渡邉タミ子 新潟大学医学部保健学科

行田　智子 群馬県立県民健康科学大学
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　東京地区（12名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

遠藤　英子 東邦大学看護学部 松田たみ子 茨城県立医療大学

鈴木　玲子 埼玉県立大学保健医療学部 堀内　ふき 佐久大学看護学部

高島　尚美 東京慈恵会医科大学医学部看護学科成人看護学 松下由美子 山梨県立大学看護学部

塚本　尚子 上智大学総合人間科学部看護学科 安酸　史子 防衛医科大学校

野崎真奈美 東邦大学看護学部 小竹久実子 順天堂大学医療看護学部

本田　彰子 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻在宅ケア看護学 谷津　裕子 日本赤十字看護大学

　東海地区（14名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

足立　久子 岐阜大学医学部看護学科 片岡　　純 愛知県立大学看護学部

浅野みどり 名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 小松万喜子 愛知県立大学看護学部

荒木田美香子 国際医療福祉大学小田原保健医療学部公衆衛生看護学領域 白尾久美子 日本福祉大学

稲吉　光子 北里大学看護学部臨床看護学 服部　淳子 愛知県立大学看護学部小児看護学

市江　和子 聖隷学園聖隷クリストファー大学看護学部 藤井　徹也 聖隷クリストファー大学看護学部

太田　勝正 名古屋大学医学部保健学科基礎看護学講座 宮脇美保子 慶應義塾大学看護医療学部

鎌倉やよい 愛知県立大学看護学部 箕浦　哲嗣 愛知県立大学看護学部

　
　近畿・北陸地区（22名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

青山ヒフミ 甲南女子大学看護リハビリテーション学部 竹村　節子 千里金蘭大学看護学部

阿部　祝子 京都橘大学 登喜　和江 梅花女子大学看護学部

荒木　孝治 大阪医科大学看護学部 新田　紀枝 佛教大学保健医療技術学部

稲垣美智子 金沢大学医薬保健研究域保健学系 藤原千恵子 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

岡山　久代 滋賀医科大学医学部看護学科 細田　泰子 大阪府立大学看護学部

河原　宣子 京都橘大学看護学部 法橋　尚宏 神戸大学大学院保健研究科家族看護学分野

北岡　和代 金沢大学保健研究域保健学系 松田　宣子 神戸大学大学院保健学研究科

北村　愛子 りんくう総合医療センター府立泉州救命救急センター 町浦美智子 大阪府立大学看護学部

小西美和子 兵庫県立大学看護学部 水田真由美 和歌山県立医科大学保健看護学部

河野あゆみ 神戸常盤大学 山本　恭子 園田学園女子大学人間健康学部

鈴木　幸子 和歌山県立医科大学保健看護学部 若村　智子 京都大学医学研究科人間健康科学系専攻

　
　中国・四国地区（14名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

秋元　典子 岡山大学大学院保健学研究科 竹田　恵子 川崎医療福祉大学保健看護学科

猪下　　光 岡山大学大学院保健学研究科 高嶋　伸子 香川県立保健医療大学

伊東美佐江 川崎医療福祉大学 中西　純子 愛媛県立医療技術大学

内田　宏美 島根大学医学部看護学科 名越　民江 香川大学医学部看護学科

越智　百枝 愛媛県立医療技術大学 深田　美香 鳥取大学医学部保健学科

大西美智恵 香川大学医学部看護学科 舟越　和代 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

榮　　玲子 香川県立保健医療大学 南　　妙子 香川大学医学部看護学科
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　九州・沖縄地区（14名）

氏　　名 所　　　　　属 氏　　名 所　　　　　属

荒尾　博美 熊本保健科学大学保健科学部 東　サトエ 宮崎大学医学部看護学科

井手知恵子 大分大学医学部看護学科 藤崎　　郁 長崎大学大学院

浦田　秀子 長崎大学大学院医歯薬総合研究科保健学専攻 福井　幸子 福岡女学院看護大学

大池美也子 九州大学大学院医学研究院 前田ひとみ 熊本大学大学院生命科学研究部

小野　ミツ 九州大学大学院医学研究院 三重野英子 大分大学医学部看護学科

小湊　博美 鹿児島純心女子大学 村嶋　幸代 大分県立看護科学大学

堤　由美子 鹿児島大学医学部保健学科臨床看護学講座 山勢　善江 日本赤十字九州国際看護大学

 （合計　94名）

理事地区別名簿

（敬称略）

地　　区 氏　　　名
北 海 道 岩  本　幹  子
東 北 石  井　範  子
関 東 川  口　孝  泰
東 京 本  田　彰  子
東 海 荒木田美香子
近畿・北陸 青  山  ヒフミ
近畿・北陸 法  橋　尚  宏
中国・四国 中  西　純  子
九州・沖縄 前  田  ひとみ
九州・沖縄 村  嶋　幸  代
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会　　　告（２）

　一般社団法人日本看護研究学会平成26年度定時社員総会が平成26年５月18日（日）13時から，北里大学白

金キャンパス薬学部１号館２階1202講義室において開催され，以下について報告・審議・承認されましたの

で，お知らせいたします。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

報 告 事 項：１．会員数の動向について

２．第３回評議員・役員選挙（2013年）について

３．各委員会平成25年度活動実績報告および平成26年度活動計画について

４．第40回学術集会について

５．第41回学術集会について

６．その他

・日本学術会議について

・日本看護系学会協議会の活動について

・看護系学会社会保険連合（看保連）の活動について

・地方会の活動について

北海道，東海，近畿・北陸，中国・四国，九州・沖縄

・その他

審 議 事 項：１．定款・規程改正案について

定款　第１章第２条（事務所）

第５章役員　第12条（役員）４）理事22名以内

第７章第29条２．改正（案）について

学会賞・奨励賞規程第８条の改正（案）について

２．平成25年度事業報告について

３．平成25年度一般会計・特別会計決算報告について

４．監査報告について

１）税理士法人大嶋会計監査報告

２）監事監査報告

５．奨励賞推薦について

６．新理事候補者について新理事任期：2014年（平成26年）定時社員総会～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年（平成30年）定時社員総会まで

７．定款第５章第13条役員の選任　２．理事長推薦理事について

８．監事（任期：2018年（平成30年度）選出について
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９．研究倫理審査委員会規程案について

10．その他

理事会報告：１．平成26年度事業案について

２．平成26年度予算案について

３．奨学会研究費授与について

４．名誉会員の推薦について

５．第43回（平成29年）学術集会会長推薦について

６．将来構想検討委員会提案：地方会施行細則案について

７．各種文書の取り扱いに関する申し合わせ事項（案）について

８．事務局業務委託について

９．その他

１）大規模災害支援金お礼状について

２）電子投稿者用マニュアルについて

３）その他
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会　　　告（３）

　一般社団法人日本看護研究学会定款施行細則附則５により，理事長延長の理事長として黒田裕子氏が決定

いたしました。

　任期は，平成26年定時社員総会の日より平成28年社員総会まで。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　

会　　　告（４）

　一般社団法人日本看護研究学会定款第５章役員第12条（役員）第13条（役員の選任）２．により，理事長

指名理事に，塩飽仁氏，叶谷由佳氏が決定いたしました。

　任期は，平成26年定時社員総会の日より平成28年社員総会まで。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　

会　　　告（５）

　一般社団法人日本看護研究学会定款第５章役員第12条（役員）第13条（役員の選任）および理事・監事選

出規程第９条により下記の方を監事に決定いたしました。

　任期は，平成26年定時社員総会の日より平成30年社員総会まで。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

監事　松田たみ子　氏
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会　　　告（６）

　一般社団法人日本看護研究学会定款第５章役員第12条（役員）第13条（役員の選任により，理事会を下記

の通り構成しました。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

理 事 役 職 名 氏　　　名

理 事 長 黒　田　裕　子

副 理 事 長 中　村　惠　子

副 理 事 長 川　口　孝　泰

理 事 工　藤　せい子

理 事 江　守　陽　子

理 事 小　西　恵美子

理 事 高　田　早　苗

理 事 小　山　眞理子

理 事 鈴　木　みずえ

理 事 泊　　　祐　子

理 事 祖父江　育　子

理 事 川　本　利恵子

理 事 岩　本　幹　子

理 事 石　井　範　子

理 事 本　田　彰　子

理 事 荒木田　美香子

理 事 青　山　ヒフミ

理 事 法　橋　尚　宏

理 事 中　西　純　子

理 事 村　嶋　幸　代

理 事 前　田　ひとみ

理 事 塩　飽　　　仁

理 事 叶　谷　由　佳

監 事 道　重　文　子

監 事 松　田　たみ子
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会　　　告（７）

　一般社団法人日本看護研究学会定款第10章　第33条（委員会）により下記の通り委員会を構成しました。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

理事役職名・委員会名 氏　　　　　　名

理　　　　事　　　　長 黒　田　裕　子

副理事長・総務担当理事（長）　〈兼任〉 中　村　惠　子

総務担当理事 本　田　彰　子

副理事長・渉外担当理事（長）　〈兼任〉 川　口　孝　泰

渉外担当理事 泊　　　祐　子

渉外・広報（ホームページ）担当委員 塩　飽　　　仁

会計担当理事（長） 鈴　木　みずえ

会計担当理事 叶　谷　由　佳

会計担当理事 岩　本　幹　子

編集委員会委員（長） 法　橋　尚　宏

編集委員会委員 中　西　純　子

編集委員会委員 川　本　利恵子

編集委員会委員 若　村　智　子

編集委員会委員 小　西　美和子

編集委員会委員 内　田　宏　美

編集委員会委員 高　山　成　子

編集委員会委員 秋　山　　　智

編集委員会委員 高　島　尚　美

編集委員会委員 荒　木　孝　治

編集委員会委員 河　原　宣　子

編集委員会委員 猪　下　　　光

編集委員会委員 市　江　和　子

編集委員会委員 定　方　恵美子

奨学会委員会委員（長） 祖父江　育　子

奨学会委員会委員 工　藤　せい子
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理事役職名・委員会名 氏　　　　　　名

奨学会委員会委員 荒木田　美香子

奨学会委員会委員 石　井　範　子

奨学会委員会委員 村　嶋　幸　代

学会賞・奨励賞委員会委員（長） 工　藤　せい子

学会賞・奨励賞委員会委員 祖父江　育　子

学会賞・奨励賞委員会委員 荒木田　美香子

学会賞・奨励賞委員会委員 石　井　範　子

学会賞・奨励賞委員会委員 村　嶋　幸　代

将来構想検討委員会委員（長） 黒　田　裕　子

将来構想検討委員会委員 中　村　惠　子

将来構想検討委員会委員 川　口　孝　泰

将来構想検討委員会委員 本　田　彰　子

将来構想検討委員会委員 泊　　　祐　子

将来構想検討委員会委員 塩　飽　　　仁

将来構想検討委員会委員 鈴　木　みずえ

研究倫理委員会委員（長） 江　守　陽　子

研究倫理委員会委員 高　田　早　苗

研究倫理委員会委員 小　西　恵美子

研究倫理委員会委員 青　山　ヒフミ

国際活動推進委員会委員（長） 前　田　ひとみ

国際活動推進委員会委員 小　山　眞理子

医療技術評価ワーキング委員会委員（長） 黒　田　裕　子

医療技術評価ワーキング委員会委員 泊　　　祐　子

医療技術評価ワーキング委員会委員 叶　谷　由　佳

大規模災害支援事業委員会（長） 黒　田　裕　子

大規模災害支援事業委員会 叶　谷　由　佳

大規模災害支援事業委員会 中　西　純　子

大規模災害支援事業委員会 宮　腰　由紀子

大規模災害支援事業委員会 山　口　桂　子

監　　　　　事 道　重　文　子

監　　　　　事 松　田　たみ子
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会　　　告（８）

　一般社団法人日本看護研究学会奨学会規程により，下記の通り平成26年度奨学会研究が決定いたしまし

た。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

１．藤野ユリ子　氏　九州大学薬学研究院

　　　研究課題「看護院内研修におけるeラーニング活用に影響を与える要因の検討」

２．柳　奈津子　氏　群馬大学大学院保健学研究科

　　　研究課題「リラクセーション外来受診者の継続受診による技法の習得状況と行動変容の実際」
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会　　　告（９）

　一般社団法人日本看護研究学会定款第７章　会員総会　２．の一部改正に伴い，学会賞・奨励賞規第８条

の改正により，社員総会において，平成25年度奨励賞が決定いたしました。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　

記

　受賞対象論文： 前頭側頭型認知症の特徴を活かした構造化プログラムの有用性に関する研究
Study Regarding the Usefulness of Structured Program that Made Use of the Characteristics of 
Frontotemporal Dementia

　　　　　　　　日本看護研究学会雑誌35巻４号，pp.13-24，2012

　筆頭著者名：竹内　陽子

　共同著者名：長谷川　雅美

　受賞対象論文： 日本の一医療機関で生体肝移植ドナーを体験した人々の「口を閉ざす行動」の背景にある
文化

Culture Behind “Clam Up Behavior” among Donors Who Received Living Liver-Transplantation 
at a Hospital in Japan

　　　　　　　　日本看護研究学会雑誌35巻５号，pp.13-24，2012

　筆頭著者名：永田　明

　共同著者名：長谷川　雅美

　受賞対象論文：「初心者レベル」の看護師に求められる ICU看護の知識の概念化
Conceptualization of Nursing Knowledge Required of Newly Graduated Nurses in Intensive Care 
Units

　　　　　　　　日本看護研究学会雑誌36巻１号，pp.49-59，2013

　筆頭著者名：今井　多樹子

　共同著者名：宮腰　由紀子，高瀬　美由紀
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会　　　告（10）

　一般社団法人日本看護研究学会定款改正及び委員会規程改正，倫理審査規程・地方会施行細則について，

以下の通り決定いたしました。

　　平成26年５月18日

一般社団法人　　　　　　　　

日本看護研究学会　　　　　　

理事長　黒　田　裕　子　
記

一般社団法人日本看護研究学会定款改正及び委員会規程改正

第１章　名称及び事務所

第２条　（事務所）

【現　行】

　本法人は，事務所を千葉市内に置く。

【改正案】

　本法人は，事務所を東京都豊島区内に置く。

第５章　役　員

第12条　（役　員）

【現　行】

　４）理事　22名以内（理事長，副理事長及び常任理事を含む）

【改正案】

　４）理事　25名以内（理事長，副理事長及び常任理事を含む）

第７章　会員総会

第29条　（会員総会）

【現　行】

２ ．会員総会では，学会賞・奨励賞の承認，名誉会員の承認及び学術集会長の選出に関する事項について審
議する。

【改正案】

２．会員総会では，名誉会員の承認及び学術集会長の選出に関する事項について審議する。

一般社団法人日本看護研究学会定款施行細則

附則

７．第１章第２条及び第７章第29条の規定を改正する。

８．本細則は，平成26年５月18日から施行する。



日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014 xiii

一般社団法人日本看護研究学会学会賞・奨励賞規程

第８条　（表彰の決定）

【現　行】

　前条により推薦された表彰候補者，表彰候補論文について理事会で審議し，会員総会で承認を受ける。

【改正案】

　前条により推薦された表彰候補者，表彰候補論文について理事会で審議し，社員総会で承認を受ける。

附則の追加

　この規程は，平成26年５月18日に一部改正し，実施する。
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一般社団法人日本看護研究学会研究倫理審査委員会規程

（前　文）
　一般社団法人日本看護研究学会（以下「本学会」という。）定款第４条６項に基づき，本学会会員で研究を実施する者（以
下「研究者」という。）は，人を対象とする研究については「ニュルンベルグ綱領」，「ヘルシンキ宣言」，「臨床研究に関
する倫理指針（厚生労働省）」，「看護研究における倫理指針（日本看護協会）」，ほかに，疫学研究については「疫学研究
に関する倫理指針（厚生労働省）」等の趣旨に基づいて実施しなければならない。また，本学会は適正かつ円滑に，研究
の科学的妥当性と研究実施上の倫理的適合性についての審査を実施するために，本学会に研究倫理審査委員会（以下「委
員会」という。）を設置する。

（目　的）
第１条　委員会は，本学会会員が行う人を対象とした看護研究が人権に配慮し，安全で，かつ自由意思による参加の基に
行なわれるか否かについて審査することを目的とする。

（委員会の位置づけ）
第２条　委員会は，研究計画の実施等の適否及びその他の事項について，学会理事長（以下「理事長」という）から意見
を求められた場合には，その研究計画等の倫理上の妥当性について審査を行い，理事長に文書により意見を述べなけれ
ばならない。
　　なお，審査を行うに当たっては，次の各号に掲げる点を特に留意する。
　１）研究対象者に対する人権の保護，権利擁護，および安全の確保
　２）研究対象者に対するインフォームドコンセント
　３）研究によって生ずるリスクと科学的な成果への理解と判断
　４）利益相反に関する事項

（審査を申請する者の条件）
第３条　本委員会の審査対象は，申請者が会員であること，かつ申請者が所属する機関に研究倫理審査を行う組織が設置
されていない，あるいは，やむを得ない理由で研究倫理審査を受けることができない場合であって，なおかつ，申請者
の所属している所属長の承諾を得ている者とする。

（委員会の構成）
第４条　委員会は，理事長の下に置く。委員の構成は10人以内とし，次に掲げる者の中から各１名以上を理事長が選び，
委嘱する。
　１）保健医療・看護学分野を専門領域とする者
　２）医学等他分野を専門領域とする者
　３）大学または研究機関等の研究倫理審査委員会に所属した経歴を持ち，審査委員の経験のある者
　４）市民の立場の者
　　なお，以下については必要に応じて委嘱する。
　５）実験研究を主に専門とする者
　６）心理・社会学分野を専門とする者
　７）その他の分野を専門とする者
２．委員会は，学会員以外の者を含み，かつ男女両性で構成されなければならない。
３．委員の任期は２年とし，再選を妨げない。ただし，最長３期までとする。
　　委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には，その任期は前任者の残任期間とする。
４．委員は18歳以上，75歳未満である者とする。

（委員会の運営）
第５条　委員会に，委員長及び副委員長を置く。
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　１）委員長および副委員長は，委員の互選によりこれを定める。
　２）委員長は，会務を統括する。
　３）副委員長は，委員長の職務を補佐する。
　４）委員長に事故があるときには，副委員長がその職務を代行する。

（議　事）
第６条　委員会は，委員長が必要に応じて招集する。
　１）委員会は，本学会に所属しない委員１人を含む過半数の出席がなければ議決することはできない。
　２）委員長が必要と認めたときは，案件ごとに委員以外の者の出席を求め，その意見を聞くことができる。
　３）審査の判定は，出席委員の合意を原則とする。ただし，委員長が必要と認める場合は，議決をもって判定する。議

決は過半数をもって決し，同数の場合には委員長が決定する。
　４）実施状況報告書を１年に１度，理事会に報告する。
　５）委員が審査を申請している場合（共同研究者も含む）には，その者は当該研究の審査を行うことはできない。

（申請手続，判定の通知）
第７条　審査を申請する研究者は，所定の様式による申請書に必要事項を記入し，必要な資料を添えて，理事長に提出し
なければならない。理事長は，申請に対して速やかに委員会に意見を求めなければならない。
　１）申請者は，研究計画書に関する説明を委員長から求められた場合には，委員会に出席し，研究計画等を説明しなけ
ればならない。

　２）理事長は委員会の意見を尊重し，当該申請のあった研究計画等の可否を裁定し，その判定結果を申請者に通知しな
ければならない。

　３）前２項の通知に対して，申請者は書面をもって，理事長に不服申立てをすることができる。理事長は，提出された
不服申立てについて，委員会に意見を求めなければならない。

　４）申請者は，承認された研究計画等による研究成果を公表した場合には，理事長に所定の様式により報告しなければ
ならない。

（委員の守秘義務）
第８条　委員会の委員は，審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を，法令に基づく場合など正当な
理由なしに漏らしてはならない。

（事務局）
第９条　委員会事務局（以下「事務局」という。）を学会事務局に置く。

（申請に係る経費）
第10条　審査に必要な経費として，学会が定める金額を納める。
２．通信費，資料作成費として，15,000円を前納する。

（規程の改正等）
第11条　この規程の改正等については，委員会及び理事会の議決を経て定める。

（運営要領）
第12条　この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮り，かつ，学会理事会の
承認を得て別に定める。

（施行日）
第13条　この規程は，平成26年５月18日に社員総会において決定し，同日から施行する。
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地方会施行細則

　本細則は，一般社団法人日本看護研究学会（以下，「本会」とする）定款第32条第４項の規定に基づき，定めるもので
ある。

１．地方会会則
　本会定款および本細則に基づき地方会ごとに会則を定める。会則には，以下の事項を規定する。
　　　第１条　名　称
　　　第２条　目的および活動
　　　第３条　会　員
　　　第４条　組　織
　　　第５条　役　員
　　　第６条　総　会
　　　第７条　地方会学術集会等
　　　第８条　会　計
　　　第９条　改　廃

２．地方会組織と役員の役割
１）各地方会には，以下の役員もしくは世話人を置く。
　　　会　長１名
　　　副会長１名
　　　会　計１名
　　　監　事２名
２ ）役員は，当該地方会会員による選挙で選出する。役員には，当該地方会に所属する本会の理事を１名以上含めなけれ
ばならない。

３）会長は地方会を代表して会務を統括し，本会の定時社員総会に出席して本会との調整を行う。
４）副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはこれを代行する。
５）会計は地方会の会計管理を行う。
６）監事は，地方会の会務を監査すると共に会計年度終了後に会計監査を行う。

３．事業・活動
１ ）各地方会で実施する活動は，定款および定款施行細則および本細則に従って行うものとし，活動内容や運営方法は，
各地方会に一任する。

２）事業・活動期間は４月１日から翌年３月31日までとする。
３ ）４月末までに，前年度活動報告書および決算報告，当年度の活動計画案を作成して本会事務所に送付し，理事会の承
認を得たのち，定時社員総会で報告する。

４．会　計
１ ）本会会計は，当該年度４月１日の各地方会に所属する会員数に応じて，一人あたり500円の補助金を，４月中に各地
方会会計口座に振り込む。

２）会計年度は，事業・活動年度と同一期間とする。
３ ）４月末までに，決算報告書，会計監査報告書，当年度予算案を作成して本会事務所に送付し，理事会の承認を得たの
ち，定時社員総会で報告する。

４ ）決算後に，本会からの補助金に残金がある場合は，本会に返還する。
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５．附　則
１ ）本細則が承認された時点で，全ての地方会は本細則に基づく地方会会則を作成しなければならない。すでに会則を規
定している地方会も同様とする。

２ ）地方会学術集会等発表時に看護学生である者の研究発表の可否は，本会定款・定款施行細則に関わらず各地方会の決
定に委ねる。ここでいう看護学生とは，看護基礎教育機関に在籍する学生とする。

３）本細則は平成26年５月18日から施行する。
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会　　　告（11）

　　平成26年６月10日

 一般社団法人日本看護研究学会

 第40回学術集会　　　　　　　

 会長　中　木　高　夫
　

記

一般社団法人日本看護研究学会　第40回学術集会

　メインテーマ：素晴らしき哉「看護研究」!?

会　場：奈良県文化会館

　　　　　〒630-8213　奈良県奈良市登大路町６－２

　　　　　URL：http://www.pref.nara.jp/1717.htm
　　　　奈良県新公会堂

　　　　　〒630-8212　奈良県奈良市春日野101

　　　　　URL：http://www.shinkokaido.jp/
会　期：平成26年８月23日（土），24日（日）

会長講演：日本看護研究学会とともに歩んだ30年

　　　　　　　　　　　　　中木　高夫（天理医療大学　教授）

　　　　　　　　　　座長：石井　範子（秋田大学大学院　教授）

教育講演Ⅰ：看護研究を教える

　　　　　　　　　　　　　黒田　裕子（北里大学　教授）

　　　　　　　　　　座長：任　和子（京都大学大学院　教授）

教育講演Ⅱ：質的研究を教える

　　　　　　　　　　　　　谷津　裕子（日本赤十字看護大学　教授）

　　　　　　　　　　座長：本田　育美（名古屋大学大学院　教授）

教育講演Ⅲ：量的研究を教える

　　　　　　　　　　　　　柏木　公一（国立看護大学校　准教授）

　　　　　　　　　　座長：西田　直子（京都府立医科大学　教授）
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特別講演：看護の専門性とは何か？　─ 医療と介護のはざまで
　　　　　　　　　　　　　上野　千鶴子（立命館大学　招聘教授）

　　　　　　　　　　座長：屋宜　譜美子（天理医療大学　教授）

シンポジウムⅠ：「看護研究」の落とし穴

　　　　　　　　　　　　　川口　孝泰（筑波大学大学院　教授）

　　　　　　　　　　　　　北　素子（東京慈恵会医科大学　教授）

　　　　　　　　　　　　　林　みよ子（天理医療大学　教授）

　　　　　　　　　　座長：末安　民夫（天理医療大学　教授）

　　　　　　　　　　　　　茂野　香おる（天理医療大学　教授）

シンポジウムⅡ：医療権力論「医療者の言説が患者を困らせるとき」

　　　　　　　　　　　　　深谷　基裕（名古屋第二赤十字病院　看護師）

　　　　　　　　　　　　　濱田　真由美（日本赤十字看護大学　助教）

　　　　　　　　　　　　　永田　明（天理医療大学　講師）

　　　　　　　　　　座長：中木　高夫（天理医療大学　教授）

　　　　　　　　　　　　　谷津　裕子（日本赤十字看護大学　教授）

特別交流集会Ⅰ：国際活動推進委員会企画

　　　　　　　　「グローバル人材って何？　─ 足もとのグローバル化を考える」
　　　　　　　　　　講師：大橋　一友（大阪大学大学院　教授）

特別交流集会Ⅱ：編集委員会企画　看護研究における「概念相」への取り組み方

　　　　　　　　　世話人：佐藤　政枝（埼玉県立大学　教授）

　　　　　　　　　　　　　片岡　純（愛知県立大学　教授）

特別交流集会Ⅲ：編集委員会企画　APA方式の何が優れているのか？ 
　　　　　　　　　世話人：前田　樹海（東京有明医療大学　教授）

　　　　　　　　　　　　　江藤　裕之（東北大学大学院　教授）

【平成26年度会員総会】

　■ 日　時：平成26年８月23日（土）　13：00～13：50

　■ 場　所：第一会場（奈良県文化会館１階国際ホール）

【Nursing Science Café】

　■ 対　象：中高生
　■ 日　時：平成26年８月24日（日）　14：30～16：10

　■ 場　所：地下１階多目的室（奈良県文化会館）
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【一般社団法人日本看護研究学会第40周年記念奏楽】

　天理大学　雅楽部

　■ 日　時：平成26年８月23日（土）　18：00～18：30

　■ 場　所：奈良県新公会堂　能楽堂

【懇親会】

　■ 日　時：平成26年８月23日（土）　18：45～20：30
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緒　　言

　救急領域では，身体的侵襲を伴う看護技術が即時的に求
められ，新卒看護師の離職願望が他領域に比べ長く続く
（神島・中村・須田・平尾・三浦，2009），と言われてい
る。身体的侵襲を伴う看護技術は，看護基礎教育だけで習
得することが困難（日本看護協会，2003）な状況にあり，
救急領域の新卒看護師のストレス要因として，能力不足の
実感があげられ（中山，2006），また看護技術・知識の不
足はストレッサーとして最も高いことが明らかにされてい
る（森田・竹原・山勢・梅野・鈴木他，2003）。全診療科
の救急患者を対象とする救急領域の環境特徴は，技能不足
の新卒看護師に大きなストレスを与えている。
　看護技術（nursing art）は，看護の目的を達成するための
手段（滝島，2010）であり，新卒看護師が看護技術を安全
に提供でき，一人前になるためには，科学的根拠に裏付け
られた客観的知識としての“technique”に加え，“skill”つ
まり技能を身につけること（滝島，2010；氏家，2004）が
重要である。しかし技能は，主観的な感覚で捉えられ，身
体を媒介にして理解され表現される能力（川島，2010）で
あり，暗黙知（Polanyi,  1958/1985）を含んでいるため，言
語化や伝達が困難（滝島，2010）で，学習者自身の実践
が不可欠である。救急患者は重症度が高く，いつ急変す
るかわからない状態であり，さらに緊急度も高いため，よ
り高い技能が求められる。そのため，新卒看護師としての
１年間では一人前レベルの技能習得が困難である。Benner
（2001/2005）によれば，一人前レベルは，似たような状況
で２，３年働いたことのある看護師であるが，先述のよう
な日本での看護技術教育の現状を鑑みると，救急領域での
技能習得は３年間を新人期と捉えることができる。

　Benner, Sutphen, Leonard & Day（2010/2011）は，臨床は
不確実な状況にあり，それに対応できる能力は経験学習を
通じてのみ獲得できる，と述べている。Dewey（1938/2004）
は，“為すことによって学ぶ”という経験学習を提唱し，
経験に連続性と相互作用の原理が存在することを明らかに
した。技能習得においてもこの経験学習が重要であり，そ
れを可能にするのがLave & Wenger（1991/1993）による
「正統的周辺参加論」で提唱された，実践共同体への参加
である。実践共同体とは，知識や技能などの習得が可能と
なる社会文化的実践が繰り広げられる場（Lave & Wenger,  
1991/1993）であり，現場に関与する人，現場を取り巻く
環境，具体的な活動が存在する（鳥海，2007）。つまり，
救急領域における学習としての技能習得は，看護実践を
行っている“救急領域”という実践共同体に“参加”し，
その“状況”という他者を含んだ外部環境との相互作用に
よって行われていると考えられる。
　新人期看護師の技能習得に関連した研究においては，気
管吸引技術（安森・中岡・前田，2010）や点滴静脈注射技
術（豊島・荻・伊藤・西堀，2009）などの特定された技能
習得に焦点をあてた研究や，看護実践能力の獲得プロセス
の研究（藤好・藤丸・納富・兒玉・奥野，2008）などがみ
られた。また，実践共同体に関連した研究においては，奥
野（2013）が新卒看護師の実践共同体への参加過程におけ
る学びの経験を明らかにしているほか，山田と齋藤（2009）
は，新人看護師が臨床現場において一人前の看護師になる
までの学習過程について，正統的周辺参加論の視点で明ら
かにしている。
　しかし，救急領域において，新人期看護師の技能習得に
どのような経験が重要であり，また，技能習得を促すよう
な実践共同体における相互作用については明らかになって

　 　
１）大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程　Doctoral Courses, Graduate School of Nursing, Osaka Prefecture University
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いない。したがって，本研究では実践共同体における相互
作用に焦点をあて，救急領域に勤務する新人期看護師の技
能習得に影響を及ぼす経験のプロセスを明らかにし，今後
の臨床現場における看護技術教育への示唆を得たいと考え
た。

Ⅰ．研究目的

　救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を及
ぼす経験のプロセスを，実践共同体における相互作用に焦
点をあて明らかにする。

Ⅱ．用語の操作的定義

　①　新人期看護師：Benner（2001/2005）の定義を参考
に，「新卒時から救急領域へ配属された，新人期１～３年
目の看護師」とする。
　②　看護技術：氏家（2004），滝島（2010）の定義を参
考に，「看護の目的を達成するための手段であり，科学的
根拠に裏付けられた客観的知識としての“technique”と，
技能としての“skill”を統合したもの」とする。
　③　技能習得：Polanyi（1958/1985），川島（2010）の定
義を参考に，「物事をうまく処理する要領であるコツを含
み，主観的な感覚で捉えられ，身体を媒介にして理解され
表現されるという，看護技術を実践するために必要な技能
を身につけること」とする。
　④　実践共同体：Lave & Wenger（1991/1993）の定義を
参考に，「知識や技能などの習得が可能となる社会文化的
実践が繰り広げられる場」とする。

Ⅲ．研究方法

１．研究デザイン
　本研究は，木下（1999，2003）の修正版Grounded Theory 
Approach（以下，M-GTAと略す）を用いた質的帰納的研
究である。

２．研究対象者
　近畿圏内の７つの第三次救急医療施設の救命救急セン
ターに勤務している看護師で，次の①～③のすべての条件
を満たす者15名。
　①　卒後４年目の者
　②　看護基礎教育前後で職業経験のない者
　③ 　新卒時から卒後４年目まで継続して救急領域に勤務
している者

３．データ収集期間
　2012年６月～９月。

４．データの収集方法
　データ収集は半構成的面接によって行った。研究の趣旨
について研究対象者に文書および口頭で説明し，同意を得
た。面接は１人１回とし，研究対象者が勤務する病院内の
プライバシーが保護できる個室を借りたうえで，１対１で
行った。
　インタビュー内容は，就職直後からこれまでの３年間の
経験で，技能習得のきっかけとなった場面や出来事，また
それまでの経験を生かせたと感じている場面や，実践共同
体内のメンバーとのかかわりで印象に残っている技能習得
に関連した出来事を中心に聴取した。その際，研究対象者
の承諾を得て，ICレコーダーによる録音を行った。

５．分析方法
　本研究ではM-GTAを用いた。M-GTAは社会的相互作
用に関係し，人間行動の予測と説明に優れた理論を提示で
きることに加え，プロセス的性格をもつ現象に適してお
り，方法論的限定という独自の考え方を導入し，“研究す
る人間”の視点を重視している。本研究がプロセスを明ら
かにする目的をもつこと，相互作用に焦点をあてること，
インタビューによるデータ収集であること，さらに分析の
対象者を救急領域の新人期看護師に限定していることを鑑
み，データの分析にはM-GTAが適すると判断し，以下の
手順で分析した。
　① 　逐語録を作成し，分析焦点者を「救急領域に新卒時

から配属された新人期看護師」と設定した。数名の
データに目を通した後，分析テーマを「救急領域とい
う実践共同体に参加した新人期看護師にとって，どの
ような相互作用が技能習得につながっていたのか，そ
の経験学習のプロセス」と設定した。

　② 　分析焦点者と分析テーマに照らして，技能習得に影
響を及ぼしていると解釈できるデータを選び，データ
の関連箇所に着目しながらそれを１つの具体例（ヴァ
リエーション）とした。その具体例が他の類似具体例
も説明できる，と考えられた場合に概念を生成した。

　③ 　概念は分析ワークシートを用いて作成し，概念名，
定義，最初の具体例を記入した（表１参照）。データ
分析を進めるなかで新たな概念を生成し，分析ワーク
シートは個々の概念ごとに作成した。

　④ 　同時並行で，他の具体例をデータから探し，ワーク
シートのヴァリエーション欄に追加記入していった。
生成した概念の完成度は，類似例の確認だけでなく，
対極例について比較の観点からデータを見ていくこと
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により，解釈が恣意的に偏る危険を防ぎ，その結果を
理論的メモ欄に記入していった。

　⑤ 　概念を分析の最小単位とし，他の概念との関係を
個々の概念ごとに検討した。

　⑥ 　ベースデータ13名で分析し，それ以降は新たな概念
は生成されなかったため，15名のデータ分析でプロセ
スの構造を説明できると判断した。

　⑦ 　複数の概念からなるサブカテゴリーを生成し，さら
に複数のサブカテゴリーからカテゴリーを生成した。
その際，概念自体がサブカテゴリーとしての説明力を
もつものはサブカテゴリーとして表した。

　⑧ 　カテゴリー相互の関係から分析結果をまとめ，その
概要を簡潔に文章化し（ストーリーライン），さらに
結果図を作成した。

６．分析の妥当性・信頼性の確保
　分析結果の妥当性については，研究対象者13名にメン
バー・チェックを依頼した。面会のうえ，分析結果を提示
したところ，13名全員が結果の解釈とプロセスに同意し
た。分析によって行ったカテゴリー化の信頼性について
は，すべての分析過程において研究者間で検討を繰り返
し，「看護技術学」を専門とする研究者に確認を受けた。

７．倫理的配慮
　本研究は，大阪府立大学看護学研究倫理委員会の承認
と，必要時には研究対象者が所属する施設の研究倫理委員
会の審査を受け，承認を得て実施した。看護部長の同意が
得られた７施設を選定した。研究対象者には文書と口頭で
研究内容と倫理的配慮について説明を行い，同意書への署
名をもって研究協力の承諾とした。
　研究対象者へは研究目的，方法，研究協力の自由意思，
同意・参加後であっても辞退可能であること，また，研究
への協力や拒否により不利益は生じないことなどを説明し
た。さらに，プライバシー保護のための配慮として，個室
でのインタビューを保証すること，録音されたデータおよ
び逐語録は研究のみに使用し，個人の秘密は厳守されるこ
となどを説明し，同意を得て行った。

Ⅳ．結　　果

　研究対象となった卒後４年目の看護師15名は全員女性
で，平均年齢25.4歳であった。面接時間は平均51分24秒で
あった。分析ワークシートの例を表１に示す。
　分析の結果，救急領域に勤務する新人期看護師の技能習
得に影響を及ぼす経験のプロセスは，30概念，11サブカテ

表１　分析ワークシート（例）

概念名：1 技能不足を痛感する

定義 先輩や医師から自分の看護技術に対する注意を受けたり，患者に負担をかけてしまうことで，自分の技能不足を強く思い知らさ
れること

ヴァリエーション B： 「心不全の患者さんに何回も横向かせたりして，心負荷がかかるっていうことを，いっしょに考えられてなくって，清拭を
する！着替える!! 服を着せる!! っていうことだけに集中して，しないといけない!! ってなっちゃって。患者さんに負荷が
かかってた，っていうのを後から先輩に言われて，あ，ほんとだ！って思って，そんときに初めて気づきました。１年目
のいちばん初めのころとか」

E： 「全部穴があって，先輩に，できてないやんって全部言われたのがびっくりしたんです。 そこまで気づけてなかったような
ことを突かれた感じ。言われてハッとした。で，家帰って吐きました。なんかもう，いろんなことがわぁ～っときたから。
それほど，大きな出来事でしたね」

G： 「いちばん初めに，なんか，清拭をするときに，あの，ニップ（NIPPV）つけてる患者さんが，けっこう臥位になったらし
んどい，って言ってはる患者さんだったんですけど，自分の頭の中では，清拭のときは，こう，いっぺんにするために臥
位にして，こうローリングして，横向いたときに背中も拭いて，服着せて，っていうイメージでいままで来てたから，そ
れやってしまって。（中略）よっしゃ，終わった～って思ってたけど，その後患者さんに筆談で患者さんにしんどかった～！　
みたいなん書かれて。患者さんにそんなん言われて，すごいショックで，全然自分は患者さんのこと見れてなかったなと
思って，自分に必死で。技術をやるのに必死で，患者さんのことを全然見れてなかったのがショックで」

L： 「清拭が，うまくできないというか……（中略）学校で習ってる時は患者さんの苦痛とか，やってる時間帯とかっていうの
も考えずにしたりとか。ただ拭けばいいとかっていう考えっていうのとか，軽く考えてたっていう部分もあったので。先
輩に，いっしょに入ってる先輩とかに，言われて。言われたときには，何も考えずにやってるな，っていうのがありまし
たね。自分のなかでその，学校で習ったとおり，っていう頭があったので，う～ん，気持ちよく思ってるやろうな，って思っ
てたけど，実は終わったあとにはぁはぁはぁはぁなってるやろ？って言われて。あっ，ちゃんとバイタルとかも見れてな
かったな，っていうのとか，気づく視点が，見れてなかったのとかで。あ，こんなところも見れてないとダメなんや，とか」

……その他のヴァリエーションは省略

理論的メモ ・ 自分では，うまくとは言えなくても，そこそこできていると認識していたにもかかわらず，先輩からの注意や指摘を受けて
初めて，自分の技能不足を自覚させられる。先輩の注意がなければ，そのまま次も同じようにしたであろう，という特徴が
あると考える。基礎教育で学んだ基本的な看護技術が救急患者には通用しない。
・ 対極例のチェック。先輩からの注意を受けて，技能不足を感じないという例はなし。類似例として【概念６：患者の悪化に
よる技能不足の被自覚化】が別概念として生成されている。
・ 【概念６：患者の悪化による技能不足の被自覚化】【概念10：医師の指摘による技能レベルの被自覚化】と統合。うまくいか
ないことによって自分の技能不足を思い知らされる出来事であるため，具体的な出来事としてメンバーの差別をなくしても
良いのではないか，と考えた。概念10に関してはヴァリエーションのなかで，指摘や注意をされて技能不足を自覚させられ
るデータのみ抽出した。概念名は【技能不足を痛感する】に変更する。……以下省略
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ゴリーが生成され，《救急の場での努力が空回りする》《救
急領域の一員としての自覚が芽生える》《救急領域での視
野が拡大する》をそれぞれカテゴリーとする３つの段階で
構成された。以下，カテゴリーは《　》で，サブカテゴ
リーは〈　〉で，概念は［　］で表記する。結果図を図１

に示す。

１．ストーリーライン
　救急領域に配属された新人期看護師は，恐怖で〈救急の
場におじけづく〉状態となり，そのままでは居続けられず
に〈崖っ縁で努力する〉が，技能不足のために〈無力感
に苛まれる〉経験をしていた。そしてまた〈崖っ縁で努
力する〉ことを続けるが，精神的・時間的余裕の不足か
ら〈看護技術をルーチン化する〉ようになり，患者の状態
を考慮した看護技術の提供には至らず，再び〈無力感に苛
まれる〉ため，《救急の場での努力が空回りする》経験を
していた。新人期看護師は〈エネルギーを獲得する〉こ
とと〈自己を肯定する〉ことによって〈看護技術をルー
チン化する〉ことから脱し，〈自信を獲得する〉に至って
いた。それらは《救急領域の一員としての自覚が芽生え
る》経験であった。新人期看護師は〈自信を獲得する〉経
験を経て，〈能動的に学びを深める〉〈他職種から得た知識
を活用する〉〈自分らしさを認知する〉ようになり，それ
らが〈自律性を獲得する〉ことにつながっていた。これら
の《救急領域での視野が拡大する》経験が，新人期看護師

から脱し，一人前の看護師としての技能に影響する経験と
なっていた。

２．カテゴリー・サブカテゴリー・概念の説明
　カテゴリー・サブカテゴリー・概念の説明と，概念に含
まれている代表的なヴァリエーションとして研究対象者の
語りを「　」で表記する。（　）は意味の補足とする。
ａ ．第１段階《救急の場での努力が空回りする》カテゴ
リー

　このカテゴリーは，〈救急の場におじけづく〉〈崖っ縁で
努力する〉〈無力感に苛まれる〉〈看護技術をルーチン化す
る〉の４つのサブカテゴリーから構成された。
　救急領域に配属された新人期看護師は，恐怖によって救
急領域という実践共同体を見渡す余裕がもてず，重症で急
変しやすい救急患者を目の前にし，自分の技能不足が患者
を傷つけるのではないか，急変が起きても対応できないな
ど，看護技術を提供する対象である救急患者や，危機的状
況に置かれている家族とかかわることに対し，［恐怖で逃
げ腰になる］。ある看護師は，「なんか怖かった。それで何
か，あんまりそういう（家族とかかわる）場面が苦手で，
避けてた部分があった。その場にいるのが嫌だから，短時
間でこう，切り上げようとか，正直思ったところがあっ
て」と語った。また，患者の生死にかかわることの多い救
急領域として，新人期看護師に緊張感をもって指導しよう
とする［先輩に対して畏縮する］など，自己を取り巻く実

救急領域での
視野が拡大する

救急領域の
一員としての
自覚が芽生える

救急の場での
努力が
空回りする

第３段階

第２段階

第１段階

無力感に苛まれる
【技能不足を痛感する】
【先輩との技能差を実感する】

崖っ縁で努力する
【先輩を模倣する】
【先輩に見てもらう】
【場数を増やそうとする】
【先輩の質問で思考が促される】
【先輩の助言を活用する】
【先輩との振り返りから
　　　　　　 課題を見つける】

エネルギーを獲得する
【患者・家族から励まされる】
【患者・家族から感謝される】
【競争心を自覚する】

自己を肯定する
【ケースレポートで振り返る】
【先輩から認められる】
【看護技術で患者を改善できると実感する】

救急の場におじけづく
【恐怖で逃げ腰になる】
【先輩に対して畏縮する】

看護技術をルーチン化する

自信を獲得する

自分らしさを認知する
【先輩の看護技術の鵜呑みを自覚する】
【反面教師を目にする】
【先輩へ自己主張する】
【看護技術の提供を楽しむ】

自律性を獲得する

他職種から得た知識を活用する
【医師からの情報提供で
　　　 患者の病態理解を深める】
【他職種から専門的技術を教わる】

能動的に学びを深める
【マニュアルを学び直す】
【言語化によって内省する】
【後輩から新たな視点を得る】
【先輩の強みへ関心を向ける】
【学んだ根拠を活かす】

概念

サブカテゴリー

カテゴリー

経験の方向

【　　】

図１　救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を及ぼす経験のプロセス
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践共同体という〈救急の場におじけづく〉状態となってい
た。［先輩に対して畏縮する］では，「怖いから，ビクビク
してできない，できなかったら言われる，言われて凹む。
私やっぱ（看護師という仕事が）合ってないんや，みたい
な。できひんわ，どん底。先輩が見てるからこうしないと
いけないとか，先輩が見てるからここ気をつけてって感じ
で。常に先輩の目があった」と語られた。
　新人期看護師は，［先輩を模倣する］ことで，現場で先
輩が行っている看護技術を身につけようとし，［先輩に見
てもらう］ことで，患者へ看護技術を提供してよいかどう
かの許可を求めていた。また，多くの技術提供の経験を積
まなければならないと考え［場数を増やそうとする］こと
や，先輩に指導を受け［先輩の質問で思考が促される］［先
輩の助言を活用する］［先輩との振り返りから課題を見つ
ける］など，まさに崖っ縁に立たされ，前に進むしかない
との思いで技能習得に向けて努力を重ねていた。［場数を
増やそうとする］ことについて，ある看護師は「採血室に，
助勤に行かせてもらってもいいですか，みたいな。採血室
やったら，１日200人とかとらなきゃいけないんで，それで
ですかね，苦手やから行こうって」と語った。また，［先輩
の質問で思考が促される］では，「今の循環動態どうやろっ
て声かけてもらって，そっか，血圧が低いなって。声かけ
してもらって初めて，こうした時にこうなるかもしれないっ
てことを考えるようになって」と語られた。
　新人期看護師は〈崖っ縁で努力する〉なかで，先輩に注
意されたり，急変しやすい患者の状態が考慮できなかった
ことで負担を与えてしまうことによって，［技能不足を痛感
する］。ある看護師は「全部穴があって，先輩に，できて
ないやんって全部言われたのがびっくりしたんです。そこ
まで気づけてなかったようなことを突かれた感じ。言われ
てハッとした。で，家帰って吐きました。なんかもう，い
ろんなことがわぁ～っときたから。それほど，大きな出来
事でしたね」と語った。また，先輩と同じ方法で看護技
術を提供しているにもかかわらず，先輩と同じ成果が得ら
れないなど，［先輩との技能差を実感する］出来事も加わ
り，〈無力感に苛まれる〉ようになっていた。その無力感を
〈崖っ縁で努力する〉方向に再び向かうことで解消しようと
することもあれば，無力感が続くことで〈救急の場におじ
けづく〉方向に戻ってしまうこともあった。しかし，おじ
けづいたままでは日々の看護技術は提供できないため，結
局〈崖っ縁で努力する〉方向に再び向かっていた。
　新人期看護師は〈崖っ縁で努力する〉うちに，徐々に看
護技術を先輩看護師の指導を必要とせずに行うようになっ
ていた。しかし，救急患者に看護技術を提供できるだけの
技能が十分になく，また時間的・精神的に余裕がないため
に，適切なタイミングや方法について考えられず，決まり

きった業務のように〈看護技術をルーチン化する〉ように
なっていた。ある看護師は「吸引をね，２時間ごとにやっ
てたけど，なんかもうそれが，知識もないし，何もわかれ
へんし，ただの業務で。口腔ケアとかも４時間ごとにして
るんですけど，ただの業務やったんです」と語った。先輩
看護師の指導を必要としなくなっても，このような患者の
アセスメントが不十分な看護技術の提供によって，重症で
急変しやすい状態の救急患者に負担を与えてしまうなどか
らまた〈無力感に苛まれる〉ようになってしまい，新人期
看護師は《救急の場での努力が空回りする》状態に陥って
いた。
ｂ ．第２段階《救急領域の一員としての自覚が芽生え
る》カテゴリー

　このカテゴリーは，〈エネルギーを獲得する〉〈自己を肯
定する〉〈自信を獲得する〉の３つのサブカテゴリーから
構成された。
　新人期看護師の〈崖っ縁で努力する〉姿は患者・家族へ
伝わり，［患者・家族から励まされる］ようになっていた。
ある看護師は「患者さんが，なんか突然すごい自分への思
いを言ってくれることがあって。まだ１年目で，技術とか
は先輩に比べて全然できひんとは思うけど，すごい落ち着
くし，そういう気持ちをずっと大切にして欲しいって言っ
てはって。その時に，自分は何もできひんけど，そういう
患者さんからの発言とかで，もっとこんなんしてあげたい
とか，してあげたらいいんかなとか思うようになりました
ね，その時」と語った。また，自分の看護技術へのフィー
ドバックとして，［患者・家族から感謝される］ことで喜
びの感情が生まれ，技能習得に前向きになっていた。あ
る看護師は，「看護ケアとか技術を患者さんに提供した時
に，その患者さんから，ありがとうとか聞いた時に，もう
ちょっとがんばろうかなと思ったりします」と語った。さ
らに，同期と自分の技能を比較したり，後輩看護師が新た
に参入してくることによって，［競争心を自覚する］こと
も重なり，これらの出来事が，もう辞めたい，自分は看護
師に向いていないかもしれないと自己嫌悪に陥り《救急の
場での努力が空回りする》状態から新人期看護師を救って
いた。このような〈エネルギーを獲得する〉出来事が新人
期看護師の技能習得への意欲に影響をもたらしていた。
　新人期看護師は，文献や先輩からの助言によって，看護
技術の根拠や意味を捉え直すなど，自分の看護技術につ
いて［ケースレポートで振り返る］機会を得ていた。ま
た，自分の看護技術を見ていた［先輩から認められる］こ
とで，肯定的な自己評価ができるようになっていた。［先
輩から認められる］について，ある看護師は「先輩たちの
声かけですかね。できてるよ，大丈夫って声がかけられる
ことによって，そうなんだなって思うことができるし，自
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己評価するのも大事なんですけど，なかなかできてるって
思うことがなかったので。やっぱり周りの人からそう言わ
れることで，そうなのかなって思えたことが，克服できた
きっかけになったと思います」と語った。さらに，それま
では救急領域での看護技術は医師の介助が主という認識で
あったり，先輩に言われるがまま提供することであったの
が，［看護技術で患者を改善できると実感する］ことで，
自分の技能が患者の状態改善に役立つと思えるようになっ
ていた。ある看護師は「誤嚥性肺炎で，すっごい痰が多
かった人で，でも鎮静かけてるからバッキングがあんまり
ない人で，体位を管理していったら痰がめちゃ出るように
なったとか，そういうのが何回かあって。これって意味あ
るんやなってすごい思って」と語った。これらの〈自己を
肯定する〉出来事によって，救急領域に看護師としての居
場所をもてるようになっていた。
　〈自信を獲得する〉ことについてある看護師は，「でき
る！自分は大丈夫や！っていうふうに，確信というか，う
ん，自信もって，ひとりでも大丈夫だっていう自分の，
まぁ言い聞かせみたいな感じにもなるんですけど。でもそ
れが今までなかったのが，もてるようになったっていう」
と語った。
　〈エネルギーを獲得する〉こと，〈自己を肯定する〉こと
によって，技能習得への意欲が向上し，患者を安楽にし
たり，患者の状態改善に貢献するなど，自分の看護技術
によって患者を看護できるのだという〈自信を獲得する〉
ことにつながり，看護師として認められることによって，
《救急領域の一員としての自覚が芽生える》経験となって
いた。この段階で，自分は救急領域という実践共同体に参
加するメンバーの一員であるという自覚が芽生え，技能習
得の実感が得られ始めていた。
ｃ ．第３段階《救急領域での視野が拡大する》カテゴ
リー

　このカテゴリーは，〈能動的に学びを深める〉〈他職種か
ら得た知識を活用する〉〈自分らしさを認知する〉〈自律性
を獲得する〉の４つのサブカテゴリーから構成された。
　新人期看護師は，経験年数を重ねたことで後輩看護師に
対し看護技術を指導する役割を与えられ，そのなかで［マ
ニュアルを学び直す］ことや，後輩看護師に対して自分の
看護技術の［言語化によって内省する］こと，［後輩から新
たな視点を得る］ことなど，教えるという行為のなかで学
んでいた。［言語化によって内省する］ことについて，ある
看護師は「１年生を教える立場になって，自分は，まぁで
きてなかったって思ってたんですけど，それは教わる人に
とってはすごい新しいことだったり，すごいって思えるこ
とだったりしてるんだなっていうのを，教えていくなかで
実感できたことが，できてないっていうところから，でき

てるって思えるようになってきたきっかけになったと思い
ます」と語った。また，先輩看護師が，さまざまなこだわ
りや１つの看護技術を深く学ぶ姿勢を目にし，［先輩の強み
へ関心を向ける］ようになっていた。ある看護師は「やっ
ぱ，得意分野っていうか，（その先輩が）力を入れてる部分
とかあると思うので。こういうのが得意な人に，こういう
ことを聞いたら，もっと自分の知識が深まるだろうな，と
か思います」と語った。さらに，学会へ行くことや雑誌な
どから新たに［学んだ根拠を活かす］など，自分から〈能
動的に学びを深める〉ようになっていた。
　新人期看護師は，急変しやすい救急患者に対し，安全に
看護技術を提供するためには，患者の病態理解が不可欠だ
と感じ［医師からの情報提供で患者の病態理解を深める］
ようになっていた。また，患者の回復には医師と看護師以
外のさまざまな職種がかかわっていると認識できるように
なることで，［他職種から専門的技術を教わる］ようにな
り，それを自分の看護技術に活かそうとするなど，技能を
向上させるために〈他職種から得た知識を活用する〉よう
になっていた。［他職種から専門的技術を教わる］につい
て，ある看護師は，「食事介助とか。ちょっとムセそうな
人とかは，嚥下訓練のリハビリさんにちょっとアドバイス
をもらって，食べる時はちょっとこうしたほうがいいん
だよっていうアドバイスもらったら，ムセやすい人には
じゃぁこういうご飯が良いから，スプーンのこっちからい
くよりこっちからいくほうがいいとか。技術は，変わると
いうか，幅が広がるというか，ありますね」と語った。
　新人期看護師は，〈自信を獲得する〉ことで，患者の状
態に合わせた看護技術について考えることから，先輩看護
師の形だけの模倣でしかなかった自分の看護技術に対して
［先輩の看護技術の鵜呑みを自覚する］ようになっていた。
ある看護師は「１年生のころはほんと，言われるがままに
してたと思うんですけど。１人で見るようになって，自分
で考えて判断しないといけないっていう思いが前よりも強
くなって。患者さんを１人でしっかり良くなるようにちゃ
んと見ようとか，安全に見ようっていう意識は前よりも強
くなったのかなっていうのはあるんです」と語った。
　そして，［反面教師を目にする］ことや［先輩へ自己主張
する］ことで，自分の看護観を自覚し，自分なりに考えた
うえでの［看護技術の提供を楽しむ］など，先輩看護師と
協働ができるようになり，〈自分らしさを認知する〉ように
なっていた。［先輩へ自己主張する］ことについて，ある看
護師は「自分が，やっぱり知識つけてきて，１年目，２年
目とかは無理やったけど，先輩の性格とかもわかってくる
し，普通に仲良くしゃべったりとかご飯行ったりとかもす
るようになって。いろいろな視点が看護にはあるから，そ
の人はそう思ってても，私はこう思うんですっていう議論。
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昔は指導やったけど，今は議論になってる」と語った。ま
た，［看護技術の提供を楽しむ］では，「リハビリとかも，
やらないとダメじゃないですか。でもその人なんか痛いか
らいらん，とか言ってて。必要性を説明して，初めはいら
んからやってなかったんですけど，私が何回も言うから，
何回もうるさいからやるわ，みたいな感じで，なんかやっ
てくれて。なんかそれがうれしくて。患者さんとかかわっ
て，しゃべって，看護過程を展開していくっていうのが，
楽しさを感じられたんですよ」と語られた。
　〈自律性を獲得する〉について，ある看護師は「自分の
仕事がちょっとこう，慣れてきて，落ち着いて，患者さん
全体を見れるようになった。この患者さんはここで寝てる
だけだけど，８時間で自分の（受け持っている）時間で，
何か，自分がこう援助することで，ちょっとでも状態がよ
くなるんじゃないかなと，思えるようになった気がする」
と語った。
　新人期看護師は〈能動的に学びを深める〉ようになり，
〈他職種から得た知識を活用〉し，〈自分らしさを認知す
る〉ことから，患者の状態を適切に把握し，その状態に合
わせた看護技術について考え，〈自律性を獲得する〉よう
になっていた。そして，〈自律性を獲得する〉ことができ
ているからこそ，〈能動的に学びを深める〉ことや〈他職
種から得た知識を活用する〉〈自分らしさを認知する〉こ
とにさらにつなげており，これらの経験は相互に影響し
あっていた。これらの《救急領域での視野が拡大する》経
験が，新人期を脱し，一人前の看護師としてもつ技能に影
響する経験となっていた。この段階では，救急領域という
実践共同体での視野が拡大し，他職種と協働する存在とし
て，救急看護師としての自分を位置づけられるようになっ
ていた。

Ⅴ．考　　察

１ ．救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を
及ぼす経験プロセスの様相
　新人期看護師を取り巻く救急領域という実践共同体に
は，現場に関与する人として，救急医を含めた多くの医
師，チーム医療を展開するために必要なコメディカル，全
診療科にわたる重篤な疾患や交通外傷などで突然生命の危
機に陥ってしまった救急患者，その状況に混乱している家
族，その救急患者・家族を看護する先輩看護師や同期看護
師が存在していた。そして，新人期看護師が２年目にな
り，自然と後輩看護師が新たに実践共同体に参加してくる
という状況であった。新人期看護師の周りには，救急医療
に不可欠なME機器が多数置かれ，患者の異常を知らせる
アラーム音が鳴り響き，救急領域特有の緊迫感が漂う空間

が存在していた。
　新人期看護師は，《救急の場での努力が空回りする》段
階で，技能習得に向けて努力してもなかなか救急領域の一
員として認められない，苦しい思いを抱く経験をしてい
た。自分の技能不足に意識が向くため，実践共同体はその
場その場としての“救急の場”であり，“救急領域”全体
を認識できていなかった。しかし，《救急領域の一員とし
ての自覚が芽生える》段階を境にして，《救急領域での視
野が拡大》し，“救急領域”全体が見渡せるようになるこ
とで，患者・家族，先輩看護師や後輩看護師，他職種との
つながりを意識して技能習得をするようになっていた。松
尾（2011）は，看護師を含むさまざまなプロフェッショナ
ルの成長と思いの変化について，若いうちは，“認められ
たい，力をつけたい”という自分への思いが強く自己中心
的であるが，経験を積むに従い，仕事への思いが他者や社
会とのつながりを意識した思いに変化していく，と述べて
いる。〈救急の場におじけづく〉から〈自信を獲得する〉
〈自律性を獲得する〉などのすべての段階で，思いの変化
が技能習得に影響を及ぼしていたと考えられる。とくに
《救急領域の一員としての自覚が芽生える》経験は，新人
期看護師にとって重要な経験であった。山田と齋藤（2009）
は，新人看護師が一人前の看護師になるまでの学習過程に
おいて，先輩との対話により意味づけや承認がなされる
場合に学習が促されていたことを明らかにしている。〈自
己を肯定する〉経験には，［先輩から認められる］経験が
存在しており，それが思いの変化となって技能習得に影
響を及ぼしたと解釈できる。さらに本研究では，［患者・
家族から励まされる］［患者・家族から感謝される］など
の〈エネルギーを獲得する〉経験が存在し，〈自信を獲得
する〉経験に至るには，先輩看護師だけでなく，患者・家
族からの承認も含まれていたことが明らかとなった。自分
への思いだけでは《救急の場での努力が空回り》し続け
るが，実践共同体にいるさまざまなメンバーからの承認が
得られ，《救急領域の一員としての自覚が芽生える》ことに
よって，他者とのつながりを考えるようになり，《救急領域
での視野が拡大》して，技能習得が進んでいくと考える。
　さらに本研究では，新人期看護師と実践共同体としての
救急領域との関係の変化が，技能習得に影響を及ぼしてい
た。神島ら（2009）は，救急部門に勤務する卒後３年目ま
での看護師の職場適応の段階に関する体験として，《居場
所がないとまどいとつらさ》《居場所をみつけ役割をみつ
ける》《役割を拡大する》の３段階に《救急の特殊性との
折り合い》が関連することを明らかにした。本研究での
《救急の場での努力が空回りする》《救急領域の一員として
の自覚が芽生える》《救急領域での視野が拡大する》経験
は，この３段階に類似しており，職場適応が技能習得に影
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響を及ぼしていると解釈できる。《救急領域の一員として
の自覚が芽生える》経験は，救急領域という実践共同体に
自分の居場所をもてるようになったことでもあり，実践共
同体との関係が大きく変化し，メンバーシップの発揮につ
ながっていた。〈自信を獲得する〉経験によって，《救急領
域での視野が拡大する》段階に進み，初めは恐怖しかもた
らさなかった実践共同体に存在する人・ものを，学習資源
として捉えられるようになり，それが技能習得に能動性を
もたらしたと解釈できる。
　以上のことから，救急領域に勤務する新人期看護師の技
能習得に影響を及ぼした経験は，思いの変化と職場適応で
あったと解釈した。「正統的周辺参加論」（Lave & Wenger,  
1991/1993）では，「学習者の知識・技能」「学習者のアイ
デンティティ」「学習者と他者・ツールとの関係」の３つ
が同時に変化することを学習と捉える。本研究において，
技能習得に影響していた思いの変化とは「学習者のアイデ
ンティティ」の変化であり，職場適応は「学習者と他者・
ツールとの関係」の変化であると考えると，本研究におい
ても「正統的周辺参加論」と同様の変化を確認したと言え
る。さらに本研究では，技能習得に影響を及ぼす経験のプ
ロセスを示したことで，「学習者のアイデンティティ」と
「学習者と他者・ツールとの関係」が実践共同体でどのよ
うに変化したのかを示すことができたと考える。
　また，本研究で新たに示したのは，技能習得に影響を及
ぼした経験において，非段階的学習としての即興の徒弟
制（福島，2001）が存在しており，先輩看護師だけを技能
習得の師匠としていない点である。［先輩を模倣する］［先
輩の質問で思考が促される］などの経験は，徒弟制の先行
研究（生田，1987）にもあるように，師匠の模倣から始ま
る学びであり，先輩看護師を師匠として認識している経験
であった。徒弟制とは，師匠が熟練の技能をもっているこ
とを前提に成り立つ。模倣する対象や環境への価値的なコ
ミットメント，つまり学習者が「わざ」としての技能を取
り巻く環境を「善いもの」と納得し，身体全体を潜入させ
ることが重要であり，このコミットメントを欠くと，技能
習得は困難となり，模倣は単なる真似で終わってしまう
（工藤，2007）。《救急領域の一員としての自覚が芽生える》
経験を経た新人期看護師は，《救急領域での視野が拡大す
る》段階で，自分の看護技術が単なる真似だったことに気
づき［先輩の看護技術の鵜呑みを自覚する］こと，［反面
教師を目にする］など先輩看護師の技能をマイナスに評価
すること，先輩の技能にコミットメントしている［先輩の
強みへ関心を向ける］ことに加え，自分の看護師としての
技能習得において，看護師ではない〈他職種から得た知
識を活用する〉という経験など，即興的にその時その場
で，自分の技能に影響を及ぼす師匠を見極め，取捨選択し

ながら技能習得を行っていたと解釈できる。とくに，救急
領域という実践共同体は，チーム医療が重視される環境で
あり，他職種が学習資源になったため，〈他職種から得た
知識を活用する〉経験が存在したと考える。さらに，新人
期看護師は，［後輩から新たな視点を得る］など，後輩看
護師との相互作用も技能習得につながる学習資源として捉
えていた。高橋（2011）は，学ぶ意欲とは，学ぶ立場から
教える立場への転換という時に高まる，と述べている。後
輩看護師との相互作用は〈能動的に学びを深める〉経験に
あり，後輩看護師の存在が学ぶ意欲を刺激していたと考え
る。福島（2001）は，精神看護の現場において，徒弟制が
即興的であり，現場での教授－学習関係が有効に機能しな
いことを指摘している。本研究の《救急の場での努力が空
回りする》段階においては，教授－学習関係が有効に機能
していない〈看護技術をルーチン化する〉などの経験をし
ていたが，《救急領域の一員としての自覚が芽生える》経
験を機に，先輩看護師以外にも実践共同体のメンバーすべ
てを技能の師匠として見極めて学ぶ，非段階的学習として
の即興の徒弟制が存在していた。

２ ．救急領域に勤務する新人期看護師に対する看護技術教
育への提言
　臨床現場における看護技術教育は，集合研修のみでな
く，習得に時間がかかる技術や経験を重ねることによりス
ムーズに対応することができるようになることを共通認識
して，OJT（On-the-Job Training）を通して支援すること
が医療安全上，重要な課題である（上泉・羽生田・西澤・
小松・坂本他，2010）。
　救急領域に配属されてすぐの新人期看護師は，《救急の
場での努力が空回りする》という辛い経験をしていた。島
原と中西（2008）は，救命救急センターの看護師が離職を
考える契機として，［知識／技術習得困難］が存在するこ
とを明らかにしている。新人期看護師は《救急の場での努
力が空回りする》段階で，技能不足によるストレス（森田
ら，2003；中山，2006）にさらされるが，技能不足だけで
なく，技能習得の困難さもストレスであったと考えられ
る。新人期看護師は，技能習得の困難さによって救急領域
で役に立たない存在であると感じ続け，そのストレスが離
職願望を引き起こす可能性をはらんでいると考えられる。
加えてこの段階は，時間が経過すれば自然に脱することが
できるものではなく，長期化するリスクをはらんでおり，
その原因が〈看護技術をルーチン化する〉経験にあると
推察される。Kolb（1984）の「経験学習モデル」では，具
体的な経験（concrete experience），内省的な観察（reflective 
observation），抽象的な概念化（abstract conceptualization），
能動的な試み（active experimentation）のサイクルが学習
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につながることを示す。看護技術の提供には，全身状態の
アセスメントが必要不可欠であるが，救急患者は全診療科
の疾患や外傷など病態が複雑で，かつ重症であり，病態に
対する知識を含めた高い技能が求められる。知識不足の新
人期看護師は，具体的な経験として看護技術を提供してい
ても，先輩看護師からの助言や支援などの相互作用が不足
すると内省的な観察が行われず，学習としての技能習得
につながらないため，〈看護技術をルーチン化する〉から
〈無力感に苛まれる〉経験へ戻り，なかなか《救急の場で
の努力が空回りする》段階から脱出できないのだと考えら
れる。
　新人期看護師は，《救急の場での努力が空回りする》段
階が長期化すればするほど，徐々に努力を継続することに
疲弊し，技能習得に向けた努力ができなくなっていく。人
は，他人の行動の原因，理由を考える時に，その人を取り
巻く周囲の状況からの影響を軽視し，個人的な性質（性格
や能力など）の影響を重視しがちである（Zechmeister & 
Johnson,  1992/1996）。看護技術教育を行う先輩看護師は，
〈救急の場におじけづく〉〈無力感に苛まれる〉経験のなか
にいる新人期看護師に対して能力や性格を問題にするので
はなく，新人期看護師との相互作用を活発にして反省的思
考を促し，〈崖っ縁で努力する〉方向へ導くことが必要で
ある。そして，〈看護技術をルーチン化する〉経験をなく
し，早期に《救急の場での努力が空回りする》段階から脱
出できるよう新人期看護師を支援することが重要であると
考える。
　本研究において，救急領域における新人期看護師の技能
習得に影響を及ぼす経験には，即興の徒弟制が存在してい
ることが明らかとなった。下野と大津（2010）は，看護技
術における技能の熟練形成が経験年数とともに上がらない
ことを指摘する。徒弟制においては，師匠が熟練の技能を
もたなければ，実践共同体のサイクルによって，技能不足
が再生産されることになる。新人期看護師は《救急領域で
の視野が拡大する》段階で，実践共同体に学習資源を見出
す経験をしているが，熟練の師匠が存在しなければ，新人
期看護師の技能習得はより困難となる。よって，先輩看護
師が師匠として技能の熟練を目指さなければならないと言
える。
　救急領域に勤務する新人期看護師の看護技術教育におい
ては，新人期看護師が《救急の場での努力が空回りする》
経験をしていることを先輩看護師が認知し，《救急領域の
一員としての自覚が芽生える》よう支援し，《救急領域で
の視野が拡大する》段階で能動的に学びを深めさせていく
と同時に，内省的思考を促す相互作用が積極的にもたらさ
れる学習環境として，学び合い，学び続ける発達サイクル
をもった実践共同体づくりが求められる。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

　本研究では，７施設の救急領域から研究対象者を選出し
ており，研究対象者が勤務する実践共同体にそれぞれの組
織文化が存在し，経験に影響を与えていると考えられるた
め，本研究の転用可能性に関しては限界があると考える。
今後は，救急領域の新人期看護師が認知した経験だけでな
く，看護技術教育を行う教育担当者の視点からも，新人期
看護師の技能習得に影響を及ぼしていると考えられる経験
を明らかにし，より多角的な視点で技能習得を捉えること
を課題とする。

結　　論

１ ．救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を
及ぼす経験のプロセスは，《救急の場での努力が空回り
する》《救急領域の一員としての自覚が芽生える》《救急
領域での視野が拡大する》をそれぞれカテゴリーとする
３つの段階で構成された。

２ ．救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得には，思
いの変化と職場適応を示す経験が影響を及ぼしており，
また《救急領域の一員としての自覚が芽生える》経験を
機に，先輩看護師以外にも実践共同体のメンバーすべて
を技能の師匠として見極めて学ぶ，非段階的学習として
の即興の徒弟制が存在していた。

３ ．救急領域の新人期看護師にとっては，技能不足だけで
なく，技能習得の困難さもストレスであり，《救急の場
での努力が空回りする》段階が長期化するリスクをはら
んでいるため，早期にこの段階から脱出できるよう新人
期看護師を支援することが重要である。

４ ．救急領域に勤務する新人期看護師の看護技術教育にお
いては，先輩看護師が師匠としての技能の熟練を目指す
と同時に，新人期看護師の内省的思考を促す相互作用が
積極的にもたらされる学習環境として，学び合い，学び
続ける発達サイクルをもった実践共同体づくりが求めら
れる。
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要　　　旨

　本研究の目的は，救急領域に勤務する新人期看護師の技能習得に影響を及ぼす経験のプロセスを，実践共同
体における相互作用に焦点をあて明らかにすることである。救急領域に新卒時から継続して勤務しており，看
護基礎教育前後で職業経験のない卒後４年目の看護師15名に対し半構成的面接を行い，修正版Grounded Theory 
Approachで分析を行った。
　救急領域に勤務する新人期看護師は，恐怖や技能不足から《救急の場での努力が空回りする》が，〈エネルギー
を獲得する〉ことと〈自己を肯定する〉ことで空回りから脱出し，〈自信を獲得する〉ことで《救急領域の一員
としての自覚が芽生える》ようになっていた。そして《救急領域での視野が拡大する》経験で，技能習得に能動
性が生まれていた。
　救急領域での新人期看護師に対する看護技術教育は，相互作用が積極的にもたらされる実践共同体づくりが重
要であると示唆された。

Abstract

 The purpose of the present study was to elucidate the experience processes that affect nursing skill acquisition of novice 
nurses working in the emergency fields, with a focus on the interactions within communities of practice. Semi-structured 
interviews were conducted with 15 nurses in their 4th year of experience in the emergency field. The participants were 
employed directly after graduating from the basic nursing education program to work in the emergency field. Analysis was 
performed using the modified grounded theory approach. Novice nurses assigned to the emergency field are afraid and lack 
adequate nursing skills. Their fears and inexperience caused the perception that their “efforts become ineffective at the site 
of an emergency”; however, by “gaining energy” and “affirming oneself ”, they escaped from such perceptions of fruitless effort, 
“gaining confidence” so that the “awareness of being a member of the emergency field developed ” within them. In addi-

tion, their nursing skill acquisition became active through their experiences such that they had “expanding perspective of the 
emergency field ”. It was suggested that building positive interactions within the communities of practice is important in the 
teaching of nursing art for novice nurses employed in emergency fields.
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緒　　言

Ａ．背　　景

　慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary Disease：
COPD）患者数は年々増加の一途をたどっている。2001年
のWHOの調査では，高所得国における死因の第５位，低・
中所得国では第６位に位置づけられ，今後も増加すると予
測されている（日本呼吸器学会COPDガイドライン第３版
作成委員会，2010，p.6）。潜在的な患者も多いといわれ，わ
が国においては，診断された傷病名に基づき把握された厚
生労働省の1999年度の調査によると，COPD患者数は約21

万人とされていたが，無作為に抽出された一般住民を対象
とした2001年の疫学調査 NICE Study（Fukuchi, et al., 2004）
で，患者数は約530万人と推測され，適切に診断されていな
い患者の多さが浮き彫りとなった（日本呼吸器学会COPD
ガイドライン第３版作成委員会，2010，pp.6-8）。
　慢性の経過をたどるCOPD患者において，急な病状の
悪化である急性増悪は，患者のQOLや呼吸機能を低下さ
せ，生命予後を悪化させる大きな問題である（日本呼吸器
学会COPDガイドライン第３版作成委員会，2010，p.125）。
急性増悪による１回当たりの平均入院費用は約69万円との
報告（茂木・山田・木田，2006）もあり，医療経済にも悪
影響を与えている。急性増悪の原因の多くは細菌やウィル
スによる気道感染といわれており，感染を契機とした発
症が多いとされる（日本呼吸器学会COPDガイドライン
第３版作成委員会，2010，p.125）。COPDは別名「タバコ
病」ともいわれ，発症には年齢や喫煙量が関連し，患者は
高齢者に多い（日本呼吸器学会COPDガイドライン第３

版作成委員会，2010，p.10）。COPD患者の多くに気道分
泌物の増加が認められるが，呼吸機能および線毛運動能の

低下に伴い気道クリアランス機能が低下している病態に加
え（高橋，2010），嚥下機能の低下を認める高齢者は誤嚥
の危険性も高く（力富，2008），総じてCOPD患者は気道
感染へのリスクが高いといえる。
　慢性疾患であるCOPD患者は，病気とともに生きる生
活を余儀なくされ，安定した療養生活を送るために患者自
身のセルフマネジメントが重要な役割を担う。セルフマネ
ジメントには，疾患についての知識の習得，生活習慣の改
善，自己管理能力の習得があげられ，感染予防もそのなか
に含まれる。COPDにおいて，感染予防は急性増悪の予
防として，患者自身が病気をコントロールしていくうえで
重要な項目とされている。患者のセルフマネジメントにつ
いては，看護師をはじめとした医療者による患者教育が行
われているが，その効果や方法論についてのエビデンスは
いまだ十分でない。現在のところ，医療者によるセルフマ
ネジメント教育は呼吸器に関連した入院や急性増悪による
入院を減少させたとの報告（Bourbeau, et al.,  2003；Effing, 
et al.,  2007；Gadoury, et al.,  2005）があり，一定の効果が
示されている。しかし，それらの教育プログラムの内容は
研究によって異なっており，評価はプログラム全体の比較
が中心で，教育項目ごとの効果については検証されていな
い。したがって，セルフマネジメント教育の一環として位
置づけられる感染予防であるが，その教育効果を直接的に
測定した研究については見当たらず，感染予防の教育効果
については明らかでないままである。
　わが国においてCOPDのセルフマネジメント教育は，一
般に呼吸リハビリテーションの際に運動療法とあわせて行
われているが，内容についてマニュアルはあるものの（日
本呼吸ケア・リハビリテーション学会呼吸リハビリテー
ション委員会ほか，2007），臨床においてどのように実践さ
れているか実態は明らかではない。とくに感染予防に関し
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ては，マニュアルに記載されている事項も具体的ではなく，
臨床でどのような教育的かかわりが行われているかは明ら
かになっていない。2010年に呼吸器疾患患者を対象に行わ
れた『在宅呼吸ケア白書2010』（日本呼吸器学会肺生理専
門委員会在宅呼吸ケア白書ワーキンググループ，2010）に
よると，呼吸リハビリテーション教育入院で指導を受けた
内容について「感染予防」と答えた人は16％にとどまった。
　これらが示すように，COPD患者の感染予防に関する教
育は十分でない可能性が考えられ，認識や行動も患者によっ
て異なることが予想される。急性増悪の主要因である感染
に対し直接的に働きかける感染予防は急性増悪の予防につ
ながると考えられ，患者のQOL維持や医療経済への効果に
も期待がもてる。医療において，予防への働きかけは看護
に期待される役割は大きい。増悪予防を目指した効果的な
セルフマネジメント教育の示唆を得るため，COPD患者の
感染予防の認識と行動を調査し，感染予防行動と急性増悪
に影響する要因を分析することを目的に本研究を行った。

Ｂ．用語の操作的定義

１．急性増悪
　『COPDの診断と治療のためのガイドライン第３版』（以
下，『COPDガイドライン』）（日本呼吸器学会COPDガイ
ドライン第３版作成委員会，2010，p.125）を参考に，「呼
吸困難，咳，喀痰などの症状が日常の生理的変動を超えて
急激に悪化し，安定期の治療内容の変更を要する状態。た
だし，他疾患（心不全，気胸，肺血栓塞栓症など）の合併
による増悪を除く」とした。

２．感染予防行動
　COPD患者に必要とされる感染を予防するための行動
で，具体的には，手洗い，うがい，口腔内の清潔（歯磨
き・義歯洗浄），排痰法，インフルエンザ・肺炎球菌ワク
チンの接種，人ごみ・カゼをひいている人を避ける，人ご
みでのマスクを着用，とした。

３．感染予防の認識
　認識とは，国語辞典によると「ある物事を知り，その本
質・意義などを理解すること，また，そういう心の働き」
である（松村ら，2013）。本研究では，COPD患者の感染
予防の認識が，患者個々の感染予防行動に影響を与えてい
る可能性を考えている。個人の行動変容のためには，必要
な知識の習得と理解，ならびに望ましい態度の形成が必
要とされ，この関係は，知識（knowledge）の習得が態度
（attitude）の変容をもたらし，結果として行動（behavior）
が変容する，KABモデルという理論として示されている

（宮坂・吉田・川田，2006，p.106；武見，2000）。この理
論に基づくと，行動に至るには知識と態度が必要とされる
ため，本研究での認識とは「ある物事を知ること」を知
識，「本質・意義などの理解や心の働き」を態度と解釈し，
感染予防の認識は「感染予防に関する知識と態度」と定義
づけ，両者を下位概念とした。
ａ．知　　識
　COPDに関連した感染予防の知識とする。
ｂ．態　　度
　COPDに関連した感染予防の態度とする。態度とは，
現実にとられる行動ではなく，行動を説明，予測するた
めの概念である。態度には「認知」「感情」「行動」成分
が含まれ（池上・遠藤，1998；宮坂ら，2006，p.89；鈴
木，1997），感染予防の態度とは，感染予防の理解や判断
（認知成分），感染予防に対する心情や好き嫌い，快・不快
（感情成分），感染予防行動への積極性や行動の習慣（行動
成分）を含むものとした。

Ⅰ．方　　法

Ａ．研究対象者

　対象者は，近畿圏の２施設に通院中の呼吸機能の１秒率
が70％未満のCOPD患者で，状態の安定している外来患
者とした。また，本研究では急性増悪の回数を調査するこ
とから，３年以上継続して研究協力施設を受診している
COPD患者とした。認知症や精神疾患，コミュニケーショ
ンに困難がある者，全身状態不良の患者は除外した。

Ｂ．調査期間

　2011年６月から2011年10月。

Ｃ．調査方法

　データは，研究協力施設のカルテ記録と独自に作成した
質問紙から収集した。

Ｄ．調査内容

１．カルテからのデータ収集
　COPDの病期分類および急性増悪についてのデータを
収集した。急性増悪は，カルテを過去３年間さかのぼって
回数のデータを収集した。増悪かどうかの判断は，定義に
基づき医師とともに確認した。
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２．質問紙調査
　質問紙は，独自に作成した質問と既存のスケールを用い
て構成した。調査内容は大きく分けて，対象者の特徴，感
染予防の認識（知識と態度），感染予防行動とした。
ａ．対象者の特徴
　基本的属性である年齢，性別，世帯構造に加え，急性増
悪のリスクファクターとされるBMI（Garcia-Aymerich, et 
al.,  2001），喫煙歴（Kanner, et al.,  2001），在宅酸素療法（以
下：HOT）（Law, Yam, & Poon,  2001 ; Wang, Bourbeau,  2005）
の使用の有無，呼吸困難（Hurst, Vestbo, Anzueto, Locantore, 
Müllerova, et al.,  2010），ADL（Law, Yam, & Poon,  2001），
入院回数や日数の短縮効果があるとされる呼吸リハビリ
テーション（以下：呼吸リハビリ）の実施（日本呼吸器学
会COPDガイドライン第３版作成委員会，2010，p.87）の
有無を調査項目とした。また，感染予防行動における心理
的な要素測定のためHealth Locus of Control（HLC），急性
増悪と患者自身のセルフマネジメントの関連性を明らかに
するために，感染予防に関する教育・指導の有無，服薬コ
ンプライアンス，運動習慣についても調査した。
　呼吸困難，ADL，HLCについては，既存のスケールを用
いて測定した。呼吸困難はBritish Medical Research Council
（MRC）質問票を使用した（日本呼吸器学会COPDガイド
ライン第３版作成委員会，2010，p.37）。呼吸困難の程度を
０～４のグレードに分類し，数字が大きいほど呼吸困難の
程度が強まる。ADLは日常生活活動息切れスケール（Activ-
ity of Daily Living Dyspnea scale：ADL-D）（與座・有吉・木
田・谷口・千住，2009）を使用した。COPDの疾患特異的
なスケールで，呼吸困難によるADLの障害を反映できる。
得点は０～60点の範囲で，得点が低いほどADLの障害が高
いことを示す。HLCは，渡邉のHealth Locus of Control 尺
度（渡邉，1985）を使用した。HLCは保健行動を説明する
概念で，健康管理の主体を自分自身と認めやすい人（内的
統制）と外在的なところにあると認めやすい人（外的統制）
の２つに分類される（高江洲，2002；松本，2006；宗像，
1990）。得点範囲は14～56点で，得点が高いほど内的統制に
帰属する傾向が強いことを示す。
ｂ．感染予防の認識
　認識の下位概念である知識と態度について独自に作成
した。質問は『COPDガイドライン』（日本呼吸器学会
COPDガイドライン第３版作成委員会，2010，p.140），『呼
吸リハビリテーションマニュアル ─ 患者教育の考え方と
実践 ─ 』（日本呼吸ケア・リハビリテーション学会呼吸リ
ハビリテーション委員会ほか，2007）と，文献（明田・岡
本・奥田・外山・山口，1994；Askarian, Shiraly, Aramesh, & 
McLaws,  2006；Chan, et al.,  2002；土橋・内海，2008；Larson 
& Killien,  1982；Sax, et al.,  2005；White, Walker,  Roberts, 

Kalisky, & White,  2006；山本・千田，2006；矢野・石黒・
広瀬・小玉，2001）を参考に作成した。態度の質問は臨床
看護師の意見も参考に作成した。

⑴　知　識
　質問内容は，急性増悪の原因・身体に与える影響・症
状・予防法について，および感染予防の具体的な方法・効
果的な感染予防法・手洗いの方法・手洗いのタイミング・
口腔内の清潔の効果・インフルエンザの予防接種の効果の
10項目について聞き，複数の候補から正しい答えを選択す
る回答形式で行った。得点は正誤を採点し０点～30点の範
囲とした。
⑵　態　度

　具体的な質問内容は，増悪予防に対する患者の効力，手
洗い・うがい・口腔ケア・排痰法・インフルエンザワクチ
ンについての効果の認識と行動の面倒さについて，手洗い・
うがい・口腔ケア・排痰法の実施の際の身体的苦痛と行動
の習慣性，インフルエンザワクチン接種に対する積極性の
計20項目について質問した。回答形式は「全く思わない」
「あまり思わない」「どちらでもない」「ややそう思う」「非
常にそう思う」の５段階リッカートスケールを用いて，１

問に０～４点を付与し合計点を態度得点とした。得点の範
囲は０点～80点で，得点が高いほど態度が高いものとした。
ｃ．感染予防行動
　COPD患者に必要とされる感染予防行動の実施につい
て質問した。質問は，『COPDガイドライン』および『呼
吸リハビリテーションマニュアル ─ 患者教育の考え方と
実践 ─ 』，文献（Askarian, et al.,  2006；Chan, et al.,  2002；
土橋・内海，2008；Larson & Killien,  1982；山本・千田，
2006；矢野ら，2001）を参考に作成した。具体的な質問内
容は，手洗いの実施（食事前・トイレ後・帰宅時），うがい
の実施（食事前・帰宅時），口腔内の清潔（歯みがきまたは
入れ歯の洗浄）実施，排痰の実施，人ごみを避けるように
しているか，カゼをひいている人を避けるようにしている
か，人ごみへ行くときにマスクを着用しているか，につい
ての10項目を質問した。回答形式は「しない」「めったにし
ない」「時々する」「ほとんどする」「いつもする」の５段階
リッカートスケールを用いて１問につき０～４点を付与し
得点化した。総得点を感染予防行動合計得点（得点範囲０

点～40点）とし，それぞれの行動に分けた得点も算出した。
得点が高いほどよく行動をとっていることを示す。

３．質問紙調査の方法の選択
　対象者は高齢者が多いため，視力やADLに問題のない
75歳未満の患者は自記式質問紙調査とし，75歳以上の患者
および75歳未満の視力障害およびADL低下患者は個別面
接し聞き取りによる他記式質問紙調査とした。
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Ｅ．信頼性と妥当性

　独自に作成した質問紙は，大学教員，臨床の医師および
看護師によるスーパーバイズを受け，COPD患者に対す
るプレテストを実施し意見を反映させた。信頼性に関して
は，感染予防の態度のCronbach’s α係数は .791，感染予
防行動は .724で，いずれも高い内的整合性が認められた。
MRC，ADL-D，HLCは，開発者により信頼性および妥
当性が証明されている。

Ｆ．データ分析

　尺度水準が間隔尺度以上であるデータ（年齢，BMI， 
ADL-D，知識・態度・行動得点など）は，Shapiro-Wilk検
定を用いて正規性を確認し，記述・分析方法を選択した。
　感染予防行動の要因分析については，まず感染予防行動
に関連する変数を単変量解析にて確認し，関連のあった変数
を多変量解析にて分析した。詳細は，以下のとおりである。
　感染予防行動に関連する変数については，感染予防行動
合計得点に対し，対象者の特徴の各項目，感染予防の知識
得点，態度得点との関連を尺度水準に応じて分析した。間
隔尺度および順序尺度の変数はPearsonの積率相関係数お
よびSpearmanの順位相関係数を用いて，名義尺度の変数
はχ２検定およびFisherの直接法を用いた。χ２検定および
Fisherの直接法では，行動合計得点は平均値で２値化し，
23点以下（低群）と24点以上（高群）に分けて分析した。
　次に，多重ロジスティック回帰分析の変数増加法（尤度
比）にて検討を行った。従属変数の感染予防行動合計得点
は，平均値で２値化した。モデルに投入する独立変数は，
前述した相関およびχ２検定においてp＜ .２であった変数
（年齢，独居の有無，現在の喫煙の有無，MRC，知識得
点，態度得点）とした。
　急性増悪の要因の分析については，感染予防行動同様
に，急性増悪に関連する変数の確認を単変量解析にて行っ
たのち，多変量解析にて分析した。
　関連する変数の確認については，３年間の急性増悪に
対し，対象者の特徴の各項目，感染予防行動合計得点，
各行動得点について，間隔尺度および順序尺度の変数は
Spearmanの順位相関係数を，名義尺度の変数はχ２検定
およびFisherの直接法を用いて分析した。χ２検定および
Fisherの直接法では，急性増悪を０回（なし）と１回以上
（あり）で２値化し分析した。
　次に，多重ロジスティック回帰分析の変数増加法（尤度
比）にて分析を行った。従属変数には３年間の急性増悪回
数をおき，０回（なし）と１回以上（あり）で分け２値化
した。独立変数には，前述したSpearmanの順位相関係数，

χ２検定においてp＜ .２であった変数である，年齢，病期，
BMI，HOTの有無，MRC，ADL-D，手洗い，排痰，人
ごみを避ける，をおいた。独立変数間の相関を確認する
と，MRCとADL-Dとの間で r＝－ .889，p＝ .000の強い相
関が認められたため「多重共線性あり」と判断し，MRC
を独立変数から除外した。
　データ解析には，統計ソフト『SPSS ver.20.0 for Windows』
を使用した。

Ｇ．倫理的配慮

　研究協力施設より患者の紹介を受け，受診日に研究の説
明を行い，研究参加およびカルテ閲覧の同意を得たのちに
調査を実施した。質問紙調査は無記名で実施し，質問紙
データとカルテデータは IDを用いて管理を行い，連結可
能匿名化とした。
　質問紙調査の実施にあたっては，対象者の状態を病院看
護師に確認しながら進めた。対象者にはいつでも中止可能
であることを説明し，実施中の状態にも注意を払った。な
お，本研究は，大阪市立大学大学院看護学研究科の倫理審
査委員会で承認を得て実施した。

Ⅱ．結　　果

Ａ．対象者の特徴（表１）

　条件に該当するCOPD患者79名に質問紙調査を依頼し，
そのうちの77名より回答を得た（回収率97.5％）。対象者
の特徴を表１に示す。なお，量的データについては，正規
性が確認された変数は平均値（標準偏差）で，正規分布し
ていないものに関しては中央値（範囲）で表記した。

１．基本的属性と身体的状態
　対象者の平均年齢は74.0歳（±7.8）で，75歳以上は
58.4％であった。性別は男性90.9％，女性9.1％であった。
世帯構造は，２人暮らしが最も多く59.7％，次いで独居が
20.8％であった。HOTについては，現在使用中の患者が
26.0％であった。COPDの病期分類は，Ⅰ期37.7％，Ⅱ期
39.0％と比較的軽症に分類される患者が多く，ⅢおよびⅣ
期は23.4％であった。呼吸困難の程度は，MRCのグレー
ド分類０が20.8％，１が28.6％，２が13.0％，３が15.6％，
４が22.1％で，呼吸困難の強さはそれぞれに分かれていた。
ADL-D得点は中央値54点（６～60）であった。ADLに問
題のない60点の人も5.2％いたが，ほとんどの患者はADL
に何らかの支障をきたしていた。
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２．COPDセルフマネジメント
　呼吸リハビリ実施経験については，約半数の48.1％が実
施を経験していた。感染予防に関する教育または指導を受
けた経験については，「詳しい説明を受けた」「簡単な説
明を受けた」人が20名（26.0％）に対し，「受けていない」
「わからない」が57名（74.0％）で，４分の３が感染予防
教育を受けていない結果であった。「詳しい説明を受けた」
人に限っては２名（2.6％）と非常に少数であった。呼吸
リハビリ実施経験と感染予防の教育・指導との関連につい
てみると，呼吸リハビリ実施経験のある人のほうが感染予
防に関する教育・指導を受けている傾向にあった（χ２検
定，p＜ .01）。感染予防に関する教育・指導を受けた経験
の有無別による感染予防の知識得点には有意な差は認めら
れなかった（ t検定，p≧ .05）。呼吸リハビリ実施経験の
有無別にみた感染予防の知識得点にも，同様に有意差は認
められなかった（ t検定，p≧ .05）。

３．急性増悪
　過去３年間の増悪回数は，正規分布しておらず中央値１

（０～８）であった。０回が44.2％と，３年間一度も増悪
を起こしていない人が最も多く，次いで１回が31.2％，２

回9.1％，３回5.2％と減少し，頻回に増悪を起こしている
対象者は少なかった。

Ｂ．感染予防の認識

１．感染予防の知識
　感染予防の知識得点は正規分布しており，得点範囲０～30

点中，平均値は16.1（±5.2）点であった（正解率53.7％）。
　内容については，急性増悪の主な原因を聞いた質問の正
解率は48.1％で，急性増悪を起こした場合の影響について
は正解率39.0％であった。急性増悪時の痰の色については
正解率54.5％であった。「手洗い」「うがい」「マスク」の
うち感染予防に最も効果があると思うものを聞いた質問で
は，正答に設定した「手洗い」と答えた人は17名（22.1％）
と，最も少ない結果であった。回答は「うがい」と答えた
人が過半数の39名（50.6％）で，次いで「マスク」が20名
（26.0％）であり，COPD患者の認識の一端がうかがえた。

２．感染予防の態度
　感染予防の態度得点は正規分布しており，得点範囲０～
80点中，平均値は56.9（±11.4）であった。
　急性増悪の予防は患者が行ってもあまり効果がないと思
うか聞いた質問には，「全く思わない」「あまり思わない」
と答えた人が42名（54.5％）であった。感染予防の有効性
については，「非常にそう思う」「ややそう思う」と答えた

表１　対象者の特徴
（n＝77）

属　　性 平均値および中央値 人　数（％）

年齢（歳）
　全体
　男性
　女性

74.0（±7.8）†1

74.1（±7.5）†1

73.1（±11.3）†1

77（100.0）
70（  90.9）
  7（    9.1）

病期 a

　Ⅰ期
　Ⅱ期
　Ⅲ．Ⅳ期

29（  37.7）
30（  39.0）
18（  23.4）

世帯構造
　独居
　２人暮らし
　３人暮らし以上

16（  20.8）
46（  59.7）
15（  19.5）

喫煙歴
　なし
　現在喫煙
　過去に喫煙

  2（    2.6）
14（  18.2）
61（  79.2）

HOT使用患者 20（  26.0）

MRC b

　0

　1

　2

　3

　4

16（  20.8）
22（  28.6）
10（  13.0）
12（  15.6）
17（  22.1）

BMI 21.8（±4.0）†1

ADL-D c
54（６～60）†2

HLC d
39.9（±5.9）†1

呼吸リハ実施経験
　あり 37（  48.1）

感染予防に関する教育・指導について
　詳しい説明を受けた
　簡単な説明を受けた
　受けていない及び不明

  2（    2.6）
18（  23.4）
57（  74.0）

内服コンプライアンス
　確実に飲んでいる
　ほとんど飲んでいる
　時々忘れる
　飲んでいない
　処方されていない

56（  72.7）
10（  13.0）
  9（  11.7）
  0（    0.0）
  2（    2.6）

運動習慣（頻度）
　毎日
　２～３日に１回
　週に１回以下
　していない

26（  33.8）
13（  16.9）
17（  22.1）
21（  27.3）

３年間の増悪回数
　０回
　１回
　２回
　３回
　４回
　５回以上

1（０～８）†2

34（  44.2）
24（  31.2）
  7（    9.1）
  4（    5.2）
  5（    6.5）
  3（    3.9）

［注］†1：平均値（±標準偏差），†2：中央値（範囲） 
　　　a：『COPDガイドライン』の病期分類による分類 
　　　b：British Medical Research Council（MRC）質問票による分類 
　　　c：日常生活活動息切れ（ADL-D）スケールによる測定値 
　　　d：Health Locus of Control（HLC）尺度による測定値
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人が最も多かったのは「うがい」で92.3％，次いで「イン
フルエンザの予防接種」 （84.5％），「手洗い」（74.1％），「口
腔内清潔」（66.3％），「排痰」（48.1％）の順であった。面
倒さについては，「非常にそう思う」「ややそう思う」と答
えた人は，「うがい」（32.5％），「手洗い」（29.9％），「イン
フルエンザの予防接種」（28.6％），「口腔内清潔」（26.0％），
「排痰」（22.1％）の順であった。身体的な苦痛について
は，「非常にそう思う」「ややそう思う」は，排痰が31.2％
で最も多く，次いで「うがい」（13.0％），「口腔内清潔」
（13.0％），「手洗い」（7.8％）であった。習慣化しているか
については，「非常にそう思う」「ややそう思う」と答えた
人は，「口腔内清潔」が最も多く85.7％で，次に「手洗い」
（75.4％），「うがい」（68.9％），「排痰」（44.2％）であった。
「インフルエンザの予防接種」を積極的に受けようと思う
か聞いた質問では，「非常にそう思う」「ややそう思う」は
77.9％であった。

Ｃ．感染予防行動

　感染予防行動合計得点は正規分布しており，０～40点の
得点範囲中，平均値は23.9（±6.9）であった。
　各行動の得点はすべて正規分布していなかった。「手洗
い」項目に関する質問は０～12点の得点範囲中，中央値は
10（２～12）であった。食事前の手洗いについて「いつも
する」「ほとんどする」と答えた人は46名（59.8％）で，ト
イレの後は74名（96.1％），帰宅時は59名（76.6％）であっ
た。「うがい」項目に関する質問は０～８点の得点範囲中，
中央値は４（０～８）であった。「いつもする」「ほとんど
する」と答えた人は，帰宅時で48名（62.4％），食事前に
ついては11名（16.9％）であった。「口腔内清潔」に関す
る質問は０～４点の得点範囲中，中央値４（０～４）で，
「いつもする」「ほとんどする」と答えた人はそれぞれ63

名（81.8％），10名（13.0％）であった。「排痰」について
の質問は０～４点の得点範囲中，中央値は２（０～４）で
あった。「いつもする」「ほとんどする」と答えた人が34名
（44.2％）であった。「人ごみを避けるか」についての質問
は０～４点の得点範囲中，中央値は１（０～４）で，「い
つもする」「ほとんどする」と答えた人は22名（28.6％）で
あった。「カゼをひいている人との接触を避ける」ようにし
ているか聞いた質問は０～４点の得点範囲中，中央値は２

（０～４）で，「いつもする」「ほとんどする」と答えた人が
26名（33.8％）であった。「人ごみでマスク着用」している
かについて聞いた質問は０～４点の得点範囲中，中央値は
１（０～４）で「いつもする」「ほとんどする」と答えた人
は12名（15.6％）であった。「インフルエンザの予防接種」
は「毎年行う」人が55名（71.4％）であった。

Ｄ．感染予防行動との関連

　感染予防行動合計得点と，対象者の特徴および感染予防
の知識得点，態度得点との関連性について検討した（表

２，表３）。
　その結果，相関分析において態度得点との間に r＝ 
.444，p＝ .000で正の相関が認められた。行動合計得点と
知識得点は有意な関連は認められなかった（表２）。χ２検
定では，「独居の有無」（p＝ .008）と「現在の喫煙の有無」
（p＝ .006）で有意な関連が認められた。（表３）。

表２　感染予防行動合計得点と対象者の特徴，
感染予防の認識の相関

（n＝77）

相関係数 p値
対象者の特徴
　年齢
　病期
　BMI
　MRC
　ADL-D
　HLC

.150

.039
－ .059
－ .151

.102

.044

.194

.739

.611

.190

.377

.702
感染予防の認識
　知識得点
　態度得点

.151

.444
.190
.000

［注］Pearsonの積率相関係数，Spearmanの順位相関係数

表３　感染予防行動合計得点と対象者の特徴の関連
（n＝77）

23点以下
n＝35
（％）

24点以上
n＝42
（％）

χ2値 p値

性別
　男
　女

32（91.4）
  3（  8.6）

38（90.5）
  4（  9.5） 0.021 .603

世帯構造（独居の有無）
　独居
　誰かと同居

12（34.3）
23（65.7）

  4（  9.5）
38（90.5） 7.111 .008

現在の喫煙
　あり
　なし

11（31.4）
24（68.6）

  3（  7.1）
39（92.9） 7.569 .006

HOT使用
　あり
　なし

  7（20.0）
28（80.0）

13（31.0）
29（69.0） 1.191 .275

呼吸リハを受けた経験
　あり
　なし

18（51.4）
17（48.6）

19（45.2）
23（54.8） 0.293 .558

感染予防教育を受けた経験
　あり
　なし

  9（25.7）
26（74.3）

11（26.2）
31（73.8） 0.002 .962

内服コンプライアンス†

　良好
　不良

12（34.3）
23（65.7）

  9（21.4）
33（78.6） 1.591 .207

運動習慣
　毎日か２，３日に１回
　週１回以下

17（48.6）
18（51.4）

22（52.4）
20（47.6） 0.111 .739

［注］χ2検定および Fisherの直接法
　　†： 良好＝「確実に飲んでいる」，不良＝「ほとんど飲んでいる」「時々

忘れる」「たまにしか飲んでいない」「飲んでいない」
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Ｅ．感染予防行動に影響する要因

　次に，感染予防行動に影響する要因について分析するた
め，多重ロジスティック回帰分析を用いて検討した。結果
を表４に示す。
　感染予防行動に有意に影響を与えていた変数は，「独居」
であることのオッズ比（odds ratio：OR）が0.15（95％信
頼区間：0.04～0.61，p＝ .008）と，「態度得点」のORが
1.07（95％信頼区間：1.02～1.13，p＝ .005）であった。す
なわち，感染予防行動の影響要因は「独居」と「態度得
点」で，独居である人は感染予防行動をよくとる確率が
0.15倍に低くなり，態度得点は１点向上するごとに感染予
防行動をよくとる確率が1.07倍に高まる結果が明らかに
なった。

Ｆ．急性増悪との関連

　過去３年間の急性増悪と対象者の特徴，および感染予防行
動との関連性について検討した。結果を表５，表６に示す。
　Spearmanの順位相関係数を用いて検討した結果は，急
性増悪との間に，年齢（r＝ .264，p＝ .02），病期（r＝ .315，
p＝ .005），MRC（r＝ .433，p＝ .000），ADL-D（r＝－ .371，
p＝ .001），「手洗い」（r＝－ .263，p＝ .021），「人ごみを避
ける」（r＝ .246，p＝ .031）で有意な相関が認められた。感
染予防行動合計得点との間には相関は認められなかった
（表５）。
　χ２検定では，「HOT使用」の有無（p＝ .002）とに有意
な関連が認められた（表６）。

表４　多変量解析による感染予防行動に影響する要因
（n＝77）

オッズ比（OR）
（95％信頼区間） p値

独居 0.15（0.04～ 0.61） .008
態度得点 1.07（1.02～ 1.13） .005

［注］ロジスティック回帰分析の変数増加法（尤度比）にて分析
　　 従属変数を感染予防行動合計得点とし，平均値で以下の２値に分けた。
　　　 感染予防行動合計得点 24点以上：1，23点以下：0

　　　  投入した独立変数： 年齢，独居の有無，現在の喫煙の有無，MRC，
知識得点，態度得点

　　 独立変数の名義尺度は以下のダミー変数とした。
　　　 独居：１，誰かと同居：０

　　　 現在の喫煙あり：１，現在の喫煙なし：０

　　 独居：同居と比較して独居であった場合の OR
　　 態度得点：態度得点が１点増加したときの OR

表５　急性増悪の回数と対象者の特徴，
感染予防行動の相関

（n＝ 77）

項目 相関係数 p値
対象者の特徴
　年齢
　病期
　BMI
　MRC
　ADL-D
　HLC

.264

.315
－ .204

.433
－ .371
－ .141

.020

.005

.075

.000

.001

.220
感染予防行動
　行動合計得点
　手洗い
　うがい
　口腔内清潔
　排痰
　人ごみを避ける
　カ ゼをひいている人との接触を避ける
　人ごみでのマスク着用

－ .029
－ .263
－ .092
－ .132

.196

.246

.084

.009

.802

.021

.428

.251

.087

.031

.467

.937

［注］Spearmanの順位相関係数

表６　急性増悪の有無と対象者の特徴の関連
（n＝77）

増悪０回
n＝34
（％）

１回以上
n＝43
（％）

χ2値 p値

性別
　男
　女

31（91.2）
  3（  8.8）

39（90.7）
  4（  9.3） 0.005 .631

世帯構造（独居の有無）
　独居
　誰かと同居

  7（20.6）
27（79.4）

  9（20.9）
34（79.1） 0.001 .971

現在の喫煙
　あり
　なし

  7（20.6）
27（79.4）

  7（16.3）
36（83.7） 0.237 .626

HOT使用
　あり
　なし

  3（  8.8）
31（91.2）

17（39.5）
26（60.5） 9.314 .002

呼吸リハを受けた経験
　あり
　なし

16（47.1）
18（52.9）

21（48.8）
22（51.2） 0.024 .877

感染予防教育を受けた経験
　あり
　なし

  8（23.5）
26（76.5）

12（27.9）
31（72.1） 0.189 .664

内服コンプライアンス†

　良好
　不良

  9（26.5）
25（73.5）

12（27.9）
31（72.1） 0.02 .888

運動習慣
　毎日か２，３日に１回
　週１回以下

15（44.1）
19（55.9）

24（55.8）
19（44.2） 1.039 .308

［注］χ2検定および Fisherの直接法
　　†： 良好＝「確実に飲んでいる」，不良＝「ほとんど飲んでいる」「時々

忘れる」「たまにしか飲んでいない」「飲んでいない」
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Ｇ．急性増悪に影響する要因

　次に，急性増悪に影響を与えている要因を分析するため
に，多重ロジスティック回帰分析を行った。結果を表７に
示す。
　急性増悪に有意に影響を与えていた変数は，年齢（OR＝
1.12，95％信頼区間：1.02～1.22，p＝ .013），ADL-D（OR＝
0.93，95％信頼区間：0.88～0.99，p＝ .018），「手洗い」（OR＝
0.72，95％信頼区間：0.55～0.96，p＝ .025）であった。年
齢は１歳増加するごとに増悪を起こすリスクは1.12倍に高
まり，ADL-Dは１点増加するごとに増悪を起こすリスク
は0.93倍に減少し，手洗いは１点増加するごとに増悪を起
こすリスクは0.72倍に減少することが明らかになった。

Ⅲ．考　　察

Ａ．COPD患者の感染予防の認識

　まず，本研究の対象者については，厚生労働省の患者調
査によれば，2005年度の75歳以上のCOPD患者の割合は
53.4％（日本呼吸器学会COPDガイドライン第３版作成委
員会，2010，p.7）で，本調査と近い割合であった。男女
比は，1999年度以降ほぼ横ばいの約65％と35％（日本呼吸
器学会COPDガイドライン第３版作成委員会，2010，p.7）
であったが，本研究では男性が約９割と，母集団と比較し
て男性が多い集団であったと考えられる。
　『在宅呼吸ケア白書2010』によると，呼吸リハビリで指
導を受けた内容に「感染予防」と答えた人は16％にとど
まっている（日本呼吸器学会肺生理専門委員会在宅呼吸ケ
ア白書ワーキンググループ，2010）。本研究の対象者にお
いても，感染予防教育を受けた経験があると答えた人は４

分の１程度で，「詳しい説明を受けた」人については2.6％
と非常に少ない結果であった。また，感染予防教育を受け

たと答えた人でも，知識得点に有意差は確認されなかっ
た。この結果から，COPD患者は感染予防教育を受ける
機会が少なく，受けている場合でも知識の向上には至って
いないことがいえる。COPD患者における感染予防教育
は十分でない現状が懸念される。
　知識の設問では，「感染予防に最も効果があると思うも
の」について，「手洗い」の選択率が「うがい」「マスク」
に比べ低い結果となっていた。COPDを含む慢性呼吸器
疾患患者に感染予防の認識を聞いた池田（2010）の質的研
究においても，「うがい」「マスク」に関する発言は聞かれ
ていたが「手洗い」については認められなかった。わが国
においては，うがい・マスクの両者とも感染予防法として
位置づけられているが，それらの有効性に関する研究はほ
とんど見当たらず，効果についてのエビデンスは明らかで
ない（今泉，2010；菊池・松村，2006；松村，2003）。一
方で，手洗いは感染管理上，最大最良の戦略とされてお
り，現在に至るまでさまざまなエビデンスの蓄積がある
（岩田，2008；大久保・小林，2003；桑原・平岡，2001）。
感染が増悪と密接に関わるCOPDにおいては，より効果
のエビデンスが高い手洗いを優先的に行うことが効率的と
考えられる。感染予防における手洗いの認識を高めるべ
く，有効性についてさらに伝えていく必要がある。

Ｂ．感染予防行動の関連要因について

　本研究において，感染予防行動に影響を与えている因子
には，感染予防の態度と独居の２つが確認された。つま
り，知識と行動には関連がみられなかったが，態度と行動
は関連を示す結果が得られた。個人の行動変容のために
は，必要な知識の習得と理解，ならびに望ましい態度の形
成が必要とされる。この関係は，知識（knowledge）の習
得が態度（attitude）の変容をもたらし，結果として行動
（behavior）が変容する，KABモデルという理論によって
示されており（武見，2000），本結果はこの理論に一部一
致すると考えられた。しかしその一方で，知識単独では行
動まで結びつかず，態度を高めるための働きかけが必要で
あることが考えられた。これらのことから，COPD患者
の感染予防は良好な態度が行動を促進し，行動のためには
知識の向上に加えて態度形成のための独立した取り組みが
重要であることが示唆された。
　独居であることは感染予防行動を低下させる結果であっ
た。谷垣・乗越・仁科（2007）は在宅高齢者の検診行動に
ついての調査で，一人暮らし高齢者は同居世帯の高齢者に
比べ，有意に検診を受診しなかった，と報告している。そ
の要因として，独居者は健康を気づかう存在や，移動手段
を手伝う同居人がいない可能性を指摘している。また，独

表７　多変量解析による急性増悪に影響する要因
（n＝77）

オッズ比（OR）
（95％信頼区間） p値

年齢 1.12（1.02～ 1.22） 0.013
ADL-D 0.93（0.88～ 0.99） 0.018
手洗い 0.72（0.55～ 0.96） 0.025

［注］ロジスティック回帰分析の変数増加法（尤度比）にて分析
　　　 従属変数を３年間の増悪回数とし，以下の２値に分けた。
　　　　 ３年間の急性増悪１回以上：１，増悪０回：０

　　　 投入した独立変数： 年齢，病期，BMI，HOTの有無，ADL-D，
手洗い，排痰，人ごみを避ける

　　　  独立変数の名義尺度はダミー変数を用い，HOTの有無は，HOT
あり：１，なし：０とした。

　　　 年齢：１歳増加したときの OR
　　　 ADL-D：ADL-Dスケールの得点が１点増加したときの OR
　　　 手洗い：手洗い項目の得点が１点増加したときの OR
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居の高齢男性は女性に比較して社会的に孤立する傾向があ
る（小谷，2010），といわれている。これらのことから，
独居患者，特に本研究の対象者の特徴である高齢男性患者
の場合，健康を気づかう家族などの存在がなく，感染予防
行動の促しや介助のサポートが得られないことが影響して
いるのではないかと推察する。これらを踏まえ，独居患者
には十分な感染予防教育の提供と，ADLや性別を考慮し
た生活実態を把握し，実践可能な行動計画の立案や感染予
防面においてもソーシャルサポートを活用していくことが
重要であると考える。一緒に暮らす支援者が不在であるこ
とを念頭に，対象者に合わせた工夫を取り入れた計画が必
要である。

Ｃ．急性増悪との関連要因について

　急性増悪に影響を与えている要因には，年齢，ADL，手
洗いが確認された。年齢とADLについては，先行研究で増
悪との関連が報告されている。COPD患者の感染症による
入院リスクについて調査した研究（Benfield, Lange, & Vestbo,  
2008）や，欧米での大規模観察研究において増悪の発生因
子に年齢が報告（Hurst, et al.,  2010）されている。加齢に伴
い呼吸器および免疫は形態的・生理的に衰退し，感染防御
機構の機能低下をきたす。嚥下機能の低下もまた要因とし
て加わり，感染リスクが高まる。さらに，COPDは気道の
慢性的な炎症や肺胞の破壊など肺に病理学的な変化をもた
らし，さらなる感染防御機構の低下を招いている（三木・
渡辺，2007）。これらのことから高齢COPD患者は気道感染
を起こしやすい状況にあって，増悪につながりやすく，そ
の結果，年齢が増悪の一因となっていることが考えられる。
　ADLについては，急性増悪入院後の再入院に関する研
究で，低ADLは再入院までの時間を短縮する要因であっ
たことが報告（Law, et al.,  2001）されている。本研究でも
ADLの低さは急性増悪の頻度と関連しており，同様の結
果を得ている。
　手洗いに関しては，手洗いを実施する人ほど増悪のリス
クが減少するとの結果であった。手洗いは，150年以上前
にゼンメルワイスによって，手指を介する接触感染の事実
が明らかにされ，その防止のための手洗いの有効性が実証
されてから，感染予防において最も重要な行為といわれ
ている（岩田，2008；大久保・小林，2003；桑原・平岡，
2001）。Aiello, Coulborn, Perez, & Larson（2008） は地域にお
ける手指衛生の効果について検討したメタ解析で，手洗い
と手指衛生教育を組み合わせた介入は呼吸器感染症の発生
率を大きく減らした，と報告している。急性増悪の原因は
呼吸器感染症が多いとされ，国内の調査でも，増悪入院し
たケースの原因の８割近くが呼吸器感染であったことが報

告（茂木ら，2006）されている。以上のことから今回の報
告は，手洗いが呼吸器感染症を予防し，その結果が，急性増
悪の回避につながった機序を示すのではないかと考察する。
　Hurst, et al.（2010）の研究では，増悪の発生要因に重症
度とは独立して過去の増悪歴が確認されており，増悪を起
こしやすい人，増悪のフェノタイプが存在するとして報告
している。そのなかで，重症度の高い患者でも増悪を起こ
さない人が存在すること，軽症の患者でも増悪を繰り返す
例が認められたことに着目しているが，その要因について
は今後の報告が待たれる。今回の研究は横断的に行ってお
り，因果関係について述べることは困難であるが，手洗い
をしている患者ほど増悪リスクが低くなる結果が得られ
た。したがって，増悪の発生要因には，環境要因である患者
自身の手洗い行動が関連している可能性も考えられる。こ
の結果は今後，前向きに調査していく必要があると考える。
　感染予防において重要と位置づけられ，本研究において
も増悪との関連が示された手洗いであるが，COPD患者
の手洗い効果の認識は他の感染予防行動に比べ低いことも
明らかになった。そして，COPD患者は感染予防の教育
を受ける機会も少ない現状が確認された。手洗いは，患者
自身の努力や周囲のサポートによって変容させることが可
能な因子である。この結果は，急性増悪予防を目指してい
くうえで明るい材料といえる。
　今回，感染予防行動に影響を与える因子に独居と感染予
防の態度が，急性増悪の有無に影響を与える要因に年齢，
ADL，手洗いが認められた。本研究の対象者は高齢男性が
多く，これらの結果から高齢でADLの低い独居男性患者に
感染予防，特に手洗いに関する教育を強化し，態度向上へ
の取り組みや実践のサポートを重点的に行っていくことが，
急性増悪の予防に効果的である可能性が考えられる。
　急性増悪と密接なかかわりをもつ感染の予防は，COPD
患者にとって重要な課題である。今後，手洗いを含め，
COPDに特化した感染予防の積極的な啓発が，より一層
すすめられることが求められる。

Ｄ．研究の限界

　本研究は横断的に調査を行っており，増悪は過去３年を
振り返ったデータを使用している。そのため，増悪の発生時
期と感染予防の調査時点とに時間的なずれが存在する。行
動変容は容易に起こらず，感染予防行動は基本的には変わ
らないものと仮定し分析を進めたが，本研究で因果関係に
ついて明らかにするには限界がある。今後は得られた結果に
ついて，前向きに調査し検証していく必要があると考える。
　また，急性増悪のデータは，かかりつけである研究協力
施設のカルテに記載された情報をもとに収集している。し
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たがって，他院を受診し報告していない場合や，受診せず
自然治癒したケースについては本研究の急性増悪には含ま
れていない。そのため，増悪のデータは真に発生している
数より少ない可能性がある。

結　　語

Ａ ．COPD患者は，感染予防教育を受ける機会が少ない
ことが明らかになった。
Ｂ ．COPD患者の手洗いの有効性に対する認識は，他の
感染予防行動に比べて低かった。
Ｃ ．感染予防行動に影響する要因に感染予防の態度と独居
が関連しており，高い態度は感染予防行動を促進し，独
居であることは感染予防行動を低下させていた。

Ｄ ．急性増悪に影響する要因に年齢，ADL，手洗いが関
連しており，年齢が上がるほど，ADLが低下するほど
増悪を起こしやすく，手洗いを実施する人ほど増悪を起
こすリスクが低下した。
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Abstract

 Aim: Because an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease （COPD） is often caused by upper respira-
tory infections, we studied the relationship between the infection prevention and control behaviors of COPD patients and 
their acute exacerbations, and identified the factors that influenced them.
 Subjects: The data were collected using a questionnaire and the medical records of 77 COPD outpatients.
 Results and Discussion: Only about a quarter of the patients received education about infection prevention and control. 
Living alone and the attitude about infection prevention and control affected the behaviors employed for infection preven-
tion and control, and living alone was identified as a specific factor negatively affecting such behaviors. A good attitude 
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and control behavior. The patients’ age, Activities of daily living （ADL） and hand washing affected the acute exacerbations. 
Hand washing might prevent acute exacerbations. We should therefore encourage the development of education programs 
regarding infection prevention and control, including hand washing, for COPD patients.
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緒　　言

　児童虐待は虐待時の身体・心理的侵襲だけでなく，その
後の身体発育の阻害，知的発達の阻害，情緒面の問題，非
行・犯罪への移行と子どものその後の人生に大きな影響
を及ぼす（西澤，1994；友田，2011）。また，虐待を受け
て育った子が成長後に親として自分の子どもを虐待する
という「虐待の世代間連鎖」を引き起こすとされている
（Oliver, 1993; Dixon, Browne, & Hamilton-Giachritis, 2005; 

Dixon, Hamilton-Giachritis, & Browne, 2005）。子どものみな
らず，犯罪等の社会への影響を考えると，児童虐待は予防
されることが最も望ましい。
　児童虐待相談対応件数は年々増加し（厚生労働省，
2012a），2011年度の児童虐待による死亡事例は51人が報告
され，その数は横ばいである。０歳児の死亡事例が23人で
全体の45.1％であり，特に１か月未満の児が12人と最多で
あった（厚生労働省，2012b）。
　児童虐待に対して，わが国では2000年に「児童虐待防止
法」が施行され，これまで３度の法改正を行いながら防止
対策を推進してきた。2007年の「児童虐待防止法」の改正
に伴う2008年の「児童福祉法」の改正では，乳児家庭全戸
訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業），要保護児童対策地
域協議会の機能強化等が改正された。また，出産後の養育
について，出産前において特に支援が必要と認められる妊
婦を「特定妊婦」とし，要保護児童対策の対象者として明
記された。これらの改正により，児童虐待の発生予防に向
けた対策が本格的にスタートした。しかしその後も，乳児
の死亡事例は減少をみせなかったため，厚生労働省は2011

年７月，2012年11月と２度にわたる通知を発令し（厚生労
働省，2011；2012c），医療機関におけるリスク妊婦の発見
と保健・福祉機関への情報提供の強化が促された。
　英国では，産後10日間に３回家庭訪問しケアが提供され
る。この出産直後の家庭訪問やその後の定期的な訪問をと
おして，支援を必要としている親子を発見し必要なサービ
スを提供し，児童虐待の発生予防のための取り組みが行わ
れている（Browne, Douglas, Hamilton-Giachritis, & Hegarty, 
2006/2012）。
　わが国では英国と異なり，ほぼ全例が妊娠・出産管理を
産科医療施設で行う。妊娠期から親子にかかわり，時には
直接肌に触れケアを提供していく看護職者は，妊婦健診や
産後の入院期間のなかで信頼関係を構築し，母乳保育や育
児という新たな課題に母親が適応するのを援助している。
小林（2010）は乳幼児の虐待死亡事例において，死亡まで
にかかわった機関として保健機関と医療機関が多いことを
示し，乳児期初期の死を防ぐには虐待が起きる前にハイリ
スク児を把握することが重要であり，それが行えるのは産
院しかないとし，医療と保健の連携の重要性を述べてい
る。このように，乳幼児虐待の発生予防のために「気にな
る親子」に気づき，保健・福祉機関と連携することは，産
科医療施設にとって重要な役割であるといえる。
　児童虐待の発生予防に関しては，児童虐待事例の背景要
因を検討した研究がある。保健機関・児童相談所・小児科
の事例を分析した研究（小林，1997；下泉・宮本・柳澤
1997），児童養護施に入所した被虐待児の分析による研究
（齋藤，2001），医療機関の事例を分析した研究（松井・谷
村，2000）等があり，その背景には，親の要因，子どもの

　 　
１）西武文理大学看護学部　Bunri University of Hospitality
２）聖隷クリストファー大学看護学部　Seirei Christopher University
３）常葉大学健康科学部　Tokoha University

－原　　著－

産科医療施設（総合病院）の看護職者が「気になる親子」を
他機関への情報提供ケースとして確定するプロセス

─ 乳幼児虐待の発生予防を目指して ─
The Process by which Nurses at Maternity Hospitals Recognize “Patients and Children of Concern” and 

Decide to Pass on this Information to Other Institutions for Child Abuse Prevention

唐　田　順　子１） 市　江　和　子２） 濵　松　加寸子３）

Noriko Karata Kazuko Ichie Kazuko Hamamatsu

キーワード： 児童虐待，発生予防，周産期，産院，スクリーニング
Key  Words： child abuse, prevention, perinatal period, maternity hospital, screening



産科医療施設（総合病院）の看護職者が「気になる親子」を他機関への情報提供ケースとして確定するプロセス

26 日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014

要因，経済問題を含む養育環境の要因，周産期の要因等が
あげられる。これらの研究成果をふまえたリスクアセスメ
ント指標を保健機関で使用し，効果的に援助が行われた活
動が報告されている（佐藤，2008）。児童虐待事例には母
親の精神疾患罹患者が多かったこと等から，母親のうつ病
傾向の把握により乳幼児の虐待予防を目指した研究が進
み，妊娠期から産後まで，「エジンバラ産後うつ病質問票」
（以下，EPDS）の使用の有用性や支援方法が示され（中
板・佐野，2012；山下・吉田，2004），周産期のメンタル
ヘルスと虐待予防のための育児支援システムが地域母子保
健・医療機関双方の視点から検討されている（上別府・杉
下・栗原・村山・山崎，2010；栗原ら，2010）。
　周産期医療分野の児童虐待発生予防の取り組みについて
は，院内の虐待対応組織の活動報告により養育困難事例の
早期発見，チェックリストを用いたリスク把握のシステ
ム化，保健機関との連携の促進等の有用性が示されてい
る（平岡ら，2006）。しかし，院内の虐待対応組織の設置
は，2008年の周産期母子医療センター全国調査では18％と
低く，組織への産婦人科医師の参加の低さが指摘されてい
る（上別府ら，2008）。2012年の東京都の小児科148施設の
調査では院内虐待対応組織の設置が33％と増加をみせ，組
織を設置している施設の児童虐待対応件数が多い傾向があ
り，特に小児科以外で対応した件数には明らかな差が認め
られ，組織の有用性が示唆された。また，課題として「児
童虐待かどうかの判断」や「行政機関との連携」が認識
され，市区町村の医療機関への積極的な働きかけと関係
性づくりの必要性が指摘されている（宮本・中板・曽根，
2012）。日本医師会（2002），日本看護協会（2003）では対
応マニュアルを作成し知識の普及活動を行っているが，児
童虐待に関心のある看護師は８割を超えるが，知識・技術
がある者は２％とその実態が伴っていない（上野・長尾，
2010）。施設勤務助産師を対象とした調査（福島，2006）
では，勤務のなかで「何かおかしい」と感じ関係機関に必
ず連絡している施設は約半数で，その後の予後を知らない
助産師が多いという結果が示された。妊娠・分娩リスク
の高いケースを取り扱う周産期母子医療センター，NIUC
においては，児入院中から養育に関するハイリスク要因
の把握と親への育児支援，保健・福祉機関と連携し支援
する有効性が実践報告されている（板倉，2005；本澤ら，
2004；永野・星野・稗田・渡辺，2013）。日本産婦人科医
会（2011）は，乳児の虐待死亡事例減少を目指し，妊娠に
ついて悩む女性への相談援助の強化をはかっている。大
友・麻原（2013）は，助産師と保健師の連携は，助産師と
保健師が母子へ継続した安心を提供することを目的に，双
方で母親と信頼関係をつくり，支援の必要な母子を漏らさ
ない網目をつくる支援であるとし，文書だけではない情報

の交換が重要であると指摘した。
　以上のように，児童虐待の発生予防には周産期医療機
関，特に産科医療施設でのリスクをもつ親子の把握，産科
医療施設と保健・福祉機関の連携が重要であることが示さ
れている。しかし，産科医療施設でリスクをもつ親子，す
わなち「気になる親子」がどのように発見され，他機関へ
連携されるケースとして確定していくのかを明らかにした
研究はみられない。それらを明らかにすることで，産科医
療施設で「気になる親子」を発見するための有効な具体策
を検討し，乳児の虐待発生予防に貢献することができる。
本研究では，産科医療施設のなかでも周産期母子医療セン
ターを含む総合病院（以下，総合病院）に焦点をあて論じ
る。焦点をあてることで，施設の特徴にあわせた分析結果
や課題を導き出せると考えたからである。

Ⅰ．研究目的

　産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者が妊婦健
診や分娩前後の入院期間中に，どのように「気になる親
子」に気づき，情報提供ケースとして確定していくのか，
そのプロセスを明らかにする。

Ⅱ．用語の定義

　「気になる親子」について，現在のところ明らかな虐待
の所見はないが児童虐待のリスク因子が存在し，親子の様
子に違和感や不自然さを感じ他機関へ情報提供したいと感
じる親子，とする。
　「産科医療施設（総合病院）」について，医療法による20

床以上の病院であり，複数の診療科目を有する施設で，診
療科目のなかに産科のある施設，とする。ハイリスクな母
子の治療を行う「周産期母子医療センター」を厚生労働省
から指定されている施設も含める。新生児を中心に治療・
看護するNICUは含めない。
　「援助」について，対象者のニーズを満たす，あるいは
看護の目標を達成するために行う行為であり，対象者の観
察やモニタリング，見守りを含める。
　「支援」について，対象者のニーズを満たすため，ある
いは対象者を望ましい状態にするために行う直接的・間接
的な行為，とする。援助より広い概念であり，多職種・組
織間の連携を含める。

Ⅲ．研究方法

１．研究デザイン
　M-GTAによる質的記述研究。
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２．研究参加者
　研究参加者は，産科医療機関（総合病院）に勤務する
「気になる親子」を支援した経験をもつ，産科経験年数３

年以上の看護職者（助産師，看護師）で，施設の看護管理
者の推薦を受けた人とした。産科経験３年以上とした根
拠は，Benner（1984/2005）の中堅看護師の定義を参考に，
「気になる親子」に気づき，他機関との連携に向けた行動
ができるのは，親子の子育てという長期目標をふまえて状
況の意味を知覚できる中堅看護職者であると考えたからで
ある。
　産科医療保障制度に加入している，関東１都６県および
東海４県の総合病院，周産期母子医療センターのなかか
ら，施設を無作為に選定し，看護管理者に依頼文・調査協
力者選定依頼文を送付し，調査協力者を推薦可能な場合は
ハガキの返信を依頼した。合計173通の依頼文を送付した。
推薦可能との意思を示した施設の看護管理者へ，調査協力
補者宛ての依頼文・インタビュー内容・返信ハガキを送
り，調査協力候補者への配布を依頼した。協力可能な候補
者には希望連絡先・日時をハガキに記入したうえで返信を
依頼した。返信のあった候補者に希望された連絡方法で連
絡をとり，インタビュー日時を決定した。

３．データ収集方法
　データは2011年９月から2012年７月にかけて収集した。
インタビューは半構造化面接により行った。面接は，各施
設内でプライバシーの保たれる個室で実施した。主なイン
タビュー内容は，①気になる親子に気づいたのはどのよう
なことからか，②気になる親子を他機関に情報提供しよう
と思った理由やきっかけ，③実際にはどのような手順を経
て情報提供が行われたのか，等であるが，できるだけ調査
協力者の語りをさえぎらず自由に語ってもらえるように配
慮した。インタビュー内容は調査協力者の許可を得て録音
した。インタビュー時間は51～107分で，平均75分（１時
間15分）であった。

４．倫理的配慮
　インタビュー実施前に調査協力者に対して協力依頼説明
書を用いて，調査の目的，調査方法・所要時間，自由意思
による協力であること，途中辞退を含む辞退する権利があ
ること，得たデータは研究目的以外には使用しないこと，
プライバシーへの配慮を行うこと，答えたくない質問には
答えなくてもいいこと，研究結果の公表の了解等の倫理的
配慮を説明し，同意書への署名を得た。研究計画書は聖隷
クリストファー大学研究倫理審査委員会の承認を得た（認
証番号1104）。

５．分析方法
　本研究は「修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー
チ」（以下，M-GTA）を用いて分析を行った。M-GTAは，
データを切片化せず，データのなかに表現されている文脈
の理解を重視し，データの深い解釈を重視するという特徴
がある。適している研究として，人間と人間が直接的にや
りとりをする社会的相互作用にかかわる研究であること，
研究対象とする現象がプロセス的特性をもち，研究結果が
実践的に活用されることがあげられている（木下，2003）。
本研究は看護職者が，「気になる親子」にどう気づき，そ
れを「情報提供ケースとして確定する」に至るまでにどの
ような行動や判断を伴うのかを明らかにするものである
が，この行為はプロセス的性格をもっている。また看護職
者と対象の親子・看護職者・他職種者との社会相互作用性
の要素が強い。また得られた結果を看護実践に活用でき
る。これらのことから，M-GTAが本研究の分析に適して
いると判断した。
　M-GTAでは，分析に際して分析テーマと分析焦点者を
設定する。分析テーマとは，データを分析する際，データ
に密着した解釈ができるようなレベルまで絞り込んだテー
マのことである。本研究の分析テーマは，『産科医療施設
（総合病院）に勤務する看護職者が，親子に対して「気に
なる」と感じ，他機関に情報提供するケースとして確定す
るプロセス』とした。分析焦点者は分析結果の中心に位置
する人間であり，分析の焦点が明確になり，研究の目的
に沿う分析になることを助ける。本研究の分析焦点者は，
『産科医療施設（総合病院）に勤務し「気になる親子を」
支援する看護職者』とした。
　具体的な分析手順は次のとおりである。
①録音したインタビュー内容から逐語録を作成した。１例
目の分析として，ディテールが豊富で多様な具体例があ
りそうなものから分析を開始した。逐語を熟読し，分析
テーマと分析焦点者に照らして，データの関連箇所に着
目し，なぜそこに注目するのか，その部分の意味は何か
などの問いかけをし解釈した。それを１つの具体例と
し，説明概念を生成した。概念の生成には，分析ワーク
シートを使用し，概念名，定義，具体例，理論的メモを
記載した。
②データ分析を進めるなかで新たな概念を生成し，分析
ワークシートは個々の概念ごとに作成した。概念名や定
義は，追加される具体例を的確に表現できるように見直
し修正した。
③解釈が恣意的に進まないよう，生成した概念の定義に照
らしあわせてデータを継続比較分析し，類似例だけでな
く対極例を探し，分析ワークシートに加えた。対極例は
理論的メモに記載し，その解釈を行った。
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④概念を数個生成した時点から，常に概念と他の概念との
関係性を検討し，理論的メモ・理論ノートに記載した。
複数の概念の関係からなるカテゴリーを生成し，カテゴ
リー相互の関係から分析結果をまとめ，そのプロセスを
説明する結果図と文章化したストーリーラインを作成し
た。
　概念の生成から結果図，ストーリーラインの作成までの
過程において，M-GTAに精通した質的研究者のスーパー
ビジョンを受けた。また分析過程において，小児看護，助
産，母子保健を専門とする研究者と定期的に検討した。

Ⅳ．結　　果

１．研修参加者の概要
　25人の看護職者（総合病院９，周産期センター指定総合
病院16）から本研究への同意が得られ，インタビューを
行った。研究参加者はすべて女性であった。年齢は28～57

歳で，平均年齢43.0歳であった。経験年数は６～31年で，

平均15.2年であった。職種は助産師が24人，看護師が１人
であった。院内に虐待防止委員会が設置されていたのは９

施設であった（表１）。看護師１人のデータを含め分析し
た理由は，看護師から得られたデータが他の助産師のデー
タとの差がなく，どのように親子に対して「気になる」と
感じ他機関に情報提供するのかが豊かに語られていたから
である。

２．分析結果
　分析の結果，37の概念，８つのサブカテゴリー，６つの
カテゴリーが生成された。M-GTAによる分析結果を文章
化したストーリーラインと，それを説明する結果図を示す
（図１）。〈　　〉は概念，《　　》はサブカテゴリー，【　　】
はカテゴリーを表す。
ａ．ストーリーライン
　産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者が，親子
に対して「気になる」と感じ，他機関に情報提供ケースと
して確定するプロセスは，産科外来や病棟での多様な場面
での親子との出会いから始まる。看護職者は出会いに際し
て，あらかじめ児童虐待の要因である〈定型因子を念頭に
おく〉という準備をし，問診や妊婦健診，授乳等の援助を
行いながら，〈生活の視点で聞く〉〈ケアの中で観察する〉
〈問診を掘り下げる〉といった《ルーチンワークをリスク
探索行動に変える》。また，病院独自のチェックリストを
用いるといった〈ツールを使ってリスクを探る〉〈有効な
外来の場を活かす〉ことを行い，【多様な場面や方法でリ
スクを探る】。それにより《母親の行動が気になる》，《家
族の状況が気になる》と感じ，【気になるサインに気づく】
ことができていた。
　「気になる」と感じても，具体的な親子の状況は不明の
ことが多く，〈手がかりをもとに関連情報を得る〉ことで
《気になる状況を具体化する》。これは〈妊娠期から産後ま
で追って観る〉ことで，継続的に実施されていた。〈気持
ちを引き出す技を使う〉ことで，情報収集は促され，得ら
れた情報により複合的なリスク因子の存在や，〈緊迫した
状況と認識する〉状況に至っていないか，【リスク状況を
明確にする】。明確化したリスクが〈緊迫した状況と認識
する〉場合は，直ちに次のプロセスに進んでいた。
　外来も病棟も多くの看護職者が交代で勤務しているた
め，〈一人ひとりの気づきの違いを認識する〉ことを前提
に，〈複数の目で観る〉ことで〈情報が集まる〉。集まった
情報は，申し送りやノートの活用等〈情報を伝えるための
工夫〉をし，《チームで情報を共有する》【チーム・交替制
での看護の困難を乗り越える方略】がされていた。このた
めには，〈相談しやすい環境〉が必要であった。
　リスクの状況が明確にされると看護職者は，入院中の

表１　研究参加者の概要

事例 年齢 職種
経験
年数
（年）

病院区分

インタ
ビュー
時間
（分）

院内虐待
防止委員
会設置の
有無

１ 40歳代前半 助産師 16 周産期センター 104分 有

２ 30歳代後半 助産師 12 総合病院 68分 無

３ 50歳代後半 助産師 11 周産期センター 97分 無

４ 30歳代前半 助産師 ６ 周産期センター 88分 無

５ 20歳代後半 助産師 ５ 周産期センター 74分 有

６ 30歳代前半 助産師 11 周産期センター 84分 無

７ 40歳代前半 助産師 ７ 周産期センター 76分 有

８ 40歳代前半 助産師 17 周産期センター 58分 有

９ 50歳代後半 助産師 30 周産期センター 76分 有

10 40歳代前半 看護師 ５ 周産期センター 66分 有

11 40歳代後半 助産師 19 総合病院 73分 無

12 30歳代前半 助産師 ７ 総合病院 69分 無

13 30歳代後半 助産師 15 周産期センター 67分 有

14 40歳代前半 助産師 16 総合病院 51分 無

15 40歳代後半 助産師 23 総合病院 103分 無

16 20歳代後半 助産師 ５ 周産期センター 67分 無

17 40歳代後半 助産師 10 周産期センター 56分 無

18 50歳代前半 助産師 20 周産期センター 76分 無

19 30歳代後半 助産師 ６ 総合病院 94分 無

20 50歳代前半 助産師 28 周産期センター 80分 有

21 40代歳前半 助産師 16 周産期センター 56分 有

22 50歳代前半 助産師 22 周産期センター 69分 無

23 40歳代前半 助産師 15 総合病院 52分 無

24 50歳代前半 助産師 31 総合病院 107分 無

25 50歳代前半 助産師 27 総合病院 66分 無
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〈母親の仮の姿だと認識する〉ことを前提に，〈母親自身の
子育て力を見極める〉，〈サポート力を見極める〉と２つの
力を見極め，〈危険を予測する〉ことで，《退院後の子育て
を見極める》。その状況をもとに，情報提供すべき「気に
なる親子」なのか否かの〈チームで結論を出す〉。〈他機関
の支援内容を知る〉ことは，〈つなぐ目的を意識する〉こ
と，すなわち「気になる親子」に対して，何のために，ど
のような支援が必要なのかを認識させ，情報提供への動機
づけとなっていた。この《地域での支援の必要性を認識す
る》ことは，「気になる親子」と〈チームで結論を出す〉
ことに影響していた。これらのプロセスは長く続く子育
てという〈子育ての特性を認識する〉ことが基盤となり，
【長期的な視座に立ち子育てを見据える】ことを可能にし
ていた。病院によって〈気になればつなぐスタンス〉や，
逆に大きな問題がなければつながないといったスタンスが
存在し，情報提供への容易さに影響していた。
　気になる親子の情報提供をするためには，【同意のハー
ドルを越える】必要があり，〈同意を得るのが大前提とい
う認識〉のうえで，母親・家族の状況に応じて，〈メリッ
トを強調し同意を得る〉〈全員必須と同意を得る〉〈タイミ
ングや人を変え再トライ〉と《戦略的に同意を得る》。同
意が得られない場合は情報提供できないことがあった。し
かし，同意が得られていないことを明示したうえで情報
提供するという〈奥の手を使う〉場合もあった。【同意の
ハードルを越える】ことで，最終的な情報提供ケースと確

定していた。
ｂ．各カテゴリーと概念
　以下に１つ１つのプロセスとしてのカテゴリーを，サブ
カテゴリー，概念，研究参加者の語りを用いて説明する。
語りは『ゴシック体』で示し，（　　）は文脈を明確にす
るために研究者が補った。
⑴　【多様な場面や方法でリスクを探る】

　看護職者が産婦人科外来や病棟の分娩室，病室，新生児
室で親子に出会い，妊婦健診や保健指導，授乳・育児への
援助を行う。このような多様な場面と方法で，リスクの探
索を行うことである。１つのサブカテゴリー，６つの概念
からなる。
　母親や家族から情報を集めリスクを探るために，看護職
者がこれまでの経験や学習で得た児童虐待の〈定型因子を
念頭におく〉ことで，情報収集前の準備をしていた。これ
により得た情報を，頭の中のリスク因子と照らしあわせる
ことが可能となる。
　『離婚しているとか，シングルとかというような，まず最
初のその辺のリスク，ハイリスクといわれる，リスクの表が

ありますよね，ああいうのにひっかかるような人たちに関し

ては，ちょっと要注意だというような目線はもちます』（事
例24）
　問診や保健指導，病棟での授乳援助や育児援助等をとお
して，より具体的な家族の生活状況を聞く〈生活の視点で
聞く〉こと，親子に何か気になる点はないか，育児は順調

図１　産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者が親子に対して「気になる」と感じ，
他機関に情報提供するケースとして確定するプロセス　　　　　　　　　　
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か，等を観察する〈援助のなかで観察する〉こと，問診票
を活用し情報を掘り下げて収集する〈問診を掘り下げる〉
ことで，日常援助をリスク探る行動に変える《ルーチン
ワークをリスク探索行動に変える》が行われていた。
　『看護の視点というと，生活，暮らし。この人が，妊娠中
の生活と暮らしが成り立つようにというのと，生まれた後は

育児，子育ての，子どもが生まれたなかでの生活，暮らしが

成り立っていっているのか。衣食住含めて。そういう視点で

（観ています）』（事例９）
　『（妊婦健診の問診で）まず情報をとるんですよね。その
なかで，経済的な問題がありそうだなとか，実は夫婦の仲に

問題がありそうだとか，そういったことを発見してしまった

ときに，さらに突っ込んで聞いたりとかしています』（事例
12）
　日常援助の場面でリスクを探る以外に，病院独自のハイ
リスクチェックリストやEPDS，DVスクリーニング等の
〈ツールを使ってリスクを探る〉ことを行っていた。
　リスクを探る場は多くあるが，なかでも外来は母親自身
が背負っている日常生活を観察しやすく有用な場として認
識し〈有効な外来の場を活かす〉ことを行っていた。
　『外来で接するっていうのは，自分の生活のなかで外来に
来ていらっしゃるので，自分の背負っている日常生活をくっ

つけて外来にいらっしゃっているので，外来で接することで

キャッチするのが，しやすいかもしれないなというふうには

思います』（事例11）
⑵　【気になるサインに気づく】

　外来や病棟でリスクを探っている際に，母親や家族の小
さなサインに対して「気になる」と感じている状況であ
る。２つのサブカテゴリー，６つの概念からなる。
　妊婦健診や入院中の生活のなかで，看護職者が母親の行
動に対して「気になる」と感じている状況である《母親の
行動が気になる》は，具体的には以下の４つのサインで
あった。育児場面で母親の言動や行動に対して〈育児行動
が気になる〉。たとえば，１回指導すれば通常１～２回の
体験でできるようになるオムツ交換の習得に３日間かかっ
たり，母親自身の行動を優先し赤ちゃんを預けることが多
い，等である。相談・指導場面で質問が多く不安が強い言
動や，うつ的な言動や行動に対する〈精神的な不安定さが
気になる〉。たとえば，会話の際にじっとして落ち着いて
話ができない，目をあわせられない，育児不安が産後日数
が経つにつれ増えてくる，等である。母親の他人と交流で
きない，依存的・攻撃的な態度，等に対する〈対人関係の
もち方が気になる〉。母親や家族の衣食住等の暮らしぶり
に対する〈生活状況が気になる〉。たとえば，身体がタバ
コ臭い，妊娠中にもかかわらず睡眠時間が短い，ベッドサ
イドが汚い，等である。

　『赤ちゃんに集中してないというか。（赤ちゃんを）預ける
とか，あとはそこにいるけど手も出てないし，たとえば携帯

をやってて，視線を送ってないとか，触れてないとか（が気
になります）』（事例21）
　『他のみんなで授乳しているときに，そこだけポツンとお
母さん違う，異様な，あんまりかかわらないみたいな，赤

ちゃんのことでも，他の方と，かかわらない，話をしないみ

たいな感じです』（事例18）
　看護職者が家族の状況が気になると感じている《家族の
状況が気になる》は，具体的には以下の２つサインであっ
た。母親が直接上の子に接している場面や母親の語った子
育ての様子から，看護職者が「気になる」と感じる〈上の
子の子育てが気になる〉。たとえば，上の子に厳しい，上
の子を激しく怒鳴る，上の子が落ち着きがない，等であ
る。母親や医療者に対する夫の非常識な態度に対して「気
になる」と感じる〈夫の態度が気になる〉。たとえば，母
親に執拗につきまとう，医療者にクレームをつける，等で
ある。
　『お子さんをお連れになってたんです，健診のときに。初
診で９月３日，新学期が始まったばかりなんですが，なぜか，

小学校中学年と思われる子どもをいっしょに連れてるんです

よ。それで，「あれっ？」って思ったんです』（事例６）
　『旦那さんが必要以上に，妊婦健診についてきたり。健診
をする医者に食ってかかるような感じの態度だったり。あと

は，内診台とかのほうにまで入りたがる』（事例４）
⑶　【リスク状況を明確にする】

　気になるサインに気づいたり定型因子に合致した情報を
得た場合，具体的な追加情報を得てリスクの状況を明確に
することである。１つのサブカテゴリー，５つの概念から
なる。
　気になるサインはリスク因子にあてはまらない気づきの
レベルであり，さらなる情報を必要とする状況である。そ
のため，気になるサインの〈手がかりをもとに関連情報を
得る〉。状況が具体化すると，気になるサインは〈定型因
子にあてはまる〉場合が多い。たとえば〈夫の態度が気に
なる〉はDVであることが判明したり，〈精神的な不安定
さが気になる〉は母親の精神疾患が判明したりする。ま
た，リスクを探ってすぐに〈定型因子にあてはまる〉場合
も，追加情報を得てみると，複数のリスク因子の存在が明
らかになることがある。外来の妊婦健診で気になるサイン
やリスク因子を発見した場合は，産後の入院期間や退院後
の健診まで継続的に状況を具体化する〈妊娠中から産後ま
で追って観る〉ことで，《気になる状況を具体化する》。母
親の気持ちを引き出すために，看護職者は話をよく聞く，
さりげなく気づかう，予測をして引き出す，時や場をつく
る，等の〈気持ちを引き出す技を使う〉ことで，関連情報
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を得ていた。
　『自分も親から虐待というか，あの人（援助した母親）の
場合はほったらかされたと言っていたかな』（事例22）
　『産まれる前から問題がありそうな人は，外来に出てる（病
棟）スタッフが受け持ちをして，こっち（病棟）に入院して
からも（継続して）みてあげられるような感じにしていく』
（事例16）
　『答えを出そうとしないで，話をよく聞くと，「あぁこうい
うことが言いたかったんだ」っていうのがわかると，言葉で

言わなくても，相手が安心していろいろ話してくれるから。

話しやすい（ように）場をつくる，雰囲気をつくったり（し
ています）』（事例17）
　初期の観察や問診，追加で得た情報により複数のリスク
因子の存在が確認され，すぐに地域の支援を思いめぐらせ
るほど深刻な問題状況を確認する〈緊迫した状況と認識す
る〉は，たとえば妊婦健診未受診で飛び込み出産，父親が
不明で路上生活で住所をもたない，上の子が不審死を遂げ
ている，等であり，直ちに次のプロセスに進んでいた。
　『今度３人目の子どもさんだったんです。上２人は全部お

父さんが違う。その子たちは自分の実母に預けている。その

男性（胎児の父親）が虐待をする，DVで逃げてきましたと』
（事例３）

⑷　【チーム・交代制での看護の困難を乗り越える方
略】

　新人・ベテランの混在チームで看護を提供する，日勤・
夜勤の交代勤務で看護を提供する，妊娠期から分娩期への
移行で外来から病棟へ看護提供の場や提供者が変わる，と
いう病院の体制において，情報の伝達が途切れ，情報の共
有化がされないことを防ぐための方略である。１つのサブ
カテゴリー，５つの概念からなる。
　病院ではチームで医療や看護が提供される。このような
環境のなか，親子のリスク状況を明確にするために《チー
ムで情報を共有する》。看護チームには新人からベテラン
まで混在する。当然「気になる」と感じる部分や感度が異
なる。〈一人ひとりの気づきの違いを認識する〉ことを前
提に，看護職者が得た気づきやリスク因子を，他の看護職
者に共有・確認してもらうために，カンファレンスや申し
送りというチームの場にもっていき，〈複数の目で観る〉
ことで継続的に観察・確認し，〈情報が集まる〉。その情報
を他の看護職者や医師等に伝えるため，または外来から病
棟に伝えるため，申し送りやノート等を活用し，〈情報を
伝えるための工夫〉をしていた。このためには，気軽に相
談できる人間関係や相談窓口となる人・システム等〈相談
しやすい環境〉が必要であった。
　『観る人が違ったら視点も変わるというのもあって，私は
問題だと思わなくても次に観た人は問題だと思うこともある

ので』（事例８）
　『声を出して，「私こう思うんだけどどうかな？」って言う
と，「そういえばね」みたいなことを，言ってくれたりとか，

そういうのがありました』（事例18）
　『気になるケースを上げるリストっていうのがあって。そ
ういうのに情報を載せて，みんなで共有できるようにしてい

ます』（事例20）
⑸　【長期的な視座に立ち子育てを見据える】

　これからスタートする生活のなかで繰り広げられる長い
子育てを，母親自身の力や周囲のサポートを受けながら
行っていけるかを，看護職チームとして判断することであ
る。全体のプロセスのコアカテゴリーである。２つのサブ
カテゴリー，10の概念からなる。
　妊婦健診や入院中の生活のなかで，赤ちゃんに愛情を示
したり，医療者に従順である母親の姿は地域生活のなかで
の普段の姿とは異なり，家事や子育てに追われない日常か
ら切り離された環境のなかで見せる〈母親の仮の姿だと認
識する〉ことを前提に，《退院後の子育てを見極める》こ
とが行われていた。具体的には，退院後の地域での生活ス
タイルや心身の状態，育児技術，経済・社会的状況等をふ
まえ〈母親自身の子育て力を見極める〉こと，家族や周囲
のサポートで子育ての環境を整えられるか，サポートの量
や質等の〈サポート力を見極める〉こと，その２つのバラ
ンスから〈危険を予測する〉ことであった。それらをもと
に，情報提供するべき「気になる親子」か否か〈チームで
結論を出す〉。〈母親の仮の姿だと認識する〉ことができな
い場合は，
　『（飛び込み出産でも）入院中あんなに頑張っていろいろ
やってて，愛着もあるし，育児技術も習得してある一定のこ

ともちゃんとできていたのに。どうやら子どもを置いて遊び

に行っちゃったとか（後で聞いて）』（事例１）
と語られるように情報提供に至らず，その後，他機関から
の情報提供により虐待状況が確認されることがあった。
　『入院中って，ご飯の用意もしなくてもいい，赤ちゃんし
か見なくてもいいっていう状況では，すごく子どもに対して

愛情をもって接している方でも，うーん』（事例11）
　『最低限これだけができてれば，赤ちゃん大丈夫，育って
いくよね，みたいな感じのことができないくらいな方だと，

「サポート誰だろう，実家のお母さん来てくれるのかな」と

か，それすらない，「旦那さんもちょっとねぇ」みたいな感じ

だと，「ちょっと訪問で保健師さんにみてもらったほうが，い

いんじゃないかなぁ」って思う』（事例18）
　『疲れたから今日はミルクをやるのをやめる，おむつを替
えるのをやめてしまうとかっていうことも考えられたので。

そうなってくると，ネグレクトの可能性があるから』（事例
23）
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　看護職者が〈他機関の支援内容を知る〉ことは，他機関
から必要な支援を受けて親が子育てできるためだと〈つな
ぐ目的を認識する〉ことにつながっていた。一方，病院の
援助期間だけで，退院後の子育てを支えるのは無理である
と〈病院の限界を認識する〉ことと相互に影響しあい，そ
れが〈つなぐ目的を認識する〉ことを高めていた。《地域
での支援の必要性を認識する》ことは，〈チームで結論を
出す〉ことに影響していた。
　『保健センターは，連絡をもらったら（訪問に）行ってく
れるので。福祉にもつなげてくれるし，そういうことができ

る場所なので，そこへつなげるしかないと思います』（事例
24）
　『（サポートが得られない母親に）そういうときに，ちょっ
と相談できる場所をつくっておく。困ったときに，困ったと

言える場所につなげておくことしかできないと思っています』
（事例24）
　『私たちもなかなか，白衣を脱いで外に行くっていうとこ
ろまで難しい。だから，これはもう（保健センターに）バト
ンタッチが必要だとなります』（事例15）
　病院によっては，「気になる」と感じた親子はそのまま
にせず，退院後も他機関にフォローしてもらうために情
報提供するという〈気になればつなぐスタンス〉があり，
チームで結論を出す際に，情報提供する方向に影響を与え
ていた。逆に，大きな問題がなければつながないというス
タンスも存在し，それは情報提供しない方向へ影響してい
た。
　『どちらかというと（情報提供）する方向にありますね。
念のためなんて言って』（事例13）
　《退院後の子育てを見据える》《地域での支援の必要性を
認識する》には，地域生活のなかで長期的に続くという
〈子育ての特性を認識する〉ことが基盤になっていた。子
育ての特性が認識できることは，長期的な視座に立ち判断
することを促していた。
　『もともと子育てって，いつまでも子育てって終わりがな
いし，正しいとか正しくないもないし，って思っているんで

す。だから，子育ては，もう本当にスタンスが長いから，い

まのここだけを見ていてもだめなんだって思います』（事例
10）
⑹　【同意のハードルを越える】

　「気になる親子」として情報提供するという結論を出し
ても，それがすなわち情報提供ケースとはならない。チー
ムで「気になる親子」と結論を出した後，母親や家族から
情報提供に対する同意を得ることが必要である。このカテ
ゴリーは同意というハードルを越え，情報提供ケースとし
て確定することである。１つのサブカテゴリー，５つの概
念からなる。

　看護職者が他機関に情報提供する際は，〈同意を得るの
が大前提という認識〉をもち，《戦略的に同意を得る》。具
体的には，看護職者が母親・家族に対し他機関の支援のメ
リットの部分を強調し意図的に同意を得る〈メリットを強
調し同意を得る〉や，同意を拒否しそうな母親・家族に対
し，「あなたが特別なのではなく，全員やっているから」
と，相手の警戒心を軽減させ同意を得る〈全員必須と同意
を得る〉や，一度断られても母親が不安を自覚するタイミ
ングをはかったり，説明する看護職者を代えて再度試みる
〈タイミングや人をかえ再トライ〉と，さまざまな戦略で
同意を得ていた。
　『育児をするうえで手助けになると思うから，保健師さん
に早めに家庭訪問に来てもらいませんか？　って言って，そ

うすると，「いいですよ」って，言い方次第ではOKをいただ

けます』（事例12）
　『その相手の状況にもよるんですけれど，「皆さん送らせて
いただいていますのでね」，なんていう感じで軽くお話をし

て，もうそれで同意を得たという方向にさせていただきます』
（事例13）
　戦略的に同意を得ようと試みても拒否される場合があ
る。病院によっては，同意が得られない場合は情報提供し
ないということが取り決められていた。たとえば，
　『一切情報も送ってほしくないって，もうきっぱり言われ
てしまったので。こちらとしては，支援を受けてほしかった

んですけど，（同意を）断られたので』（事例１）
という語りのように，情報が提供できないことは看護職者
にとって，支援が閉ざされたと感じることであった。一
方，同意を得られなくても，それを明示したうえで情報提
供する〈奥の手を使う〉場合もあった。自治体によっては
情報提供用紙の同意の確認欄に，「同意は得られていない
が情報提供する」という選択肢で，情報提供を可能にして
いた。このようにさまざまな方略で【同意のハードルを越
える】ことで，最終的に情報提供ケースと確定していた。
　『お母さんがうつ病か何かで，赤ちゃんも見てもらいたい
ので，早々に入って（訪問して）もらってもいいですかとお
母さんに聞いたんですけど，拒否をされて。旦那さんもちょっ

と精神疾患があったので，ちょっと放っておけないなと思っ

て。で，本人には了承を得ていませんという一文を添えて

（情報提供用紙を）出した人がいます』（事例25）
　『そういった（同意を拒否する）ケースは，この（情報提
供）用紙に，同意がないっていうふうに書ける，そういう選
択肢もついているので』（事例11）
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Ⅴ．考　　察

１．産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者が，親
子に対して「気になる」と感じ，他機関に情報提供する
ケースとして確定するプロセス
　産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者は，病院
を訪れるすべての親子に対し，多様な場面においてさまざ
まな方法でリスクを探ることで，リスク因子や「気になる
サイン」に気づき，追加情報を得てリスク状況を確認し，
その状況でこれから長く続く子育てを母親がどの程度行え
るか周囲のサポートを含め予測し，チームで結論を出し，
最後に家族に同意を得て情報提供ケースと確定することが
明らかにされた。
　栗原ら（2010，p.73）は，周産期のメンタルヘルスと児
童虐待予防に関し先駆的な取り組みを行っている９医療施
設へのインタビュー調査を行い，児童虐待予防システムの
基本構造を明らかにした。基本構造は，「疑いをもつ」→
「情報を収集する」→「複数で検討する」→「専門職へ連
携する」→「支援を継続する」というプロセスであり，こ
れが循環しているとした。本研究で得られたプロセスは，
栗原らの示したこの基本構造に類似しており，虐待発生予
防のための基本的なプロセスをふまえているといえるだろ
う。栗原らはこの基本構造１つ１つのプロセスがシステム
としてどのように構築化されるかを考察しており，基本構
造の１つ１つのプロセスの具体的な内容は示していない。
本研究は，児童虐待発生予防のための基本的なプロセスの
具体的な内容，すなわちどのように看護職者が行動するの
かを明らかにしたといえる。
　以下に，プロセスの考察とプロセスを促進させるために
必要なことを検討する。

２．どのようにして「気になる親子」に気づくのか
ａ．ルーチンワークを活かすために必要な児童虐待の視
点

　産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者は，外来
や病棟で日ごろ行われるさまざまな援助を単なる援助に終
わらせず，リスクを探る行動に変えていた。それを可能に
していたのは，〈定型因子を念頭におく〉という看護職者
の準備であった。虐待対応組織を有する施設は院内教育が
活発である（栗原ら，2010，p.74）とされており，研究協
力者25人のうち９人の勤務施設は院内に虐待防止委員会が
設置されていた。また，研究協力者は「気になる親子」を
支援した経験をもっていた。このことから，研修や経験に
よって児童虐待に関する知識を有していたことが，〈定型
因子を念頭におく〉ことを可能にしたのだと考える。この
ように，日々の援助のなかで「気になる親子」に気づくた

めには，児童虐待に関するリスク因子をはじめとした知識
が必要である。栗原ら（2010，p.74）は，児童虐待予防シ
ステムの基本構造の第１段階である「疑いをもつ」ために
は虐待の視点をもつことが必要であるとしており，〈定型
因子を念頭におく〉必要性が裏づけられたといえる。〈ツー
ルを使ってリスクを探る〉ことは，児童虐待の視点をもち
こむための手段であるといえる。このようにリスクを探る
ためには，児童虐待の視点であるハイリスクの〈定型因子
を念頭におく〉こと，アセスメント〈ツールを使ってリス
クを探る〉ことの有用性が示唆された。
ｂ．リスクを探るために有効な外来という場を活かす
　リスクを探る場として，外来が有効であることが本研究
で明らかになった。一定期間かかわることのできる入院
生活と異なり外来の妊婦健診では短時間のかかわりであ
り，リスクを探ることは困難ではないかと予想していた
が，『親子の背負っている日常生活をくっつけて外来に来る
からキャッチしやすい』と語られるように，親子の日常生
活を把握しやすい外来の有効性が示された。看護職者は，
来院時の服装や匂い，医療者に対する態度，上の子への接
し方，夫の母親への態度などから「気になる」サインを感
じとっていた。近年では，助産師外来の設置が増えており
（日本看護協会，2011），外来でゆっくりと妊婦にかかわる
ことができるようになってきていることが，外来が有効な
リスク探索の場になりうる要因であると推察する。外来で
親子の日常生活を推察し，リスクを探る場として有効に活
用していく必要がある。
ｃ．リスク因子にあてはまらない小さなサインに気づく
ためには

　気になるサインはリスクの定型因子にはあてはまらない
気づきのレベルであり，さらなる情報を必要とする。小さ
なサインに対して「気になる」と感じることができるの
は，看護職者が自分自身のなかに規準となる親子の姿を内
在させ，それと照らしあわせ違和感をもつことができるか
らだろう。渡辺（2001）は，患者の様子が「何か変」とい
う感覚から始まる看護師の臨床判断の１つには，「通常と
は異なるという感覚」があり，「何か変」と感じたら，そ
の「何か」の裏づけを求める行動をとることを明らかにし
た。本研究における「気になる」という感覚は親子との出
会いの初期に感じられ，その後，それを手がかりに関連情
報と得るというプロセスへ移行していた。これは渡辺のい
う「通常とは異なるという感覚」，すなわちこれまでの経
験則において規準とされている範囲からの逸脱感により，
「気になる」と感じること，「何か」の裏づけを求める行動
だといえる。このような行動がとれたのは，研究協力者の
臨床経験が平均15.2年であり，かつ「気になる親子」を支
援した経験があり，経験のなかで培った規準と照らしあわ
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せることができたからではないかと推察する。

３．長期的な視座に立ち子育てを見据えるためには
ａ．〈子育ての特性を認識する〉〈母親の仮の姿だと認識
する〉ことの重要性

　産科医療施設では妊娠診断から始まり，分娩を経て，産
後４～５日で退院する対象者が次から次へと入院し退院し
ていく。多くの場合，産後１か月健診で親子との関係は終
結する。個別性はあるものの，妊産褥婦という母子と家族
に対し同様の援助が繰り返される。自ら関心をもち情報を
得なければ退院後の親子の成長を知る機会はほとんどな
く，長期的な視座をもつことは困難である。病産院の援助
は入院中の母子の状況を中心に実施され，子育てを見据え
た支援とはいいがたいと指摘（唐田，2008）され，産科医
療施設は長期的な視座をもちにくい環境であるといえる。
その困難の克服を可能にしていたのが，〈子育ての特性を
認識する〉であった。子育てが地域の生活のなかで長期的
に継続するという認識であるが，これは退院後の親子の成
長の事例を知ることで可能になる。そのためには他機関か
ら退院後の親子の情報を得る，産科医療施設の看護職者が
新生児・乳児の家庭訪問を実施できるシステムを構築する
こと，等が必要である。
　退院後の子育てを見極めるためには，入院中の「現

い ま

在こ
の状態」の母親の姿は，家事や上の子の世話がない非日常
的な環境で見せる「仮の姿」だと認識する重要性が明らか
になった。「仮の姿」に惑わされた場合は，情報提供に至
らないこともわかった。情報提供に至らなかったケースの
なかには，その後，虐待状況の出現もあり，この認識の重
要性がわかる。入院期間の親子の姿が「仮の姿」であった
ことが判明するためには他機関からの退院後の親子の情報
提供が必要であり，入院中と退院後のギャップが確認され
ることで，入院中の母親の姿は「仮の姿」という認識が
看護職者のなかに根づくと推察する。Benner（1984/2005）
は，臨床知識はある特別な経験が範例となり高まることを
示している。退院前後の親子の姿のギャップは，これまで
の経験による状況判断のための予備知識を反証する範例と
なりえたといえる。
ｂ．他機関の支援内容を知ることの重要性
　〈他機関の支援内容を知ること〉〈病院の限界を認識す
る〉ことは相互に影響し，〈つなぐ目的を認識する〉こと
に向かい，情報提供の動機づけになっていた。山中（2003）
は連携の前駆条件として，「援助者自身の限界の認識」「他
の援助者に関する情報の接触」の２点をあげ，それが連携
の初期段階である「援助者間の目標の共有」に進むことを
示した。〈他機関の支援内容を知る〉〈病院の限界を認識す
る〉は山中のいう連携の前駆条件となり，〈つなぐ目的を

認識する〉ことにつながり，連携促進という方向で〈チー
ムで結論を出す〉ことに影響するということが明らかに
なった。〈他機関の支援内容を知る〉ことは，連携を促進
するために必要であることが示された。
ｃ．他機関からの情報提供の必要性
　以上，ａ，ｂで述べた長期的な視座に立ち子育てを見据
えるために必要な〈子育ての特性を認識する〉〈母親の仮
の姿だと認識する〉〈他機関の支援内容を知る〉ためには，
他機関から情報提供されることが必要不可欠であった。他
機関からの情報提供が産科医療施設にとってどのように有
効であるか，具体的なプロセスで明らかになった。産科医
療施設と他機関の相互の情報交換の重要性が再確認され
た。

４．同意のハードルを越えるためには何が必要か
ａ．戦略的に同意を得る
　〈同意のハードルを越える〉ことが，情報提供ケースと
して確定する最後のプロセスであった。そして，同意が得
られなければ情報提供できないと取り決められている施設
もあり，そのハードルは高いことが明らかになった。看護
職者は母親や家族から同意を得ることが情報提供のための
大前提であることを，個人情報保護という観点から強く認
識していた。だからこそできるだけ同意が得られるよう，
さまざまな工夫を凝らし戦略的に同意を得ていた。同意を
得るために行われていた戦略は，〈メリットを強調し同意
を得る〉〈全員必須と同意を得る〉〈タイミングや人を代え
再トライ〉であった。他機関の支援の〈メリットを強調し
同意を得る〉ことは，他機関の支援内容を知らなければで
きないことであり，それを具体的に知ることが必要であ
る。そしてそのサービスを受けることは母親や家族にとっ
てどのように助けになるのか，具体的に説明する必要があ
る。〈全員必須と同意を得る〉は，同意を拒否しそうな母
親や家族に対して用いられていた。このように誰にでも同
じ戦略で同意を得るのではなく，母親や家族の特徴にあわ
せて同意を得る方法を変えていく必要がある。また，一度
断られたからとあきらめるのではなく〈タイミングや人を
代え再トライ〉する粘り強さで試みることも必要である。
ｂ．児童虐待予防のための情報提供が違法にならないこ
とを知る

　上述したように，母親や家族から同意が得られなければ
情報提供しない場合があり，看護職者は支援が閉ざされた
と感じる実態があることが本研究で明らかとなった。厚生
労働省は，医療機関におけるリスク妊婦の発見と保健・福
祉機関への情報提供の強化のため２度の通知を発令し，児
童相談所・市町村と医療機関との相互の情報提供による情
報共有の重要性を説明し，母親や家族の同意が得られなく



産科医療施設（総合病院）の看護職者が「気になる親子」を他機関への情報提供ケースとして確定するプロセス

日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014 35

ても情報提供が違法にはならないことを示した（厚生労働
省，2011；2012c）。本研究の調査期間は2011年９月からで
あり，2011年７月の通知が出された直後であった。しかし
インタビューした医療機関では，同意が得られなくても情
報提供が可能であるという認識はなかった。これは，通知
が出されてもすぐに医療現場には浸透しない，という実態
を示している。宮本（2008）によると，医師は通告義務を
知っているが，実際に通告することについて60％前後は抵
抗があるとし，その理由の１つに家族とのトラブルの心配
をあげている。2012年11月の通知は，このような医師の
心配にも対応するためであるといえよう。通知を根拠に，
チームで情報提供するという結論に至っても同意を得られ
ず断念するというケースがないよう，児童虐待の発生予防
のための情報提供が，守秘義務・個人情報保護義務違反に
ならないことを周知していく必要がある。
ｃ．第３の選択肢を選べる情報提供用紙の工夫
　〈同意を得るのが大前提という認識〉を軽減できる具体
策として，本研究のインタビュー事例で紹介された，情報
提供用紙の同意確認欄の選択肢に「同意は得ていないが情
報提供する」を示しておくという方法がある。この選択肢
があることで，看護職者に同意を得てなくても情報提供が
できる場合があることを示すこととなり，情報提供するか
否かの選択肢から，第３の選択肢を得ることができる。そ
うすることで，情報提供のハードルは低くなるのではない
だろうか。

Ⅵ．本研究の限界と課題

　本研究では，研究参加者を無作為に選んだ病院に調査依
頼を送付し条件に合う看護職者を看護管理者の推薦を受け
選定したため，理想的な理論的サンプリングにはならな
かった。しかしデータを分析する際，それまでの分析結果
が広がる可能性のあるデータを選択し分析したこと，研究
協力者が25人で豊富なデータが得られことで，データから
概念がこれ以上生成できない状況に至れたと考えている。
また，25人のデータを看護職者のデータとして分析した
が，看護師の研究参加者は１人のみであった。この１人の
看護師の語りは豊かで本研究の結果は支持されているが，
多くの病院の産婦人科病棟・外来で看護師が勤務している
実態を鑑みると，「気になる親子」への支援の経験豊富な
看護師のデータを増やし検証する必要がある。
　本研究で得られた結果は，産科医療施設のなかでも周産
期母子医療センターを含めた総合病院に限定されたもので
ある。今後は情報提供以降の連携の発展のプロセスを明ら
かにすることが課題である。また産科単科病院や産科診療
所においてのプロセスは，新たに調査を行い理論の究明に

あたる必要がある。そのうえで総合病院と単科病院・診療
所の差異を明らかにし，施設の特徴にあわせた連携促進の
ための方略を検討していきたい。

結　　論

１．産科医療施設（総合病院）に勤務する看護職者が，親
子に対して「気になる」と感じ，他機関に情報提供する
ケースとして確定するプロセスは，看護職者が親子に対
し，【多様な場面や方法でリスクを探る】ことで，リス
ク因子や【気になるサインに気づき】，継続的に情報を
得て【リスク状況を明確にする】。その際，【チーム・交
代制での看護の困難を乗り越える方略】により，《チー
ムで情報を共有する》。リスクの状況から長く続く子育
てを母親がどの程度行えるか周囲のサポートを含め予測
し【長期的な視座に立ち子育てを見据える】ことで「気
になる親子」と特定し，【同意のハードルを越える】こ
とで情報提供ケースと確定するプロセスであった。

２．気づきの段階には日常業務のなかに児童虐待の視点を
持ち込む，「通常とは異なるという感覚」を働かせるた
め看護者自身の規準となる親子の姿を内在化させる，親
子の日常生活を把握しやすい外来の場を活用する必要性
がある。

３．産科医療施設は長期的視座をもちにくい特徴があり，
「気になる親子」と判断するためには長期的に続く子育
ての特性を認識したうえで，入院中の母親を仮の姿だと
認識し退院後の子育てを見極めることが重要である。

４．他機関の支援内容を知ることは病院の限界を認識さ
せ，連携の前駆条件となり，連携の目的を認識すること
へとつながり，連携を促進させていた。

５．長期的な視座に立ち子育てを見据えるために必要な
〈子育ての特性を認識する〉〈母親の仮の姿だと認識す
る〉〈他機関の支援内容を知る〉ためには，他機関から
退院後の親子の状況や支援内容を情報提供されることが
必要不可欠である。上述したように他機関からの情報提
供が産科医療施設にとってどのように有効であるか，具
体的なプロセスで明らかになった。産科医療施設と他機
関の情報交換の重要性が再確認された。

６．母親・家族から情報提供の同意の得るためには，母
親・家族の特徴にあわせた同意の取り方で戦略的に同意
を得る，同意がなくても児童虐待予防のための情報提供
は違法ではないことを知る，情報提供用紙の工夫をする
ことの重要性が示された。
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Abstract

 This study aimed to elucidate the process by which nurses working at maternity hospitals recognize “parents and children 
of concern” and decide to pass on the information on these cases to prevent child abuse. We interviewed 25 nurses to obtain 
data. These data were then analyzed using the modified grounded theory approach （M-GTA）. We found that the process 
involved nurses “ascertaining risks in various settings and using a number of methods” for all parents and children who visit 
the hospital and “recognizing signs of trouble” as well as risk factors. In addition, nurses continuously obtain additional 
information to “clarify risk situations”. With the awareness of long-lasting child rearing as a basis, nurses draw conclusions 
on “parents and children of concern” as a team by “ascertaining child rearing from a long-term perspective.” Finally, nurses 
confirm whether to pass on the information on a case by “overcoming the hurdle of consent”. To recognize “parents and 
children of concern”, nurses must “assess child rearing from a long-term perspective”, for which the provision of information 
by other institutions is essential.
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はじめに

　近年，精神疾患を有する人（以下，本人とする）の
長期入院の解決策として，「リカバリー」を目的とした
包括型地域生活支援プログラム（Assertive Community 
Treatment：以下，ACTプログラム）が注目を集めている。
ACTプログラムは，本人とその家族を対象とした，少
人数の多職種チーム（以下，ACTチーム）の積極的訪問
（assertive outreach）による包括的支援サービスであり（西
尾，2004），病気の回復のみではなく，病気でありながら
も，かけがえのない命を生き，社会に生活し，再起して，
自分の人生を歩むリカバリー（Ragins, 2002/2005；野中，
2005）を支援している。このため，医療モデルによる症状
観察や再燃予防，薬物療法の支援などの医療や保健の範囲
にとどまらず，生活モデルをより重視した福祉や就労，教
育，家族支援，レクリエーションなど，生活上のあらゆる
支援が生活の場で実施されている（西川，2012）。本人の
個別ニーズに合わせて24時間365日の訪問が可能であり，
病状が不安定なときの危機介入や緊急対応，住居環境の調
整や地域住民への働きかけ，買い物や銀行など外出への付
き添い，庭の草刈りの手伝い，入院中の外出や外泊の付き
添いなど，重い精神障害のある人が地域のなかで生活でき
るようにあらゆる支援がオーダーメイドされ，提供されて
いる（高木・藤田，2011）。ACTプログラムはアメリカで
開発されたシステムであるが，わが国では2003年に導入さ
れた市川モデル（伊藤・塚田・大島・西尾・鈴木，2008），
岡山モデルを始め，初の民間実施主体である京都モデルな
どが誕生し，その後，全国各地で展開されている（厚生労
働省，2009）。また，その実践効果には，利用する本人の
入院期間の短縮や，その人らしい地域生活の質の向上や安
定などが報告されている（三品，2010）。

　他方，わが国の精神科地域医療の充実においては，
ACTプログラムのような地域生活支援とともに，家族の
存在が重要な役割としてとらえられている。家族は，本
人との生活にさまざまな生活困難を感じており（大島，
1987），ストレス反応として否定的・拒否的な感情や態
度を表出することがあり，このような家族の態度が精神
疾患の再発率に影響するとされている（Leff & Vaughn, 
1985/1991）。また，家族の状況において，高齢化，年収の
低さ，健康状態の悪化，相談相手がいないなどでは，家族
は本人の地域生活に協力することが困難となり，精神科入
院患者の長期入院を引き起こす要因になるとされている
（岡上・大島・荒井，1988）。
　このような背景から，ACTプログラムにおいても，わ
が国の家族の生活を考慮した個別支援の重要性が指摘され
ている（Sono, Oshima, & Ito, 2008）。家族に関することで
は，生活上の困難を増大させることなく，本人の病気の安
定や地域生活に協力できるように，必要な知識・情報の提
供，対処技能の教育，心理的社会的サポート，家族教室
による心理教育的介入などが多く研究されている（後藤，
2012；奥野，2008；沼口，2007）。しかし，ACTプログラ
ムを受けた本人や本人との生活について，家族がどのよう
に思い，考え，感じているかなどの家族への影響はこれま
で明らかにされておらず，ACTプログラムと家族に関す
る知見は少ない。そこで本研究の目的は，ACTプログラ
ムを受けた本人の家族の思いについて明らかにすることと
する。わが国の精神科地域医療において，本研究の家族の
思いが明らかとなれば，ACTプログラムの評価において
特に家族への支援の手がかりとして役立つだけでなく，本
人のリカバリーを目的とした，精神科病院からの早期退
院，社会復帰への支援としてなど，本研究結果の有用性は
高いと考える。

　 　
１）岡山大学大学院保健学研究科　Graduate School of Health Sciences, Okayama University
２）千葉大学大学院看護学研究科　Graduate School of Nursing, Chiba University
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　なお，本研究における家族の思いとは「本人，本人の病
気，ACTチーム，ACTプログラムを含めた医療，本人と
家族の生活に関して，心を働かせること，すなわち，思
う，考える，感じることとし，それらの内容」と定義し
た。

Ⅰ．研究方法

１．研究デザイン
　本研究は質的記述的研究である。質的記述的研究とは，
ある出来事を包括的に要約し，かつ，それらの出来事を日
常的な用語で記述することを目的とする，学問的基礎によ
らない自然的探求である（Polit & Beck, 2004/2010）。この
方法は，研究しようとする領域，特にある出来事に対する
人々の反応が複雑であり，ほとんど明らかにされていない
現象を明らかにしようとする研究に適している（グレッ
グ・麻原・横山，2007）。本研究は，ACTプログラムとい
うわが国では新しい精神科地域医療を受けた本人に対する
家族の思い，考え，感情とはどのようなものかを明らか
にする基礎的研究である。本研究の参加者一人ひとりの
体験が真実であり，かつ現実であるという前提に基づき
（Sandelowski, 2000），できる限りデータの文脈を壊すこと
なく，家族の言葉を用いて具体的に記述することで家族の
思いを明らかにしたいと考えた。
　以上のことから，本研究の研究デザインとして，最も適
切な方法として質的記述的研究を用いることとした。

２．データ収集方法
⑴　研究参加者
　本研究では研究参加者を，岡山県で展開されている
ACTプログラムを受けている，あるいは受けたことのあ
る本人の生活に多くかかわる家族とし，ACTチームの代
表者から研究概要の説明を受けた後，研究者との面接に応
じ，かつ，研究者から本研究についての説明を受け参加同
意が得られた家族とした。なお，研究参加者のバリエー
ションが最少とならないよう，本研究では家族の思いを多
角的にとらえるために属性等の条件は設定しなかった。以
上のことから，選定された本研究参加者は９名であった。
⑵　データ収集方法
　データ収集期間は，2010年１月から2011年２月であっ
た。データ収集方法には半構造化面接法を用いた。面接は
研究者と家族の１対１で実施することとしたが，本人や
家族の希望に応じ，本人またはACTチームの支援者にも
同席していただいた。日時と場所は家族に指定してもら
い，家族の自宅かACTチームの事務所にて面接を実施し
た。面接時間は60～90分とした。面接中の内容は，家族と

同席者の許可を得て ICレコーダにて記録し，後日，研究
者自身が文章に起こした。面接中は，質問はできる限り参
加者の話したい内容を妨げないように努めた。具体的には
「ご本人が病気になったころの様子はいかがでしたか」「そ
のときのご自身の気持ちはどのようなものでしたか」「い
まのご本人の様子はいかがですか」などの質問とし，以後
は，研究者からはACTプログラム，世話，支援，協力と
いった言葉は使わないようにして，家族が話したい内容を
自由に語ってもらった。
⑶　データ分析方法
　本研究では，文章に起こした内容を生データとした。
データ分析に際し，録音記録を聴きながらすべての生デー
タを十分に繰り返し読み込んだ後，継続的比較的にコード
化，カテゴリー化を行った。最後に，ACTプログラムを
受けた精神疾患を有する人の家族の思いの変化として，そ
の全体像を図式化した。 以下，具体的に説明する。
　まず，コード化に際し，家族の生データを別々に扱い，
それぞれの家族がどのような思いを語っているかについ
て，本研究の思いの定義を基準としたアウトラインを考え
た。次に，すべての家族の生データからこれらのアウトラ
インを含んだコードを抜き出していった。コード化には，
文脈の意味が損なわれないまとまりとし，また，可能な限
り家族の言葉を用いた。
　次に，抜き出したコードを，すべての家族の生データの
間で繰り返し立ち返らせ，文脈の意味や内容を解釈しなが
ら相違点，類似点により分類し，これらをサブカテゴリー
とした。
　分類されたサブカテゴリーとコード，生データの間で繰
り返し立ち返らせ，相違点，類似点による分類と，さらに
原因，文脈，帰結に基づいた共通の関係性からまとまりを
作った。それぞれのまとまりに最もわかりやすく説明でき
る名前を付け，これをカテゴリーとした。
　最後に，家族の思いの変化の全体像として，サブカテゴ
リーとカテゴリーの間の関係性について，原因，文脈，帰
結に基づいて図式化した。

３．研究の信用性の確保
　本研究の信用性において，すべての研究過程を通じ，質
的研究方法および在宅看護学と家族看護学を専門とする研
究者２名から，定期的にスーパーバイスを受けた。特に
データの分析においては，生データの抽出からカテゴリー
名の決定に至るまで何度も話し合い，スーパーバイザーと
の解釈が一致するまでディスカッションを重ねた。さら
に，実践経験の豊富なACTチームメンバー２名にデータ
の解釈について説明し，「この分析結果は，あなた自身や
同僚の経験を思い起こしたときに，家族が本人に対して抱



ACTプログラムを受けた精神疾患を有する人の家族の思いの変化

日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014 41

いている思いや態度として，納得できますか」と確認した
ところ，家族の思いの変化として納得が得られ，同意が確
認された。また，本研究における全過程のプロセスを詳細
に説明，記述することで，質的研究方法の一貫性に努め
た。以上の方法により，結果の信頼性と妥当性，および一
貫性を確保した。

４．倫理的配慮
　本研究の実施に際し，岡山大学大学院保健学研究科看護
学分野倫理審査会の承認（D09-02）を得た後，ACTプロ
グラム実施主体の長，およびACTチーム代表者に調査目
的と方法を説明し，本研究参加者として家族の選定と紹介
への協力を依頼し，快諾を得た。本人と家族には，ACT
チーム代表者から事前説明をしてもらい，参加意思のある
家族に対して引き続き研究者から調査目的と方法，個人情
報の遵守，調査協力に関して不利益はないことなどについ
て説明を行い，同意書を得た。

Ⅱ．結　　果

１．ACTプログラムを受けた本人と家族の基本属性等
　本人からみた家族の続柄は，父親２名，母親４名，娘１

名，妹１名，叔母１名であった。年齢は，30歳代１名，50

歳代１名，60歳代１名，70歳代３名，80歳代２名，90歳代
１名であった。家族からみた本人の続柄は，息子１名，娘
５名，母親１名，姉１名，姪１名であった。年齢は，20歳
代１名，40歳代１名，50歳代３名，60歳代３名であった。
生活形態は，本研究参加者の家族と同居が６名，他の家族
と同居が１名，アパートで独り暮らしが１名，自宅で独り
暮らしが１名であった。診断名は，統合失調症が７名，双
極性障害が２名であった。
　ACTプログラムを受けたきっかけは，入院していた病
院の閉院など病院側による事情や本人または親の退院希望
に対する退院支援，本人の未治療に対する危機介入などで

あった。本研究の面接時の訪問状況は，継続中が８名，終
了が１名であった。ACTプログラムを終了していた１名
は，他機関の精神科病院への外来通院と民間のホームヘル
パーを利用していた（表１）。

２．ACTプログラムを受けた精神疾患を有する人の家族
の思いの全体像
　本研究による分析の結果，家族の思いは，［忘れられな
い苦しみ］や［老いていくことの不安］がありながらも，
［寄り添う人々がいることを感じる］ことをきっかけとし
て，［ありのままでいよう］と変化した。また，家族が
［ありのままでいよう］と思う過程には，［誰にも言わずに
耐えてきた本人の悲しみを感じる］こと，［こころの病気
だからと理解していく］こと，［こころの病気に諦めをつ
けていく］ことが相互に影響し合って，本人の［生活のた
めの薬を続けてほしい］という期待と，［こころの病気の
人と在る］という自信と信頼があった。この家族の思い
は，本人の発病を起点とし，病気や治療に関する出来事の
時間的変化を横軸，こころの開放を縦軸として変化するこ
とが示された。そして，ある時点から家族のこころは開放
に向かっていった。ある時点とは，家族のこころを開放に
向かわせた出来事，すなわち，ACTチームとの出会いで
あった（図１）。
　以下に，カテゴリーは［　　］，サブカテゴリーは〈　　〉
で，また，家族の思いが具体的にイメージできる生データ
は「　　」で引用し，９つのカテゴリーの内容を記述した
（表２）。なお，誌面の関係上，サブカテゴリーは２つまで
あげ，生データは文脈を損なわない範囲で中略して記述し
ている。
⑴　忘れられない苦しみ
　このカテゴリーは，〈こころの病気を知らないころに感
じた恐怖は忘れられない〉〈症状や考えていることがわか
らない困惑と苦労のなかで生活してきた〉など，３つのサ
ブカテゴリーで構成された。これは，精神疾患と本人に長

表１　本人と家族の基本属性等

家　　　族 本　　　人
ID 続柄 年齢 続柄 年齢 生活形態 診断名 最後の入院期間 ACTの利用期間
１ 母 80代 息子 60代 同居 統合失調症 H16年７月～H17年１月 H21年４月～継続中
２ 母 70代 娘 50代 同居 統合失調症 H22年３月～H22年５月 H21年４月～継続中
３ 父 70代 娘 50代 同居 統合失調症 H22年３月～H22年５月 H21年４月～継続中
４ 娘 30代 母 60代 アパート単身 統合失調症 S58年５月～H21年１月 H21年１月～継続中
５ 妹 60代 姉 60代 別居 双極性障害 H21年６月～H22年３月 H21年６月～継続中
６ 母 90代 娘 60代 同居 双極性障害 H21年６月～H22年３月 H21年６月～継続中
７ 叔母 70代 姪 40代 自宅単身 統合失調症 入院歴なし H21年７月～継続中
８ 父 80代 娘 50代 同居 統合失調症 H11年５月～H21年１月 H19年９月～H21年９月
９ 母 50代 娘 20代 同居 統合失調症 H15年11月～H16年１月 H21年～継続中
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図１　家族の思いの変化の全体像

表２　家族の思いの変化のカテゴリーとサブカテゴリー

カ　テ　ゴ　リ　ー サ　ブ　カ　テ　ゴ　リ　ー

忘れられない苦しみ

こころの病気を知らないころに感じた恐怖は忘れられない

症状や考えていることがわからない困惑と苦労のなかで生活してきた

こころの病気のせいで辱しめられ苦しみ続けた

老いていくことの不安
本人の病気が悪くなり，私（家族）もみれなくなったら，本人は１人では生活していけないだろう

私（家族）の身体が悪いときは，本人の面倒をみることは身体がしんどいし腹も立つ

寄り添う人々がいることを感じる

本人が信頼しているDr，OTたちが生活をみてくれているので，私（家族）も助かる

家に来てくれるNs，PSW，Drたちが，私（家族）のためにも来てくれることがありがたい

PSW，Dr，が家に来てくれて，家で診察を受け薬をもらい，さまざまな手続きもできるようになった

誰にも言わずに耐えてきた
本人の悲しみを感じる

病気になったのは，苦しくて耐えられない出来事が本人に重なって起こったことが原因だろう

私（家族）にわかってもらえない怒り，憎しみ，悲しみ，寂しさがあるのだろう

病気で苦しんでいるときに，何もしてあげられなかったことを可哀想に思う

病気とわからず，治療が遅れたり悪くさせてしまったことを申し訳ないと思う

こころの病気だからと理解していく
気分や生活行動が病気に影響されているのかどうかわからない

様子がおかしいときは，それが病気の影響だということがわかり始めた

こころの病気に諦めをつけていく

本人の仕事や趣味や生活習慣で，病気のためにできないものはどうしようもない

本人はこころの病気という自覚がないので，私のほうががまんしていくほかないだろう

本人は外出できないことと対人関係を築けないことがあるので，１人で生活していくことはできないだろう

生活のための薬を続けてほしい

薬が必要なのに自分で飲まないから困る

本人が生活していくための最もよい，できるだけ少ない量の薬で治療して欲しい

本人にはよい状態でいられるように薬を続けて欲しい

こころの病気の人と在る

病気だからできないと決めずに，本人のしたいと思うことをしてほしい

病気でも，本人による健康管理，趣味，したいことは，その気になれればできると思える

本人が家で生活を始めたことで，私（家族）も自信がもてるようになった

本人が家で生活をすることで，私（家族）の生活が助けられていることがわかった

ありのままでいよう
本人のために私（家族）の生活は変えられない

本人のよい状態が長続きするように，本人のために私（家族）ができることはしてあげたい
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い間苦しみ，限界まで耐え抜いてきた過去の経験として，
なくすことはできない普遍的事実であり，いままでもこれ
からも忘れることはないだろう，という家族の思いであ
る。
　「いっしょに暮らし始めて，また病気になったんですよ，
すごいイライラしてたり，部屋の中に排泄をしてたりして
たんです，家の中を汚してたりするのを覚えてるんです
よ，すごい大きな声を出してばーっと外へ飛び出て，走っ
て出たりしたような行動があって，それを見たときはすご
く怖くて，すごい暴れたりしたのを見て，それがすごく印
象に残って，それがすごいもう怖かった」
　「それは困るの一言ですな，お金を出せと，お金がない
言うたら，ないとはいわせん，どこぞ売ってこいですから
な，ですけれども私は先生から，躁は短いと聞いておりま
したからな，（中略），もうしばらくの辛抱じゃ，もうしば
らくの辛抱じゃと思ってな，長かったです，本当に辛抱し
ました，辛抱がよかったのか悪かったのかわかりませんけ
どな，長かったです」
⑵　老いていくことの不安
　このカテゴリーは，〈本人の病気が悪くなり，私（家族）
もみられなくなったら，本人は１人では生活していけない
だろう〉〈私（家族）の身体が悪いときには，本人の面倒
をみることは身体がしんどいし腹も立つ〉という２つのサ
ブカテゴリーで構成された。本人，家族とも，お互いに歳
を重ねていくことは決して避けられない事実である。家族
には，本人の病気が悪化することだけでなく，身体的な病
気が起こるかもしれないということに加えて，家族自身も
歳をとることや病気になるかもしれないことから，本人の
世話ができにくくなるような，いまの生活に限界が生じる
ような出来事が起こりうるかもしれない，という不安があ
る。このような状況が現実に起こるかもしれず，そのとき
本人は一人でどうなるのだろう，という家族の思いであ
る。
　「うちにおっても，歳とって親が亡くなって，どういう
ふうに生活さすか，それが心配じゃなあ，病院で悪いとき
は診てもらう，よいときは外泊するようにして，いずれは
親が先あの世へ行くから，そしたら病院で一生みてもらう
つもりじゃったのが，こういう状態（退院）になったで
しょう，私らがいよいよしてやれんようになったらどっ
か，ここではおおかた，４，５年のうちに決めておかんと
いけん，自分で１人では生活できんのだから，親の傍に
おった者が急に１人になったらようやっていくかな思うて
な，それが心配じゃ」
　「今後の不安っていうこともないことはないんだけど，
今度は歳をとっていくから，精神的な部分だけじゃなくっ
てね，身体のほうがね，動けなくなったりとか，そういう

ようなことが今後起きてくるんだろうなあと思う」
⑶　寄り添う人々がいることを感じる
　このカテゴリーは，〈本人が信頼している医師や作業療
法士たちが生活をみてくれているので私（家族）も助か
る〉〈家に来てくれる看護師，精神保健福祉士，医師たち
が私（家族）のためにも来てくれることがありがたい〉な
ど，３つのサブカテゴリーで構成された。これは，本人の
ことをよく理解し，本人からの信頼を獲得している医師，
作業療法士，精神保健福祉士，看護師らが，自分を理解し
てくれ，助けてほしいことに対していつでも来てくれる，
という家族の思いである。
　「いろいろ平静の様子もみてもらえるし，薬もね，助か
る，いちいち自分が行かなくてもいい，それからいろんな
手続きもしてくださるでしょうこちらで，そんなことが全
部していただける，それは家族としてすごく助かるところ
だし何といっても本人をみてもらえる時間が長い，本人自
身については自分のこころのなかのことが少しずつでも言
えれるんじゃないかと思う」
　「先生がお優しいのに，精神保健福祉士さんや，本当に
いい人ばっかりおられるんじゃなあと思いました，本当に
優しい人，私は，あの先生の患者ではないけれど，家族の
ことまで心配してくださって，私のことを訊ねてくださる
んです，本当にありがたいと思っているんです，（中略），
ときどき私がな，死にたい思うたらバチが当たる，皆でよ
いようにしてくださりょうるのに」
⑷　誰にも言わずに耐えてきた本人の悲しみを感じる
　このカテゴリーは，〈病気になったのは，苦しくて耐え
られない出来事が本人に重なって起こったことが原因だろ
う〉〈私（家族）にわかってもらえない怒り，憎しみ，悲
しみ，寂しさがあるのだろう〉など，４つのサブカテゴ
リーで構成された。これは，これまで本人に無理を強いて
きたことを振り返りながら，病気であることや病状が影響
することを家族にさえ理解されずに苦しんだ本人の思いを
感じる，家族の思いである。
　「高校時分からちょっとおかしいと思って，いっしょに
食事をしたがらんとか，親バカじゃから私はそうとは思わ
ずに，ちゃんとした大学に入れないけんと，勉強させに，
学校の勉強だけじゃなしに，それから大学行って，大学出
たら就職，でもそのころからいろいろおかしいこともあっ
て，引き込もりがちじゃったから，私らもわからん，親と
しては結婚もということになる，そういうこともごちゃご
ちゃしたんです，（中略），親は最初馬鹿じゃからわからな
い，そういう経験がないから病気があることも知らん，対
応の仕方もわからん，親の罪ですな」
⑸　こころの病気だからと理解していく
　このカテゴリーは，〈気分や生活行動が病気に影響され
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ているのかどうかわからない〉〈様子がおかしいときはそ
れが病気の影響だということがわかり始めた〉という２つ
のサブカテゴリーで構成された。これは，ACTプログラ
ムによる支援を受け生活している本人の様子をみること
で，本人の言動には病状が影響するとともに，それを受け
入れていこうとする，家族の思いである。
　「本人はこんなかったんだと思うようになったのは本当
にごく最近ですね，それはやっぱりもうちょっと早く病院
へやっといたらよかったないうところからね，結局，本人
がああ言うこう言うのは結局は病気が言わせていたと家族
も冷静なときはそれ言うんですよ，普通は優しい子なんだ
からそうよねと言うんだけど土壇場になるとやっぱりい
かん，結局本人は，思い出したのはまだ本当にごく最近，
やっぱりあれは病気じゃったんよね」
⑹　こころの病気に諦めをつけていく
　このカテゴリーは，〈本人の仕事や趣味や生活習慣で，
病気のためにできないものはどうしようもない〉〈本人は
こころの病気という自覚がないので，私（家族）のほうが
がまんしていくほかないだろう〉など，３つのサブカテゴ
リーで構成された。これは，病状が本人の言動に影響する
ことがあるために，本人にはむずかしく，できない生活が
あるということを受け入れようとする，家族の思いであ
る。
　「何かしようとは思うけど，大儀なんじゃなあ，可哀想
な子じゃなあと思う，病気の子抱えとる人は皆そう思って
いるじゃろう思うけど，（中略），最初は本気のところで働
らきょったからな，やっぱりいろいろあっていやになっ
た，続かんわなあ仕事が，続けられたらがんばるんですけ
どな，運命なんじゃろう」
⑺　生活のための薬を続けてほしい
　このカテゴリーは，〈薬が必要なのに自分で飲まないか
ら困る〉〈本人が生活していくための最もよいできるだけ
少ない量の薬で治療して欲しい〉など，３つのサブカテゴ
リーで構成された。これは，病気がよくなったり悪くなっ
たりしながらも生活している本人の様子をみて服薬や注射
の効果も実感でき，薬は本人の生活をよくするためのもの
であり，本人に合う適切な薬を続けてほしい，という家族
の思いである。
　「（薬を）全部止めるつもりはないんです，少なくしてい
ただけるのはありがたい，本人にとっても多分ありがたい
ことだとは思うんだけれども，本人が普通の生活をできる
ようにできたらそれはそれでいいと思ってます，何十年前
の話かわからんけど，飲んでると頭がおかしくなったりす
るんだとか，社会復帰できんような身体になるんだとかい
うふうなことを聞くとすごいね，心配なことはあるんだけ
ど，（中略），でもいまはいいかな，本人もいまのところ薬

を飲むことに抵抗を感じていないので」
　「社会復帰するにはどうしたらええかいうことを考え
にゃあいけません，正常な生活ができるように，（中略），
そういう病気じゃったら，脳ですもの，その程度のきつさ
によっては，とても大事になる，もう一生，治らんことに
してしまうこともある，かえってそういう薬漬けにして，
きつい薬でアウトにしてしまう場合もあると思う，本当に
その人にもっともよい，薬を考えられる医者がどれだけお
るか，自分の娘じゃもの，一生懸命になる」
⑻　こころの病気の人と在る
　このカテゴリーは，〈病気だからできないと決めずに，
本人のしたいと思うことをしてほしい〉〈本人が家で生活
を始めたことで，私（家族）も自信がもてるようになっ
た〉など，４つのサブカテゴリーで構成された。これは，
本人が自分の生活のために必要な行動を本人なりに努力し
ていることや，本人が家で生活していることが家族の役に
立ち助けとなることで，こころの病気の人の生きる力を感
じられるようになり，こころの病気の人が自分自身の生活
の励みや自信につながる，かけがえのない存在，という家
族の思いである。
　「やっといま自分の生活ができてるんじゃないかと思う，
生活らしい生活いうか，曲りなりにでも家計簿つけたりと
か，すごいなあと思って，この１年で悪い時期はあったけ
れども，すごく生活しているなって感じ，生活している
なって感じがする，でもうまくできなくて足りないとかよ
く言うんですけど，でも，やっと何かこう，入院生活から
少し脱出できて，生活ができ始めたかなって感じる，いま
は」
　「本人も私より早く起きて，食事から毎日してくれとる，
私の家内も据え膳で，片づけて洗い物してくれて，外へ出
て行っても安心しておれる，（中略），なんやかんやが助か
るんです，そういうようなほうが本人にもいいんです，家
も家族にもいいんです，それから世間から，社会的に，世
間から見る目もここへ帰って来て何（生活）しているん
じゃと，自然にそれが定着してくる」
⑼　ありのままでいよう
　このカテゴリーは，〈本人のために私（家族）の生活は
変えられない〉，〈いまのよい状態が長続きするように，本
人のために私（家族）ができることはしてあげたい〉の２

つのサブカテゴリーで構成された。これは，自分を犠牲に
することはできないけれど，それでもいまの生活が少しで
も長く続くことを願いながら，家族として本人が望む生活
のためにできることはしてあげたいと，本人のためと自分
自身のためにできることをし，できないことは受け入れて
いこう，という家族の思いである。
　「まだまだ，薬だけは飲んでもらって，家である程度は
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筋力つけてもらって，週に１回くらいは誰か家族が訪問す
るあれがずっと続くんかなと思います，できるだけお金
がかからないような状態で長続きせないけませんからね，
（中略），本人に対する気持ちはやっぱり，本人も腹の中か
ら自分の気持ちをしゃべる言うこともないですしね，家族
も世間話のところから入っているけど，やっぱり，あの歳
でね，家族も，いずれいなくなってね，１人になるでしょ
う，そしたら仲良くしていかないと，本人が気になるか
ら，何かあるとやっぱり不安でしょうから，という気に
なっております」
　「自分が恥ずかしげに本人の病気を隠していたり，失礼
な話と思って，もっと受け入れようと思ったし，もう助け
てもらえるっていう安心感もあったり，そういう周囲の人
たちの協力，それが自分の気持ちも変わっていく要因に
なったんだと思う，（中略），何かこう，本人には本人の人
生があるから，自分の思いだけで決めちゃいけないってい
うのがすごく，とは言っても私ができるところだと，ただ
でも私ができるところだけだったら多分本人の一人暮らし
は無理だったと思うけど，助けてくださる人たちがいるか
ら，ありがたいことにできてるなって思う」

Ⅲ．考　　察

　本研究では，ACTプログラムを受けた精神疾患を有す
る本人の家族を対象とし，本人や本人との生活などについ
ての家族の思いを自由に語ってもらった。その内容を継続
的比較的にコード化およびカテゴリー化した後，カテゴ
リー間の関係性を見出しながら思いの全体像を示した。そ
の結果，家族の思いは，本人がこころの病気になったこと
への［忘れられない苦しみ］や［老いていくことの不安］
があり続けていることが示された。しかしながら，家族は
自分自身に［寄り添う人々がいることを感じる］ようにな
ることで，［誰にも言わずに耐えてきた本人の悲しみを感
じる］ことが示され，さらに，［こころの病気だからと理
解していく］こと，［こころの病気に諦めをつけていく］
ことで，［生活のための薬を続けてほしい］という期待と，
［こころの病気の人と在る］という自信と信頼を獲得し，
［ありのままでいよう］と思うことが示された。
　精神疾患のある人の家族に関する先行研究は，本人を世
話することによる生活上の困難や批判的態度に言及された
内容がほとんどである。しかし，本研究の全体像に示され
た思いは，［生活のための薬を続けてほしい］という期待
と，［こころの病気の人と在る］という自信と信頼のうえ
に，［ありのままでいよう］とする肯定的な過程であった。
中坪（2010）によると，家族は，本人が精神疾患を発症し
たことでさまざまな体験をもつが，そこから内省すること

で価値観の転換を行い，肯定的な思いをもつようになると
されている。しかしながら先行研究では，家族の肯定的変
化について，第三者による関与の影響は明らかにされて
いない。本研究結果では，家族は［忘れられない苦しみ］
や［老いていくことの不安］がありながらも，［寄り添う
人々がいることを感じる］第三者とのかかわり，すなわち
ACTチームとの出会いのなかで，［ありのままでいよう］
と変化していく過程が示された。このことは本研究による
新たな発見であり，家族の思いを肯定的に変化させるため
の具体的な援助方法として，有用性の高い示唆が得られた
と考える。

１．家族のこころを開放する人間関係
　先行研究では，精神疾患のある人の家族は，症状への対
応，治療継続への苦労，将来の不安，家族関係や近所との
社会的つきあいがうまくいかない悩みなど，さまざまな生
活上の困難があり（岡上ら，1988；岡本・國方・茅原・渡
邉・折山，2008），家族が相談したり助けを求めたりでき
る支援はほとんどないと感じながら（半澤ら，2008），苦
悩を抱えているとされる（藤野・山口・岡村，2009）。本
研究の家族も，［忘れられない苦しみ］と［老いていくこ
との不安］を抱え，〈症状や考えていることがわからない
困惑と苦労のなか〉で，〈こころの病気のせいで辱められ
苦しみ続けた〉生活を送ってきた。家族は，本人が病気
になったことは「悲しかったです，（中略），心の中じゃ，
寂しいというか，顔には出せんから，本心は影があった」
「自分自身が受け入れてなかったから，絶対言いたくない
と思っていた，（中略），助けてもらえないというのがあっ
た」と語っていた。Rogers（1970/2007）は，苦悩してい
る人びとの人との関係において，自己の体験をありのまま
に伝えることができ，それを受け入れてくれる人間関係が
ない状況は孤独であり，それは絶望に近いとしている。本
研究の家族にとっても，誰にも相談することなく助けても
らうこともできなかった境遇での［忘れられない苦しみ］
と［老いていくことの不安］とは，われわれには理解しが
たい孤独と絶望であったと考える。
　しかし，本人がACTプログラムを利用するようになっ
てから，〈本人が信頼している医師，作業療法士たちが生
活をみてくれるので家族も助かる〉ようになり，〈精神保
健福祉士，医師たちが家に来てくれて，家で診察を受け薬
をもらい，さまざまな手続きもできるようになった〉。家
族は，ACT支援者から自分自身が「助けてもらえるとい
う安心感」や「本人のためだけでなく私（家族）のため
にも来てくれて話を聞いてくれる」と語っていた。Rogers
（1970/2007）はまた，人が孤独である要因の一つには，あ
るがままの自分では受け入れられないと感じるからであ
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り，故に人は，あるがままの自分が尊重され，受容され，
共感されることで信頼を獲得し，内面の変化と人間関係の
変化が起こるとしている。本研究の家族も，自分を助けて
くれる人の存在を知り，ありのままに受け入れられ，理解
してもらえたと感じられたことにより，孤独で絶望的な思
いから開放されていったのではないだろうか。そして，家
族は，自分のこころが孤独から開放されたことで，本人に
対しても［誰にも言わずに耐えてきた本人の悲しみを感じ
る］という共感的な思いをもつように変化していき，［生
活のための薬を続けてほしい］という期待や［こころの病
気の人と在る］という自信と信頼を獲得していったと考え
る。さらに，家族は，受け入れられ，受け入れた思いの変
化のなかで，本人も私（家族）も［ありのままでいよう］
と思うようになるのではないだろうか。すなわち，本研究
の家族を［ありのままでいよう］と変化させたものは，孤
独と絶望を抱えてきた家族のありのままを受け入れ，共感
的に理解し，孤独からの開放と，期待と，自信と信頼を獲
得させた，ACT支援者の［寄り添う人々がいると感じる］
援助関係にあったと言えよう。このような人間関係を形成
させるものは，ACT支援者の家族への一対一のコミュニ
ケーションに留まらず，家族の思いを共有し内面から支え
ていくことが可能なチームアプローチによるダイナミック
なコミュニケーションと，家族の身体的問題も含めた生活
にタイムリーかつ積極的，個別的に訪問し，かかわり続け
ることが可能な多様性と柔軟性に富んだ支援力が影響して
いたと考える。

２．本人のリカバリーを目的とした家族の位置づけと支援
の方向性
　先行研究によると，家族が本人の病気や生活上の困難な
どに対する思いを肯定的に変化させる過程において，家族
のさまざまな体験を家族自身が内省することで価値観を転
換していくとされる（中坪，2010）。しかし，本研究の家
族の思いから，家族が［ありのままでいよう］と変化する
過程には，〈本人が信頼している医師や作業療法士たちが
生活をみてくれているので私（家族）も助かる〉し，〈家
に来てくれる看護師，精神保健福祉士，医師たちが私（家
族）のためにも来てくれる〉ことなど，第三者によるかか
わりの影響が明らかにされた。加えて，家族は，この第三
者であるACT支援者とは，家族にとって自分自身が「助
けてもらえる人」であり，「支えてくれる人たちがいるこ
とが心強い」と思える，「私（家族）のことまで心配して
くれる，私のことを訊ねてくれる」存在である，と語って
いた。
　ACT支援者は，病気がありながらも自分の人生に主体
性をもって歩むことができるよう本人を支援するととも

に，本人が家族との絆や家族内での役割を取り戻せるよう
家族も含めて支援している（Ragins, 2002/2005）。このよ
うなリカバリー支援には，信頼関係を基盤とする的確な
共感，無条件の肯定的配慮，誠実性が必要とされている
（Rapp & Goscha, 2006/2008）。他方，わが国の精神科医療
は入院が中心とされており，医学モデルによる治療が優先
されやすい。その閉鎖的な入院環境は，本人のリカバリー
を阻害しうる要因とさえ言われている（Rapp & Goscha, 
2006/2008）。また，入院医療における主だった看護は，薬
物治療に伴う服薬援助とその他全般の限られた環境のなか
でのセルフケア行動への援助であり，家族支援の具体的方
法はいまだ手探りの状態である。病棟看護師が家族とかか
わることには限界もあり，患者が家族との絆や家族内での
役割を取り戻すために積極的かつ個別的にかかることは困
難な状況下にあろう。しかしながら，本研究で明らかにさ
れた家族との［寄り添う人々がいると感じる］援助関係を
形成し，家族が［ありのままでいよう］と変化した過程に
基づくことで，家族が患者との絆や家族内での役割を取り
戻すための方法を探り実現させる可能性は，皆無ではな
い。患者の早期リカバリーのため，看護師には入院初期か
ら家族と積極的にかかわり合い，家族を支援の対象に位置
づけた人間関係の形成が特に重要であると考える。
　今後は，家族を支援の対象として位置づけ，家族の力を
信じた信頼関係の基盤をつくること，家族のありのままに
心を寄せ尊重すること，家族の体験している感情や意味づ
けを感じ伝えることなどによる家族との援助関係の形成に
ついて，いま一度見直していくことが必要となる。そのた
めの具体的方法は，看護師は家族と積極的に会話し，家族
自身の生活，仕事や余暇，健康状態，本人に対する気持
ち，何を望んでいるかなど，目の前にいる家族がどのよう
な思いを抱えているのかを知ること，そして，家族のあり
のままに心を寄せ尊重すること，共感的理解を示すことで
あり，家族の思いに近づいていくことと考える。その効果
はすなわち，家族のこころを開放に向かわせ，本人のリカ
バリーに協力していく変化を起こす人間関係の形成であ
る，と考える。
　本研究の限界と今後の課題について，本研究の参加者
は，１県内で展開されているACTプログラムのみの利用
者と家族である。分析に際しては可能な限り家族の言葉を
用い詳しい記述に努めたが，本研究結果が他の状況や集団
において適用可能かどうかの判断には限界がある。今後，
本研究により明らかにされた家族の思いを家族とかかわり
合える看護師など医療者に伝えていくことで，入院中から
の家族支援として，［寄り添う人々がいると感じる］家族
との関係形成に基づいたリカバリーモデルを構築していく
こととし，その際には，本研究結果を入院治療へ適用する
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ことについての厳正なる判断と検討を課題とする。
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要　　　旨

　本研究では包括型地域生活支援プログラム（ACT）を受けた精神疾患を有する本人の家族を対象に，半構造
化面接法によるインタビューを行った。質的記述的研究デザインを用いた縦続比較的コード化とカテゴリー化を
行い，家族の思いの全体像を示した。結果，［寄り添う人々がいることを感じる］ことにより［ありのままでい
よう］と変化する過程が明らかにされた。その具体的な変化は，［忘れられない苦しみ］や［老いていくことの
不安］がありながらも，家族自身に［寄り添う人々がいることを感じる］ことで，［誰にも言わずに耐えてきた
本人の悲しみを感じる］共感的な思いが生じ，さらに［こころの病気だからと理解していく］，［こころの病気に
諦めをつけていく］ことで，［生活のための薬を続けてほしい］という思いや［こころの病気の人と在る］とい
う思いの過程であった。家族支援として，家族の思いを肯定的に変化させる関係形成への示唆が得られた。

Abstract

 In this study, we conducted semi-structured interviews of family members of mentally ill individuals who underwent an 
Assertive Community Treatment program （ACT）. We used a qualitative, descriptive study design to codify and categorize 
data with continuous comparative analysis, which provided an overall picture regarding the thoughts of family members. Our 
results revealed a transition process in family members’ mindset to “I want to leave things as we are, and I become self-con-
gruent” because “I feel like there are people to support us.” Although they continued to have “unforgettable suffering” and 
“anxiety about the mentally ill individual and I getting old”, specific changes in the thoughts of family members included a 
transition to thoughts of empathic understanding such as “I feel the sadness they hold in without telling anyone” from “I feel 
like there are people to support us”. In addition, by thinking “I understand that it is so because they have a mental illness” and “I 
am accepting that it is so because they have a mental illness”, family member-s progressed to think “I want them to continue 
medications to maintain their lifestyle” and “I exist with people with mental illnesses”.
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はじめに

　日本医療機能評価機構の調査によると，過去３年以内に
入院患者の自殺を経験した医療機関の割合は，一般病院の
場合は29%，精神科病床を有する病院の場合は66%に及ぶ
と報告されている（南・岩下・河西，2006）。自殺の実態
調査によると，自殺既遂者の約９割（89.2%）が，死亡時
点で何らかの精神疾患に罹患していた可能性がある（加
我，2010）と指摘され，自殺は精神疾患と密接に関連して
いることが知られている。このような背景から，精神科医
療機関では自殺の問題をもつ患者と出会う機会が多く，患
者の自殺予防へのさまざまな取り組みがなされている。し
かし，最善の医療や看護を提供したとしても自殺を予防で
きない場合がある。
　病院内における自殺は重大事故として処理されるが，自
殺に遭遇した医療従事者のストレスははかり知れず，精
神科病院で働く看護師の脅威体験についてインタビュー
した調査では，看護師が脅かされた体験の一つとして患
者の自殺があげられている（冨川，2008）。実際に，患者
の自殺に遭遇した体験のある精神科看護師の割合は55.0%
を占め，それらの看護師のうち，「Impact of Event Scale- 
Revised」（以下，IES-R）の得点が88点中25点以上であり，
心的外傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress Disorder: 
PTSD）のリスクが高いとされる看護師の割合は13.7%を
占めているという報告（Takahashi, et al., 2011）もある。さ
らに，患者の自殺・自傷に遭遇した経験が精神科看護師の
ストレッサーであることを明らかにした調査（山崎・齋・

岩田，2002）もある。ほかにも，患者の自殺に直面した精
神科看護師が自責感や緊張，不安，無気力といった心理的
反応を示すことや，なかには10年以上もの間，自責感，無
気力を抱き続ける看護師が存在することを示すとともに，
男性は「嗜好品（飲酒・喫煙）」，女性は「人に話を聞いて
もらう」といった対処行動をとる傾向にあったことを示す
調査（折山・渡邉，2009）もみられる。
　筆者が行った患者の自殺に遭遇した精神科看護師の反応
とプロセスの研究では，精神的衝撃が持続し，直面化を回
避する傾向にある様相を示した看護師は，患者の自殺を受
け入れられずに自殺現場を避けることや，考えないよう
にするなどの行動をとっていた（寺岡，2010）。これらは
回避的な行動でもあったが，看護師が患者の死を受け入
れ，時間をかけて悲嘆のプロセスをたどっていくために
は必要な行動であることを示唆する研究調査（Valente & 
Saunders, 2002）もある。また，患者の自殺が看護師に与
える影響として，心理的影響，生活面での影響，職務への
影響を明らかにした調査（坂田，2013）や，自殺に遭遇し
た看護師の示す反応に対する影響要因として，看護師の背
景，周囲からの支援，対処行動などについて調査したもの
がある。この調査では，自殺に遭遇した看護師の示す反応
に対する影響要因には，上司に対して素直に感情を表出
したことによって，自身の恐怖感が緩和した体験（寺岡，
2013）が述べられており，上司である看護管理者の支援の
重要性が示唆されている。加えて，病棟内で起こった自殺
は，医療事故として取り上げられ，「看護管理者のための
リスクマネジメントガイドライン」が作成され，医療事故
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発生時の対応が示されている（日本看護協会，2002）。し
かし，病棟の管理者である看護師長は，事故後に過負荷に
なっており，部下の指導や入院患者への対応に困難を感じ
ている（山内・高木，2004）ことや，看護師長が医療事故
後の対応に困難を抱えていることを報告している。この報
告では，看護師長が体験している困難さは，事故後の対応
における組織の課題を反映したものであり，危機管理に向
けたコミュニケーションの質を高めること，事故後の患者
や家族への倫理的対応，看護師長を側面から支える支援体
制づくりの必要性が示唆されている（福田，2009）。この
ように，患者の自殺に遭遇した看護師の反応や対処行動，
影響，看護管理者のリスクマネジメントやその困難さにつ
いては少しずつ明らかになってきているが，精神科病院で
患者の自殺に遭遇した看護師に対する看護管理者の支援に
特化した研究は見当たらなかった。そのため，本研究では
精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師に対して，看護
管理者が支援を構築していくプロセスを明らかにする。本
研究を通して，看護管理者が自殺に遭遇した看護師の支援
をするための基礎資料になると考える。

Ⅰ．用語の操作的定義

　「患者の自殺に遭遇した看護師」とは，患者の自殺を発
見した，あるいは自殺の場面に居合わせ，直接的に自殺の
場面を目の当たりにした看護師のことを示す。

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン
　質的帰納的研究とする。

２．研究対象
　精神科病院で自分の部下である看護師が自殺に遭遇した
ときに，看護管理者としてその看護師を支援した経験をも
つ者とした。また，そのときに看護師長以上の職階をも
ち，なおかつ直接的にその自殺の場面を「目の当たりにし
なかった」看護管理者を対象とした。自殺を「目の当たり
にしなかった」看護管理者を選定したのは，部下である看
護師に対する支援の内容を客観的に想起しやすいのではな
いかと考えたためである。また，インタビューから逆算
し，過去３年以内に自殺に遭遇した者とした。それは，記
憶に新しいエピソードのほうが，支援の内容を詳細に語る
ことができると考えたためである。

３．データ収集方法
　対象者には，半構造的質問項目に基づいて面接調査を実

施した。質問内容は，自殺の起きた状況，自殺に遭遇した
看護師への対応，かかわり，配慮した点とそれらの言動の
意味などを問うもので，対象者には経過を追って極力自由
に語ってもらうように配慮した。また，面接内容は，対象
者の同意を得たうえで ICレコーダに録音した。録音の同
意が得られなかった１名の対象者には，話の流れを止めな
いように配慮しながら，同意を得たうえでインタビュー内
容を研究者が記述した。面接は１人１回実施し，１人あた
りの平均面接時間は65分であった。調査期間は2011年１月
～11月であった。

４．分析方法
　分析はアメリカの社会学者GlaserとStraussによって
開発された「グラウンデット・セオリー・アプローチ
（Grounded Theory Approach）」をより実証的に開発された
「修正版グラウンデット・セオリー・アプローチ（Modified 
Grounded Theory Approach: M-GTA）」（木下，1999；2003） 
を用いた。M-GTAは，限定された範囲内において人間の
行動の変化と多様性を説明でき，実践的活用が可能であ
る。本研究の対象者が限定された関係にあること，その
関係性におけるプロセスに着目した分析を行うことから，
M-GTAが分析に適していると判断した。
　分析は以下の手順で行った。本研究では，分析焦点者は
「患者の自殺に遭遇した看護師を支援する看護管理者」，分
析テーマは「看護管理者が周囲との調整をはかりながら自
殺に遭遇した看護師の支援を構築していく体験」とした。
次に，自殺に遭遇した看護師とかかわる看護管理者の逐語
録を繰り返し読み，分析焦点者と分析テーマに焦点を当て
て検討し，分析ワークシートを作成した。ワークシートに
は，概念名，定義，具体例であるヴァリエーション，理論
的メモを概念ごとに作成した。具体例の欄には，データの
なかで着目した文脈，定義欄には，検討したうえで，採用
した具体例に対する解釈，理論的メモの欄には，重要な解
釈案，そして，概念名の欄には，定義を凝縮した言葉を記
入した。分析は，最も多くの概念が含まれていると思われ
る看護管理者のデータから分析をはじめ，順次分析を進め
ていった。概念の生成は，類似と対極の２方向で比較検討
を行い，類似例に関しては具体例を追加し，対極例に関し
ては新たな概念を生成し，類似例が出尽くしたところで理
論的飽和と判断した。概念を生成するのと同時並行で概
念間の関係を検討し，カテゴリー，コアカテゴリーを生
成し，結果図を作成し，ストーリーラインを示した。な
お，一連の分析過程においては，精神看護の研究者と九州
「M-GTA研究会」のスーパーヴァイズを受けた。
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５．倫理的配慮
　本研究は活水女子大学の研究倫理審査委員会の承認を得
て実施した。対象者には，研究参加を確認する際に自由意
思での参加であること，研究参加の拒否・撤回ができるこ
と，その際，不利益は被らないこと，個人情報保護の厳
守，結果の公表方法などを文書と口頭で説明し，書面にて
同意を得た。また，自殺が発生したときのことを想起する
ことによって，対象者が必要以上に心理的な苦痛を感じな
いように配慮するとともに，いつでもインタビューの中断
が可能であることを十分に保障した。

Ⅲ．結　　果

１．看護管理者の背景
　対象者は10名（男性４名，女性６名）で，平均年齢は
50.8歳（SD＝5.4），平均看護経験年数は29.4年（SD＝
5.3），平均精神科看護経験年数は20.7年（SD＝9.6），平均
師長以上の看護管理経験は11.3年（SD＝6.5）であった。
対象者は看護部長が２名，副看護部長が２名，看護師長が
６名であった。これまでの看護経験において，直接的に患
者の自殺に遭遇した経験がある者は７名，自殺に遭遇した
経験がない者は３名であった。

２．ストーリーライン
　【誠実に向き合う姿勢】【感情の和みへの導き】【自殺に
よる影響の見極めと管理的な対応】【戸惑いながら支援に
向かう】【自殺の再発予防に向けたシステムの改善】【看護
師の成長の促進】の６つのコアカテゴリーで構成された
（図１）。まず，結果図全体の説明をストーリーラインとし
て述べ，次に，概念とカテゴリーについて具体例をあげて
説明する。なお文中では，コアカテゴリーは【　　】，カ
テゴリーは《　　》，概念は〈　　〉，具体例は「ゴシック
体」で示す。また，文脈を理解しやすくするために研究者
が補った部分を（　　）で示す。さらに，自殺の方法な
ど，個人や施設が特定されないように最小限の加筆修正を
した。
　看護管理者は《遺族への対応》として看護師とともに遺
族に会い，遺族が患者の自殺を受け止めることができるよ
うに支援しようとしていた。さらに，患者の自殺に遭遇し
た看護師だけではなく，看護チーム全体に対して，患者の
自殺の状況に関する《正確な情報提供》を行い，誤解が生
じないように配慮していた。看護管理者の【誠実に向き合
う姿勢】がこれらの配慮の基盤にあり，これは看護チーム
全体の不安を緩和することにつながっていた。さらに，看
護管理者は自殺に遭遇した看護師の《心理的負担の緩和》
に努め，その看護師の心情を受け止め，心のよりどころに

なろうとしていたが，そこには看護管理者が看護師へ強く
《関心を寄せる》様相があった。また，看護管理者は自身
の長い精神科看護の体験を引き合いに出し，自己の体験を
語ることや自殺に遭遇した後にみられる心理的な反応につ
いて説明することによって，看護師がたどるであろう筋道
を示そうとしていた。同時に，看護管理者は自殺に遭遇し
た看護師に対する期待や励ましを伝えることで，【感情の
和みへの導き】を意図したかかわりをもとうとしていた。
さらに，自殺に遭遇した看護師が複雑な感情を呈している
ことを十分に理解したうえで，看護師が支援を受けている
と実感でき，また安心感を抱くことができるように，時間
をかけて《絶え間ない支援》を行っていた。同時に，看護
管理者は自殺に遭遇した看護師の《日常生活への影響を把
握》し，看護師がおかれている状況を多角的に理解しよう
と努めていた。また，患者の自殺を自責的に受け止めてい
る看護師には，患者の自殺という事故が生じた管理責任の
一端が看護管理者にあることを説明し，自責的な思いを増
幅させないようにしていた。ほかにも，自殺に遭遇した看
護師が，看護チーム内で孤立感を強め，病棟内で居心地の
悪い思いをしなくても済むように，《周囲の人とのあいだ
に立つ》ことで相互のコミュニケーションを促進してい
た。さらに，自殺に遭遇した看護師の心理的反応が強い場
合には，勤務につけるかどうかを判断し，状況に応じて積
極的に勤務調整を行うなどの対策を講じていた。さらに，
患者が自殺した現場での勤務の継続が困難な場合には，看
護師の意向を確認しながら人事異動による勤務場所の変更
が可能であることを説明していた。このような管理的な支
援は，《自殺による余波への対応》としての意味合いが強
かった。看護管理者は，自殺に遭遇した看護師の立場や状
況を把握するとともに，積極的に支援のあり方を模索して
いたが，看護師にとっていちばん支えになる人との結びつ
きこそが重要な要素であるととらえていた。特に過剰なス
トレスに曝され，身体的にも精神的にも変調をきたしてい
る看護師には，看護管理者が一人でその局面へ介入しよう
とはせず，《人的資源の活用》を念頭において看護師への
支援体制を整えようとしていた。このような【自殺による
影響の見極めと管理的な対応】への取り組みは，特に看護
管理者として欠くことができない視点として語られてい
た。
　しかし，自殺に遭遇した看護師に誠実に向き合い，感情
の和みへ導き，個々への影響をていねいに見極めて対応し
ていくという流れのなかで，看護管理者は常に葛藤を抱え
ていた様相が語られた。それは，自殺に遭遇した看護師へ
の支援の適切性や，自分自身が管理者として役割を果たせ
ているのかどうかを自問自答するようなものだったが，こ
のような状況のなかでも，看護管理者には【戸惑いながら
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支援に向かう】という行動が求められていた。さらに看護
管理者は，自殺に遭遇した看護師への支援と同時に，《再
発予防に取り組む》ことや《自殺予防ケアの充実化》を目
指すといった，【自殺の再発予防に向けたシステムの改善】
にも取り組んでいた。これには，自部署のみならず，組織
全体に自殺の手段となった構造上の問題点とその改善策に
ついて進言し，看護師が安心して働くことができるような

環境調整に力を入れていくという意味合いが含まれてい
た。そして，最終的には自殺に遭遇した看護師が，《自殺
に遭遇した体験からの学び》を感じ取り，それが【看護師
の成長を促進】するものとなるように，看護管理者は意図
的なかかわりをもとうとしていた。これは，自殺に遭遇し
た看護師への支援の着地点として語られていた。

図１　精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師を看護管理者が支援していくプロセス
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３．コアカテゴリーごとのカテゴリー，概念の説明
⑴　【誠実に向き合う姿勢】
　このコアカテゴリーは，看護管理者が試行錯誤しながら
も自殺に遭遇した看護師やその周囲のスタッフ，遺族に真
摯に向き合うことで，看護師を労い，また不安を軽減しよ
うと働きかけることを含んでいる。看護管理者が《遺族へ
の対応》の窓口となり，同時に，自殺に遭遇した看護師や
その周囲のスタッフへ《正確な情報提供》を意識的に行う
ことである。
　《遺族への対応》とは，自殺に遭遇した看護師とともに
遺族が患者の自殺を受け入れられるように支援を行うこと
である。このカテゴリーは，以下の２概念で構成される。
　〈遺族への対応の窓口〉の定義は，遺族が自殺を受け止
められるように，遺族とともに過ごす時間をもつことであ
る。「（自殺をした患者の）家族が月に１～２回，病院の自

殺した場所に来ていたのですが，いまは新しい患者さんがい

るので，病棟を見ていくことは断りました。親族は命日に病

院のほうに必ず来ていたので，気がついたときには行くよう

にしていました」と語ったＡ看護管理者は，遺族の要望に
応え，「（自殺をした）患者の家族が自殺を現実と受け止め
られずに困惑していたので，自殺当時に担当だった看護師が

何とも言えない表情をしていたので，私が家族を別室に呼ん

で話を聞くようにしました」と語ったＨ看護管理者は，自
殺に遭遇した看護師の負担にならないように配慮しなが
ら，遺族が自殺を受け止めていけるように支援を継続して
いた。
　〈看護師とともに遺族に会う〉の定義は，自殺に遭遇し
た看護師と一緒に葬儀に参列し，遺族に会うことである。
これには，遺族の対応によって自殺に遭遇した看護師の感
情の変化が起こることが含まれている。「師長と主任と当
事者（自殺に遭遇した看護師）とお通夜とお葬式に行った
ときは辛かったです。行ってよかったのは，家族がスタッフ

とわかって『お忙しいのにありがとうございます』と言って

くれました。家族に対して申し訳ないという気持ちがあった

ので，当事者も少し楽になったのではないかと思います。（中
略）家族はスタッフとわかって自分から言ってくれました。
大きな祭場ではなかったので，お通夜に行くのは緊張します

ね。家族から言われてしまうこともあるので，そのときは謝

るしかないけど……家族の辛さを感じることができると思う

ので，当事者はそのことを考えないといけないと思います。

でも，自分を追い込んでしまうこともあるので，将来に影響

すると思うので，そこは気をつけていかなければならないで

すね」と語ったＡ看護管理者は，自殺をした患者の葬儀に
看護師と一緒に参列し，遺族からの言葉を受ける機会でも
あった。
　《正確な情報提供》とは，患者の自殺に関する誤った情

報や思い込みによって，自殺に遭遇した看護師を含むチー
ム全体が過剰な不安をきたさないように，患者の自殺前後
の正確な情報を公開し，共有化をはかることである。これ
には，自殺に遭遇した看護師の不安を軽減させることが含
まれている。このカテゴリーは，以下の２概念で構成され
る。
　〈情報の共有〉の定義は，把握している患者の自殺に関
する情報を積極的に公開し，それをチーム全体で共有して
いくことである。「患者の自殺の情報を，そのときにわかっ
ている範囲でスタッフにも伝えていきました。何も話さない

と推測したことが噂で流れていくので，自殺に遭遇した看護

師，スタッフにとってもよいことではないと思います。また，

今後の自殺を予防することにもつながるので，チームとして

勤務をしていくうえで必要な情報は流すようにしました」と
語ったＨ看護管理者は，患者の自殺の状況やその後の対応
などの情報を共有することに努めていた。
　〈遺族への説明内容〉の定義は，自殺に遭遇した看護師
が気がかりに思う遺族の反応や，遺族と病院側との話し合
いの内容を伝えることで，看護師の緊張状態を緩和しよう
とする試みである。「家族によっては，病院側の過失じゃな
いのかと言われかねないからですね。その辺はきちんと家族

に説明をしています。（今回，自殺をした人は）数回目の入
院だったので，『お世話になりました。ご迷惑をかけてすみま

せんでした』と言ってもらえたので，自殺に遭遇した看護師

には，『家族とは特に問題になりそうもないから』と伝えまし

た。本人たち（自殺に遭遇した看護師）はほっとした表情
をしていました」と語ったＤ看護管理者は，遺族の反応は
自殺に遭遇した看護師の気持ちを左右するものであるが，
そのような看護師の心情を察しながら，遺族の反応や遺族
との話し合いの内容をそのつど看護師に説明しようとして
いた。
⑵　【感情の和みへの導き】
　このコアカテゴリーは，看護管理者が自殺に遭遇した看
護師が抱える身体・精神的な負担を把握したうえで，感情
の吐露を促進し，心理的な負担を軽減させようと試みてい
くことである。自殺に遭遇した看護師は複雑な感情を呈し
ていることから，看護管理者は患者の自殺の連絡を受ける
とすぐに駆けつけて，自殺に遭遇した看護師へ《関心を寄
せる》とともに《心理的負担の緩和》をはかっていくとい
う流れがあった。また，自殺に遭遇した看護師は複雑な感
情を呈していることから，時間をかけて《絶え間ない支
援》を行うことでもある。
　《関心を寄せる》とは，看護管理者が周囲の状況を把握
すると同時に，自殺に遭遇した看護師に関心を寄せ，看護
師の状態に呼応した支援を行うことである。このカテゴ
リーは，以下の３概念で構成される。
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　〈側に寄り添う〉の定義は，患者の自殺後にすぐに駆け
つけて，患者の自殺の状況を確認し，動揺している自殺に
遭遇した看護師に寄り添うことである。「当日にかかわっ
ていた看護師さんから直接電話をいただいて，患者さんが自

殺したことを聞いた後，すぐに病院に行きました。自殺だっ

たのですぐに行って，一緒にかかわっていきました」と語っ
たＦ看護管理者は，看護師が自殺に遭遇することの衝撃を
予想し，勤務時間外でもすぐに駆けつけ，近くにいること
で少しでも支えになりたいと願っていた。
　〈心情を察した言葉かけ〉の定義は，自殺に遭遇した看
護師の心情を十分に汲み取りながら行う声かけのことで
ある。「若い人や女性だったらまた違ったのかもしれないで
すけどね。ある程度しっかりされていて，経験もあるし，何

回か遭ったと言われるけれど，でも，そういう人たちでもや

はり辛いなと思って，そのときには『きつかったね』と声を

かけましたね」と語ったＦ看護管理者は，自殺に遭遇した
看護師が表現しきれない心情を推察しながら声をかけてい
た。
　〈努力の承認〉の定義は，自殺に遭遇した看護師の対応
を認め，労いの言葉をかけることである。「本人（自殺に
遭遇した看護師）たちは，精神的にかなりきつかったようで
した。だから，少しでも楽になれればいいなといいと思って

『本当に大変だったね。その後の対応もしっかりやってくれた

ね……』と伝えました」と語ったＩ看護管理者は，自殺に
遭遇した看護師の自殺前後の対応に対する肯定的評価を伝
えていた。
　《心理的負担の緩和》とは，自殺に遭遇した看護師が思
いを吐露できるような環境を整えていくことである。この
カテゴリーは，以下の４概念で構成される。
　〈心情の受け止め〉の定義は，患者の自殺によって生じ
た看護師の複雑な思いを無条件に受け止めることである。
「（自殺に遭遇した看護師は）淡々として，ちゃんとお見送
りもして。でも最後はやはり，多分ぐっときたものがあって。

患者の死化粧をしたあとに，それを見て自殺に遭遇した看護

師がどっと泣いていたので，泣けるというのはいいのかなと

思って，しばらく近くにいました」と語ったＦ看護管理者
は，溢れ出す感情表出を支持していた。
　〈心のよりどころになる〉の定義は，自殺に遭遇した看
護師が援助を求めたいときにいつでも頼れる存在になる
ことである。「私も（自殺に遭遇したときに）そういうふ
うに他の先輩からとか上司からいつでも話せる場というか頼

れる場があったから助かったし，人に話すことで自分が楽に

なることもあるから，話してみてというかたちで声をかけま

したね」と語ったＣ看護管理者は，話しやすい雰囲気をつ
くり，看護管理者をいつでも頼って構わないと保障してい
た。

　〈管理者自身の体験の開示〉の定義は，看護管理者が患
者の自殺に遭遇した体験を開示することによって，より
共感的に自殺に遭遇した看護師の体験を受け止めようと
働きかけていくことである。「『自殺が起こるなんて全く予
測していなかったので，気が動転していて目の前で起こって

いることと認識できずに，遠くで起こっているような感覚に

なってしまって。いつもどおりに動けなくて後悔したり，家

に帰ってからも自殺の光景が思い浮かんできて怖くてたまら

なかった。看護経験がある程度あってもこんな状態になるん

だ，と正直自分でも驚いたね。だから，あなたにいま，起き

てる反応って正常な反応なんだよ。（中略）いまは，苦い体
験を活かして，患者さんの自殺を防いでいくことが亡くなっ

た患者さんへの報いと考えられるようになったけど，それに

は，かなり時間がかかったかな』（自殺に遭遇した看護師は）
『自殺にあたった人にしかわからないと思ってしまって，仕事

も続けられるか心配だったけど，少しわかった気がする』と

話していたので，自分の体験を話すことは必要なことだと実

感しましたね」と語ったＩ看護管理者は，自殺に遭遇した
体験を開示することによって自殺に遭遇した看護師の体験
に近づこうとし，看護師の体験を支持するように働きかけ
ていた。
　〈期待を示す〉の定義は，患者の自殺というつらい出来
事に遭遇した看護師に対して，看護管理者が期待や希望を
伝えることである。これには，患者の自殺を乗り越えて，
看護師を継続して欲しいという思いが含まれている。「『多
分，いまがいちばんつらいだろうけれど，これを乗り越えた

らすごくよい看護師さんになると思う』と言いました。それ

は結構，彼の心に残ったみたいで，『そう言ってくれているの

でよい看護師になれるように，ここは乗り越えていきたい』

と言ってくれました」と語ったＧ看護管理者は，自殺に遭
遇した看護師を励まし，そして力づけていた。
　《絶え間ない支援》とは，自殺に遭遇した看護師は複雑
な感情を呈していることから，長期的な支援を行うことで
ある。このカテゴリーは，以下の２概念で構成される。
　〈時間をかけて見守る〉の定義は，自殺に遭遇した看護
師に生じている複雑な感情に対して，時間をかけて支援
を行っていくことである。「本人たちがニコニコしていれば
いいですけれど，あまり笑っていなかったらこちらから『ど

う？』という感じで声をかけていますね。他の人に比べて気

にかけているというのはあります。事故とか自殺に遭遇した

スタッフには，『あのときは大変だったね』とか，継続してみ

ている部分はありますね」と語ったＣ看護管理者は，自殺
に遭遇した看護師の状態や反応を注意深く見守りながら，
自殺直後だけではなく，その後も長期的な支援を行ってい
た。
　〈ともに「つらさ」を乗り越える〉の定義は，自殺に遭
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遇した看護師とともにつらい状況を進んでいくことであ
る。「『私もきついけど，師長さんも同じくらいきついと思い
ます』と本人が言ってくれたので。（中略）『お互いに乗り越
えていきましょうね』というのは，会話のなかで何回も出た

言葉だと思います。多分○○さんから言われたんじゃないか

な」と語ったＧ看護管理者は，自殺に遭遇した看護師の心
情に共感を示していた。自殺に遭遇した看護師は看護管理
者も同様につらい状況であることを理解し，双方で支え
合っていた。
⑶　【自殺による影響の見極めと管理的な対応】
　このコアカテゴリーは，自殺に遭遇した看護師への影響
を見極め，勤務の負担を軽くしたり，必要な支援が行き届
くように看護管理者が配慮していたものである。看護管理
者は自殺に遭遇した看護師の身体的・精神的な負担や《日
常生活への影響の把握》に努めるとともに，自殺に遭遇し
た看護師の状態に応じて，《自殺による余波への対応》が
どの程度必要かを判断していた。それには，勤務形態への
考慮や自殺に遭遇した看護師と周囲のスタッフとの関係性
の把握，さらには，周囲のスタッフに事情を説明し，自殺
に遭遇した看護師が安心して働けるように《周囲の人との
あいだに立つ》ことである。さらに，自殺に遭遇した看護
師が適切な時期に支援を受けられるように《人的資源の活
用》を積極的に行うことである。
　《日常生活への影響の把握》とは，看護管理者が自殺に
遭遇した看護師の身体的・精神的な負担を把握していくこ
とである。これには，看護師の自殺に対する受け止め方が
日常生活に大きく影響していることが含まれている。この
カテゴリーは，以下の２概念で構成される。
　〈心身の変化に気づく〉の定義は，自殺に遭遇した体験
が看護師の日常生活に影響を及ぼしていないか，身体面や
精神面を注意深く観察することである。「本人は，夜，電
気を消して眠れないとか，患者の自殺を思い出すというフ

ラッシュバックみたいな現象があるので，できるだけ１人に

ならないようにしていると言っていました」と語ったＧ看護
管理者は，会話のなかから自殺に遭遇した看護師の体験を
把握し，身体面や精神面に変化がないかを気にかけてい
た。
　〈自殺の受け止め方の確認〉の定義は，自殺に遭遇した
看護師が患者の自殺をどのように捉えているかを確かめて
いくことである。「今回の自殺のことを本人自身がどのよう
に思っているかが気になったので，自殺があってから数日後

に個人面接をしました。そこで，『巡回をもう少し密にして，

多少でも息があるときに気づければよかった』と思っている

ことを知りました。（中略）最後に，本人には，『つらいとき
や何か話したいときにはいつでも言ってね』と伝えました」
と語ったＩ看護管理者は，自殺に遭遇した看護師の後悔や

自責の念を受け止めていた。
　《自殺による余波への対応》とは，自殺に遭遇した看護
師が抱く複雑な感情に配慮しながら職場環境を調整してい
くことである。このカテゴリーは，以下の４概念で構成さ
れる。
　〈心身の休息の促し〉の定義は，自殺に遭遇した看護師
の状態に応じて看護管理者が勤務形態を考慮して，看護
師の心身の休息を促していくことである。「夜間帯は少な
い人数で勤務をしているので，自殺現場の巡視を変わっても

らいにくいので，『夜勤どう？　もしつらかったら回数を減ら

してもいいよ』と話しましたね。また，相手のほうをベテラ

ンの男性にしたり，管理夜勤の師長の配置を考えました」と
語ったＣ看護管理者や，「その人の状態によってですが，自
殺の後，数日間は休暇をとってもらいました。その後，仕

事に出てきてもらって，いつもと様子が違う場合には，本

人と相談して半日勤務にしたり，『夜勤で巡視に行くのが怖

い……』ということだったので，夜勤の回数を少なくするよ

うにしました」と語ったＪ看護管理者は，自殺に遭遇した
看護師のニーズを確認しながら，休息を優先できるように
勤務体制を整えていた。
　〈事故現場に近づくための支援〉の定義は，患者の自殺
に遭遇した看護師が自殺現場に近づけなくなっていること
に気づき，周囲のスタッフへ協力を求めながら，看護師が
少しずつ近づいていけるように支えていくことである。患
者の自殺後から「（自殺に遭遇した看護師が）亡くなった
患者さんがいた部屋に行けなくなっていたので，ベテランの

看護師に依頼して，しばらくは一緒に行ってもらうようにし

て，徐々に見守りに変えてもらうようにしました。みんな忙

しいのに快く引き受けてくれたので，本当にありがたかった

です」と語ったＩ看護管理者は，自殺に遭遇した看護師が
自殺現場となった病棟内でも少しずつ安心して働けるよう
に，周囲の協力が得られるように働きかけていた。
　〈病床管理への配慮〉の定義は，患者の自殺の起きた部
屋に新しい患者を入室させる際には，自殺した患者と症状
や面影が似ている患者を選択しないように配慮することで
ある。「（患者の自殺の起きた部屋に）最初に入れる患者さ
んには気を遣いました。最初に入る人は，自殺した人と似た

人じゃない人を選ぶようにしました。そこら辺はやはりきつ

いかなと思ったので，慎重に選びました」と語ったＦ看護管
理者は，自殺した患者のいた部屋に新たな患者を入室させ
る場合には，看護師の負担にならないように十分な配慮を
行っていた。
　〈看護師の意向に沿った配置転換〉の定義は，自殺に遭
遇した看護師の勤務状況を把握し，看護師と相談しなが
ら，病棟異動を検討していくことである。「ちょうど異動
の時期だったので，自殺に遭遇した人のことを副院長や産業
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医に相談をして。ずっと夜勤も外していて，やっと夜勤がで

きるようになってきたけど，やはり事故のあったエリアには

まだ入れないという状態だったので，この先ずっと入らない

と仕事はできないだろうし，しばらく全く違う環境に勤務し

てもらったほうがいいんじゃないかということで，最終的に

は本人と相談して配置を決めたんですよ」と語ったＨ看護管
理者は，自殺に遭遇した看護師の状態を見極め，本人と確
認し合いながら配置転換を行っていた。
　《周囲の人とのあいだに立つ》とは，自殺に遭遇した看
護師の人間関係を的確に見極め，職場で孤立しないよう
に，周囲のスタッフに現状を説明し，職場の対人関係を調
整していくことである。このカテゴリーは，以下の３概念
で構成される。
　〈責任を背負わせ過ぎない〉の定義は，自殺に遭遇した
看護師の自責感や負担感などの精神的な負担感を必要以上
に強めないように，看護管理者が責任の一部を肩代わりす
ることをはっきり伝えることである。「自殺に遭遇した看護
師１人の責任ではなく，私にも責任があるからと話をしまし

た。それは，本人が10責任を感じていたら６ぐらいは私に責

任があるよという気持ちで言いました。本人は『ありがとう

ございます』と言っていました」と語ったＡ看護管理者は，
自殺に遭遇した看護師だけの責任ではないことを明確に説
明することで看護師が過度の責任を感じることを防ごうと
していた。
　〈周囲からの非難の阻止〉の定義は，自殺に遭遇した看
護師が患者の自殺によって生じた他者からの批判を受ける
ことを防いでいくことである。「看護部長までは私たちの気
持ちがわかりますが，他の人は事故処理，家族の反応，家族

が何か言ってきてないか，と体裁が先にくるので，自殺に遭

遇した看護師が責められないように配慮しました」と語った
Ｉ看護管理者は，自殺に遭遇した看護師が他者から責めら
れることがないように，周囲の動向に関心を寄せながら看
護師を守ろうとしていた。
　〈周囲の思いを代弁〉の定義は，看護管理者は自殺に遭
遇した看護師が視野狭窄に陥り，周囲に敏感になっている
ことに気づき，職場の対人関係を調整していくことであ
る。「休暇をとってもらっている間は，１日１回は電話をし

て話を聴くようにしていました。そこでわかったのは，まわ

りの人たちが（自殺に遭遇した看護師に）どういう声かけ
をしたらいいのかわからなかったようで。それで，その雰囲

気を『自分はどう見られているんだろう』と本人（自殺に遭
遇した看護師）はとったみたいで。『みんな心配はしている
んだけど，みんな，かける言葉を見つけきれないでいるんだ

ろうね』と伝えるようにしました」と語ったＧ看護管理者
は，自殺に遭遇した看護師が周囲の状況を敏感に感じとっ
ていたことに気づき，周囲のスタッフの思いを伝える役割

を担っていた。
　《人的資源の活用》とは，自殺に遭遇した看護師が通常
の生活を取り戻せるように，適切な時期に適切な支援が受
けられるように調整していくことである。このカテゴリー
は，以下の２概念で構成される。
　〈他の看護師に支援を頼む〉の定義は，自殺に遭遇した
看護師への支援を他の看護師に依頼，調整していくことで
ある。「過去に患者の自殺にあたった看護師には，『あなたも
○年前に患者さんの自殺にあったことがあるから，今回，自

殺にあたった人の気持ちをわかってあげられると思うから，

サポートしてあげてね』と伝えると，その後，夜勤のときに

話してくれたようです」と語ったＩ看護管理者は，自殺に
遭遇した看護師に対して支持受容的なかかわりができそう
な看護師へ支援を依頼していた。
　〈専門的治療につなぐ〉の定義は，自殺に遭遇した看護
師の精神的な動揺が著しい場合には，精神保健専門家へ
の相談や，専門医療機関への受診を勧めていくことであ
る。「あまり不眠が続くのであれば，『産業医の先生に診ても
らったらどうかな』と言いました。先生にも『患者さんの自

殺に遭遇したことを気にしているみたいです』と言ったら，

先生も結構気にかけて下さって，本人といろいろと話をして

くれました」と語ったＦ看護管理者は，自殺に遭遇した看
護師を身近な産業医につなぐように橋渡しを行っていた。
また，「日に日に自殺に遭遇した看護師の元気がなくなって
いたので，事前に精神科医に患者の自殺にあたった後から食

事や睡眠がとれなくなってきたことを説明してから，看護師

に受診を勧めました。１週間後には『少しずつ眠れるように

なってきました』と報告してくれたので，早目に受診させて

よかったと思っています」と語ったＪ看護管者は，自殺に
遭遇した看護師の精神的負担の程度を見極めながら，適切
な時期に受診できるように調整をはかっていた。
⑷　【戸惑いながら支援に向かう】
　このコアカテゴリーは，病棟内で患者の自殺が起こった
ときの対応や，自殺に遭遇した看護師の支援に苦慮しなが
らも，管理者として取り組むべきことを見失わずに，戸惑
いながらも支援を継続しようとすることである。このコア
カテゴリーは，以下の３概念で構成される。看護管理者
は，自殺に遭遇した看護師が必要以上に自殺のことを追想
することによる負担を軽減するために〈自殺の話をしな
い〉ことや，自殺に遭遇した看護師を含むスタッフに管理
者としてどのような対応が望ましいのか〈戸惑いながらも
対応〉したり，看護管理者の役割を模索しながらも〈他者
に相談しながら対応する〉というような【戸惑いながら支
援に向かう】という様相のことである。
　〈自殺の話をしない〉の定義は，看護管理者は自殺に遭
遇した看護師が患者の自殺を想起させることを避けるた
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めに，配慮することである。「直接そのこと（患者の自殺）
にふれるというのは，なかなかこちらも勇気がいることだし，

相手（自殺に遭遇した看護師）にそれを思い出させる場面
も出てくるだろうから，ちょっと躊躇するんですけれど……。

（中略）何だろう……また同じようなことを問いかけるとフ
ラッシュバックするんじゃないかなというのもあるし」と
語ったＥ看護管理者は，自殺に遭遇した看護師が患者の自
殺を思い出すのではないかと考え，自殺の話題をすること
に躊躇していた。
　〈戸惑いながらの対応〉の定義は，看護管理者は自殺に
遭遇した看護師にどのようにかかわっていったらよいか，
わからないながらも対応を見出していくことである。「私
たちがどれだけそのスタッフに対して援助できるかというの

がちょっとわからないというか。何か未知の部分があって，

もし質問じゃないですけれど，いろいろとばーっと言われた

ときにどう対処したらいいかわからない。対処の仕方も私は

わからないし，日常生活面とかそういうことを聴くだけだっ

たら，どうにか受け止められるかなとか，これでいいのかな

と思いながら」と語ったＢ看護管理者は，患者の自殺が起
こったことで，自殺に遭遇した看護師を含むスタッフに対
応しきれないと感じていた。
　〈他者に相談しながら対応する〉の定義は，看護管理者
は自身の対応や支援に自信をもつことができないため，管
理者同士や医療従事者に相談しながら対応を構築していく
ことである。「私だけではみれないこともあるので，主任に
自殺後の状況や当事者，スタッフの状態を確認したり，どの

ように対応していくかを医師に相談し合いながら，どのよう

な方法がその人に合っているのか，一緒に考えながら進めて

いきましたね」と語ったＩ看護管理者は，スタッフ同士で
検討しながら適切な対応を見出そうとしていた。
⑸　【自殺の再発予防に向けたシステムの改善】
　このコアカテゴリーは，患者の自殺から組織全体で自殺
予防ケアについて検討し，看護実践につなげていくことで
ある。看護管理者は患者の自殺に遭遇するという体験を苦
痛な体験だけにとどめず，《再発予防に取り組む》ことで
《自殺予防ケアの充実化》をはかり，意図的に自殺に遭遇
した【看護師の成長の促進】のコアカテゴリーにつなげて
いくことである。
　《再発予防に取り組む》とは，患者が自殺したことを組
織全体の問題として取り上げ，対応措置を検討していくこ
とである。このカテゴリーは，以下の２概念で構成され
る。
　〈病院全体での取り組み〉の定義は，患者の自殺をその
場で遭遇した看護師だけの問題としてとらえるのではな
く，病院全体で検討し，対応策を講じていくことである。
「事故処理や家族の反応などは自殺に遭遇した人だけの問題

ではなく，病院全体の問題なので病棟で話し合いをしました。

大事なのは事故を起こさないことだけど，事故があったのは

事実であって避けて通ることはできない。だから，起こった

ときのことを考えて対処の仕方を全体で考えていきました」
と語ったＩ看護管理者は，自殺を事故としてとらえ，系統
的な再発予防策の必要性を実感していた。
　〈構造上の問題の改善〉の定義は，患者の自殺を振り返
り，システムや構造上の問題を同定し，改善していくこと
である。「事実は事実として，もちろん夜勤者の責任だとい
うふうなことではなくて，その辺はちょっと気をつけて。（患
者の自殺は）誰のときでも起こりうることなので，自殺に遭
遇した看護師だけを責めることはせずに，みんなで考えて今

後の対応を話し合って，ベランダの死角部分の改善はすぐに

してもらいました」と語ったＤ看護管理者は，自殺の危険
個所を同定し，修繕に取り組んでいた。
　《自殺予防ケアの充実化》とは，患者の自殺に遭遇した
体験の後に，学習を積み重ねて自殺予防策を検討し，具現
化し，看護実践につなげていくことである。これは，自殺
に遭遇した看護師に対する間接的な支援にもつながる。こ
のカテゴリーは，以下の２概念で構成される。
　〈自殺を丁寧に振り返る〉の定義は，自殺した患者の病
状，症状，背景を確認し，患者の査定や対応などを振り返
り，患者の自殺から学びとれることがないか，検討するこ
とである。「カンファレンスのなかで，自殺した患者の自殺
企図歴，希死念慮の有無，精神症状の変化，家族状況を含め

た社会的背景を踏まえて，みんなで意見を出し合って，対応

を検討していくことで学習を深めていきました」と語ったＩ
看護管理者は，患者の自殺を丁寧に振り返り，そこから次
の自殺予防に向けて学習を広げていた。
　〈スタッフ同士の連携強化〉の定義は，自殺予防ケアは
１人の看護師で実践できるものではなく，スタッフ同士が
連携しながら取り組むべき問題であることを再確認するこ
とである。カンファレンスの場面で「確かにきついけれど，
悪いところは悪いとちゃんと認めて今後の対策をという感じ

で話し合っていきましたけど。巡回方法とか，危険物につい

てどこまで制限をするかは先生から指示が出ますので，する

べきことをきちんとするということを確認し合いました。巡

回は部屋の中に入って確認するんですけど，患者さんがゴソ

ゴソされているときには，入口から見たり，睡眠を音で確認

する人もいるので，自殺があったので，必ずそばに行って確

認しようということになりましたね」と語ったＦ看護管理
者は，患者の危険物の管理方法や看護師の巡回方法を話し
合っていた。また，「今回の自殺があって，カンファレンス
のなかでスタッフ全員で話し合っていくことで，希死念慮の

ある人や抑うつ的な患者に対しては自殺のリスクを観察し，

希死念慮を確認して，行動化する前に看護師に相談するよう
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に伝えていくことなどの基本的な観察ポイントや援助を看護

計画に入れていき，継続的な援助が必要ということを共有し，

つなげられるようになりました。患者さんの命を救えなかっ

たのは，自殺にあたった看護師だけでなく，スタッフ全員の

悔しさにもなっているので，自殺予防に対する意識がより高

まったのだと思います」と語ったＩ看護管理者は，患者の
自殺によって，スタッフ全員の自殺予防ケアの意識が高
まっていた。
⑹　【看護師の成長の促進】
　このコアカテゴリーは，看護管理者が自殺に遭遇した看
護師と共に患者の自殺を受け止め，専門職看護師として成
長していけるように導くことである。看護管理者は自殺に
遭遇した看護師が患者の自殺を貴重な体験としてとらえら
れるように〈体験を意味づけ〉し，自殺予防に向けて〈看
護師の役割を明確化〉していけるように《自殺に遭遇した
体験からの学び》につなげていくことである。
　《自殺に遭遇した体験からの学び》とは，患者の自殺の
体験を受け止め，看護師としての役割を考え，次の看護に
つなげていけるように支援することである。このカテゴ
リーは，以下の２概念で構成される。
　〈体験の意味づけ〉の定義は，自殺に遭遇した看護師が，
その体験から何を学べたのかを一緒に探索し，意味ある体
験として受け止めることができるように支援することであ
る。「（自殺に遭遇した看護師が）『患者さんはたくさんのサ
インを送っていたのに，私は気づいてあげられなかったんで

す。記録を読み返すと毎日のように退院後の不安を訴えてい

たのに，食事や睡眠もとれなくなっていたのに……患者さん

の気持ちをわかってあげられていなかったかもしれない……』

と話してきたときに『いまだったらどうしたらいいと思う？』

と聞いたところ『患者さんの不安に思っていることを家族に

伝えたり，家族の思いを聞いて，もっと退院後の生活を具体

的に考えることが必要だったと思います』と答えていたので，

『介入の仕方がわかっただけでも意味があることだと思うよ』

と伝えました」と語ったＩ看護管理者は，患者の自殺から
自殺に遭遇した看護師が自殺予防ケアの必要性を実感して
いたことに気づき，ケアにつなげられるように導いてい
た。
　〈看護師の役割責任の明確化〉の定義は，看護管理者は
患者の自殺予防における看護師の役割責任を明確に示し，
自殺リスクアセスメントに関する知識を高めていけるよ
うに働きかけるという意味合いが含まれている。「私も過
去に患者さんの自殺の経験があったので，自殺のことは忘れ

てはいけないという話をしました。（中略）私たちは看護師
なので，患者さんがいつもと違う服装や靴を履いているなど，

患者の状態の変化に目を向けるようにしていくことが必要だ

と思う。私は自殺にあたって，いままで気がつかなかったこ

とに気づけるようになったので，あなたにもそうなってほし

いと話しました」と語ったＡ看護管理者は，自殺に遭遇し
た看護師が観察能力を向上できるように教育していた。

Ⅳ．考　　察

１．看護管理者が周囲との調整をはかりながら自殺に遭遇
した看護師の支援を構築していく体験
　自殺に遭遇した看護師に対する看護管理者の支援は，
【誠実に向き合う姿勢】を保ちながら，看護師の【感情の
和みへの導き】を意図したかかわりや【自殺による影響の
見極めと対応】を模索するという側面があり，それと並行
して【自殺の再発予防に向けたシステムの改善】に取り組
み，最終的には【看護師の成長の促進】をはかることが示
された。しかし，一方では，自殺に遭遇した看護師や周囲
のスタッフに対して十分に管理的支援を提供できないこと
に葛藤を抱き，【戸惑いながら支援に向かう】という様相
が語られていた。このようなプロセスは，一貫して自殺に
遭遇した看護師に対する支持的な対応によって構成されて
いた。
　自殺に遭遇した看護師のなかには，孤立感を強め，周囲
の看護師とのかかわりにストレスを抱くようになる場合が
ある。これは遺族が体験する感情と似た部分であり，身近
な人を自殺で失った者の多くが体験するといわれる一種の
反応である。また，この反応は特別なものでもない。看護
管理者はこのような反応が出ることを当然だと理解し，看
護師の〈心情を受け止め〉ることに専心していた。同時
に，自殺に遭遇した看護師の心理的な負担が著しい場合に
は〈心身の休息を促し〉，さらには，看護師個々の状況に
応じた支援を行っていた。それは，たとえば自殺に遭遇し
た後，休暇をとっている看護師には定期的に電話をかけて
看護師の状況を確認し，必要な支援をタイミングよく提供
することであり，非常に細やかな配慮のうえに成り立つ支
援であった。
　しかし，このような支援が必ず功を奏するともいえず，
フラッシュバックや不眠が遷延し，精神的変調をきたす看
護師に対峙しなければならない場合もある。このフラッ
シュバックや不眠は，急性ストレス反応の一部だと考えら
れるが，時には意識狭窄や逃避反応，自律神経症状，抑う
つ，不安などの症状として顕在化することもある。狭窄
はPTSDの主要症状として知られるものだが，知覚変化と
感情的変化が起こり（Herman，1992/2010），当事者の苦
痛も非常に強いものである。また，釜（2008）は，自殺事
故に遭遇した職員へのこころのケアとは，こころのエネル
ギーを充足する行為であり，できるだけ早期に介入してい
くことが必要と述べており，その理由を，精神および身体



精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師を看護管理者が支援していくプロセス

日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014 59

症状が続くことで正常な判断ができにくくなることが懸念
されるからである，としている。
　本研究においても，看護管理者は，まず初期の段階で
〈心身の休息を促し〉ており，他の急性ストレス反応の症
状が出ていないことを確認しながら，看護師の居場所づく
りや，孤立感を和らげるために周囲のスタッフとの関係を
保持できるように支援をしようとしていた。それは，自殺
に遭遇した看護師がおかれている状況を十分に察するだけ
ではなく，急性ストレス反応の遷延化を予防するうえでも
重要であり，それらが《絶え間ない支援》として提供され
続けることに意義があると考えられる。
　管理的側面においては，どの看護管理者も，自殺に遭遇
した看護師が通常どおりに仕事を再開していけるように職
場環境を調整するということに着目していた。通常，自殺
に遭遇した看護師はその衝撃的な体験から自殺現場に近づ
くことに葛藤を抱きやすく，業務に支障をきたすこともあ
る。看護管理者はそのような事情を十分に汲み取りなが
ら，看護師に〈心身の休息を促し〉，休暇を与えることや
勤務時間を短縮することで，看護師がゆっくり通常業務を
再開していけるように便宜をはかっていた。また，自殺の
起きた部屋に自殺した患者と似た症状や面影のある患者を
入室させないなどの〈病床管理への配慮〉を通して，看護
師のストレスを低減させようとする試みがなされていた。
このような調整や配慮は，看護師に対する管理的支援とし
て看護管理者は認識しており，自殺に遭遇した看護師に対
する支援に欠くことのできない視点ではないかと考えられ
る。さらに，看護管理者は自殺に遭遇した看護師が自殺現
場に少しずつ足を運び，自殺現場に近づけるように周囲の
スタッフに協力を要請したり，看護師へこまめに声をかけ
ながらそのタイミングを推し量っていた。これらは，看護
管理者による細やかな調整であり，この調整能力は自殺に
遭遇した看護師に対する支援の軸になっている部分でもあ
る。さらに，このように細やかな調整がはかられるために
は，看護管理者自身が自殺に遭遇した看護師がたどるであ
ろう心理的プロセスやさまざまな影響について，適切に認
識できていることが条件であるように推察される。しかし
ながら，看護管理者自身もポストベンションについて，そ
の必要性は認識しながらも十分に対応しうる準備が整って
いないという状況があるため，患者の自殺に遭遇した看護
師に対する具体的な心理的支援ならびに管理的支援のあり
方について，より検討を深めていく必要性がある。

２．自殺に遭遇した看護師を支援する看護管理者の葛藤
　本研究では，看護管理者が自身のとった行動や看護師へ
の支援が適切だったかどうか【戸惑いながら支援に向か
う】様相が，１つのコアカテゴリーとして抽出された。看

護管理者は自殺に遭遇した看護師に対し，常に支持的であ
ろうとする一方，自殺に遭遇した看護師の感情的な反応へ
の対応に戸惑い，看護管理者として十分な調整や配慮がで
きていないのではないかという思いを抱いていた。それら
は看護管理者の葛藤として語られていたが，この葛藤に
は，看護管理者自身の管理者としての経験の程度だけでは
なく，管理者自身がスタッフ時代に患者の自殺に遭遇した
経験が影響しているように考えられる。つまり，看護管理
者自身がかつて経験した患者の自殺や，その後に周囲から
受けた支援のあり方が，実際に患者の自殺に遭遇した看護
師を支援する際に活かされているようであった。このよう
に，看護管理者による支援は，自身の体験に依拠する側面
が強いと推察できるが，その背景には，かつて自身が自殺
に遭遇した際に抱いた複雑な心情の追想や，精神科看護師
としてアイデンティティが揺さぶられた体験にも関連して
いると考えられる。さらに，看護管理者の葛藤には，これ
まで自殺予防教育が系統的に実施されてこなかったという
事情も関連しているかもしれない。一部の医学教育におい
ては，医学生に対する自殺予防教育が行われている（河
西・須田，2008）が，自殺予防に関する十分な教育システ
ムが整備されているとは言いがたい。看護教育において
も，自殺予防やメンタルヘルスケアに関する院内セミナー
などに参加した経験がある看護師の割合が少ないという報
告（Takahashi, et al., 2011）があり，自殺予防をはじめ自殺
関連問題に関する学習の機会は多くはない。特に，自殺が
生じた後の対応や遭遇した医療従事者に対する支援をテー
マにした研修会は少ないのが現状である。そのため，看護
管理者の多くは自身の対応や支援が適切なものかどうか戸
惑いながらも，自身の体験を引き合いに出し，自殺に遭遇
した看護師に真摯に向き合っていた。もちろん患者の自殺
を未然に防ぐことが望ましいが，予防しきれない自殺に遭
遇する可能性は否定できない。自殺が生じた後の対応や遭
遇した医療従事者に対する支援のあり方について事前学習
の機会をもつことは，看護管理者自身の準備性を高めてい
くうえで重要な視点と考えられる。さらに，患者の自殺
は，看護管理者自身が目の当たりにしなかったとしても，
衝撃的な体験であることには違いなく，看護管理者自身も
自殺に遭遇した看護師と同様に傷ついている可能性があ
る。本研究では，看護管理者を自殺に遭遇した看護師を支
援する立場にあるものとしてとらえたが，看護管理者自身
に対する支援についても明らかにしていく必要があるだろ
う。

３．自殺に遭遇した看護師の成長を促進することの重要性
　今回，研究対象者となった看護管理者の勤務する施設で
は，患者の自殺によって生じるさまざまな影響への対応を
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組織的に検討したというプロセスが語られた。それは，精
神科病院では患者の自殺の問題に向き合う機会が多いとい
う背景によるものかもしれないが，看護管理者は，特に自
殺に遭遇した看護師やその体験を共有している看護師たち
対して【看護師の成長の促進】の必要性を強く感じてい
た。先行研究では，患者の自殺後に精神的衝撃が緩和され
た様相を示した看護師たちは，自分自身の力でその衝撃か
ら回復していこうとするセルフケアと同時に，周囲のス
タッフや家族，友人，病棟全体からのサポートを受けるこ
とができたという体験が衝撃の緩和に有効であった（寺
岡，2010）と述べられている。その背景には，組織全体で
自殺にかかわっていた医療従事者を支援していこうとする
風土が育まれていることが前提にあるように思われる。こ
のような組織風土は，看護管理者が安心して，または確実
に，自殺に遭遇した看護師を支援していくためには必要な
ものであり，それがあるからこそ，自殺に遭遇した看護師
と〈ともに「つらさ」を乗り越える〉というスタンスの維
持が可能となる。これは自殺に遭遇した看護師だけにでは
なく，その周囲のスタッフたちにも影響をもたらすもので
あり，特に患者の自殺後に開かれるカンファレンス等のオ
フィシャルな場を通して，看護管理者は，患者の自殺に遭
遇するという体験を何かしらの成長の機会につなげようと
意識していた。たとえば，カンファレスでは患者の自殺，
死にまつわる話題をすることで，看護師たちの死生観を
刺激するといった内容が考えられる。岡本・石井（2005）
は，死別体験のような死をめぐる体験の有無だけが死生観
に影響を及ぼすのではなく，その死をみつめ，生と死につ
いて考えていく過程が大切であり，それによって看護師の
死生観が生成される，と述べている。看護管理者は，精神
科病院で患者の自殺に遭遇するという衝撃的な体験によっ
て看護師が傷つくだけではなく，患者の自殺を受け止めな
がら〈体験を意味づけ〉し，専門職看護師として自殺のリ
スクをアセスメントし，介入できるように知識・技術を高
めていけるように働きかけていた。このように【看護師の
成長の促進】につなげることは，看護管理者が自殺に遭遇
した看護師へ支援していくプロセスの核となる部分である
と考えられる。

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題

　本研究では，精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師
を看護管理者が支援していくことに限定した範囲でのみ説
明力をもつ方法論的限定性がある。そのため，自殺に遭遇
した看護師に対する支援においてのみ応用できる知見であ
ると考えられる。記憶に新しい過去３年以内の体験を語っ
てもらうようにしたが，体験の衝撃の大きさから記憶に曖
昧な部分があったことは否めない。今後，精神科病院で患
者の自殺に遭遇した看護師を看護管理者が支援していく際
の支援者側の葛藤の全容を明らかにし，自殺に遭遇した看
護師に対する支援体制の整備を進めていくことが課題であ
る。

結　　論

１．精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師を看護管理
者が支援していくプロセスは，【誠実に向き合う姿勢】
【感情の和みへの導き】【自殺による影響の見極めと管理
的な対応】【戸惑いながら支援に向かう】【自殺の再発予
防に向けたシステムの改善】【看護師の成長の促進】の
６つのコアカテゴリーで構成された。

２．看護管理者は自殺に遭遇した看護師と同様に傷ついて
いる様相があり，看護管理者としての責務を十分果たせ
ないことに葛藤を抱いていた。

３．看護管理者は，患者の自殺に遭遇するという衝撃的な
体験によって看護師が傷つくだけではなく，〈体験の意
味づけ〉を通して【看護師の成長の促進】につなげるこ
とを意識していたが，これは看護管理者が自殺に遭遇し
た看護師へ支援していくプロセスの核となる部分であっ
た。
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要　　　旨

　本研究の目的は，精神科病院で患者の自殺に遭遇した看護師に対して看護管理者が支援を構築していくプロセ
スを明らかにすることである。10名の看護管理者を対象に，半構造的面接を実施した。面接内容をデータとし、
修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチにて分析を行った。自殺に遭遇した看護師を看護管理者が支援し
ていくプロセスには，【誠実に向き合う姿勢】を保ちながら，看護師の【感情の和みへの導き】を意図したかか
わりや，【自殺による影響の見極めと管理的な対応】を模索するという側面があり，それと並行して【自殺の再
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発予防に向けたシステムの改善】に取り組み，最終的には【看護師の成長の促進】をはかることが示された。し
かし，一方では，自殺に遭遇した看護師やその周囲のスタッフに対して十分に管理的支援を提供できないことに
葛藤を抱き，【戸惑いながら支援に向かう】という様相も語られていた。

Abstract

 The purpose of this research is to clarify the process by which nursing manager’s support nurses encountering patient 
suicide in mental hospitals. A semi-structured interview was implemented in regard to 10 nursing managers. The details of 
the interviews were recorded as data, and analyzed using the revised grounded theory approach. The process of a nursing 
manager supporting nurses who have encountered suicide comprises aspects such as relations intended for guidance for feeling 
calm while maintaining a stance of faithfully facing each other, searching to ascertain the effects of suicide and its correspondence, in 
addition to making efforts to improve the system for preventing a recurrence of suicide and finally striving to promote the develop-
ment of nurses. However, on the other hand, conditions were expressed of seeking support while feeling bewildered when feeling 
conflicted regarding not being able to provide sufficient administrative support to nurses who have encountered suicide along 
with the surrounding workers.
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緒　　言

　Ｃ型慢性肝炎は，インターフェロンによってＣ型肝炎ウ
イルス（hepatitis C virus: HCV）が陰性化しない場合，長
期にわたり付き合っていかなければならない慢性疾患であ
る（泉・木田・佐々木・小橋・山田，2008）。近年，Ｃ型
慢性肝炎患者は疲労を感じていることが明らかとされて
いる（河田・石井・柄沢・芳賀・小野，2006；Gutteling, 
et al., 2006; Lengyel, Aszalós, & Tulassay. 2007; Swain, 2000）
が，疲労感は主観的なもので周囲に気づかれにくい傾向
にあり，苦痛を訴えにくく，慢性的な疲労感はＣ型慢性
肝炎患者の身体的特徴であると報告（堀内・片平・山本，
2010）されている。疲労感の結果として，身体活動の低下
（Kallman, et al., 2007），物忘れなどの認知機能の低下，活
力の低下（Bailey, et al., 2009）などが明らかにされている。
また，Ｃ型慢性肝炎患者は将来の病気の進行に対し不安や
不確かさを感じているとされている（松田・斉藤・山田・
沼沢・伊藤，2007；Glacken, Coates, Kernohan, & Hegarty, 
2003）。
　Ｃ型慢性肝炎における疲労感は，患者のQOLを考える
うえで重要な課題であるが，従来あまり検討されてこな
かった。HCVの排除を目的とするインターフェロンによ
る治療は，治療後も患者の半数はHCVを排除できないの
が現状であり，治療効果の向上が優先されてきたともいえ
る。疲労感のメカニズムとして免疫系の異常や神経認知
機能の障害など肝障害以外の要因の関与も報告され，こ
れらの研究がＣ型慢性肝炎患者にとってQOLを改善する
ことにつながると報告されている（河田，他，2006）。ま
た，病態の進行が患者のQOLを低下させていることが報
告（Gutteling, et al., 2006）されている。
　さらに，これまで肝疾患の治療は肝庇護目的から安静療
法が基本とされてきたが，近年，肝疾患の原因・病態が

明らかとなるにつれ，慢性肝炎患者の運動療法の意義が
注目されている（白木・森脇，2009；Hickman, et al., 2004; 
Zucker, 2009）。Ｃ型慢性肝炎患者は代謝性疾患としての性
質をもち，脂肪代謝異常，インスリン抵抗，糖代謝異常を
起こしやすい（桑代・水野・尾崎・江口，2009；原田・成
田，2009）。そこで，適度な運動が必要とされている。
　代償期にある肝硬変患者を対象とした運動療法では，慢
性肝炎患者と同様，運動負荷などに十分耐えられると報告
（Vázquez-Vandyck, et al., 2007）されている。しかし，Ｃ型
慢性肝炎患者の疲労感およびQOLと身体活動量の３点に
ついて明らかに調査した研究は報告されていない。Ｃ型慢
性肝炎患者の疲労感およびQOLと身体活動量の実態を把
握することは，個々の患者の疲労感の有無や程度に応じた
看護介入を行うことができ，患者のQOLの向上につなが
ると考える。
　そこで，本研究の目的は，Ｃ型慢性肝炎患者の疲労感
および肝疾患特異的QOLを明らかにする。さらに，加速
度計を用いて身体活動量（運動量，歩数，METS）を測定
し，疲労感および肝疾患特異的QOLとの関連を検討する
ことである。

Ⅰ．研究方法

１．対象者
　本研究の調査対象者は，2010年６月から2010年９月まで
の期間，Ｓ県内２か所の病院の外来にＣ型慢性肝炎で通院
する主治医の承諾を受けた患者である。病院の特徴として
は，Ｃ型慢性肝炎患者の治療を積極的に行っており，うち
１か所は特定機能病院評価に指定され，肝炎患者の新しい
治療開発の研究を行っている。対象の選択基準は，質問紙
の内容を理解している者，加速度計の管理が可能である者
とした。除外基準は，抑うつ傾向にある者，歩行障害があ
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る者，罹患６か月以内の急性期のＣ型肝炎患者とした。調
査に同意が得られた83名のうち，データ欠損５名，加速度
計未返却１名，調査拒否２名を除く75名を分析対象者とし
た。なお，本調査においては，患者の疲労感，QOL，活
動を幅広く把握するため肝硬変・肝がんを合併した患者を
含んでいる。

２．調査方法
　研究者が本研究の主旨を文章および口頭で説明し，同意
が得られた対象者に対して，Ａ，Ｂ病院ともに，外来の待
ち時間を利用し，疲労評価尺度，肝疾患特異的QOL尺度
を含む質問紙の調査と身体活動量の説明を行った。身体活
動量調査は，万歩計型の加速度計（スズケン製生活習慣記
録機『ライフコーダEX』．以下，ライフコーダ）を用い，
使用方法の説明を行い，在宅で７日間以上の装着を依頼し
た。その後，ライフコーダは郵送にて回収を行った。

３．調査項目
ａ．疲労評価尺度：FIS（Fatigue Impact Scale）日本
語版

　疲労評価尺度であるFISは，Fisk, et al.（1994）が開発し
た尺度で40項目からなり，回答は｢全くない：０｣ ～ ｢常
にある：４｣の５段階で，過去１か月の間の症状を評価す
る。「認知領域」10項目，「身体領域」10項目，「社会領域」
20項目の３つ下位尺度で構成される。本調査では，FISの
日本語版（田中，他，2009）を用いた。日本語版は，原発
性胆汁性肝硬変患者において，３つの下位尺度すべての
Cronbachのα係数が .90以上で，内的整合性は高いと考え
られる。FISは，得点が高いほど疲労感が高いことを示す。
本調査でのCronbachのα係数は .86～ .93であった。
ｂ．肝疾患特異的QOL尺度：CLDQ（Chronic Liver Disease 

Questionnaire）日本語版
　肝疾患に特異的なQOL尺度であるCLDQは，Younossi, 
Guyatt, Kiwi, Boparai, & King（1999）が開発した尺度で29

項目からなり，回答は｢常にある：１｣ ～ ｢全くない：７

｣の７段階で，過去２週間のQOLを評価する。下位尺度
は，「腹部症状」３項目，「疲労」５項目，「全身症状」５

項目，「活動」３項目，「感情機能」８項目，「心配」５項
目の６つで構成されている。日本語版は木田ら（2008）に
より翻訳され，Cronbachのα係数は .93と信頼性は高かっ
た。CLDQは，得点が高いほどQOLが高いことを示す。
今回の調査でのCronbachのα係数は .81～ .87であった。
ｃ．身体活動量調査
　身体活動量は，ライフコーダを用いて歩数，運動量，身
体活動強度（METs）を測定した。ライフコーダの測定
する運動強度とMETsには強い相関関係があることが報

告（Kumahara, et al., 2004）されており，下記の計算式で
METsを算出できる。データは７日間分を使用し，１日あ
たりの身体活動量を算出した。
　身体活動強度（METs）＝運動量（kcal）/｛1.05×体重（kg）｝
ｄ．属性と疾患関連要因
　年齢，性別，就業，喫煙，飲酒に関する情報は対象者
本人より聴取し，疾患に関する情報は診療録から診断名，
Child-Pugh分類，HCV-RNAの有無，インターフェロン治
療中の有無，血液検査デ－タ（AST，ALT，Alb，Plt，グ
ルコース，T-Cho）により調査した。血液検査数値の評価
にはＡ大学病院の基準値を用いた。

４．分析方法
　統計的分析方法として ,すべての変数を得点化し，各変
数の記述統計を行った。FISは総得点と３つの下位尺度に
ついて，CLDQは総得点と６つの下位尺度について，さ
らに身体活動量を含め，それぞれ相互にSpearmanの順位
相関係数を求めた。また，属性要因および病態の進行に関
してMann-WhitneyのU検定を行った。統計分析ソフトは
『SPSS Windows版ver.17』を用いた。有意水準は５％とし
た。

５．倫理的な配慮
　本研究は，2010年６月にＡ大学医学部倫理審査委員会承
認を得たうえで実施した。調査対象者に研究目的，研究の
概要，任意であること，研究を拒否しても診療に不利益を
もたらすことはないこと，同意後も取り消しを行う権限が
あること，個人情報は保護されていることを説明した。以
上の説明を受けて同意が得られた対象者に対し，同意文書
を交わした。

Ⅱ．結　　果

１．属性（表１）
　分析対象者75名の年齢範囲は，28から86（平均60.9±
12.7）歳であり，男性38名（50.7％），就業者36名（48％），
飲酒者19名（25.3％），喫煙者18名（24.0％）であった。さ
らに，Ｃ型慢性肝炎に加え，肝硬変12名（16.0％），肝が
ん９名（12.0％）であった。HCV-RNA陽性者27名（36.0％），
インターフェロン治療中の者29名（38.7％）であり，血液
検査データ（AST，ALT，Alb，Plt，グルコース，T-Cho）
は，およそ半数以上の対象が正常範囲内であった。

２．Ｃ型慢性肝炎患者の病態別の疲労感，QOL，身体活
動量の程度（表２）
　FISの総点の平均値は1.08±.65であった。３つの下位尺
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度得点の平均値は，高い順に「身体領域」1.49±0.93，「認
知領域」0.95±.68，「社会領域」0.94±.66であり，身体領
域の疲労が高いことが示された。
　肝疾患特異的なQOLの程度を表すCLDQの総点の平均
値は，4.98±1.00であった。６つの下位尺度得点の平均値
は，高い順に「腹部症状」5.33±1.40，「感情機能」5.08±
1.21，「心配」4.97±1.32，「全身症状」4.96±1.18，「活動」
4.90±1.53，「疲労」4.56±1.23で，「腹部症状」や「感情機
能」より「疲労」や「活動」に関するQOLが低かった。
　ライフコーダによる１日あたりの平均歩数は6,479±3,719
歩（786～16,468），運動量は160±112kcal/day（13～640），
運動強度は2.6±1.7METs/day（0.2～8.3）であり，歩数お
よび運動強度ともに身体活動の個人差があった［（　）内
は（最小値～最大値）］。さらに，運動強度を強度別に３分
類した割合では３METs未満は80.1％を占め，本対象者は

弱い運動強度を示す者が大半を占めた。
　Ｃ型慢性肝炎のみの患者55名と肝硬変もしくは肝がん
を合併している20名の患者の疲労感とQOLを比較すると，
ともに有意な差があった。病態の進行が疲労感の増強や
QOLの低下に関連していることが示された。身体活動量
では，歩数や運動量には２群間で有意な差を示さなかった
が，最も強い６METs以上の運動強度に有意な差があり，
病態の進行した肝硬変もしくは肝がんを合併した群で活発
な活動が少ないことが示された。年齢別に50歳未満と50歳
以上の２群で比較したところ，両者に有意な差はなかっ
た。しかし，両者ともに「身体領域」の「疲労」が高かっ
た（表３）。

３．疲労感およびQOLと身体活動量の関連（表４）
　FIS総得点および３つの下位尺度得点は，CLDQ総得点

表１　対象者の基本属性　　　　　　
（N＝75）

項目 区分 人数 ％ 平均 ± SD 範囲 中央値

年齢
65歳未満 42 56

60.9 ± 12.7 28～86 60
65歳以上 33 44

性別
男 38 50.7
女 37 49.3

就業
あり 36 48

なし 39 52

飲酒
あり 19 25.3
なし 56 74.7

喫煙
あり 18 24

なし 56 74.7
欠損 1 1.3

診断名
Ｃ型慢性肝炎 75 100

肝硬変 12 16

肝がん 9 12

肝硬変または肝がんの
Child-Pugh分類
（n＝20）

Grade A 12 60

Grade B 7 35

Grade C 1 0.05

HCV-RNA
陽性 27 36

1.36 ± 0.48
陰性 48 64

インターフェロン治療中
あり 29 38.7
なし 46 61.3

AST
（IU/L）

36未満（正常） 43 57.3
39.5 ± 27.4 ３～165 30.0

36以上（高値） 32 42.7

ALT
（IU/L）

５～40（正常） 52 69.3
38.2 ± 31.6 ７～166 27.0

41以上（高値）　 23 30.7

Alb
（g/dL）

3.8未満（低値） 26 34.2
3.96 ± 1.26 2.7～13.7 3.95

3.8以上（正常） 49 52.6

Plt
（×104/μL）

13.1未満（低値） 38 50.7
13.5 ± 6.22 1.7～31.5 12.9

13.1～36.2（正常） 37 49.3

グルコース
（mg/dL）

70～110（正常） 51 68
106 ± 21.2 70～205 102

111以上（高値） 24 32

T-Cho
（mg/dL）

130未満（低値） 13 17.3
130～220（正常） 43 57.3 161 ± 41.6 53～268 160

221以上（高値） 19 25.3
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表２　Ｃ型慢性肝炎患者の病期別の疲労感，QOL，身体活動量の程度

全体
（N＝75）

C型慢性肝炎のみ
（n＝55）

肝硬変もしくは肝がん
（n＝20）

項目 平均 ± SD（中央値） 平均 ± SD（中央値） 平均 ± SD（中央値） p
FIS下位尺度
　認知領域 0.95  ±  0.68（0.90） 0.86  ±  0.65（0.80） 1.48  ±  0.69（1.20） .051
　身体領域 1.49  ±  0.93（1.40） 1.26  ±  0.83（1.10） 2.13  ±  0.90（2.10） .001
　社会領域 0.94  ±  0.66（0.82） 0.83  ±  0.62（0.70） 1.29  ±  0.66（1.40） .007
FIS 総得点 1.08 ±  0.65（1.00） 0.95  ±  0.64（0.80） 1.48  ±  0.69（1.50） .003
CLDQ下位尺度
　腹部症状 5.33  ±  1.40（5.70） 5.75  ±  1.08（5.80） 4.91 ±  1.25（4.80） .005
　疲労 4.56 ±  1.23（5.20） 4.65 ±  1.22（4.80） 3.76 ±  1.25（3.70） .007
　全身症状 4.96 ±  1.18（5.80） 5.30 ±  1.08（5.50） 4.03 ±  0.91（3.90） .000
　活動 4.90 ±  1.53（5.00） 5.32 ±  1.41（5.60） 3.94 ±  1.56（4.10） .001
　感情機能 5.08 ±  1.21（4.40） 5.28 ±  1.17（5.30） 4.51 ±  1.20（4.07） .012
　心配 4.97 ±  1.32（4.80） 5.19 ±  1.29（5.20） 4.32 ±  1.33（4.50） .015
CLDQ 総得点 4.98 ±  1.00（4.90） 5.20 ±  0.93（5.10） 4.51 ±  1.00（4.20） .000
身体活動量
　歩数（day） 6,479 ±  3,719（6,205） 6,892 ±  3,600（6,882）  6,275 ±  4,219（5,316） .142
　運動量（kcal/day） 160 ±  112（148） 170 ±  117（158） 132 ±  97（106） .187
　運動強度（METs/day） 2.64 ±  1.70（2.6） 2.77 ±  1.67（2.67）  2.27 ±  1.80（1.94） .151

３未満 80.1 ±  1.45（84） 79.38 ±  13.5（84.14） 82.08 ±  17.37（88.72） .092

　運動強度別分類 ３～６ 18.7 ±  13.8（15） 18.93 ±  12.65（15.8） 17.20 ±  16.98（10.45） .127
６以上 1.34 ±  3.69（0.5） 1.69 ±  4.24（0.66） 0.73 ±  1.15（0.26） .038

表３　C型慢性肝炎患者の年齢別の疲労感の程度
（N＝75）

50歳未満の患者
（n＝15）

50歳以上の患者
（n＝60）

項目 平均 ± SD（中央値） 平均 ± SD（中央値） p
FIS下位尺度
　認知領域 0.80 ± 0.53（0.50） 0.99 ± 0.71（0.90） NS
　身体領域 1.14 ± 0.82（0.90） 1.57 ± 0.94（1.55） NS
　社会領域 0.73 ± 0.61（0.55） 1.00 ± 0.66（0.92） NS

表４　疲労感およびQOLと身体活動量，疾患関連要因の関連
（N＝75）

FIS CLDQ
FIS
総得点

認知
領域

身体
領域

社会
領域

CLDQ
総得点

腹部
症状 疲労 全身

症状 活動 感情
機能 心配

CLDQ 総点 －.81** －.68** －.80** －.77**
腹部症状 －.34** －.27** －.32** －.37**
疲労 －.83** －.83** －.83** －.76**
全身症状 －.67** －.54** －.69** －.63**
活動 －.65** －.44** －.70** －.61**
感情機能 －.78** －.78** －.68** －.77**
心配 －.50** －.46** －.45** －.50**
身体活動量
運動量 －.47** －.37** －.52** －.41** .39** .13 .38** .31* .32** .25* .38**
歩数 －.41** －.31** －.46** －.34** .32** .11 .32** .26* .30** .20 .33**
METs －.42** －.33** －.47** －.35** .35** .13 .35** .23* .25* .22 .35**

［注］FIS：疲労評価尺度，CLDQ：肝疾患特異的QOL尺度，数値はSpearman順位相関関係数，**：p＜ .01，*：p＜ .05
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および６つの下位尺度得点のすべてと有意な負の相関を示
し（r：－.27～－.83），特に下位尺度の「疲労」とは最も
強い相関を認めた。
　身体活動量との関連では，FIS総得点および３つの下位
尺度得点は身体活動量の歩数・運動量・運動強度との間
ですべて有意な負の相関（r：－.31～－.52）を示し，特に
FISの下位尺度の「身体領域」が身体活動量との相関係数
が高い傾向にあった。また，CLDQについては，「腹部症
状」を除く５つの下位尺度は身体活動量との間で有意な相
関（r：.25～ .39）が示され，身体活動量が増加するほど
CLDQは高かった。つまり，疲労感が強くなるほど，身
体活動量が減少し，QOLが低下する傾向が示された。

４．疲労感およびQOL，身体活動量と属性・疾患関連要
因の関連（表５）
　疲労感およびQOL，身体活動量と有意な相関を示した
要因について，属性要因および疾患関連要因の血液正常
値を基準とした２群間で比較したところ，FISの総得点に
おいて，「65歳以上群」「就業なし群」「Alb値3.8未満群」
「Plt値13.1万未満群」は有意に高値を示した。疲労感をよ
り感じることに関係していたのは「高齢であること」「就
業していないこと」「Alb値やPlt値が低いこと」であった 
（p＜ .05）。
　CLDQの総得点においても，「65歳以上群」「就業なし
群」「ALB値3.8未満群」「PLT値13.1万未満群」は有意に
低く，「高齢である」「就業していない」「ALB値やPLT値
が低い」者はQOLが低かった（p＜ .05）。CLDQの下位
尺度別では｢全身症状｣および「疲労」ではCLDQ総得点
と同様であったが，｢感情機能｣や｢腹部症状｣は属性要因
による差がほとんどなかった。
　身体活動量では，「65歳以上群」「就業なし群」「Alb値

3.8未満群」は有意に低値を示した。身体活動量に関係し
ていたのは「高齢であること」や「就業していないこと」
「Alb値が低いこと」であった（p＜ .05）。
　その他の性別，飲酒，喫煙，HCV-RNAが陽性であるか
否か，インターフェロン治療中の有無，血液検査データの
AST値，ALT値，グルコース値，T-Cho値には有意な差
がなかった。

Ⅲ．考　　察

１．疲労感，QOL，身体活動量と関連要因について
　75名のＣ型慢性肝炎患者の疲労感およびQOLと身体活
動量の程度について調査を行った。本調査の結果を，Ｃ
型慢性肝炎患者を対象とした先行研究（Hassoun, Willems, 
Deslauriers, Nguyen, & Heut, 2002）が示す疲労感（FIS）の
得点と比較した。この研究の下位尺度それぞれのFIS得点
の平均値は「認知領域」0.9，「身体領域」0.9，「社会領域」
0.8であるのに対し，本研究では「認知領域」0.95，「身体
領域」1.49，「社会領域」0.94であった。「認知領域」「社
会領域」の得点に差がなかったのに比べ，本研究におけ
る「身体領域」は高値を示した。先行研究との年齢の差が
あったため，50歳未満群15名で再集計したが，やはり身体
領域は高値のままであった。Losonczi, et al.（2011）の研
究も先行研究と同様の結果であった。疲労感は，年齢，病
態の進行，Alb値やPlt値の低下と関連していることが示
された。これらのことから，病態の進行（肝硬変・肝が
ん）により肝細胞の蛋白合成能力の低下により血清アルブ
ミンが低下し，脾機能亢進およびトロンボプラスチンの低
下により血小板減少が起こっていること，また，加齢（高
齢者）は療養期間が長く，病態が進行している可能性が若
年者と比較し高い可能性がある。

表５　疲労感およびQOL，身体活動量と関連要因別比較

FIS尺度・運動量 FIS 総得点 認知領域 身体領域 社会領域 運動量 歩数 METs
n 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p

年齢
65歳未満 42 0.96 ± 0.68（0.71）

.5
0.85 ± 0.63（0.73）

NS
1.27 ± 0.88（1.0）

.02
0.87 ± 0.67（0.69）

NS
189 ± 124（170）

.01
7,464 ± 3,739（7,964）

.01
3.03 ± 1.75（2.95）

.02
65歳以上 33 1.25 ± 0.67（1.3） 1.10 ± 0.74（0.98） 1.76 ± 0.93（1.8） 1.07 ± 0.64（1.3） 124 ± 85（102） 5,455 ± 3,428（5,187） 2.15 ± 1.55（1.85）

就業
あり 39 0.89 ± 0.69（0.69）

.01
0.81 ± 0.66（0.65）

.04
1.18 ± 0.87（1.0）

.01
0.79 ± 0.68（0.57）

.02
181 ± 103（166）

.03
7,411 ± 3,491（7,645）

.03
2.96 ± 1.60（2.80）

.04
なし 36 1.29 ± 0.63（1.4） 1.11 ± 0.69（0.98） 1.82 ± 0.89（1.8） 1.13 ± 0.60（1.3） 137 ± 120（113） 5,678 ± 3,796（4,761） 2.28 ± 1.70（1.90）

Alb
（g/dL）

3.8未満 26 1.34 ± 0.60（1.5）
.01

1.17 ± 0.67（1.1）
.03

1.86 ± 0.85（1.9）
.01

1.16 ± 0.58（1.3）
.02

131 ± 113（ 80）
.03

5,453 ± 4,368（3,479）
.03

2.13 ± 1.88（1.24）
.02

3.8以上 49 0.96 ± 0.71（0.73） 0.84 ± 0.67（0.70） 1.29 ± 0.92（1.1） 0.85 ± 0.68（0.68） 176 ± 110（160） 7,178 ± 3,215（7,065） 2.91 ± 1.56（2.76）

Plt
（×104/μL）

13.1未満 38 1.23 ± 0.65（1.3）
.03

1.05 ± 0.69（1.0）
NS

1.76 ± 0.89（1.7）
.01

1.07 ± 0.63（1.2）
NS

141 ±  97（129）
NS

5,998 ± 3,701（5,796）
NS

2.33 ± 1.58（2.24）
NS

13.1～36.2 37 0.94 ± 0.71（0.70） 0.86 ± 0.68（0.75） 1.22 ± 0.91（1.0） 0.84 ± 0.68（0.66） 180 ± 125（171） 7,176 ± 3,693（7,917） 2.95 ± 1.79（3.00）
CLDQ尺度 CLDQ 総得点 腹部症状 疲労 全身症状 活動 感情機能 心配

n 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p 平均 ± SD（MD） p

年齢
65歳未満 42 5.22 ± 0.96（5.3）

.04
5.48 ± 1.21（5.6）

NS
4.74 ± 1.23（5.0）

.01
5.23 ± 1.10（5.6）

.01
5.45 ± 1.35（5.8）

.00
5.21 ± 1.22（5.3）

NS
5.19 ± 1.31（5.5）

NS
65歳以上 33 4.67 ± 0.68（4.9） 5.60 ± 1.17（5.8） 4.00 ± 1.26（4.0） 4.55 ± 1.17（4.7） 4.32 ± 1.62（4.7） 4.91 ± 1.22（5.2） 4.67 ± 1.37（4.7）

就業
あり 36 5.22 ± 1.01（5.3）

.02
5.46 ± 1.34（5.7）

NS
4.67 ± 1.37（5.0）

.04
5.32 ± 1.14（5.6）

.01
5.48 ± 1.32（5.8）

.01
5.28 ± 1.20（5.5）

NS
5.15 ± 1.35（5.2）

NS
なし 39 4.71 ± 0.93（4.6） 5.60 ± 1.00（5.7） 4.14 ± 1.15（4.6） 4.58 ± 1.12（5.4） 4.38 ± 1.64（5.1） 4.85 ± 1.22（5.4） 4.75 ± 1.34（4.8）

Alb
（g/dL）

3.8未満 24 4.45 ± 0.86（4.6）
.01

5.36 ± 1.13（5.3）
NS

3.91 ± 1.19（3.8）
.01

4.34 ± 1.08（4.2）
.01

4.07 ± 1.71（4.6）
.01

4.80 ± 1.11（5.0）
NS

4.26 ± 1.14（4.1）
.01

3.8以上 49 5.26 ± 0.97（5.6） 5.62 ± 1.21（5.8） 4.69 ± 1.27（4.9） 5.30 ± 1.11（5.6） 5.42 ± 1.27（5.7） 5.23 ± 1.26（5.5） 5.33 ± 1.32（5.0）

Plt
（×104/μL）

13.1未満 38 4.77 ± 0.95（4.6）
.04

5.59 ± 1.13（5.7）
NS

4.13 ± 1.18（3.9）
.03

4.70 ± 1.17（4.6）
.04

4.63 ± 1.71（5.0）
NS

4.82 ± 1.27（5.1）
NS

4.77 ± 1.27（4.8）
NS

13.1～36.2 37 5.19 ±1.02（5.3） 5.46 ± 1.25（5.7） 4.71 ± 1.34（5.0） 5.24 ± 1.15（5.4） 5.28 ± 1.36（5.7） 5.34 ± 1.12（5.4） 5.16 ± 1.42（5.6）
［注］Mann-WhitneyのU検定，SD：標準偏差，MD：中央値，FIS：疲労感尺度，CLDQ：肝特異的疾患QOL尺度
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　本研究のうち，肝硬変もしくは肝がんを合併していない
55名のCLDQの平均値を先行研究（Younossi, et al. 1999）の
肝硬変がない肝疾患患者と比較すると，本研究のCLDQ
の総点5.20に対し5.14であり，ほぼ同様であった。また本
研究においても，Ｃ型慢性肝炎のみの患者と肝硬変もしく
は肝がんを合併した患者との間のCLDQ得点には有意な
差があり，先行研究と同様であった。CLDQの総点にお
いて，年齢，病態の進行，Alb値やPlt値の低下は，QOL
の程度に有意な差があった。QOLでも疲労感と同様の要
因が関連しているものと推察された。
　身体活動量の程度は，７日間の平均歩数6,479±3,719
歩，運動量の平均160±112kcal，身体活動強度平均2.64±
1.70METsであった。65歳未満が7,464歩，3.0METsであ
るのに対し，65歳以上が5,455歩，2.2METsと有意に身体
活動量が少なかった。また，慢性疾患患者を対象とした
調査では65歳未満が7,789歩，3.0 METs，65歳以上が6,293
歩，2.5 METsであった（松藤・藤田・安田，2009）。松藤
ら（2009）の調査した慢性疾患患者のうち糖尿病患者は約
４割であることから，このなかには運動療法の指針をもと
に積極的に運動を行っている患者が含まれていたと考えら
れる。また，健診受診者1,878名を対象にした平均年齢63

歳の１日の平均歩数は6,061～6,499歩，歩行による１日の
平均運動量は115～201kcal/day（岸本，他，2010）であり，
本研究の対象者とほぼ同じ身体活動量であった。これらの
ことから，高齢であることが身体活動量の差に関連してい
たと思われる。先行研究（Aung, et al., 2011）では，在宅
高齢者の血清アルブミンが低い場合は身体機能（移動能
力，膝伸展力，IADL）が低いことを示唆している。本研
究においてもアルブミンの低下と身体活動量（運動量，歩
数，METs）の低下を認めたことから，栄養状態と身体活
動量は影響があると考える。

２．疲労感およびQOLと身体活動量の関連について
　本研究の疲労感およびQOLと身体活動量の３つの間に
は有意な相関が示された。疲労感とQOLには有意な負の
相関があり，QOLに最も強い相関を示したのは「身体領
域」の疲労感であった。疲労感に最も強い相関を示したの
はQOL尺度の下位尺度の「疲労」であった。加齢や病態
の進行，Alb値やPlt値の低下は，疲労感とQOLの両者に
有意な関連があり，加齢や病態の進行に伴う肝機能低下が
影響していると推察される。Ｃ型慢性肝炎患者の疲労感は
「身体領域」が最も高く，次いで病態の進行に伴い「社会
領域」よりも「認知領域」の疲労感が強くなった。
　身体活動量は「身体領域」の疲労感と最も強い負の相
関を示し，身体的な疲労感の程度と活動量に関連があっ
た。また，身体活動量とQOLの間には有意な相関があり，

身体活動量が高いこととQOLが高いことに関連があっ
た。身体活動量が高くなることは，「心配」「疲労」「活動」
「全身症状」といった下位項目のQOLを高めることにな
るため，疲労の程度に応じた身体活動量を高めることは
Ｃ型慢性肝炎患者の看護に必要であると考える。Vázquez-
Vandyck, et al.（2007）は，肝機能障害患者においては社会
復帰の遅延，QOLの低下，運動耐容能の低下があり，必
要以上の安静を解除し，社会復帰に向けた運動の重要性を
報告している。また，Breathwalk（ヨガ式ウォーキング法）
の介入によりALT，ALT/AST比および総ビリルビンの減
少，７人の患者のうちの４人にウイルス量の減少を認めた
と報告（Vázquez-Vandyck, et al., 2007）し，インスリン抵抗
性，肝臓線維化予防のための運動介入の必要性を指摘して
いる。Ｃ型慢性肝炎患者の身体活動量が高いこととQOL
が高いことに関連があることからも，疲労感，検査値，病
態の進行を考慮しながら運動療法を取り入れることが患者
のQOLの向上につながると考える。

Ⅳ．研究の限界と今後の課題

１．今回の調査に使用した『ライフコーダEX』は，自転
車での運動に関してはカウントされないこと，水の中で
は使用できないため水泳や入浴中のカロリー計算はでき
ないことが問題とされる。

２．ライフコーダをつけることで身体活動に対するモチ
ベーションが上がり，普段の自然の運動量に比べ意識的
に活動してしまう傾向がある。また，身体活動量の測定
に興味のある対象者が集中した可能性がある。

３．患者の環境要因調査（経済面，家族構成，仕事内容），
肝機能調査，睡眠状態，うつ症状に関する調査などの要
因に対する調査には及ばず，基本的な調査にとどまっ
た。今後さらなる調査が必要である。

結　　語

　Ｃ型肝炎患者の疲労感，QOL，身体活動量の程度と関
連について，以下の結果を得た。
１．疲労感が高い患者は「身体領域」の疲労を強く感じ，
病態の進行により「社会領域」よりも「認知領域」の疲
労感を強く感じるようになった。

２．病態の進行によりQOLが低下することが示唆された。
３．身体活動量は一般住民と同等であったが，病態の進行
により活発な活動の割合が少なくなった。

４．疲労感とQOLおよび身体活動量には強い関連があり，
疲労感が強いほどQOLが低く，身体活動量が少なかっ
た。
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５．疲労感を高めQOLを低下させることに関連していた
のは，「65歳以上」「就業なし」「Alb値3.8未満」「Plt値

13.1万未満」であった。

要　　　旨

　本研究はＣ型慢性肝炎患者の疲労感とQOLを明らかにし，身体活動量や関連要因の検討を行った。Ｃ型慢性
肝炎患者75名を対象に，疲労感尺度（FIS），肝疾患特異的QOL尺度（CLDQ）の質問紙調査と身体活動量を測
定した。疲労感が強い者は身体領域の疲労が強く，病態の進行によりQOLが低下した。FIS，CLDQはともに
有意な相関を示し，身体活動量は平均歩数6,479歩，運動量160±112 kcal/day，運動強度2.6±1.7 METs/dayであっ
た。身体活動量は，３ METs未満が80％と運動強度は多くが低値を示した。関連要因は，「65歳以上群」「就業な
し群」「Alb値3.8未満群」「Plt値13.1万未満群」がFISは高値を示し，CLDQは低値を示した（p＜ .05）。Ｃ型慢
性肝炎患者では，疲労や病態の進行を考慮しながら身体活動を高めることが重要であることが示唆された。

Abstract

 The objective of the present study was to clarify fatigue among patients with chronic hepatitis C （HCV）, along with 
liver disease-specific quality of life （QOL）. In addition, an accelerometer was used to measure levels of physical activity 
and investigate relationships to fatigue and liver disease-specific QOL. The Fatigue Impact Scale （FIS） and a liver disease-
specific QOL scale （Chronic Liver Disease Questionnaire; CLDQ） were assessed through a questionnaire, and studied in 
combination with levels of physical activity. A total of 75 subjects were analyzed. Subjects displayed severe fatigue in terms 
of physical functioning on the FIS, and those with advanced disease exhibited low CLDQ scores. Mean values for levels of 
physical activity were 6,479 steps, 160±112 kcal/day for amount of exercise, and 2.6±1.7 Mets/day for exercise intensity. 
FIS and CLDQ correlated significantly with levels of physical activity, and more severe fatigue corresponded to lower QOL 
and lower levels of physical activity （p＜.05）. Mean number of steps for patients with HCV was comparable to that of the 
general population, but patients showed lower exercise intensity. It’s been suggested it is important for patients with HCV to 
increase physical activities while considering fatigue level and the progress of clinical condition.
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はじめに

　現在，看護系大学は平成３年度の11校から平成22年度
では188校に急増し，看護師国家試験合格者のうち学士
課程修了者は２割を超すようになった（日本看護協会，
2010b）。その背景には，少子・超高齢化社会の到来と医療
の高度化における質のよい看護ケアの提供が求められてい
る。しかしながら，看護学生の臨地実習では高度医療機器
とハイリスク患者が多く，基礎実習はかなり制約され，学
校で学んだ看護行為を思うように生かせない現状があり，
それとともに現代の多様化された学生の特徴として医療職
としての目的意識の希薄化，学習意欲の低下が指摘され，
学士課程で学生が身につけるべき学習成果が課題とされて
きている（日本看護系大学協議会，2010）。
　日本看護協会（2010a）の調査においては，新卒看護職
者の１年以内の離職率は2004年度から2009年度にかけて
9.3～8.9％を示している。またこの調査（2009年看護職員
実態調査）では，職場における悩みや不安として，20～24

歳という新卒者の年齢層では「医療事故を起こさないか
不安である」が81.1％（全年齢層では61.6％）を占めてい
た。この主な要因に，「（看護）基礎教育終了時点の能力
と看護現場で求められる能力とのギャップ」（日本看護協
会，2010a）が取り上げられており，新卒看護師は看護基
礎教育終了時点の自己の能力と現場で求められる能力に
ギャップ感じ，ハイリスクの患者をケアするにあたり，高
度医療機器に囲まれた医療環境に身を置いている自己に対
して危機感を抱いている現実がある。このような反応を， 
Kramerは1974年にリアリティ・ショックについて「数

年間の専門教育と訓練を受け，卒業後の実社会での実践
準備ができていないと感じる新卒専門職者の現象，特
定のショック反応である」と定義づけている（Kramer 
& Schmalenberg, 2004）。日本においても「現実と理想の
ギャップ」や「バーンアウト」現象としてとらえており，
平賀・布施（2007）は，この現実と理想と間のギャップ
を感じることで生じる身体的・精神的・社会的な総合事
象としてとらえている。また，新人看護師のリアリティ・
ショックの対策として，クリニカルコーチ，プリセプター，
相談役等の配置，新人看護師のための特別教育プログラ
ム，指導方法等の新卒看護師のリアリティ・ショック予
防に関する報告（糸嶺・鈴木・叶谷・佐藤，2006；喜多・
村上，2005；森田，2009；竹原，2011）が数多くされてき
ている。日本看護協会の新人看護師職場定着促進の調査
（2010a）においては，①教育研修体制が十分整備している
病院では新卒看護職員の離職率が低い，②看護部に教育研
修責任者が配置されている病院では離職率が低い，③責任
者を専従で配置したほうが離職率は低くなる。という報告
がされている。
　各病院施設での新卒看護師の教育体制の重要さが指摘さ
れるが，新人教育の問題は臨床サイドだけでなく，むしろ
教育サイドにも大きな問題である。教育機関のカリキュラ
ムと日々進歩している臨床現場での看護ケアには常に時間
的なギャップが存在しており，即，カリキュラムに取り
入れることがなかなか困難な現状がある。これが新人看
護師を臨床でつまずかせる一原因となっているともいえ
る。1960年代米国での看護教育が大学教育に移行したとき
に，臨床と教育の乖離の問題（亀岡・竹尾，2003）に関し
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て，ユニフィケーションモデル（unification model），つま
り看護教育・実践・研究の有機的一体化とした取り組みが
1980年代日本に紹介され，現在，各施設でのスタッフ間の
人事交流の取り組みがされている（亀岡・竹尾，2003；作
田，2008；田代・鶴田，2000）。しかしながら，臨床と基
礎教育のギャップを解決するために，新人看護師サイドか
ら取り組みとして，看護学生のスムーズな臨床への移行に
取り組んでいる研究は数少ない。「実際，新人看護師が卒
業後臨床でどのようなことにギャップを感じ，それに対し
てどのように対処しようとしているのか」という research 
questionをもとに，このギャップを少しでも緩和しスムー
ズな移行を促す新たな教育方法の探究が喫緊の課題であ
る。そこで本研究の目的は，新人看護師のリアリティ・
ショックの現状を理解し，大学から臨床へのスムーズな移
行を促す看護基礎教育のあり方を探ることとした。

Ⅰ．研究方法

１．研究デザイン
　この研究方法は，research questionを満たすため質的研
究の記述的現象学を用いた。記述的現象学の特徴は，その
現象にいる対象者の生きた経験の意味を理解することで，
対象者の主観的な意識に焦点を当てる研究方法である。こ
の方法によって，新人看護師の経験を網羅的に理解するこ
とができる。

２．研究対象者
　Ａ大学を卒業後，同大学の附属病院に就職した新人看護
師を対象とした。，ただし，①オペ室勤務の看護師，②産
科病棟，NICU勤務の助産師，のいずれかに該当する勤務
者は，一般病棟勤務の看護業務に比べ「病棟の特殊性によ
りリアリティ・ショックの影響を受けやすい」という先行
研究（芳賀ら，1999）の結果から，この研究の対象から除
外することした。

３．倫理的配慮
　この研究を実施するにあたり，Ａ大学医学部医の倫理委
員会の承認（2011年８月11日），Ａ大学附属病院看護部倫
理委員会の承認（2011年８月29日）を受け開始した。デー
タ収集期間は平成23年11月から平成24年１月にかけて看護
部からの紹介後，電話で内容の説明と業務との利害関係は
なく，研究参加は自由意志であることを伝え同意を得た。
インタビュー前に，研究の趣旨，研究方法，逐語録のため
録音の同意，自由意思による参加，中途辞退の保障，プラ
イバシーの保護，研究成果の公表について文章と口頭で説
明して同意のうえで実施した。

４．データ収集
　インタビューは研究グループのなかでも新人看護師と面
識のない研究者によってopen-endインタビューで実施し
た。現象学的アプローチでは，本来の意味を明らかにする
ために研究者の先入観を伏せて，またbrackets（先入観を
封じ込めること）によって，より対象者の思いを引き出す
方法をとることが特徴である。このことは，対象者の思い
にバイアスをかけることを防ぎ，より信頼性の高い情報を
得ることになる（Moustakas, 1994）。インタビューは１～
１時間半，対象者のいちばん都合のよい時間帯の看護部の
小会議室を設定した。質的研究におけるサンプルサイズは
量的研究に比べると一般に少なく，現象学では，対象者の
思いやその現象に関する考え，それに関する人生の意味を
より深く見つめることができるように時間をかけてインタ
ビューが行われる。この形式は，一般に質的研究では深
層インタビューとよばれている。この深層インタビュー
は，継続的なかかわりのため，通常６～８名といわれてい
る（Morse & Richards, 2002）。本研究過程で８名のインタ
ビューを終了した時点で，いままでの内容に新規性が乏し
い状態であるデータの飽和を感じた。データの飽和を確認
するためさらに続け，10名の時点でテータ収集終了とし
た。
　現象学的なインタビューの質問は，現象に対する生き
た経験（lived experience）を含んだ最小限の質問となる
（Moustakas, 1994）。本研究では「入職して，いまどのよう
に感じていますか？　期待すること不安に思うことは何で
すか？」とし，さらに深層インタビューとして「よろし
かったら，そのことについて，もっと詳しく述べていただ
けますか？」「そのことは，あなたにとってどのような意
味をもたらしたのですか？」と促し，場面の描写を明らか
にして理解を深めるように試みた。インタビュー終了時点
で基本データの収集を実施した。

５．用語の定義
　「リアリティ・ショック」について，平賀・布施（2007）
がKramerの定義を基本にした次の操作的定義を用いるこ
とにした。すなわち「リアリティ・ショックとは，就職
後に看護基礎教育で形成された看護の理想と現実の間に
ギャップを感じることによって生じる身体的・精神的・社
会的なものを含む総合的な現象」（平賀・布施，2007）で
ある．

６．データ分析
　現象学で一般に使用されるColaizzi（1978）の分析方法
を用いた。この分析方法は，以下のようなステップからな
る。
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　①逐語録（プロトコール）を読みながら録音を聴き対象
者の語りの世界を思いめぐらす

　②プロトコールから research questionに関した重要発言
を抽出する

　③抽出した重要発言に「意味づけ」をする。意味づけが
不明確な場合は，再度対象者に確認をとる

　④意味づけした内容に適したテーマを設定する。これを
繰り返す

　⑤類似のテーマを意味に適したクラスター，およびより
大きい最終カテゴリーに分類する

　⑥この研究で得られた現象を詳細に記述する
　⑦最終段階として，この研究で得られた結果をそれぞれ
の研究対象者へフィードバックし内容の正確さを検証
する

　この最終段階で新しいデータがあれば最終結果に追加す
る。プロトコールの分析には，質的研究コンピュータソフ
トウェア『NVivo 9』をColaizziの分析の⑤の段階まで使
用した。

７．科学的正確さ（trustworthiness, rigor）確立のための
プロセス
　質的研究の科学的正確さは，credibility（信憑性），trans-
ferability（移転性），dependability（信頼性），confirmability
（確証性）が提唱されている（Lincoln & Guba, 1985）。科
学的正確性を高めるための技法として，対象者との継続
性，詳細な観察とフィールドノートへの記載がある。本研
究ではこれらを triangulation（３方向からの取り組み）と
した。また，すべての分析過程は研究メンバー２名以上で
実施し，データ（逐語録，インタビュー録音），データ追
跡記録（audit trail），フィールドノート，最終段階の参加
者による内容の同意によって信頼性・確証性が立証され
た。

Ⅱ．結　　果

１．参加者の概要
　本研究の参加者は女性８名，男性２名の合計10名の新人
看護師で，平均年齢23.4±0.67歳であった。配属は内科系
３名，外科系７名で，インタビューの時期は入職後７～９

か月であった。

２．インタビュー内容の分析の結果（表１）
　４つのカテゴリー〈①学生時代を顧みて〉〈②新しい環
境での葛藤とチャレンジ〉〈③新人が育つ理想的な教育環
境〉〈④プロフェッショナルへのステップ〉に集約された。
おのおののカテゴリーのなかから，新卒看護師が感じてい

るリアリティ・ショックを最も表しているテーマとその
テーマとなった参加者の重要発言を示しながら述べる。
　カテゴリー〈①学生時代を顧みて〉では，クラスター
｛不十分な学生時代の臨床実習｝が取り上げられる。この
クラスターのテーマのなかでいちばん重要発言が多かった
のが「学生時代の学びと臨床のギャップ」であった。
　P5：実際，実習に行ったからといってそんな何もできない

し，バイタルサインを測るくらいしかできないんで……。

コミュニケーションをとりに行ったぐらいしか印象にな

いですね。

　P7：学生のときはできることが限られていたんで，実際，
入ってから一から身につけることが多いいですね。

　学生時代は low riskの患者のバイタル測定とコミュニ
ケーションが主で，なかなか患者の治療のなかに踏み込

表１　入職から半年：新人看護師の振り返り

カテゴリー クラスター テーマ
学生時代を顧
みて

看護師を目指
したきっかけ

看護師となった理由
国家資格の安心感

不十分な学生時
代の臨床実習

学生時代の学びと臨床のギャップ
臨床実習での経験不足
今後の理想的な実習形態
実習に臨む姿勢
実習で学んだことを業務で応用することのむずかしさ
卒業前の１年間のブランク

新しい環境で
の葛藤とチャ
レンジ

先輩ナースと
の関係

大きなプレシャーとなっている先輩看護師
恐怖体験となる先輩からの叱咤
肩身の狭い職場環境

新しい環境へ
のコーピング

入職後の緊張した日々
入職時に比較されることへの気まずさ
看護師役割がとれない自分
めまぐるしく変化する臨床への不適応
理想の看護と現実のギャップ
理想の成長曲線が描けないもどかしさ
初めてのターミナルケアへの衝撃
新人看護師という甘えと葛藤
看護師としての生活のリズムへの不適応
入職前の技術の不安を払拭した卒後研修
職場環境への慣れ

新人としての
日々のプレッ
シャーへの対処

日々の努力と勉学の必要性
人と話すことでの心の整理
仕事に対するスタンス
自分への励まし

新人が育つ理
想的な教育環境

容易な職場へ
の移行

先輩からの適切なフィードバック
習得が容易な技術
臨床へのスムーズな移行

理想的な職場
環境

新人を受け入れる病棟の雰囲気
安心できる新人育成の環境
チーム医療としての連帯意識

プロフェッ
ショナルへの
ステップ

専門職としての
自覚の高まり

新人看護師が描く一人前の姿
看護職の重責への気づき
患者さんに寄り添えるきめ細やかな看護の必要性
患者さんに役に立ちたいという切なる思い
理想とする看護師像
看護の視点のめばえ
将来の看護領域への興味
状況判断能力の習得

看護師として
の自己の成長
の喜び

臨床を通しての自己の成長
看護師としての充実感と喜び
生きることへの再認識

［注］■はリアリティ・ショックに関連するテーマ



大卒新人看護師のリアリティ・ショック

74 日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014

んでいけなかった。しかし，入職するとhigh riskの患者の
受け持ちとなり，学生時代の受け持ちとレベルが違いす
ぎ，ケアの差に戸惑いを訴えた。このような学生時代と
のギャップを埋めるために「実習の時間をもっと長くし
たほうがいいのでは」，不安が大きかった技術面に関して
は「一つひとつの技術を評価して，合格してから臨床実習
に出す必要性」，そして，実際に看護師はどのような勤務
をしているのかを知るために「看護業務のスケジュールを
知り，一人の看護師のシャドーとして実習すると仕事全体
を理解することができ，充実した実習ができるのではない
か」，また，自分の実習態度を顧みて「実習生は，実習に
対する目的意識の違いが実習態度に現れているので，臨床
実習にあたるには目的意識をはっきりともって実習に臨ん
でほしい」といった意見が出された。
　カテゴリ〈（②新しい環境での葛藤とチャレンジ〉にお
いては，先輩との対人関係の問題が述べられた。クラス
ター｛先輩ナースとの関係｝において最も多くの重要発言
が集中しているテーマは「大きなプレッシャーとなってい
る先輩看護師」であった。
　P6：ナースって怖いイメージがあって，女性が多い職場で

すし……。

　P2：上下関係もしっかりしてますし，言葉づかい一つでも
指導を受けますし，そういうなかでなかなか，働くとい

うか，人間関係的にもなかなかつらいなっていうのがあ

りますね。

　いままでの臨床実習でのナースのイメージが潜在的な恐
怖感にもつながって，先輩に声もかけられない面がみられ
ていた。そのうえ，学生時代と全く異なり，実社会での縦
の関係にどのように対処してよいかわからず戸惑いをみせ
ていた。
　クラスター｛新しい環境へのコーピング｝において多く
の重要発言を占めていたのは，テーマ「入職後の緊張した
日々」と「入職時に比較されることへの気まずさ」であっ
た。
　P3：仕事中も緊張して，休憩も全然，ご飯が美味しくな

くって，家に帰ってもうほぼ寝るだけの生活が最初続い

たので，働くのが本当にしんどくなりました。これが社

会人かって思いました。

　P5：本当に何もわからなかったので，多分，わからな過ぎ
て，その場にいるのがつらかったと思うんです。

　そして，「入職時に比較される事への気まずさ」におけ
る重要発言では，
　P1：恥ずかしいというか，早く追いつかないといけない

なっていうのがまずは出てくるので，少しでもがんばら

ないと，情けないなっていうのがあった。

と，同僚と看護技能面で比較されること，多重業務と業務

のスピードについていけないこと，実習のときとは異なり
ゆっくり患者と向かい合う時間がとれないこと，初めての
ターミナルケアでの衝撃など，日々緊張した状況であり，
理想とした自己成長曲線が描けない焦りが語られた。
　P2：他の同期の方がうまくできているのに自分はなんでで

きないのかとか，患者さんのこと本当にみれてないのか

な……。処置に一杯一杯で……。つらいというか……。

本当に不甲斐ない感じがしました。

　P6：とにかく業務が多いので，間に合わないというのが，
もう一杯一杯なので，初めは１人しか持たないが，その

うち２人３人，深夜だともっと人数が増えますし……。

頭のなかがグヤグチャで，ポンポン抜けてったっていう

のがあり，それがいちばん不安でした。

　このクラスターを占める重要発言は「つらい」「情けな
い」という言葉が多く出てくる。入職前に描いていた自己
の理想像とはかけ離れた自己を惨めに思っていた。
　このようなプレッシャーへの対処として，クラスター
｛新人としての日々のプレッシャーへの対処｝において
「日々の努力と勉学の必要性」「人と話すことでの心の整
理」「仕事に対するスタンス」のテーマに多くの重要発言
を集めていた。
　P1：大学よりも勉強するようになりました。
　また，先輩のアセスメントを間近に見て自分のものにし
ようとしている新人や，日々の指導を受けた事柄をノート
に記載することで不安が解消していったと話した新人もい
た。また，同期や親友，母親等と話すことでストレスを発
散していた。
　P6：社会人なんだし，甘えは許されない。
など，入職後７か月経った責任感と自省の念も出ていた。
　カテゴリー〈③新人が育つ理想的な教育環境〉におい
て，リアリティ・ショックの緩和のためにクラスター｛容
易な職場への移行｝｛理想的な職場環境｝が提案された。
｛容易な職場への移行｝においては，テーマ「先輩からの
適切なフィードバック」が多くの重要発言を占めていた。
このなかには適切なフィードバックと不適切なフィード
バックが存在していた。
　P7：最初，緊張ばかりだったんですけど，「ていねいに患

者さんとかかわれていますね」とかそういうのを書いて

もらうと，そうやって見てくれている先輩がいるんだ

なっていうのがうれしかったりしました。また，がんば

ろうと。

　P2：マイルドに言ってほしかったなっていうのが……。い
まはだいぶ優しく教えていただいているのですが……。

報告一つでも先輩に対してなかなか躊躇してしまったり

とか，怖くってまた怒られるんじゃないかって錯覚を覚

えたり……。
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　クラスター｛理想的な職場環境｝では，テーマ「新人を
受け入れる病棟の雰囲気」に多くの重要発言が寄せられて
いた。それには，入職当初なかなか病棟に馴染めないため
にスタッフのなかに入れなく，居場所のない状況が続き，
ともすれば無視されたような孤立した状況に陥っていた。
このような職場を新人は，理想とする職場であれば自分た
ちの能力がいまより発揮できるのではないかと期待してい
た。
　P3：言いやすい環境をつくって……。相談しやすい環

境……。そういうのって，ひとりじゃなく全員で整えて

いかないといけないし……。

　テーマ「安心できる新人育成環境」においては，理想と
する新人が馴染める病棟の指導体制が語られた。
　P1：不安はありましたが，フォローさんがいてくれるの

で……。ちょっと困ったらすぐに声をかけてくれるので，

すごくありがたいです。なので技術の面に関しては，全

く不安はなくなりつつあります。

　この他，先輩から励ましのコメントを週の終わりにも
らったり，スタッフ全員で取り組む姿に一人ではないチー
ム医療の一員であるという認識に目覚め，それがモチベー
ションにつながった者もいた。新人は当初の困難を克服し
つつ，自己のプロフェッショナルとしての認識をつかみつ
つあった。
　最後のカテゴリー〈④プロフェッショナルへのステッ
プ〉は，２つのクラスター｛専門職としての自覚の高ま
り｝｛看護師としての自己の成長の喜び｝に集約された。
｛専門職としての自覚の高まり｝のなかのテーマ「看護職
の重責への気づき」のなかでリアリティ・ショックに直面
していた。
　P2：やっぱり華やかなイメージが入ってきてしまっていた

ので，もうちょっと，患者さんの命を預かっているって

ことを考えたときに，そこに求められる責任感とか，実

際に自分のやったことが患者さんに影響するので，その

責任の重さが，厳しさとか，一つ一つ正確にやらなきゃ

いけなかったりとか，そういうところに表れてくるのか

なって思うので，いま進めなくって，思ったように。

　P6：自分のミスが自分だけのミスじゃなくって，上のほう
のミスってことにもなるっていうことで，やっぱり連帯

責任が大きいかなっていうのは，学生のときとはすごい

大きな違いかなと思います。

　臨床の第一線で看護職として働くということが，人の命
に直接結びつく重要な仕事であることを認識し，学生時代
以上に勉学に勤しんでいた。また，テーマ「生きることへ
の再認識」に新人看護師のリアリティ・ショックが表れて
いた。それは，人の死に初めて直面したショックであっ
た。

　P1：（がんを告知された患者さんとの会話の後）自分の
人生について考えたことがなかったので，本当に残され

た時間が短くなったときに考えることってすごく多い

なって……。本当に直面したら，自分の人生考えないと

いけないんだなって。まだ長いと思わず，人生をいろい

ろ考えなければいけないのかなって思いました。

　人の死に直面したことがなかったゆえに大きなショック
を受け，死にゆく患者さんから命とはどういうことなのか
を教えられ，命の尊さを考えさせられた。普段何気なく生
きている自分を顧み，自分の人生をもっと大切にして日々
生きなければと自己の生きる姿勢を悔い改めていた。
　入職して新人看護師は，学生時代には想像もしていない
現実に直面し，悩み，苦悩しながらも７か月が経つと，い
ままでの自分のケアを顧みて本当の看護とは何かを追求し
ようとする姿勢をみせていた。
　P2：本当に患者さんのことを考えて働いていたかっていう

ところですね。自分は清拭だったら，清拭をすればいい

やって感覚で一時期いたので，それもただの処置とか業

務であって，清拭って何のためにするのかとか……。そ

れを考えずにやっていたこともあったので，それって看

護じゃないなって思って……。

　また，いままで見えていなかったことが見えてくるよう
になり，もっとじっくり患者さんにかかわり家族を含めた
トータルケアの必要性を感じ，ケアの視点が広がってきて
いた。
　P7：７か月たって，できてきていることは多くなってきて

いると思うのですが，できていないこと，いままで気づ

かなかったできていないことがどんどん目につくように

なって……。

　自分の成長に喜びを感じるとともに，いちばんのうれし
い評価は患者からの「ありがとう！」の感謝の言葉であ
り，また，先輩からの評価であり，それらは彼らの大きな
励みとなっていた。目下，彼らの目標は一日でも早く一人
前の看護師になることであった。自立して看護業務の最低
限のケアをできるようになり，患者さんとの信頼関係が築
け，患者さんの立場で考えられるケアができるようになる
こと。そして，チームのスタッフをサポートできるような
看護師を目標としていた。

Ⅲ．考　　察

１．大卒新人看護師のリアリティ・ショックの現状の理解
　平賀・布施（2007）は，リアリティ・ショックの構成８

因子（職場の人間関係，看護実践能力，身体的要因，精
神的要因，業務の多忙さと待遇，仕事のやりがいと楽し
さ，業務への責任感，患者の死に関する対応）を報告して
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いる。今回のわれわれがインタビューした新人看護師の６

か月間の経験の結果も，ほぼこの構成要因に網羅されてい
た。そのなかでもクローズアップされるのが，①看護師と
して求められる能力のハードルが高すぎ，何もできない自
己に対するショック，と②職場における先輩との人間関係
に社会的なパワーを感じ馴染めない現実，であった。看護
大学で学際的に多方面から学ぶことができても，実際の臨
床看護実習においては，十分な臨床実習ができていなかっ
たのが現状であった。
　「実習計画を立てても，実習生だからできないんです
よ……。普通に自分が看護師だったらっていう計画。それ
を考えるだけで実際，実践ができなかったから……（P8）」
という重要発言からみられるように，学生は真剣にクラス
で学んだことを実践しようとするが，臨床では看護学生と
いうことでケアを制限される場合も現在のhigh risk患者の
多い臨床現場では多々あり，看護学生の自分を生かす場が
臨床現場にないことで期待していた臨床実習への失意と最
低限のケア（バイタル測定とコミュニケーション）に不満
すら感じており，また，忙しくしている看護師にも声をか
けられず，疎外感さえ感じていた。この現象は，ただ単に
現代の学生たちの目的意識の希薄化や学習意欲の低下だけ
ではなく，実習場の提供ができない臨床実習環境にも問題
が多くある。実際に，新人看護師となって入職してみると
「学生時代，もっと実習を長く，high riskのケアや診療の
なかまで深く入ってやっておけばよかった」「清拭とか一
つとっても，あれって試験あったかなって，総合評価だっ
たり，お互い評したりとかと思うのですけど，そういうの
をしっかりやって，ちゃんと合格してから臨床にきたほう
がいいかなと……」というような，大学のカリキュラムや
看護技術習得のためのOSCEにあたる評価の必要性等が
述べられたことは大学側として考慮していくべき要因であ
る。
　新人看護師の職場における悩み・不満の最上位は「医療
事故を起こさないか不安である（81.1％）」とされる（日
本看護協会，2010a）。この背景にあるのは，「専門能力不
足で自信がない」「これでよいのか不安になる」という思
いである。また，新人看護師は受け持ち患者が多くなると
多重業務の優先順位をつけられなくなり，「深夜だともっ
と人数が増えますし……。頭のなかがグヤグチャで，ポン
ポン抜けてったっていうのがあり，それがいちばん不安で
した」と述べている。
　欧米諸国では，リアリティ・ショックという言葉より
transition shockという言葉が多く使用されている（Hatler, 
Stoffers, Kelly, Redding, & Carr, 2011; Lee, Hsu, Li, & Sloan, 
2012; Parker, Giles, Lantry, & McMillan, 2014; Wu, Fox, Stokes, 
& Adam, 2012）。Transition period（移行期間）は，「専門看

護職としての知識・技術・価値観が要求される職業的社会
化のプロセス」と定義（Mooney, 2007; Duchscher, 2009）づ
けられている。入職後の最初の12か月から24か月が最も不
安定な時期で，専門職としてまたはその施設で勤務する
かどうかの決定を促す大切な時期であるとも報告（Price, 
2009）されている。この時期は新人看護師にとって，新し
い環境で専門知識・技術・責任・新たな役割，そして人間
関係に直面するため，身体的にも精神的にも，そして知
的にも大いなるチャレンジが求められ，ストレスフルで
不安定で刺激を受けやすい時期である。本研究において
も，毎日緊張の連続，食事さえ喉を通らず，ただ帰って寝
るだけの生活が続いていた。あまりにも学生時代と異な
る現実についていけなくなると，欠勤が目立ち始め離職
につながるプロセスとなっている（Parker, et al., 2014）。こ
の transition shockは欧米諸国においては新卒者の離職率に
大きく影響を示している報告（Hatler, et al., 2011; Lee, et al., 
2012; Parker, et al., 2014; Wu, et al., 2012）が多くされている。
新人看護師にとってこの transition period（移行時期）は，
専門的能力の開発と自己イメージ確立のためのきわめて重
大なターニングポイントとなる（Lee, et al., 2012; Welding, 
2011）と述べられている。本研究においても，約７か月後
には自分が行っている看護ケアの本質に着目することがで
きるようになってきており，１日も早く先輩のような一人
前の看護師をめざし，ともに働く先輩看護師達を一人前看
護師としてのロールモデルとして見つめ，彼らから学び，
そしてあこがれていた。これらは，彼らのプロフェショナ
ル意識を掻き立て次に進むキャリアパスへの礎になってい
た。Kramer & Schmalenberg（2004）は，「看護師の仕事に
対する満足度は，臨床判断にもとづいて質の高いケアの提
供できた時の自己の能力に結びついている」といってい
る。この専門職としての自信が患者からの感謝の言葉であ
り，先輩からの評価であった。それが励みとなっているこ
とは本研究においても示された。

２．新卒看護師のリアリティ・ショック緩和のための看護
基礎教育の内容
　看護系大学の人材育成は，日々高度化する医療技術のも
とでますます複雑になる患者や家族の多様なニーズを適確
にとらえ，科学的に理論的にアセスメントし，その個人に
とって適切なケアを提供でき，将来を担う専門職を育成
することとされている（日本看護系大学協議会，2008）。
今回の質的研究方法で新人看護師の半年を顧みることで，
彼らが感じ，経験した現実の臨床現場でのリアリティ・
ショックを少なからず理解できたように思う。今後，この
結果を根拠とする実際の臨床実習時間，実習内容，卒業時
の看護学生の看護技能習得状況，臨床側が期待する看護学
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生の入職時の看護技能等を調査したうえで，理想とするリ
アリティ・ショック対策を考案し，日本看護系大学協議会
が期待する将来を担う専門職を育成する看護教育に貢献す
るプログラムの開発が課題である。
　先進国でのこの問題の取り組みを交えながら，将来構想
を示唆してみたい。新人看護師にリアリティ・ショック
の経験を軽減させ，high riskケアや高度医療機器の操作等
を実際に学生時代に学ぶ方法として，先進国では学生時
代から学内演習でhigh riskのケアをシミュレーション学習
として臨床実習の20～50％に実施している。全米看護連
盟（National League of Nursing: NFL）は，看護学生のクリ
ティカルシンキング（批判的思考），振り返りを促進する
環境づくりを奨励しており，複雑で変化に満ちた医療環境
に対応できる新人看護師の養成が提唱され，その方策とし
てシミュレーション教育の臨床演習の増加が求められてい
る（Jeffries, 2012）。シミュレーション教育デザインの基本
コンセプトは，できるだけ本番に近い（authentic）ものが
望ましく，基礎医学・臨床医学と関連づけられた統合的
（integrated）なものでとされ，①医療の高度化に伴う医療
事故防止，②質の高い安全な医療サービスのニーズ，に
よってますます需要が高くなってきている（McNeal, 2010; 
Nehring, 2008）。このシミュレーション教育を看護学部の
教員と病院看護部の臨床指導者との協働で現実に近い状況
設定のシナリオを開発し，看護基礎教育のなかで実施する
ことができるようになれば，現在の不十分な臨床実習の問
題を解決する手立てとなるのではないだろうか。まさしく
ユニフィケーションというかたちの看護学生から新人教育
までの一貫した教育連携をとることができ，現在のリアリ
ティ・ショックを軽減または緩和に対する必須策のように
思われる。また，医療事故の原因の70％以上はコミュニ
ケーションの問題であるといわれている。特に，今回の研
究にも取り上げられた新人看護師の先輩との関係に関し
て，わからないのに尋ねられない現状があった。いまやシ
ミュレーション教育は，単なる技術能力の演習としてだけ
ではなく，コミュニケーション能力をはじめとする対人技
術や医療者に求められる基本的な態度までのすべてが包
含されている（神津，2011）。スタッフ間のコミュニケー
ションを密にすることが，職場環境を改善する一つの方法

でもある。働きやすい職場環境を新人は「言いやすい環境
をつくって……。相談しやすい環境……」と望んでいた。
大学基礎教育からシミュレーション教育を導入した研究
は数多く報告され，その有益性が期待されている（Grantt, 
2010; Guhde, 2011; Lee, Lee, Wong,Tsang, & Li, 2010; Moule, 
Wilford, Sales, & Lockyer, 2008）。
　新人看護師のリアリティ・ショックを軽減または緩和す
るための教育方法として，看護大学と臨床指導者が看護
学生から新人看護師の期間を協働して学生指導にかかわ
り，基礎看護教育時代から臨床に即した事例やhigh risk症
例のケアができるよう状況設定のシナリオベースのシミュ
レーション教育のプログラムを開発して，看護学生の臨床
実習を補い，安全な質の高い臨床実習を保障する必要性が
あるのではなかろうか。このことは看護大学と臨床看護の
ギャップ（乖離）のなかに新人看護師を陥らせることな
く，スムーズに次の段階に導くブリッジとしての機能を果
たしうるかもしれない。

結　　語

　今回の研究結果から，新人看護師のリアリティ・ショッ
クの要因に，①求められる能力のハードルが高すぎ，何も
できない自己に対するショック，と②職場における先輩と
の人間関係，がクローズアップされた。看護師としての
first stepの大切な時期に遭遇するリアリティ・ショックを
緩和するためにも，基礎看護教育時代から臨床に即した事
例やhigh risk症例のケアができるよう，看護大学と臨床指
導者が協働して学生指導にかかわり，状況設定のシナリオ
ベースのシミュレーション教育のプログラムを開発して，
看護学生の臨床実習のニードを補い，安全で質の高い臨床
実習を保障する必要性が明らかとなった。
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要　　　旨

【目的】新人看護師のリアリティ・ショックの現状を理解し，大学から臨床へのスムーズな移行を促す看護基礎
教育のあり方を探ること。
【研究方法】Ａ大学を卒業後，Ａ大学の附属病院に就職した新人看護師10名を対象に，質的研究の記述的現象学
を用い実施した。本研究はＡ大学医学部とＡ大学病院看護部の倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】新人看護師のリアリティ・ショックの要因として，①求められる能力のハードルが高すぎ，何もできな
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い自己に対するショック，②職場における先輩との人間関係がクローズアップされ，基礎教育のときから臨床現
場に即した看護ケア，high riskケアと接遇の必要性が明らかになった。
【考察】安全で質の高い臨床実習を保障するため先進国が実施している大学と臨床が協働で取り組むシミュレー
ション教育のシステム構築の必要性が示唆された。

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to understand the reality shock experienced by recent nursing school graduates and 
to explore ideal nursing educational methods that allow for a smoother transition from schools to clinics.  
Methods: The participants were 10 nurses who worked for university hospital “A” following their graduation from univer-
sity “A”. The Phenomenological qualitative method was conducted using depth-interview after the ethical approval of IRB 
of university “A” and university hospital “A”.
Results: Interview analyses shows that recent nursing school graduates believed themselves to be inadequately prepared for 
the unexpectedly high demands of clinical work, including both medical practices and the ability to effectively interact with 
senior colleagues. It has become clear that nursing students need to have real high-risk care clinical practice and to brush up 
non-technical skills.
Discussion: It is suggested that to support high-quality clinical practice, there needs to be a coherent educational system 
that includes scenario-based high-risk nursing care simulation learning methods as practiced in industrialized countries.
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はじめに

　わが国では，無床診療所を含むすべての医療機関等にお
いて院内感染対策のための体制の整備が求められている。
医療機関等における感染対策の整備は，これまで総合病院
や特定機能病院などの大規模病院等から進められてきた
が，中小規模病院や老人保健施設等では，人的・経済的資
源の確保や最新情報へのアクセスなどの困難さから，整備
はなかなか進展してこなかった（宮﨑・切替，2009；境・
長谷・吉井，2010）。2002年７月には厚生労働省技術総括
審議官の下に「院内感染対策有識者会議」が設置され，中
小規模病院に対する支援体制の整備をはかるための体制整
備の必要性が議論されてきた。これにより，2004年からは
院内感染対策支援ネットワークの整備が厚生労働省のモデ
ル事業として展開されてきた。この事業は，経済的支援が
時限であることや限られた道府県にあり，地域に散在する
多くの中小規模医療施設がネットワークにアクセスするこ
とには限界があった。また，資源の豊富な大規模病院で実
施されている内容を中小規模病院等で導入しようとして
も，個々の病院が抱えるさまざまな状況から実現が困難で
あり，施設の特性やニーズに応じた支援のあり方や支援体
制の整備が課題となっている（金光，2012；宮﨑・切替，
2009；南家ほか，2012；境ほか，2010；宇佐美，2007）。
このような背景から，平成24年度には診療報酬制度の改定
によって，「感染防止対策加算１」を取得する大規模病院
と，中小規模病院との共同カンファレンスによる連携活動
の実施が一定の施設基準を満たすことで加算されるように
なった。しかし，これに参加できる中小規模病院は少ない
現状にある（大久保，2012）。中小規模病院に対しては，

感染対策の実践力の向上とそのための人材育成や組織化へ
の支援が重要と考えられる。
　感染対策の構築には，職種，性別，教育背景，経験など
の医療スタッフの個人的要因と，感染対策のための仕事量
と人員配置，モデルやキーとなるスタッフの存在などの人
材に関する要因，ガイドラインやマニュアルの整備，結
果のフィードバック態勢などの感染対策の実施，さらに
は，経営方針，組織文化，患者・スタッフ関係等の組織的
要因に介入する包括的な支援の必要性が指摘されている
（Kretzer & Larson, 1998; Moongtui, Gauthier, & Turner, 2000; 

Pittet, 2001; Pittet, et al., 2000; Takahashi, Osaki, Okamoto, 
Tahara, & Kishimoto, 2009）。これまでわれわれは，中小規
模の病院や老人保健施設の感染対策の向上を目的に，組織
的要因と個人的要因の両方に介入する包括的な支援プログ
ラムを作成し，このプログラムによって支援を行ってき
た。今回は，中規模病院１施設に対して感染対策の包括的
な支援プログラムによる支援を実施し，支援後の感染対策
組織や感染対策実施状況の変化，被支援者の変化，感染予
防行動の変化から，支援の効果を評価したので報告する。

Ⅰ．用語の定義

　本研究では，以下の用語について定義した。

１．支　援
　今田（2000）は，「支援とは，何らかの意図をもった他
者の行為に対する働きかけが前提となっており，支援者と
被支援者というセットで意味をなす行為である」と定義し
ている。本研究においては，今田（2000）による定義を活

　 　
１）愛知医科大学看護学部　Aichi Medical University College of Nursing
２）半田市立半田病院　Handa City Hospital
３）愛知医科大学病院　Aichi Medical University Hospital

－技術・実践報告－

院内感染対策の包括的な支援プログラムによる
中規模病院への支援とその評価
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用して，支援者は被支援者の感染対策活動の向上への意図
を理解し，感染対策活動の質の改善・維持・達成を目指
し，被支援者と協働すること，とした。

２．包括的支援プログラム
　本プログラムは，支援者が施設の感染対策組織や感染対
策活動の向上（期待される変化）を目指して，施設の組織
的要因と医療スタッフの個人的要因の双方に対して働きか
ける（支援する）ための方策を研究者らが網羅的に編成し
たもの，である。

Ⅱ．研究方法

１．研究期間と対象
　本研究では，2008年11月から2011年２月までの期間に，
Ｎ市内の440床の総合病院１施設（以下，Ａ病院とする）
の感染対策の担当者と医療スタッフに対して感染対策の包
括的な支援プログラム（以下，支援プログラムと略す）に
よる介入を支援として実施し，その評価を行った。対象施
設の概要を表１に示す。本研究における支援者は，感染管
理認定看護師と感染看護を専門とする研究者であり，直接
的な支援の対象者は，施設の管理者から任命された８名の
医療スタッフ（看護師，薬剤師，臨床検査技師，医師，事
務職員，看護管理者）であった（以下，担当者とする）。

２．支援方法
⑴　感染対策の包括的支援プログラム
　本研究では，支援を受ける施設側の状況や要望に応じた

支援を提供するために，研究者らが，必要と考えた支援内
容を網羅して編成した感染対策の包括的な支援プログラム
を作成した。支援プログラムの概要を図１に示す。プログ
ラムの内容のうち，感染対策システムの構築，感染予防策
の実践の推進とケアの改善，感染症の発生状況の把握と対
策の推進，病院環境の整備・衛生管理の推進，ファシリ
ティマネジメントと医療廃棄物管理の推進は主として組織
的要因への支援と位置づけ，職業感染対策・職業感染予防
の推進と継続的な教育システムの確立，外部組織との交
流・連携の導入は主として個人的要因への支援と位置づけ
た。担当者は，これらの内容から支援者の説明や助言を受
けて希望するプログラムを選択することとした。

⑵　支援方法
　支援プログラムの方法（図１参照）に基づき，研究者は
支援者として，支援期間中に定期的に開催された担当者会
議に参加し，担当者とともに感染対策の課題を明確にして
課題解決に向けた対策を検討すること，感染対策活動への
助言，情報の提供，担当者の企画した対策に協働するなど
の方法により，支援を実施した。支援の開始時には，支援
者と被支援者それぞれの役割について説明し，支援者・被
支援者の役割を明確にした。会議では，担当者が会議を運
営し，支援者はスーパーバイザーとしてかかわることとし
た。また，支援期間中に支援者が重要と考えるデータや最
新情報などを担当者に提供した。担当者会議で決定した内
容や討論した内容は，担当者のリーダーと支援者がそれぞ
れ議事録を作成して，会議の参加者全員で内容を確認し共
有するようにした。

３．データ収集と分析方法
⑴　会議録の分析
　担当者会議で了解された会議録の分析を，以下のような
手順で行った。記録された文章の意味内容を，各回の担当

表１　対象施設の概要

診療科
内科，外科，脳外科，整形外科，産婦
人科，泌尿器科，耳鼻咽喉科眼科，小
児科，皮膚科

病床数 440床（緩和ケア病棟を含む）
職員数 483名

職種

医師：77名
看護職（看護師･准看護師，助産師，
看護助手）：310名
薬剤師：13名
臨床検査技師：11名
その他の医療職（診療放射線技師，理
学療法士，作業療法士，言語聴覚士，
視能訓練士，臨床工学士，管理栄養
士）：49名 
事務職：23名

平均在院日数 17日程度
院内感染対策委員会
院内感染対策チーム

あり
院内感染対策委員が兼務

感染対策マニュアル あり
［注］2008年11月25日の調査による数値を示す。

支援プログラム 期待される変化

プログラムの内容
①感染対策システムの構築
②感染予防策の実践の推進とケアの改善
③感染症の発生状況の把握と対策の推進

施設の変化
①感染対策システムが確立する
・指針・マニュアルの整備
・感染対策費用の予算化

④病院環境の整備，衛生管理の推進
⑤ファシリティマネジメントと医療廃棄物管理
の推進
⑥職業感染対策・職業感染予防の推進
⑦継続的な教育システムの確立

感染対策費 予算化
・組織横断的感染対策活動の実施
・院内外の連携システムの確立
・良好な職場風土の確立
②感染予防・対策が向上する
③院内における感染率が低下する⑦継続的な教育システムの確立

⑧外部組織との交流・連携の導入・推進

支援の方法
①施設・職員との協働を基盤とする支援

③院内における感染率が低下する
④医療コストが低下する
⑤医療の質が向上する

個人の変化
①感染に対する知識 技術が向上する①施設・職員との協働を基盤とする支援

②職員への質問紙調査の実施と助言
③サーベイランスなどの感染症の発生の把握シス
　テムの導入・問題となる感染症発生時の対応へ
　の助言
④施 内環境 査 実施 院内視察 助言

①感染に対する知識・技術が向上する
②感染のリスク認知が向上する
③感染予防の必要性や方法の理解が深まる
④適切な対処行動が増加する
⑤職員間の協力・協働が進展する

④施設内環境調査の実施と院内視察・助言
⑤ファシリティマネジメントと医療廃棄物管理
の視察と助言
⑥職業感染対策・職業感染予防策への助言
⑦教育支援（学習会などへの協働・助言）

⑥学習会への参加率が高くなる
⑦職員のケアの質が向上する

⑦教育支援（学習会 協働 助言）
⑧会議への参加・最新情報の提供

［注］「プログラムの内容」のうち，①②③④⑤は組織的要因，⑥⑦⑧は個人的要因に該当する。

図１　感染対策の包括的支援プログラムの概要
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者会議の直後と１か月後に会議に参加した研究者間で検討
し，合意が得られた内容をデータとした。合意が得られな
い場合には繰り返し話し合い，合意が得られるまで検討し
た。支援の効果については，施設の感染対策組織や感染対
策の変化，担当者の感染対策への取り組みや言動の変化，
医療スタッフの感染予防行動の認識の変化，環境改善への
変化から，「施設の感染対策組織の構築・強化ができたか」
「感染対策の向上と感染予防行動の向上ができたか」の視
点で分析した。 
⑵　現場視察の分析
　支援期間中に，支援者と担当者で病院内を視察し，注射
薬の混合・輸液の取り扱い，消毒薬の使用方法，医療器具
の取り扱いと管理，リネン類の管理，医療廃棄物の管理，
手洗い場などの水まわりの管理の実施状況を観察した。
『医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための
手引き』（武澤ほか，2007）で推奨されている方法を基準
に，適切な方法で実施しているかを視察に参加した研究者
間で評価した。
⑶　環境調査 の分析
　感染対策上で問題となる微生物による環境中の汚染状況
を調べるために，環境から検体採取を行った。原則として
対象個所の100cm2を10 mL滅菌水に浸した綿棒『ふきふき
チェック』（栄研化学）で拭き取り，普通寒天培地，マン
ニット食塩培地，NAC培地，マッコンキー培地，YPD培
地に接種して，発育する菌数を調べた。菌種の同定はグラ
ム染色，各種APIキットの結果に基づく『API web』 （シス
メックス・ビオメリュー）により行った。また必要に応じ
16SリボソームRNAの一部領域をPCRにて増幅したDNA 
の塩基配列を決定することにより菌種の同定を行った。汚
染状況の評価は，分離されたコロニー数と菌種によって
行った。
⑷　感染予防行動に関する質問紙調査の評価
　医療スタッフの感染予防行動の変化を評価するために，
介入前と介入終了から１年後に看護ケアの中心的な担い手
である勤務経験10年未満の20歳代から30歳代の常勤看護職
員を対象に，感染予防行動の実施状況を質問紙によって
調査した。質問項目は，『医療機関における院内感染対策
マニュアル作成のための手引き』（武澤ほか，2007）に推
奨された項目から最も推奨度の高いAランクの項目を抽出
し，医療機関と保健施設等に共通に使用できるように研究
者が改変して作成した。調査内容は，《手指衛生》《個人用
防護具（personal protective equipment: PPE）の使用》《鋭利
器材の取り扱い》《リネン類の取り扱い》《トイレ・汚物処
理室の管理》《病棟における薬剤混合》《医療廃棄物の取り
扱い》《職業感染予防》のカテゴリに分類される56項目の
感染予防策と回答者の背景に関する４項目（年齢，看護職

としての経験年数，入職時期，教育）とした。質問紙調査
の分析は，支援開始前と支援終了から１年後の感染予防行
動の実施に対する回答を比較し，予防行動の認識の変化を
調べた。各質問項目に対して「80％以上実施する（いつも
実施する）」と回答したものを実施群，それ以外の「とき
どき実施する」「まれに実施する」「実施しない」と回答し
たものを非実施群として，実施状況と回答内容を分析し
た。全回答数に対する実施群の割合を実施率として示し
た。統計解析は『SPSS 16. 0J for Windows』を使用し，２

群比較はカイ２乗検定を行い，有意水準を両側５％未満と
した。

４．倫理的配慮
　研究者の所属機関の倫理委員会による承認を得た。倫理
申請書の記載に基づいて，研究開始前に対象施設の施設長
に説明し研究協力への承認を得た。研究対象者である感染
対策の担当者に対しては，実際の支援や調査を行う前に，
文書と口頭で協力を得る内容や研究成果の取り扱いなどに
関して研究対象者に説明し，了解を得た。医療スタッフを
対象とした質問紙調査は，調査用紙と回収袋を病棟内の指
定された場所に留め置き，質問紙の提出をもって研究協力
の同意とした。

Ⅲ．結　　果

１．担当者会議における支援
　担当者会議の会議録を分析し，以下の結果を得た。
⑴　担当者会議における支援者と担当者の役割・会議の
方針について

　支援者は，2008年12月から2010年３月までの期間に12回
の担当者会議（表２参照）に参加して，Ａ病院の感染対策
上の課題とその対策を担当者とともに検討した。
　支援開始初期（第２回の会議）において，会議の運営方
針，支援者と担当者の役割について検討した。その結果，
担当者の役割については ①会議での検討事項は施設の担
当者が決定する，②主体者は担当者であり，会議の運営は
担当者のリーダーが行う，③会議は参加者全体の合意で進
める，④各担当者の職種や専門性に応じて役割を分担す
る，⑤検討課題は，院内で共通する感染対策上の課題を取
り上げる，⑥会議録を担当者と支援者がそれぞれ作成し会
議で確認することを決定した。一方，支援者の役割は，①
スーパーバイザーとして必要な情報を提供する，②担当者
が方向性を見失いズレが生じた場合に助言する，③担当者
の要請に応じて計画に参加・協力する，④会議録を作成
し，会議で報告するとした。さらに，検討した内容や決定
事項を次回の担当者会議で担当者と支援者がそれぞれ作成
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した会議録を報告し，参加者全員で確認することを決定し
た。
　このように支援の初期の段階で担当者会議の運営方針の
合意を得て進めた結果，３回から12回までの会議は担当者
が主体的に会議を運営し，参加者全員が発言するように
なった。また，担当者間での役割分担が決定された３回以
後からは，各自が分担した対策に自発的に取り組むように
なり，各回の担当者会議において取り組みの状況や結果が
報告されるようになった。
⑵　担当者会議の検討内容と経過
　担当者会議で検討した内容を表２に示した。
　第１回の会議においては，研究について担当者に説明し
同意を得た。また，医療スタッフの感染予防行動について
の実態を把握するために，質問紙調査を依頼した。第２回
の会議では，視察結果の報告を行った。第３回の会議で
は，担当者たちは「組織横断的な感染対策システムの構
築」が緊急で重要な課題であると考え，感染対策チームの

組織的な位置づけをすること，感染対策マニュアルを修正
することを支援終了時までのゴールとして決定した。第３

回から５回までは，支援者は質問紙調査の結果を担当者会
議で報告し，その結果をもとに，具体的な感染対策上の課
題を明らかにしていった。担当者は支援プログラムによる
支援の内容から，サーベイランスの導入，施設内環境調
査，教育支援（学習会），最新情報の提供も追加していっ
た。
　第６回会議において，感染対策の組織の変更について報
告があった。これまでは感染対策委員会（以下，ICCと略
す）のメンバーが感染対策チーム（以下，ICTと略す）を
兼任していたが，ICTが組織横断的な感染対策活動を実施
する役割を担う独立した組織として位置づけられ，８名の
担当者が正式に ICTのメンバーとして任命された。また， 
ICCは ICTからの報告・提案を受けて決定する役割とし
て位置づけられたことになった。
　第７回から11回までの会議では，ICTメンバーが主体的
に会議と感染対策活動を計画し進めていった。この間に
は，職員を対象とした学習会（表３），カテーテル関連血
流感染（catheter related blood stream infection: CR-BSI）の
サーベイランスの経過報告（第８回），環境調査（第９

回），環境調査結果報告（第10回），サーベイランス結果の
報告（第11回）が実施された。その結果，ICTを中心に課
題に取り組み，清掃方法，静脈留置カテーテルの挿入時の
ケア，血液培養時のケアなどが検討され，各種のマニュア
ルが修正された。
　担当者会議の最終回（第12回）では，１年間の支援プロ
グラムによる支援の総括を行った。支援の対象者である８

名のメンバーからは，「これまで個人として感染対策上の
意見を出してもなかなか取り上げられることがなかった
が，ICTのメンバーになってからは意見が取り入れられる
ようになった」「ICTが独立してからは感染対策が進むこ

表２　担当者会議における検討内容

会議回数 検討した課題・感染対策活動
１回 ・研究の説明と承諾の手続き　・事前調査依頼

２回
・支援方法・支援者の役割の説明
・感染対策組織の検討 (現状の問題点）　
・視察結果の報告

３回
・事前調査結果のフィードバック
・視察結果の検討　・担当者間で役割分担を決定
・支援終了時におけるゴールの設定

４回
・事前調査結果のフィードバック
・マニュアル・感染対策組織の検討
・抗菌薬の適正使用の検討

５回

・事前調査結果のフィードバック
・感染対策チーム（ICT）などの組織づくり
・サーベイランスの導入について検討
・抗菌薬使用状況調査の実施

６回
・学習会年間計画の作成，第１回学習会実施
・CR-BSIサーベイランス実施の決定
・ICTの発足について（報告）

７回
・抗菌薬使用の届出制導入以降の状況の検討
・学習会（５月～10月）　・ICT活動開始

８回
・環境調査場所の検討
・サーベイランス（９月開始）実施状況の検討

９回
・環境調査実施（44か所）
・サーベイランス実施状況の検討
・マニュアルの修正

10回
・環境調査のフィードバック
・環境汚染に対する改善策の検討

11回
・改善策の実施と２回目の環境調査結果の報告
・サーベイランス結果のまとめ

12回 ・支援のまとめ　・事後調査の依頼
［注］支援期間は2008年12月～2010年３月である。

表３　感染管理セミナーの実施状況

回数 内　　容 参加者数

1 サーベイランスについて 感染対策
委員限定

2 標準予防策と個人防護具の使い方 52名

3 感染経路別予防策 42名

4
サーベイランスとは
―CR-BSIサーベイランスを中心に― 33名

5 洗浄・消毒・滅菌，スポルディングの分類 41名

6 抗菌薬の適正使用・血液培養検査 44名

［注］2009年５月29日～10月８日の期間に６回実施した。２～６
回の学習会の対象者は全職員である。
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とを実感した」「今後も困ったときには支援者に相談をし
たい」などの発言があった。
⑶　現場視察によって明らかになった課題への取り組み
　支援初期において実施した現場視察の結果，消毒薬の作
成や保存方法，医療器具の洗浄・消毒・滅菌方法，リネン
類の管理，院内の定期清掃の実施は病棟によって異なり，
必ずしも適切に実施されていないことが明らかになった。
その要因としては，標準化された感染対策マニュアルが不
十分であったことが確認された。また，抗菌薬の届出制や
職員教育が不十分であることも明らかになった。担当者会
議において，これらの課題について取り組む必要性が確認
された。
　ICT発足後には，消毒薬の作成や保存方法の改善，医療
器具の洗浄・消毒・滅菌方法の見直し，抗菌薬の届出制，
自主学習会， 感染対策マニュアルの定期的な見直しが開始
された。今後継続する感染対策として，病棟ごとに期間限
定のサーベイランスの導入，感染対策の指針とマニュア
ルの定期的見直し，定期的な手洗いキャンペーンの実施，
ICTニュースなどを活用した手指衛生教育の継続，おむつ
交換・陰部洗浄のマニュアル作成，職業感染予防対策の導
入が担当者会議において確認された。
⑷　教育支援（学習会の開催）
　担当者や職員を対象とする学習会は，担当者であるICT
が計画し，支援者がその一部を分担した。学習会の内容を
表３に示した。１回から５回までの学習会は支援者が講師
となって実施したが，第６回学習会からは ICTメンバー
である担当者が講師を担当した。学習会の参加者はのべ
224名であり，参加者へのアンケート調査では，標準予防
策の実施の必要性や使用した器具の消毒方法，サーベイラ
ンスの必要性などについて理解できたという意見が，各回
ともに参加者の８割以上を占めた。
⑸　CR-BSIサーベイランス導入への支援

　2009年９月～2010年１月の期間に内科系の２病棟で
CR-BSIサーベイランスを実施し，その結果を米国のサー
ベイランスシステムであるNNIS（National Nosocomial 
Infections Surveillance System）およびNHSN（National Healthcare 
Safety Network, 2006年以降）の報告と比較した。その結果，
カテーテル使用比は0.024と0.07で，この数値は10パーセン
タイル未満であった。感染率は，12.8と6.7で，いずれも90

パーセンタイル以上であり，カテーテルの使用が少ないに
もかかわらず感染率が高いことが明らかになった。2010年
３月15日に，その結果を担当者会議で報告し，CR-BSIの
低減への対策を検討した。CR-BSIに関する対策として，
血液培養手順の見直しや中心静脈内カテーテル（central 
venous catheter: CVC）管理の課題を明らかにし，看護ケア
方法，CVC挿入時の手順について改善策を検討した。今

後，施設のCR-BSIのベースラインを把握するために，必
要な病棟に対して期間を限定してサーベイランスを実施す
ることになった。

２．感染予防行動に関する質問紙調査
　感染予防行動の実施状況に関する調査は，支援プログラ
ムの開始前の調査（事前調査と略す）を2008年11月４日か
ら12月５日までの期間に実施し，支援終了から１年を経過
した時点の調査（１年後調査と略す）を2011年11月26日か
ら12月３日までの期間に実施した。調査用紙の回収は，事
前調査は205名中102名（50％），１年後調査は202名中139

名（69％）であり，有効回答率はそれぞれ90％，97％で
あった。
　全調査項目のうち56項目について，項目別に比較した結
果を表４に示した。支援から１年後の時点で，有意差の
有無にかかわらず実施しているという回答が増加した項
目は，56項目中50項目（89.3％）であった。そのうちの有
意差がみられた項目は，《手指衛生》が３項目，《PPE：手
袋の使用》が６項目，《その他のPPEの使用》が６項目，
《トイレ・汚物処理室の管理》が４項目，《薬剤混合》が３

項目，《鋭利器材の取り扱い》が２項目，《職業感染対策》
が２項目，《教育》が４項目の計30項目（53.6％）であっ
た。80％以上の実施率であると回答した項目は，支援前に
は56項目中９項目（16％）であったが，１年後には17項
目（30.4％）に増加した。一方，実施者が減少した項目が
６項目あり，そのうち廃棄物の取り扱いに関する１項目｢
密閉できる廃棄容器の使用｣は実施と回答した割合が有意
に低下していた。支援１年後に実施しているという回答が
50％以下の項目は，支援前が31項目（55.4％）で，支援後
17項目（30％）と減少していたが，特に《手指衛生》群，
《リネン類の管理》群，《トイレ・汚物処理室の管理》群，
《廃棄物の取り扱い》群のなかには実施率が40％以下の低
い項目がみられ，１年後にも改善がされていなかった。

３．環境調査
　環境調査は，2009年10月28日の前日から清掃が行われて
いない午前11時から12時までの時間帯に実施した。調査場
所の選定は，担当者が必要と考える場所に加えて支援者が
汚染可能性の高い場所を助言し，最終的には担当者が調査
場所を決定した。調査した場所は，手術室，食堂，各病棟
内の，高頻度接触環境表面（電話，コンピュータ・キー
ボード，ナースコール，ベッド柵，車椅子など）手洗い場
のシンクや浴槽などの水まわり，薬剤や経管栄養の調製場
所，トイレと排泄物の処理室，患者のベッド周囲，呼吸器
などの医療器具，器具の消毒・洗浄室などで，計43か所か
ら細菌と真菌を分離し，コロニー数と菌種を調べた。病棟
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別の調査結果を表５に示す。病院内の環境43か所中，７

か所から細菌が分離された。そのうち，器材洗浄用シン
ク，経管栄養器具洗浄用シンクの水洗レバー，車椅子用
トイレの手すり，病室ベッド柵の４か所からは1,000 CFU
以上の細菌が分離された。これらの細菌の主な菌種は，

Acinetobacter属，Corynebacterium属，Pseudomonas属，Bacillus
属， Staphylococcus属，真菌類等であった。環境調査の結果
を ICTにフィードバックし，細菌が多数（100 CFU以上）
分離された場所や高頻度接触環境表面を含めて，病棟内の
清掃を定期的に実施することになった。定期的な清掃実施
の導入後に実施された ICTによる細菌検査の結果，多数
（100 CFU以上）の細菌が分離された場所においても菌数
が10 CFU以下に減少したことが報告された。これらの結
果から，清掃マニュアルの修正が行われた。

Ⅳ．考　　察

　今田（2000） による支援の定義では，｢何らかの意図を
もった他者の行為に対する働きかけであり，その意図を理
解しつつ，行為の質を維持・改善する一連のアクションの
ことをいい，最終的に他者のエンパワーメントをはかる
（事柄をなす力をつける）ことである｣としている。本研
究は，今田（2000）のいう支援の定義に基づき，Ａ病院に
おいて組織横断的な感染対策活動を実施するシステムの確
立を目指し，感染対策の担当者８名をとおして支援を行っ
た。１年間の支援のなかで，院内に ICTが発足して組織
横断的な活動が実施されるようになり，消毒薬の作成・保
存方法の改善，医療器具の洗浄・消毒・滅菌方法の改善，
抗菌薬の届出制の開始，学習会の開催，環境清掃の定期的
な実施，さらにサーベイランスの導入によるケア方法の改
善と感染対策マニュアルの修正が行われるようになった。
これらの変化は，A病院の感染対策組織の確立と感染対策
活動の向上を示すものであり，今回の支援によって「行為
の質の改善」をもたらすことができたと考えられた。
　支援のあり方について，今田（2000）は｢外部からの支
援を実施する場合には，被支援者がどういう立場におか
れており，支援行為がどう受けとめられているかを常に
フィードバックして，被支援者の意図に沿うように自分
の行為を変える必要がある｣と述べている。また，岩永
（2010）は，住民が主体となって地域の保健活動に参加す
る支援のあり方を提案し，支援者はスーパーバイザーとし
て最初は方向性を示す役割をとること，話し合いが順調に
できることを確認して，流れを見守りながらスーパーバイ
ザーとしての役割が不要になることを目指す支援を推奨し
ている。
　われわれは，今田（2000），岩永（2010）が提唱する支
援のあり方を踏まえ，被支援者が主体となって参加する場
として担当者会議をとらえ，被支援者の意図を尊重して進
めるという方針で支援を行った。支援の開始にあたり，支
援者はスーパーバイザーとして担当者の決定や実施を側面
から支援する立場をとり，必要に応じて情報の提供や助言

表４　事前調査と１年後調査の感染予防行動の実施状況

項目群 各項目の内容 事前調査
実施率（％）

１年後調査
実施率（％）有意確率

手
指
衛
生

① ケア前の手指衛生 25 48 .001 *
② 異なる処置間の手指衛生 8 35 .000 *
③ 手袋着用前の手指衛生 26 32 .454
④ 手袋着用後の手指衛生 68 76 .289
⑤ ケア後の手指衛生 34 52 .001 *
⑥ 腕時計・指輪をはずす 45 57 .097

手
袋
使
用

（
Ｐ
Ｐ
Ｅ
）

① おむつ交換時の手袋使用 91 94 .559
② トイレ介助時の手袋使用 41 61 .004 *
③ 創傷ケア時の手袋使用 21 60 .000 *
④ 使用後の手袋交換 88 91 .506
⑤ 手指に創があるときの手袋使用 49 77 .000 *
⑥ 処置ごとの手袋交換 26 58 .000 *
⑦ 体液に接触可能性時の手袋使用 78 89 .042 *
⑧ 採血時の手袋使用 1 15 .000 *

そ
の
他

（
Ｐ
Ｐ
Ｅ
） 

① ケア前のビニールエプロン着用 12 47 .000 *
② 使用後直ちにエプロンを外す 55 83 .000 *
③ エプロンは単回使用する 51 82 .000 *
④ 体液の飛散時マスクを使用する 34 60 .000 *
⑤ 体液の飛散（予測）時はゴーグルを使
用する 9 27 .001 *

⑥ PPE除去後手指衛生をする 42 68 .000 *

リ
ネ
ン
類

① 清拭用タオルの使用直前の加湿・加温 63 76 .054
② 汚染リネンは他のリネンと区別する 82 87 .347
③ 汚染リネン処理時はエプロンを着用す
る 30 36 .389

④ 汚染リネンを床やテーブルに置かない 17 24 .236
⑤ 使用後シーツの搬送時，汚染を避ける 56 60 .574
⑥ 使用後シーツは指定場所に保管する 79 81 .734

ト
イ
レ
・
汚
物
室

① 便器は使用ごとに洗浄・消毒する 60 70 .180
② 尿器は使用ごとに洗浄・消毒する 66 70 .656
③ 便器洗浄時マスク・手袋・エプロンを
使用 7 22 .003 *

④ 尿器洗浄時マスク・手袋・エプロンを
使用 6 19 .006 *

⑤ 汚物室作業前、手指衛生を実施する 26 49 .001 *
⑥ 汚物室作業後、手指衛生を実施する 91 92 .999
⑦ 汚物処理室内にPPEが設置されてい
る 27 63 .000 *

薬
剤
混
合

① 薬剤混合は専用スペースで行う 31 85 .000 *
② 薬剤混合時，マスク・手袋を着用する 31 25 .554
③ 手指衛生後に手袋を着用する 30 32 .768
④ 高カロリー輸液は28時間以内に投与終
了 83 87 .533

⑤ 混合薬剤は使用時に調製する 8 78 .000 *
⑥ 混合した薬剤は冷蔵庫で保管する 15 75 .000 *

鋭
利
機
材

① 注射針はリキャップをしない 25 38 .050
② 鋭利器材は使用後専用容器に廃棄する 85 86 .847
③ 廃棄容器は８分目で交換する 20 37 .007 *
④ 注射針の廃棄容器は蓋をして移動する 58 84 .000 *

廃
棄
物

① 廃棄した物は容器から取り出さない 48 38 .149
② 廃棄物は圧縮や移し変えをしない 45 31 .052
③ 滅菌バッグの汚染がないか確認する 76 72 .625
④ 廃棄容器は密閉できるものを使用する 73 58 .029 *

職
業
感
染

① 体液に暴露された場合，すぐに報告す
る 56 89 .000 *

② インフルエンザワクチンを毎年受ける 58 94 .001 *
③ B型肝炎ワクチンを接種している 93 98 .555

教
　
育

① PPE使用方法の教育を受けた 51 77 .000 *
② 安全装置器材の研修を受けた 46 64 .008 *
③ 鋭利器材の取り扱いの教育を受けた 71 73 .759
④ 輸液ケア・器具の取り扱い教育を受け
た 84 76 .274

⑤ 手指衛生の方法について教育を受けた 87 99 .002 *
⑥ PPE使用基準について教育を受けた 42 87 .000 *

［注］事前調査n＝92，１年後調査n＝135，*：p＜ .05未満を有意差ありとした。
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をすること，担当者から求めがあった場合に活動に参加し
協働した。また，担当者の役割は，支援プログラムのなか
から支援を受ける内容を担当者自身が選択すること，支援
者による情報や助言を採用するかどうかは担当者が決定す
るように助言した。さらに，担当者が自分たちの目指す方
向性や目標を明確にするために，支援開始早期から、支援
終了時点のゴールを設定することについても助言した。こ
れらは，被支援者の目標の明確化を促し，支援者と被支援
者（担当者）の役割を両者で共通理解するための支援と位
置づけて行った。このような初期の段階における支援は，
その後の被支援者の主体的な行動を支えるうえで重要であ
り，今田（2000）のいう「被支援者の意図に即した支援」
につながっていったと考えられた。
　次に，A病院の感染対策上の課題を明確にするための支
援として，支援前に調査した職員の感染予防行動の実施状
況を担当者に報告した。この報告によって担当者が自施設
で取り組む必要がある課題を明らかにしていき，同時に担
当者達は職種を越えた役割の分担と協働を経験していっ
た。また，担当者はこれまでは個人的な見解として取り上
げられなかった自分の意見が，この会議においては取り上
げられることも経験していった。これらの経験をとおし
て，担当者は組織的に感染対策に取り組む必要性を認識
し，担当者会議が協働するチームへと変化していったこと

が，担当者の言動の変化から示唆された。このような活動
を経て，支援開始３か月後には ICCから独立した組織と
して ICTが正式な感染対策の実施をする組織として位置
づけられ，８名の担当者がメンバーとなって ICT活動が
展開されていった。
　A病院の感染対策活動を評価するために，支援終了から
１年後（１年後調査）に職員の感染予防行動の実施状況を
調査した。支援終了から１年後調査の時点では，89％（56

項目中50項目）の項目において感染予防を実施するという
回答が増加し，53.6％の項目で有意差が認められた。また，
80％以上の実施率を示した項目は，支援前には16％であっ
たが，１年後には30.4％に増加していた。これらの結果は，
支援終了から支援１年後においても職員の感染予防行動が
さらに向上しており，支援後にも継続された組織横断的な
感染対策活動が感染対策を推進させたことを示唆するもの
と思われた。
　一方，実施者が減少した項目は６項目で，そのうち廃
棄物の取り扱いに関する１項目｢密閉できる廃棄容器を使
用する｣は実施率が有意に低下していた。また，実施率が
50％以下の項目が30％（17項目）にみられ，特に《手指衛
生》《廃棄物の取り扱い》《リネン類の管理》《トイレ・汚
物処理室の管理》のうちの特定の項目で，改善が認められ
なかったものがあった。手指衛生と廃棄物の取り扱いは，

表５　病院内の環境調査

調査
場所

N＝43

培地の種類

普通寒天培地 マッコンキー培地 マンニット食塩培地 NAC培地 YPD培地

手術室 ─ ─ ─ ─ ─

病棟A
＞1,000 ①② ＞1,000 ①② 139 20 885

（器材洗浄シンク） （器材洗浄シンク） （器材洗浄シンク） （器材洗浄シンク） （器材洗浄シンク）

病棟B ─ ─ ─ ─ ─

病棟C
＞1,000 ③ ＞1,000 ③ 1 44 55

（経管用水洗レバー） （経管用水洗レバー） （経管用水洗レバー） （経管用水洗レバー） （経管用水洗レバー）

病棟D ─ ─ ─ ─ ─

病棟E

50 4 ─ ─ ─（手洗用水洗レバー） （手洗用水洗レバー）
100 ─ ─ ─ ─（病室ナースコール）

病棟F ─ ─ ─ ─ ─

病棟G
20 15 ─ ─ ─（トイレドアノブ） （椅子トイレ手すり）

病棟H

＞1,000 ④⑤ 15 ─ ─ ─（車椅子トイレ手すり） （トイレドアノブ）
＞1,000 ④⑤ ─ ─ ─ ─（ベッド柵）

［注］表中の数字は，懸濁液１mL中のコロニー数（分離場所）を示す。表中の－は，菌が分離されなかったことを示す。①から⑤は分
離菌の属名を示す（①：Acinetobacter属，②：Corynebacterium属，③：Pseudomonas属，④：Bacillus属，⑤：Staphylococcus属）。
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他施設調査（森，2010；大須賀，2005）においても実施率
が低いという報告がある。Ａ病院では，これに加えて手指
衛生のタイミングやPPEの使用率を上げる対策が今後取
り組む必要がある課題と考えられた。以上から，本研究で
作成した質問紙は，Ａ病院のもつ固有の感染対策上の課題
を明らかにするうえで有用な指標であることが示唆され
た。
　地域にある医療施設に対する感染対策への支援は，平成
16年からは「院内感染対策支援ネットワーク」の整備が厚
生労働省のモデル事業として展開され，その後も大規模病
院を中心とする医療施設が中小規模の医療施設に対して支
援を行ってきた。従来の外部支援では，各施設が地域ネッ
トワークに参加して，感染対策のための費用や専門家が配
置されている大規模医療施設などで実施されている先進的
な感染対策を踏襲することになりがちであり，いわば一方
向で受け身の支援方法で展開されてきた傾向が否めない。
そのため，資源に限りがある中小規模医療施設では施設に
応じて感染対策を構築することが困難であり，従来の地域
ネットワーク体制による支援には限界があった（境・長
谷・吉井，2010）。また，平成24年度から実施されている，
300床未満の病院を標準とする「感染防止対策加算２」を
申請する医療施設には，感染防止に係る日常業務を行い，
医師や看護師，薬剤師，臨床検査技師による「感染防止対
策チーム」を組織していることが施設基準として求められ

ている。しかし，中小規模医療施設では「感染防止対策加
算２」への申請率は低いことが指摘されており（大久保，
2012），その背景には施設基準を満たすことができない状
況にあることが推測される。中小規模の医療施設が感染防
止対策加算の取得を可能にするためには，感染対策活動を
実践する人材の育成と感染対策組織の確立が鍵となる。
　本研究では，「感染防止対策加算」の取得が困難な中規
模病院１施設を対象に１年間の支援を実施した。その結
果，感染対策組織が確立し，組織横断的な感染対策活動が
継続して実施されるようになり，当該施設が感染防止対策
加算の取得へ向けて一歩前進できたのではないかと考えら
れた。今後は，感染防止対策加算の取得へ向けた支援を検
討するとともに，国内に多数存在する中小規模医療施設へ
の支援を推進するシステムの構築が必要と考えられた。
　今回，われわれが作成した包括的な支援プログラムは，
各施設が必要とする支援を提供するために，重要な感染対
策で必須の方策を支援できるように網羅的に設計している
点，さらに支援の方法も双方向性であり，支援を受ける施
設の主体性を重視している点に特徴がある。これらの支援
プログラムの特徴も，支援の効果を上げた要因の一つと考
えられた。今後は施設数を増して支援プログラムの有効性
を検証していくことが必要である。
　本研究は，平成20年度から25年度科学研究費補助金基盤
B（20390578）の研究の一部である。

要　　　旨

【目的】本研究の目的は，感染対策の向上を目指した包括的な支援プログラムによる支援を中規模の医療機関１

施設に対して実施し，支援の効果を評価することである。
【方法】支援時の会議録と視察記録，環境調査，看護職に対する質問紙調査の結果を分析して，支援の効果につ
いて評価した。
【結果・考察】１年間の支援により，院内に感染対策チーム（ICT）が発足して組織横断的な活動が実施される
ようになり，Ａ病院の看護職の感染予防行動実施への意識が高められた。これらの結果から，われわれが考案し
た支援プログラムによる支援の効果が明らかになり，調査用紙の質問項目が支援や感染対策の評価指標として有
用であることが示唆された。今後は施設数を増して検討し，支援プログラムと評価指標の有効性を検証していく
ことが必要である。
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緒　　言

　全身性エリテマトーデス（Systemic lupus erythematosus，
以下SLE）は，多臓器が障害される原因不明の慢性炎症性
疾患で，自己免疫疾患の代表的疾患である。男女比１：９

と女性に多く，発症年齢10～60代のなかでもとくに妊娠可
能な年代の女性に好発する。わが国の有病率は人口10万人
に33人と少ないが，罹患者数は近年増加傾向にある（難病
情報センター，2012；橋本，2012，pp.9-10）。SLEは，政
府の「定疾患治療研究事業対象疾患」に含まれ，難治性疾
患として「難病対策要綱」に規定されている（難病情報セ
ンター，2012；橋本，2012，p.6）。現在では早期診断が可
能となり，治療法も改善されたため，1950年代に50％だっ
た５年生存率が，現在は90％以上と予後は改善している
（橋本，2012，pp.10-15）。
　予後が改善してきたとはいえ，SLEは寛解と再燃を繰り
返しながら慢性的な経過をたどり進行していく疾患であ
るため，SLE患者はその療養生活で身体的・心理的・社会
的な問題を多く抱えており（鶴田，2008），Quality of Life
（生活の質，以下QOL）が低い状態であることが報告され
ている（McElhone & Castelino, et al., 2010）。
　米国のSLE患者特異的QOL調査では，SLE患者のQOL
は「身体的健康」「心理的健康」「ボディイメージ」「痛
み」「人生設計」「倦怠感」「人間関係」「その他の苦痛」の
８つの上位概念からなっており，そのうち「倦怠感」を
除いたすべての項目において，より低値を示していた
（McElhone, et al., 2007）（「　」は文献内での言語的要約や
コードを示す）。同様のQOL調査票を用いた英国の調査
では，QOLがもっとも低かったのは「ボディイメージ」
で，次いで「倦怠感」であった（Jolly, Pickard, Mikolaitis, 

& Rodby, et al., 2010）。ボディイメージは北米看護診断協会
（North American Nursing Diagnosis Association International，
以下NANDA-I）が出版する「NANDA-I 看護診断：定義
と分類 2012-2014」において「ボディイメージ混乱（＝自
分の身体的自己に関する心象の混乱）」と定義され（Herd-
man, 2012/2012, pp.336-337），看護診断学上看護介入の必
要がある概念として認知されている。このボディイメージ
について，青木・高谷・田邊・高崎（2009）は，SLE患者
の療養生活を困難にさせる原因であると報告している。
　ボディイメージがSLE患者の療養を困難にさせ，QOL
を下げる理由として，SLE患者の特徴的な皮膚症状があ
る。蝶形紅斑とよばれる特徴的紅斑，斑点状丘疹，慢性円
板状紅斑，脱毛やレイノー症状，皮膚潰瘍などさまざま
な皮膚症状がみられるほか，ステロイド薬の副作用とし
て，満月様顔貌（ムーンフェイス）や中心性肥満，皮膚線
条，多毛などの外見変化がある（橋本，2012，pp.74-79）。
SLEは，若い女性に好発することから蝶形紅斑やステロイ
ドの影響による満月様顔貌，中心性肥満などの外観上の変
化に対して苦悩する人が多く（Alparslan & Kapucu, 2010），
美容上の影響を重要視している（Hale, et al., 2006）といえ
る。
　このように，看護者のなかでもSLE患者のボディイ
メージに関する認識は，看護者が患者の認知的健康状態，
QOLを知るうえで重要な概念であると認知されてきてい
る一方，これらの既存知を統合し，概念を生成，構造化し
た文献は見当たらない。今後，看護ケアをより効果的に展
開，発展させていくためには，SLE患者のボディイメージ
に関する概念を生成し，構造化することで，ボディイメー
ジに関する認識や問題を認知，共有していく必要がある。
　そこで本研究では，概念生成，構造化の前段階とし
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て，看護におけるSLE患者のボディイメージに関する知
見を明らかにすることを目的に，Cooperの「統合的文献
レビュー」の方法論（Cooper, 2010, pp.5-21）を用いた先
行文献レビューを行った。統合的文献レビュー（research 
synthesis）とは，文献レビュー（literature review）のなか
でも科学的文献に頻出している焦点や目標をあわせもった
研究であり，実証的研究に焦点を当て，多くの独立した研
究から全体的な結果を記述することで先行研究を要約しよ
うと努めるものである（Cooper, 2010, p.5）。研究者にとっ
ての到達目標は，研究主題に関係のあるものに重要な意味
をもつ知識の状態を示すこと，先行研究では未解決のまま
になっている重要な問題にハイライトを当てることである
（Cooper, 2010, p.5）。また，ボディイメージに類似，また
は関連する概念として“Appearance”“Body Change”があ
るが，本研究では，NANDA-Iで定義されているボディイ
メージという看護概念が明確に使用されている研究論文に
焦点化し，その他の類似概念，関連概念は除外した。

Ⅰ．目　　的

　文献レビューを通して，看護におけるSLE患者のボディ
イメージに関する知見を明らかにする。

Ⅱ．方　　法

　本文献レビューは，Cooperの「統合的文献レビュー」
の方法論（Cooper, 2010, pp.5-21）に基づいて実施した。文
献レビューは７つのステップに分かれ，それぞれのリサー
チクエスチョンをもとに分析を実施する（表１）。

Ａ．文献検索

１．データベース
　検索方法は，Cooperが提唱する５つの検索方法（ポー
リット＆ベック，2004/2010，p.711）のうち，文献目録
データベースでの文献検索，引用文献の検索の２つの方
法を用いて実施した。まず文献目録データベースとして，
「CINAHL（EBSCO版）」，「MEDLINE（EBSCO版）」，
「PsycINFO（EBSCO版）」を用いて文献検索を行い（2011

年８月～2012年８月），そこから得られた文献に記載され
た引用文献を検索した。

２．文献検索時のキーワードと条件設定
　「systemic lupus erythematosus」と「SLE」をキーワード
として，年数を指定せずにそれぞれ全文検索を実施（結果
①）。次に「body image」をキーワードとして，「年数」を
指定せずに全文検索を実施（結果②）。結果①と②のAND

表１　Cooperの「統合的文献レビュー」のための７ステップ

分析のための各ステップ リサーチクエスチョン 分析内容 本論文

ステップ１ 問題の明確化 関心のある問題や仮説に，どの
ような研究成果が関連するか？

以下について定義する

緒言
（a）変数
（b）関連のある研究とそうでない研究を見分け
ることができるように，興味のある領域につい
ての関連性

ステップ２ 文献検索
関連のある研究を見つけるため
に，どのような手続きが用いら
れるべきか？

以下について認定する

Ⅱ．方法－Ａ（a）情報源（例えば，引用文献，データベース，
学術雑誌）
（b）関連研究を検索するために使用される用語

ステップ３
研究からの
情報収集

各研究の中のどのような情報
が，関心のある領域の問題，仮
説に関連するか？

信頼できる方法で研究についての関連のある情
報を選択する Ⅱ．方法－Ｂ

ステップ４
研究の質の
評価

疑問を調査するうえで，（a）方
法論上の問題，（b）実施上の問
題について，どのような研究成
果が統合研究に含まれるか？

リサーチクエスチョンに一致する方法で行われ
ている研究と，そうでない研究を区別する基準
を定義し，適用する

Ⅱ．方法－Ｃ

ステップ５
研究成果の
分析，統合

研究成果を要約，統合するため
に，どのような手続きが用いら
れるべきであったか？

（a）研究に交差する結果を結合させる
Ⅱ．方法－Ｄ（b）研究間の結果における差を調べるための手

続きを認定し，適用する

ステップ６
エビデンスの
解釈

研究成果の累積的な状態につい
て，どのような結果が記述され
ていたか？

影響力，不偏性，限界について，累積的な研究
成果を要約する Ⅳ．結果

Ⅴ．考察
Ⅵ．結論

ステップ７ 結果の提示 統合的文献レビューにどのよう
な情報が含まれるべきか？

統合的文献レビューの読者が知りたいであろう
方法と結果を決定するための編集に関するガイ
ドラインと見解を認定し，適用する
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検索を実施し，条件設定を言語は「英語」，出版形式は
「定期刊行物OR学術専門誌OR学位論文」に限定すると，
33件の文献が選出された（文献リストＡ）。
　次にCINAHLで「systemic lupus erythematosus」をシ
ソーラス統制語として，「年数」を指定せずに検索を実施
（結果③）。結果②と結果③のAND検索を行い，前述と同
じ条件設定に限定すると25件の文献が選出された（文献
リストＢ）。同様に，MEDLINEにおいて「systemic lupus 
erythematosus」をシソーラス統制語として検索を実施する
と，文献リストＢと同様の結果が得られた。PsycINFOで
は，「systemic lupus erythematosus」はシソーラス統制語に
含まれなかった。
　また，文献リストＡ，Ｂの引用文献で，繰り返し引用さ
れている11件の文献を抽出し，文献リストＡ，Ｂ，および
引用文献を合わせて69件の文献が選出された。

Ｂ．研究からの情報収集

　文献検索により得られた文献を精読し，「研究の質の
評価」にかかわる項目（次項「Ｃ」参照），SLE患者のボ
ディイメージに関する記述についての情報を収集した。

Ｃ．研究の質の評価（分析対象となる文献の選定）

　文献リストＡ，Ｂ，および引用文献に対し，要旨の記載
の有無，研究の目的や方法などが原著論文の形式をなして
いるか否か，発表媒体が学術雑誌であるかどうか，ボディ
イメージに関する知見が得られるかどうかについて，研究
の質の評価を行った。その結果，文献リストＡからは18

件，文献リストＢでは３件，引用文献では３件の合計24件
の文献が選定された。

Ｄ．研究成果の分析，統合

　統合方法として，研究成果の言語的要約と単純なコード
による分類（ポーリット＆ベック，2004/2010，p.712）を
行った。『ボディイメージに関するトピックス（以下，ト
ピックス）』『著者』『発表年』『調査国』『研究方法』『研究
目的』『研究成果』（『  』は，本研究におけるコードを示
す）からなるコード表を作成し，対象となる24件の文献
データの分類と統合を実施し，要約表を作成した。そのう
ち，『研究成果』を除く６つのコードを表２に示す。『ト
ピックス』は，各文献のなかでボディイメージに関して得
られた知見のなかでの主な研究成果とし，研究者が認定し
た。『トピックス』の妥当性については，Cooperの「統合
的文献レビュー」の経験がある質的研究者にスーパーバイ
ズを依頼した。

Ⅲ．用語の定義

　ボディイメージ（body image）について「心のなかに描
き出される自分の姿・形」（Herdman, 2012/2012, pp.336-
337）とした。

Ⅳ．結　　果

Ａ．著　者
　『著者』では，筆頭著者で最も多いのが「Jolly, M.」の
５件，次いで「McElhone, K.」の３件，「Curry, S.L.」の２

件である。その他の筆頭著者はすべて１件である。「Jolly」
や「McElhone」による重要概念の質的調査と疾患特異的
QOL調査が多い（表２）。

Ｂ．発表年

　『発表年』は，1981年１件，1989年１件，1990年１件，
1993年１件，1994年１件，2002年１件，2003年１件，2005

年１件，2006年３件，2007年３件，2009年１件，2010年５

件，2012年４件であり，2006年から増加している（表２）。

Ｃ．研究方法

　『研究方法』は，量的研究12件，質的研究６件，質的研
究と量的研究３件，文献レビュー２件，症例研究１件であ
り，量的研究が最も多い。尺度開発の際には，質的研究と
量的研究の両方が実施されている（表２）。

Ｄ．調査国

　『調査国』は，米国14件，英国４件，豪州２件，オース
トリア１件，トルコ１件，メキシコ１件，ブラジル１件で
あり，米国が最も多い（表２）。

Ｅ．研究成果と区分

１．療養体験
　Stammらは，SLE患者を対象としたフォーカスグループ
インタビューの調査から，「病状経過」「ボディイメージ」
「自信」などからなる92の概念項目と，International Classi-
fication of Functioning （ICF）のカテゴリ分類に沿って考え
られた「身体の構造と機能」「活動と参加」「環境要因」の
３領域を導き出している（Stamm, et al., 2007）。３領域に
分類されなかった概念は，その内容から「健康状態」「個
人要因」「未分類」の３領域に分類している（Stamm, et al., 
2007）。結果，92概念を「身体の構造と機能」28概念，「活
動と参加」24概念，「環境要因」25概念，「健康状態」２概
念，「個人要因」６概念，「未分類」７概念に分類し，SLE
患者における重要概念と，それらが現在使用されている
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SLE患者の疾患特異的質問紙表で測定可能かどうかを明
らかにしている（Stamm, et al., 2007）。比較に用いられた
測定ツールとして，「British Islands Lupus Assessment Group 
index: BILAG」「European Consensus Lupus Activity Measure: 
ECLAM」「SLE Index Scores: SIS」「Systemic Lupus Activity 
Measure: SLAM」「SLE Disease Activity Index: SLEDAI」
「Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American 

College of Rheumatology Disease Index: SDI」「Short Form 
36 Health Survey: SF-36」の７ツールがある（Stamm, et al., 
2007）。SLE患者にとって重要概念であり，「身体の構造と
機能」に含まれる「ボディイメージと外見」「自信」は，
このなかのどの測定ツールにも含まれていない（Stamm, 
et al., 2007）。
　SLE患者の生活体験について調査が報告されている
（Mattje & Turato, 2006; McElhone, & Abbott, et al., 2010）。
Mattje & Turato（2006）は，患者の生活体験について「疾
患体験」「SLEとともに生きる人生」「自己概念との関連」

に分かれる，と述べている。「自己概念との関連」では，
SLE患者は鏡の中の新しい自己像に対して日々和らぐこ
とができない体験をしており，自己概念やセルフイメー
ジの再構築が必要不可欠であることの重要性を述べてい
る（Mattje & Turato, 2006）。また，McElhone, & Abbott, et 
al.（2010）のSLE患者の生きられた体験についての研究
では，SLE患者の体験は「疾患の予後と経過」「ボディイ
メージ」「治療の効果」「感情的な困難さ」「疾患の予測不
可能性」「倦怠感」「痛み」「職業の展望と収入の損失」「記
憶力，集中力の欠如」「他者への依存」「妊娠の問題」の
11因子で構成されていることが明らかにされている。「ボ
ディイメージ」は主に皮膚症状と関連し，ステロイド治療
の結果として起こる体重増加，肌の皮疹，脱毛，腫脹など
とも関連している（McElhone, & Abbott, et al., 2010）。患
者の悩みで最も多いのは，ステロイド薬に伴う体重増加で
ある（McElhone, & Abbott, et al., 2010）。
　Stamm, et al.（2007）, Mattje & Turato（2006）, McElhone, 

表２　SLE患者におけるボディイメージに関する文献レビュー

ボディイメージに
関するトピックス 著者 発表年 研究方法 調査国 研究目的

療養体験

Mattje and Turato 2006 質的研究 ブラジル 外来に通院するSLE患者の生活体験について明らかにする

Stamm, et al. 2007 質的研究 オーストリア SLE患者にとっての重要な概念の調査，またそれらの概念と疾患活動性，ダメージ，
健康状態などの測定ツールとの概念の比較

McElhone & Abbott, et al. 2010 質的研究 英国 SLE患者の生きられた体験の記述をし，SLE患者にとっての健康関連QOLの展望につ
いて明らかにする

H
R
Q
O
L

尺度開発

Jolly, Pickard, Mikolaitis, & 
Rodby, et al. 2010 量的研究 米国 「LupusQoL」（英国）の米国における適合（「LupusQoL-US」の作成）と，有効性と信

頼性の評価

Jolly, Pickard, & Block, et al. 2012 量的研究 米国 疾患特異的患者レポートアウトカムツール（「LupusPRO」）の開発

Jolly, Pickard, Sequeira, & 
Wallace, et al. 2012

質的研究
米国 「Body Image Lupus Scale: BILS」の開発

量的研究

McElhone, et al. 2007
質的研究

英国 SLE患者疾患特異的健康関連QOL尺度（「LupusQoL」）の開発と評価

QOL低下

量的研究

McElhone & Castelino, et al. 2010 量的研究 英国 SLE患者における，QOLと統計学的データと臨床データの関連性を明らかにする

Jolly, Pickard, & Wilke, et al. 2010 量的研究 米国 「LupusQoL-US」調査票を用いたSLE患者のQOL評価

Jolly, Pickard, Mikolaitis, & 
Cornejo, et al. 2012 量的研究 米国 SLE患者，対照群のボディイメージ関連QOLを調査し，関連性を明らかにする

Harrison, et al. 2012 量的研究 米国 SLE患者における「SF-6D」尺度の構成概念妥当性と基準関連妥当性の検討

外
見

外見変化

Bauman 1989 量的研究 豪州 SLE患者における潜在的ニードを明らかにする

Danoff-Burg & Friedberg 2009 量的研究 米国 SLE患者の潜在的ニードについて明らかにする

Alparslan & Kapucu 2010 量的研究 トルコ ステロイドの副作用により患者が経験する変化や困難さ，生活様式への影響について
明らかにする

外見懸念
Hale, et al. 2006 質的研究 英国 SLE患者の外見懸念について明らかにする

Monaghan 2007 量的研究 豪州 リウマチ性疾患患者（RA，SLE）の外見と心理的苦痛の関連を明らかにする

セクシュアリティ

Curry, et al. 1993 量的研究 米国 女性SLE患者における性的な調整と，統計学的・医学的・心理学的変数の関係性を明
らかにする

Curry, et al. 1994
質的研究

米国 女性の性的調整に対するSLEの影響と心理・社会的要因の影響を明らかにする
量的研究

Karlen 2002 症例研究 米国 非誘導的面接を通して，女性のセクシュアリティに対してSLEが与える影響を明らか
にする

Seawell & Danoff-Burg 2005 量的研究 米国 ボディイメージとセクシュアリティに対するSLEの影響について明らかにする

療
養
と
支
援

治療効果 Cornwell & Schmitt 1990 量的研究 米国 関節リウマチ（RA）女性患者，SLE女性患者，健常女性の，認知的健康状態，自尊
心，ボディイメージの違いについて明らかにする

ソーシャル
サポート Mendelson 2003 質的研究 メキシコ SLE患者に対するサポート情報を提供している「リストサーブ」を調査し，どのよう

なサポートが提供されているかを質的に明らかにする

プライマリ・
ケア Pongmarutani, et al. 2006

文献
レビュー 米国 小児SLE患者プライマリ・ケアにおける処置上の問題，その注意点を明らかにする

発達段階 Ascheim 1981
文献
レビュー 米国 青少年の発達にかかわる３つの構成要素に対してSLEが与える影響について明らかに

する
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& Abbott, et al.（2010）は，SLE患者の生活や療養上の体
験から重要概念を導き出しており，これらの『トピック
ス』を「療養体験」とする。

２．HRQOL

　疾患特異的QOL尺度として，McElhone, et al.（2007）
は「LupusQoL」を，Jollyらは「LupusPRO」と「Body Image  
Lupus Scale（BILS）」を開発し，信頼性・妥当性が評価され
た（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012; Jolly, Pickard, Sequeira,  
& Wallace, et al., 2012）。「LupusQoL」は，「身体的健康」「心 
理的健康」「ボディイメージ」「痛み」「人生設計」「倦怠
感」「人間関係」「その他の苦痛」の８概念から構成さ 
れ（McElhone, et al., 2007），「LupusPRO」は，「 症 状 」「治 
療」「身体的健康」「心理的健康」「痛み」「活力」「出
産」「認知」「ボディイメージ」「一般的健康」の10概念か
ら構成されている（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）。 
また，Jolly, Pickard, Sequeira, & Wallace, et al.（2012）は，ボ
ディイメージスケールとして，「私は自分の外見が好きで
はなかった」「私は自分を低く見ていた」「私は自分の身
体や外見がコントロールできていなかった」「私は自分の
外見を気にしていた」「私は他人が自分のことをどう認識
しているか考えると恥ずかしい」の５つの質問項目から
構成されている「Body Image Lupus Scale: BILS」を開発し
ている。これら尺度開発に関するMcElhone, et al. （2007）, 
Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Rodby, et al. （2010）, Jolly, Pickard, 
& Block, et al. （2012）, Jolly, Pickard, Sequeira, & Wallace, et al. 
（2012）の文献の『トピックス』を「尺度開発」とする。
　その他のHRQOLに関する調査では，実際にQOL尺度
を用いた評価が行われている。McElhone, et al. （2007）と
McElhone, & Castelino, et al. （2010）は「Lupus QoL」を，Jolly
らは「LupusQoL-US」（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010）およ
び「BIQLI」（Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Cornejo, et al., 2012）
を，Harrison, et al. （2012）は「Lupus QoL」と「Short Form-6D
（SF-6D）」を用いた調査を行っている。その結果は，SLE
患者のほとんどのQOL項目は負の相関関係を示しており
（McElhone, et al., 2007; Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010），
そのなかで最も低いQOLは「ボディイメージ」である
（McElhone, & Castelino, et al., 2010）。「ボディイメージ」の
QOLは「年齢」「性別」「婚姻の状態」と相関関係があり，
年齢が若く未婚の女性がより「ボディイメージ」のQOL
が低い（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010）。また，「身体
的健康」「痛み」（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010），「全
身症状」「不可逆性の皮膚症状」「脱毛症」「うつの自己記
録」「うつ状態指数」（Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Rodby, et 
al., 2012）と負の相関関係があることから，全身症状，皮
膚症状，脱毛症，うつ症状がより強い者は，QOLがより

低いことが明らかになっている。これらQOL尺度を用い
て調査を行なっているMcElhone, & Castelino, et al. （2010），
Jolly, Pickard, & Wilke, et al. （2010）, Jolly, Pickard, Mikolaitis, 
& Cornejo, et al.（2012）, Harrison, et al. （2012）の『トピッ
クス』をその研究成果から「QOL低下」とする。また，
「尺度開発」と「QOL低下」を合わせた『トピックス』を
「HRQOL」とする。

３．外　見
　Bauman, Barnes, Schrieber, Dunsmore, & Brooks（1989）と
Danoff-Burg & Friedberg（2009）は，SLE患者の潜在的ニー
ドについて調査している。
　Bauman, et al. （1989）の調査では，SLE患者の半数以
上が「外見の変化」が「ある」と答え，「外見の変化」
に「困難」を感じている。また，Danoff-Burg & Friedber
（2009）の調査では，SLE患者は高い割合でニードを訴え
ており，最も記述の頻度が高かったのは「身体的徴候」
の項目である。また，ステロイド薬の影響について調査
したAlparslan & Kapucu（2010）は，対象者の半数以上が
「外見の変化」が「ある」と答え，「外見の変化」に「困
難」を感じていた，と述べている。このように，Bauman, 
et al.（1989）, Danoff-Burg & Friedber（2009）, Alparslan & 
Kapucu（2010）の調査は，SLE患者のニードとして外見変
化を有している実態を明らかにしている。そのため，これ
らの『トピックス』を「外見変化」とする。
　Hale, et al.（2006）は，外見懸念はSLE患者のボディイ
メージに関する重要な概念であると考え，外見懸念を概
念的に明らかにしている。その調査によると，外見懸念
は「公的自意識があること，外見を調整しようとするこ
と」「社会的・物理的孤立」「SLEを理解すること」の３つ
の上位概念と，「変化した身体の社会における可視性」「化
粧で隠すこと」「洋服で覆い隠すこと」「社会的引きこも
り」「家族活動」「SLEに関する社会的理解」「疾患の情報
と説明」の７つの下位概念から構成されている（Hale, et 
al., 2006）。さらに，SLEに伴う目に見える外見上の徴候と
して，顔面発疹，脱毛症，体重増加があるため，SLE患者
はSLE発症後公的自意識を表出するようになり，年齢を
問わず外見を心配し大きな不安を抱えている（Hale, et al., 
2006）。そして，化粧品や衣類を用いて巧みに正常のよう
に見せており，他者との差異と孤立の感情が増加する一方
で，自己を隠し，自分を強引にコントロールしようとして
いる（Hale, et al., 2006）。発疹や傷，肌の色素沈着の変化
を隠すために化粧品を使用することは，女性にとって重要
な関心事である（Hale, et al., 2006）。外見懸念については
Monaghan, et al.（2007）は，SLE患者は「外見懸念」によ
る心理的苦痛があり，「外見懸念」は「身体症状」と「う
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つ」に影響を与える，と述べている。このように「外見懸
念」について述べているHale, et al.（2006）とMonaghan, 
et al.（2007）の文献の『トピックス』を「外見懸念」と
し，「外見変化」と「外見懸念」を合わせた『トピックス』
を「外見」とする。

４．セクシュアリティ
　Curryらは，1993年と1994年に性的調整に関する調査を
行っている（Curry, Levine, Jones, & Kurit, 1993; Curry, Levine, 
Corty, Jones, & Kurit, 1994）。それらの調査では，セクシュ
アリティは，ボディイメージ，うつ状態と明らかな関連性
を認めない（Curry, et al., 1993）が，多くの女性患者は体重
増加に懸念を抱いていることが明らかになっている（Curry, 
et al., 1994）。また，Karlen（2002）の調査では，SLEによ
るセクシュアリティへの影響について，女性SLE患者は，
SLEが彼女たちの外見を「愛を拒絶」したり，「セックス
を退けてしまう」ほどひどく嫌な気分にさせるような状態
に変えてしまったと感じている，と述べている。Seawell & 
Danoff-Burg（2005）は，ボディイメージの４つの変数，「外
見評価」「外見志向」「体重増加ばかりに気をとられること」
「理想体重」を明らかにし，セクシュアリティとの関連性に
ついて述べている。すなわち，セクシュアリティはSLEに
よる「疲労」や「抑うつ症状」から影響を受ける，「性的不
満」は「外見評価」「痛み」「倦怠感」「症状」「抑うつ症状」
と負の相関し，「体重増加」「理想体重」と正の相関を示す，
また「理想体重」は「抑うつ症状」と負の相関関係を示す
（Seawell & Danoff-Burg, 2005）。Curryらの性的調整に関す
る研究（1993; 1994）と，Kalren（2002）, Seawell & Danoff-
Burg（2005）のセクシュアリティに関する研究を合わせて，
『トピックス』を「セクシュアリティ」とする。

５．療養支援
ａ．治療効果
　Cornwell & Schmitt（1990）は，関節リウマチ女性患者， 
SLE女性患者，健常女性を対象に認知的健康状態，自尊
心，ボディイメージの違いについて調査している。結果， 
「ボディイメージ」は，「認知的健康状態」と「自尊心」
との相関関係は認めないが，「ボディイメージ」「認知的
健康状態」はSLE患者においてより低値を示している
（Cornwell & Schmitt, 1990）。また，SLE患者におけるボ
ディイメージの低下は，「疾患の経過」よりもむしろ「治
療効果」に関連している（Cornwell & Schmitt, 1990）。こ
れらのことから，『トピックス』を「治療効果」とする。
ｂ．ソーシャルサポート
　Mendelson（2003）は，ソーシャルサポートとして「リ
ストサーブ」（メーリングリスト管理ソフトの１つで，メー

ルを同時に複数の人に送信する際，アドレスの宛先に「Bcc」
や「Cc」を用いずに「To」を使って一人ずつメールが配
信される仕組み）の活用について述べている。「リスト
サーブ」は， SLE患者に対して５項目（①「アドバイス
と情報の交換」，②「病いと共に生きること」，③「（何が
起ころうとも）人生は続く」，④「サイバースペースのな
かでの生」，⑤「お互いのためにそこにいるということ」）
に関する情報提供とサポートを行っている（Mendelson, 
2003）。５項目それぞれの内容として，①は「論文と論文
に関する議論」「アドバイスや情報に関する要望」「情報の
共有」，②は「調整すること」「ヘルスケア」「症状ととも
に生きること」「他者の反応に対処すること」，③は「友人
と話しをすること」「～について誰か一人にでも聞いたこ
とがあるか」「分かちあうとき，人生は最も素晴らしい」，
④は「グループに参加すること」「テクノロジーを通じた
コミュニケーション」，⑤は「サポート」「グループにつ
いて」「感謝の表出」である（Mendelson, 2003）。このなか
で，「症状とともに生きること」に対する最も多い意見は，
痛み，倦怠感，発疹や脱毛のようなボディイメージの変
化，薬の副作用の調整（特にステロイド治療による体重増
加），疾患の予測不可能な病態像に伴う日々の課題であっ
た（Mendelson, 2003）。情報提供サービスに関するこの文
献の『トピックス』を「ソーシャルサポート」とする。
ｃ．プライマリ・ケア
　Pongmarutani, Alpert, & Miller（2006）は，ボディイメー
ジを心配する多くの若いSLE患者にとって，ステロイド
療法による外見変化は特に苦痛をもたらすということか
ら，小児プライマリ・ケアの重要性について述べている。
小児プライマリ・ケアについて述べたこの文献の『トピッ
クス』は「プライマリ・ケア」とし，「治療効果」「ソー
シャルサポート」と合わせたトピックスを「療養と支援」
とする。

６．発達段階
　Ascheim（1981） は，ボディイメージが青少年期の発達
段階に影響することを明らかにしている。SLEは，青少年
期の発達段階において「ボディイメージの発達」「自律性
の発達」「将来設計」「自己同一性の形成」に対して影響を
与えていると考えられ，青少年期～成人前期における問題
として「ボディイメージの問題」「将来設計の困難さ」が
ある（Ascheim, 1981）。よって，この文献の『トピックス』
を「発達段階」とする。
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Ⅴ．考　　察

Ａ．療養体験
　Stamm, et al.（2007）の調査では，「ボディイメージと
外見」，「自信」の２概念はどの測定ツールにも含まれな
いことが明らかになった。しかし，これらは「BILAG」
「ECLAM」「SIS」などのSLE疾患活動性スコアで評価さ
れている皮膚問題に対して影響を及ぼしている可能性があ
る（Stamm, et al., 2007）ことから，「ボディイメージと外
見」「自信」の２概念は測定ツールとして検討されるべき
重要な概念であるといえる。ボディイメージ測定ツール
について，Stamm, et al.（2007）は，臨床診療と研究分野
において，皮膚症状を伴うSLE患者のために皮膚症状を
評価するための測定ツールが必要である，と述べている。
このStamm, et al.（2007）の研究を資料としてMcElhone 
& Abbott, et al.（2010）による詳細な療養体験の調査が行
われ，この調査を発展させるかたちで「LupusQoL-US」
（Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Rodby, et al., 2010）, 「LupusPRO」
（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）, 「BILS」（Jolly, Pickard, 
Sequeira, & Wallace, et al., 2012）など，ボディイメージが評
価できる測定ツールの開発が行われてきた。このように，
Mattje & Turato（2006）, Stamm, et al.（2007）, McElhone 
& Abbott, et al.（2010）などの療養体験に関する研究は，
SLE患者のボディイメージのQOL評価，ボディイメージ
の評価の発展に直接的・間接的に大きく貢献してきたと考
えられる。
　Stamm, et al.（2007）が導き出した概念は92と多いが，
概念枠組みは「身体の構造と機能」「活動と参加」「環境
要因」と抽象的かつ広義的である。また，Mattje & Turato
（2006）も「疾患体験」「SLEとともに生きる人生」「自己概
念との関連」と抽象的かつ広義的である。一方，McElhone 
& Abbott, et al.（2010）の概念枠組みは「疾患の予後と経
過」「ボディイメージ」「治療の効果」「感情的な困難さ」
などのように具体的かつ狭義的である。これらの療養体
験に関する概念項目は患者にとってのQOLの展望を示し，
実際にQOLの構成概念と共通している項目が多い。その
ため，今後，既存の研究成果の検討と発展的調査を行い，
概念枠組みの構造化をはかっていく必要がある。
　彼らの調査は「ボディイメージと外見」（Stamm, et al., 
2007），「鏡のなかの新しい自己像」（Mattje & Turato, 2006），
「ボディイメージ」（McElhone & Abbott, et al., 2010）のよう
に，SLE患者の療養生活においてボディイメージが重要な
概念項目であることを示しているという点で意義がある。
療養体験は，患者の生活体験は風習や慣習など文化的背景
による差異も考えられる。そのため，今後，これらの調査
国以外の国々でも同様にSLE患者の生活体験に焦点を当

てた研究を実施していく必要がある。

Ｂ．「HRQOL」

　SLE患者特有の「HRQOL」評価尺度は，英国で「LupusQoL」
（McElhone, et al., 2007），米国で「LupusPro」（Jolly, Pickard,  
& Block, et al., 2012）が開発されている。のちに「LupusQoL」
（McElhone, et al., 2007）の米国での有効性が検証され，
「LupusQoL-US」（Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Rodby, et al., 
2010）とされている。「LupusQoL」（McElhone, et al., 2007） 
と「LupusPro」（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）の違い
として，開発国の違いのほかにQOLを構成する概念に違
いがみられる。共通概念として，「身体的健康」「心理的
健康」「ボディイメージ」「痛み」がある（McElhone, et al., 
2007; Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）。異なる概念として
「LupusQoL」に「倦怠感」「人生設計」「人間関係」「その
他の苦痛」があり，社会的側面である「人間関係」が入っ
ている（McElhone, et al., 2007）のに対し，「LupusPRO」
は「症状」「治療」「活力」「出産」「認知」「一般的健康」
があり，女性のライフイベントである「出産」が入ってい
ることが特徴的である（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）。
　QOL尺度が開発される過程で，McElhone, et al.（2007）や
Jolly, Pickard, Sequeira, & Wallace, et al.（2012）により， SLE患
者のQOLを構成する概念の抽出と生成が行われたことは，
SLE看護研究において大変意義のあることである。特に，
McElhone, et al.（2007）の調査は，「HRQOL」尺度開発に
おいて重要な知見と成果を示している。
　「LupusQoL」を用いた英国のSLE患者のQOL調査で，
８概念のなかで最もQOLが低い項目は「ボディイメージ」
である（McElhone, et al., 2007）ことから，SLE患者の
QOLにボディイメージが強く影響することがいえる。こ
の結果を背景に「BILS」の開発が行われ，簡易的にSLE
患者のボディイメージの認識を調査することが可能になっ
ている（Jolly, Pickard, Sequeira, & Wallace, et al., 2012）。し
かし，これだけではボディイメージの概念構造を十分に表
しているとはいえない。また，これらの調査では，「SF-36」
などの一般的健康関連QOL尺度を用いて基準関連妥当性
の検証が行われている（Jolly, Pickard, Sequeira, & Wallace, 
et al., 2012; Jolly, Pickard, Mikolaitis, & Cornejo, et al., 2012）
が，「SF-6D」を用いた調査では「LupusQoL」の「人間関
係」と「ボディイメージ」の項目は相関関係を示さない
（Harrison, et al., 2012）ため，SLE患者のQOLを調査する
うえで「SF-6D」の使用は再検討が必要である。今後，開
発国である米国や英国以外で「LupusQoL」や「LupusPro」，
「BILS」の有効性の検討が進められていく必要がある。ま
た，現在，明らかになっているボディイメージのQOLに
影響を及ぼす関連因子についても同様の調査を行い，検証
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を重ねていく必要がある。

Ｃ．外　見

１．外見変化
　Bauman, et al. （1989）, Danoff-Burg & Friedberg（2009）, 
Alparslan & Kapucu（2010）によって，SLE患者が外見に変
化を感じており，潜在的ニードを有していることが明らか
になっている。患者は，ボディイメージの変化に対する援
助を必要としている（Danoff-Burg & Friedberg, 2009）。そ
のため，ボディイメージやフェイシャルイメージに関する
問題や自尊心に対する療養支援として，ヘアケアや化粧方
法を指導する必要がある（Bauman, et al., 1989）。
　今後，外見変化に対する潜在的ニードの高さとQOLの
関連性を明らかにするとともに，療養生活に与える影響に
ついても調査する必要がある。また，具体的な看護支援に
つながるように，潜在的ニードに関する詳細な調査を行っ
ていく必要がある。

２．外見懸念
　Hale, et al. （2006）, Monaghan, et al. （2007）によってSLE
患者が「外見懸念」を有し，「外見懸念」が身体的・心理
的に影響を与えることが明らかになっている。これは， 女
性はより細い体型を理想とし（Wiederman, 2012），もとも
と身体的満足度が低い（小笠原，2005）うえに，SLE患者
は蝶形紅斑，ムーンフェイス，脱毛症，体重増加などの明
らかな可視徴候が現れる（橋本，2012，pp.74-79）ためと
考えられる。外見懸念に対して，ヘルスケアチームがよ
り感受性を高くすることで，人生を変えるような皮膚病
変を有するSLE患者の心理的懸念についての認識を察知
し，SLE患者の身体的・心理的ニードを確認することで，
実質的なサービスを提供することを可能にする（Hale, et 
al., 2006）。また， SLE患者の外見懸念に対する，家族，友
人，同僚と保健医療提供者の理解も重要である（Hale, et 
al., 2006）。今後，どのような可視徴候がより外見懸念を強
くするか詳細な調査を行い，患者の認知の変化をモニタリ
ングできるようスケール化し，療養支援に活かしていく必
要がある。
　Hale, et al.（2006）の「外見懸念」に関する調査結果
は，疾患特異的QOL尺度の開発（Jolly, Pickard, Mikolaitis, 
& Rodby, et al., 2010; Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012; Jolly, 
Pickard, Sequeira, & Wallace, et al., 2012）や療養体験の調査
（McElhone, Pickard, & Wilke, et al., 2010）に多く引用され
ている。このことから「外見懸念」は，SLE看護研究にお
いてボディイメージが患者の療養生活とQOLに影響を与
えていることを明らかにするうえで，その問題を示した重
要な概念であると認知されてきたといえる。

Ｄ．セクシュアリティ

　セクシュアリティは，先行研究ではボディイメージとの
関連性は認められていない（Curry, et al., 1993）。しかし，
セクシュアリティの一側面である「性的不満」は，「理想
体重」や「体重増加」が高まるほど高い（Seawell, et al., 
2005）。「理想体重」と「体重増加」は，ボディイメージ
の４つの変数に含まれているため（Seawell & Danoff-Burg, 
2005），「体重増加」に対する懸念はセクシュアリティがう
まくいっていないことを予見する可能性があり（Curry, et 
al., 1994），ボディイメージがセクシュアリティに影響を与
えている可能性が考えられる。
　また，「性的不満」の強い女性SLE患者は，「外見評価」
が低い（Seawell & Danoff-Burg, 2005）。「外見評価」がボ
ディイメージの４つの変数のうちの１つであることから
（Seawell & Danoff-Burg, 2005），「外見評価」が低い患者は
ボディイメージが低く，さらにセクシュアリティにも影響
を与えている可能性がある。ボディイメージは「婚姻の
状態」と有意差がある（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010）
が，ライフパートナーの存在は，ボディイメージに抵抗す
る動機づけとなりうる（Curry, et al., 1994）。
　そのため，ボディイメージが低い患者に対して，療養生
活上の人間関係やパートナーシップ，心理学的・医学的
状態を総合的に考慮しながら，必要であればカウンセリ
ングの機会を設けるなどの支援が必要である（Curry, et al., 
1993）。
　今後，セクシュアリティに関する質的研究を積み重ね，
概念の生成と構造化をより発展させていく必要がある。そ
して，QOL尺度に「人生設計」（McElhone, et al., 2007）や
「出産」（Jolly, Pickard, & Block, et al., 2012）の項目があるこ
とから，女性の結婚，妊娠，出産なども含め，セクシュア
リティとボディイメージの関連性を明らかにしていく必要
がある。

Ｅ．療養支援

１．治療効果
　SLE患者のボディイメージは「疾患の経過」よりも
「治療効果」に関係性があることが明らかになっている
（Cornwell & Schmitt, 1990）。これは，主な治療薬であるス
テロイド薬にムーンフェイスや体重増加などの副作用があ
る（橋本，2012，pp.74-79；Alparslan & Kapucu, 2010）た
め，ステロイド薬の服薬によりボディイメージが低くなる
（Alparslan & Kapucu, 2010）ことがあげられる。また，ス
テロイド薬の服薬を中断する理由として，薬効を感じない
と答える人がいる（Garcia-Gonzalez, et al., 2008）ことから
も，治療効果とステロイド薬の服薬に関係性がある可能性
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がある。今後，ステロイドの服薬とボディイメージ，ステ
ロイドの服薬と治療効果，治療効果とボディイメージの関
連性をより詳細に検討していく必要がある。

２．ソーシャルサポート
　SLE患者に対するソーシャルサポートとして，「リスト
サーブ」がさまざまな情報提供とサポートを提供している
ことが明らかになっている（Mendelson, 2003）。
　SLE患者が症状を抱えて生きることに対して最も意見
が多かったのは，痛み，倦怠感，発疹や脱毛のようなボ
ディイメージの変化，薬の副作用の調整（特にステロイド
治療による体重増加），疾患の予測不可能な病態像に伴う
日々の課題についてである（Mendelson, 2003）。これらは
SLE患者が，身体症状（Danoff-Burg & Friedberg, 2009），
ボディイメージ（Alparslan & Kapucu, 2010; Bauman, et al., 
1989），療養支援（Bauman, et al., 1989）に対して多くの
ニードを有していることと矛盾しない。SLE患者のニード
に対して，ヘルスケアチームによる支援，家族による支援
が必要である（Hale, et al., 2006）とともに，「リストサー
ブ」のようなソーシャルネットワークシステムも社会的支
援の一つとして有効活用されていく必要がある。

３．プライマリ・ケア
　SLE患者は男女比１：９と圧倒的に女性が多い疾患で
あり（橋本，2012，p.10），思春期以降の健常女性は健常
男性よりも身体満足度が低く（小笠原，2005），SLEにお
いては年齢の若い未婚の女性がよりボディイメージQOL
が低い（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010）。また，ボディ
イメージは「青少年期の発達」にも影響する（Ascheim, 
1981）。よって医療従事者は，患者の年齢や性別，年齢に
応じた発達段階を意識したプライマリ・ケアの導入が必要
である。プライマリ・ケアでは，ボディイメージの認知の
変化をモニタリングし，患者がこれらの変化に適応するの
を援助するために，早期にカウンセリングの機会を設ける
など必要な看護援助を提供するべきである（Pongmarutani, 
et al., 2006）。

Ｆ．発達段階

　Ascheim（1981）は，SLEは青少年期の発達段階におい

て「ボディイメージの発達」に影響を与えており，患者は
問題を抱えている，と述べている。このことは，青少年期
の女性はより細い体型であることが彼らをより幸福な気持
ちにさせ，健康的に見せ，よりよい外見に見えるように
すると考えている（Wertheim & Paxton, 2012）ことや，年
齢の若い未婚の女性患者がよりボディイメージQOLが低
く（Jolly, Pickard, & Wilke, et al., 2010），日常的に身体的不
満足を感じている（Wertheim & Paxton, 2012）ことからも
考えられる。青少年期の発達段階は，ほかに「自律性の
発達」や「将来設計」「自己同一性の形成」があるように
（Ascheim, 1981），その後の人生や人間関係，社会生活に影
響を与える可能性がある。今後，「ボディイメージの発達」
についてより詳細に明らかにしていくとともに，療養生活
への影響について明らかにしていく必要がある。

Ⅵ．結　　論

　SLE患者のボディイメージに関して記述のある24文献
は，「療養体験」３件，「HRQOL」８件，「外見」５件，
「セクシュアリティ」４件，「療養と支援」３件，「発達段
階」１件の計６項目に分類された。SLE患者はボディイ
メージやボディイメージQOLが低く，外見上の問題に多
くの困難さやニードがある。また，ボディイメージは療養
生活だけでなく，セクシュアリティや発達面でも影響を及
ぼすことが示唆された。今後，SLE患者のボディイメージ
低下に関連する要因の詳細な検討が必要である。また，外
見上の問題に対する支援として，ヘルスケアチームによる
継時的観察やカウンセリングの実施，化粧品等の対処方法
の指導，ソーシャルネットワークシステムの活用を推進し
ていく必要性が示唆された。

謝　　辞
　本文献レビューを実施するにあたり，和歌山県立医科大
学三葛キャンパス図書館三葛館司書の志茂淳子女史，内原
佳代女史には大変お世話になりました。感謝申し上げま
す。
　本研究は，平成23年～26年度独立行政法人日本学術振興
会科学研究費助成事業・若手研究B（課題番号23792611）
を受けて行った研究の一部である。

要　　　旨

【目的】SLE患者のボディイメージに関する知見を明らかにする。
【方法】Cooperの「統合的文献レビュー」の方法論を用いた文献レビュー。「SLE」「systemic lupus erythematosus」
「body image」を含む文献を検索し選定。文献は言語的要約と単純なコード分類を実施した。
【結果】ボディイメージに関する記述のある文献は24件であった。選定文献はそれぞれ「療養体験」３件，



全身性エリテマトーデス患者のボディイメージに関する文献レビュー

100 日本看護研究学会雑誌 Vol. 37　No. 2　 2014

「HRQOL」８件，「外見」５件，「セクシュアリティ」４件，「療養と支援」３件，「発達段階」１件の６項目に
分類された。「HRQOL」は尺度開発に関するものとQOL低下に関するものが多く，「外見」は外見変化と外見
懸念，「療養と支援」は治療効果，ソーシャルサポート，プライマリ・ケアに関するものがあった。
【結論】SLE患者は外見上の問題に多くの困難さやニードがあり，ボディイメージが療養生活に及ぼす影響が示
された。

Abstract

[Objective] This study aimed to clarify the findings of studies on body image in patients with systemic lupus erythematosus 
（SLE） through a research synthesis.
[Method] The research synthesis method proposed by Cooper was used to conduct a literature review. Publications suitable 
for review were identified using the keywords “SLE”, “systemic lupus erythematosus”, and “body image”. The publications 
were classified using simple codes and a table of philological summary data was created.
[Results] Twenty-four publications were identified. In the table, the publications were classified according to the follow-
ing 6 themes: “Life Experience” （3 publications）, “HRQOL” （8 publications）, “Appearance” （5 publications）, “Sexuality” 
（4 publications）, “Medical Treatment and Support” （3 publications）, and “Developmental Stage” （1 publication）. “Scale 
development” and “QOL decline” were included in many publications with the theme of “HRQOL”. “Appearance change” 
and “appearance concern” were included in publications with the theme of “Appearance”. “Effects of treatment”, “social 
support” and “primary care” were included in publications with the theme of “Medical Treatment and Support”.
[Conclusions] The results of this study on body image in patients with SLE indicate that these patients face many difficul-
ties, have various needs regarding problems with their appearance, and their body image influenced their medical treatment.
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一般社団法人日本看護研究学会
平成26年度第１回理事会　議事録（稿）

日　　時：平成26年５月11日（日）13：00～15：05

場　　所：北里大学白金キャンパス　本館４階　役員会議室
出　　席：良村貞子，中村惠子，叶谷由佳，小板橋喜久代，江守陽子，中木高夫，小西恵美子，
　　　　　黒田裕子，小山眞理子，井上智子，泊　祐子，深井喜代子，新道幸惠，祖父江育子，
　　　　　川本利恵子，山田律子，林みよ子　各理事
　　　　　金井一薫，道重文子　各監事
　　　　　塩飽　仁HP担当委員
　　　　　第41回学術集会　宮腰由紀子集会長
欠　　席：工藤せい子，高田早苗，鈴木みずえ，近田敬子，宇佐美しおり　各理事
陪　　席：福田和明，（北里大学）㈱ガリレオ・山田淳一氏，海老根潤氏
議　　長：黒田裕子理事長
書　　記：林みよ子理事

配布資料：
１．会員数の動向
２．編集委員会論文受付・査読状況
３．平成25年度大規模災害支援事業報告
４．平成25年度看護系学会等社会保険連合会活動報告
５．平成26年度第１回将来構想委員会議事録
Ａ．定款および委員会規程の改正案
Ｂ．平成25年度事業報告書
Ｃ．平成25年度決算報告書

第　94　号
（平成26年６月20日発行）
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Ｄ．平成25年度監査報告書

Ｅ．平成26年度事業案

Ｆ．平成26年度予算案

Ｇ．平成26年度奨学会研究選考経過および授与候補者

Ｈ．奨励賞の候補者の推薦

Ｉ．平成26年度新理事候補者名簿

Ｊ．奨学会研究発表者発表延期願

Ｋ．一般社団法人日本看護研究学会学術集会長一覧

Ｌ．一般社団法人日本看護研究学会名誉会員推薦内規

Ｍ．一般社団法人日本看護研究学会・研究倫理審査委員会規程案

Ｏ．平成25年度評議員選挙選出評議員名簿（任期2014年～2018年）

Ｐ．一般社団法人日本看護研究学会・地方会運営細則案

Ｑ．一般社団法人日本看護研究学会・各種文書の取り扱いに関する申し合わせ事項案

Ｒ．一般社団法人日本看護研究学会・委員会名簿

日本看護系学会協議会ニュースレター

理事長挨拶：
　定款第19条の規定にしたがって，本会が成立して開催することが確認され，理事長を議長として会議が

開始された。

　次に，新理事体制において議事録作成を依頼する福田氏，事務局移行を依頼する㈱ガリレオから担当者

（山田氏・海老根氏）が陪席することが説明され，三氏の挨拶があった。また，会議中に，新規入会申込

書と大規模災害支援金のお礼状を回覧すると説明された。

　なお，今回から配布資料にナンバー（報告事項資料は数字，審議事項資料はアルファベット）が付され

たと説明された。

　会議開催に先立ち，㈱ガリレオ・山田氏から，会社概要と新事務局体制および管理システムSOLTIの説
明があった。これを受けて，塩飽HP担当より，SOLTIの詳細が確認された。第41回学術集会長より，学術

集会のサポートはどこまでしてもらえるのかと質問があった。これに対して，演題登録，抄録のエントリー

から版下まで作成すること，参加登録全般の支援が可能であると，具体例を挙げて説明が追加された。

報告事項：
１．会員数の動向

　総務担当・中村理事より，資料に基づいて，会員数は，平成26年４月１日時点で6,112名，５月８日

時点で6,181名であること，会費納入状況は2014年度分まで完納している者が3,306名・約54％であるこ

とが説明された。また，発足以来の会員数動向の推移も説明された。

２．各委員会の平成25年度活動報告

　報告事項として特記事項のある委員会のみ活動報告がなされた。
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１）編集委員会

　委員長・中木理事より，資料に基づいて，2013年度の学会誌掲載論文数，現在の論文投稿状況が報

告された。また，準備を進めてきた投稿および査読システムを社員総会終了後より開始予定であるこ

と，投稿者自身が情報を入力し原稿をアップし，その後オンラインで査読が開始されることが説明さ

れた。

２）大規模災害支援事業委員会

　委員長代理として，理事長より，資料に基づいて，平成25年度の支援状況と，平成26年度まで寄付

を募り，助成を終了することが報告された。

３．第40回学術集会進捗状況

　第40回学術集会・中木集会長より，一般演題の査読が終了し，座長依頼を始めていることが報告され

た。

４．第41回学術集会進捗状況

　第41回学術集会・宮腰集会長より，平成27年８月22日（土）・23日（日）に広島国際会議場で実施す

ること，「日本から世界へ　看護，発信！～和と輪と環と話～」をテーマにしていること，招聘講演等

のプログラムを検討中であること，参加者1,200名見込みで予算たてをしていることが報告された。

５．将来構想委員会報告

　総務担当・中村理事より，業務委託内容の確認と検討，地方会運営の見直し，現事務所保管文書の処

理方法，看保連診療報酬改訂に関するケア技術検討の本学会の方向性，本学会運営に関する今後の方向

性について検討した旨が報告された。

６．看護系学会社会保険連合（看保連）の活動

　渉外担当・小板橋理事より，資料に基づいて，看保連の看護技術体系化における本学会の取り組みの

経緯と今後の対応，平成26年度社員総会の概要，が報告された。

審議事項：
１．定款および学会賞・奨励賞規程の改正案

　理事長より，事務局移転，理事長任期延長，実際の運営との齟齬があり，定款の改正の必要が出てき

たことから，事務所を㈱ガリレオの所在地とする，理事数を25名以内とする，学会賞・奨励賞は社員総

会で承認することとする，と変更することとなったと説明された。

　これに対して異議はなく，承認された。

２．平成25年度事業報告

　総務担当・中村理事より，資料に基づいて，平成25年度事業活動が報告された。

　これに対して異議はなく，承認された。
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３．平成25年度決算報告

　会計担当・叶谷理事より，資料に基づいて，説明された。

　まず，一般会計について説明があった。一般会計貸借対照表のうち，前年度と大きく異なる点として

棚卸資産について，学会誌CD化に伴い，紙媒体での印刷費用が大幅に高くなったことが原因であるこ
とが説明された。一般会計収支計算書に基づいて収支の概要が説明され，委員会活動の支出が全体に抑

えられたこと，学会誌CD化に伴って通信運搬費および印刷製本費が抑えられたことから，ほぼ予算ど
おりの執行であったと説明があった。

　次に，特別会計について説明があった。奨学会は対象者がいなかったこと，選挙はやり直したが費用

は抑えられたこと，第39回学術集会は収支差額ゼロであったこと，災害支援は約40万円の残金であるこ

とが説明された。

　これに対して異議はなく，承認された。

４．平成25年度監査報告

　金井監事より，資料に基づいて，大嶋会計士の会計監査報告が代読された。また，道重監事より，資

料に基づいて，平成25年度決算の会計監査の結果が報告され，年会費の未回収への努力勧告がなされ

た。

　これに対して異議はなく，承認された。

５．平成26年度事業案

　総務担当・中村理事より，資料に基づいて，平成26年度事業案が説明された。

　これに対して異議はなく，承認された。

６．平成26年度予算案

　会計担当・叶谷理事より，資料に基づいて，収支予算書案が説明された。収入については，入会者の

年会費収入分を例年よりも少なく見積もったこと，支出については，事務局移行に伴って現事務局借用

費の７月分までの支払いを要すること，コピー機レンタルが平成27年度までの契約であるために費用が発

生すること，新事務局委託費が発生することが説明され，これらを踏まえて予算立てしたことが説明され

た。災害支援は平成26年度まで継続するため，残額がないように予算たてしていることが説明された。

　これに対して，公認会計士の顧問料がなくなっているが，今後はどのようにするのかという質問があ

り，会計より，大嶋会計事務所と㈱ガリレオの両者の希望により，事務局移行と同時に大嶋会計事務所

との顧問契約は解約したこと，弁護士顧問契約費用には会計士費用も含まれていることが説明された。

また，事務員の退職金額が少なく功労金を含めてもう少し支払えないかと質問があり，会計より，退職

金に対する規程に基づいて理事長を含めて検討したが，その中でももう少し支払いたいと考えていると

回答があった。

　このほかに異議はなく，承認された。

　なお，一般会計収支予算書に，誤植があり（管理費支出の奨学会事業／学会賞・奨励賞事業は，福利

厚生の間違い），修正してほしいと説明があった。
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７．平成26年度奨学金授与者推薦

　奨学会委員長・深井理事より，資料に基づいて，平成26年度奨学会研究の選考経緯が報告され，２名

を推薦すること，両者ともに要件を満たしたことから，両者に授与したいと説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

８．奨励賞推薦について

　奨励賞・学会賞委員長・新道理事より，資料に基づいて，学会賞は該当なし，奨励賞３名を推薦する

と説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

９．新理事候補者

　理事長より，資料に基づいて，新理事体制について説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

10．奨学会研究発表者発表延期

　奨学会委員長・深井理事より，資料に基づいて，発表予定者の山下氏より，体調不良によって１年間

の発表猶予を希望する旨の依頼があり，委員会として承認したい旨の説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

11．第43回（平成29年度）学術集会会長

　理事長より，第43回学術集会長として，山口桂子先生に依頼したい旨の説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

12．名誉会員の推薦

　理事長より，名誉会員推薦内規に基づいて，大串靖子先生，近田敬子先生を推薦したい旨の説明が

あった。

　これに対して異議はなく，承認された。

13．研究倫理審査委員会規程案

　研究倫理委員長・江守理事より，研究倫理審査委員会規程検討の経緯が説明された上で，今回の主な

修正案として，必ずしも法律の専門家に依頼することが難しいことに加え，弁護士が研究倫理に精通し

ているわけではないと考え，「大学または研究機関等の研究倫理審査委員会に所属した経歴を持ち，審

査委員の経験のある者」と変更したこと，倫理委員を18歳から75歳という規定を追加したこと，種々の

手続きに費用を要すること15,000円を徴収してはどうかと考えたことが説明された。
　これに対して，「同意書」というよりも，「承諾書」の方が妥当ではないかという意見が出され，委員

長も承諾した。このほかに異議はなく，一部修正するとして承認された。
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14．理事長推薦理事

　理事長より，定款13条に基づき，理事長推薦理事として，新理事体制では，叶谷現会計担当理事と塩

飽現ホームページ担当者を指名したい旨の説明があった。

　これに対して異議はなく，承認された。

15．理事会推薦監事候補者

　理事長より，理事選出規程第９条に基づき，新評議員のうち，松田たみ子新評議員を推薦したいと説

明された。

　これに対して異議はなく，承認された。なお，万一ご本人に承諾いただけない場合は，再審議すると

追加説明された。

16．地方会運営細則案

　総務担当・中村理事より，これまで各地方会に任せてそれぞれに運営してきたものを一本化すること

を目指して規程を設けたい旨の説明があった上で，資料に基づいて概要が説明された。資料について，

タイトルは「地方会運営細則」を「地方会施行細則」，附則の「看護学部生」を「看護学生」と修正す

ることが追加された。

　これに対して，地方会の会計は毎年ゼロにするのかという質問があり，中村理事から学会の傘下にあ

ることを考えるとすべてを返還してもらいたいと考えていると回答した。これに対して，会員数が少な

い場合は翌年度の活動に影響が出る可能性があると指摘があった。これを受けて，中村理事より，地方

会運営を円滑にし，活動を活発化するための規程とできるような意見を頂戴したいと依頼があった。ま

た，中村理事より，赤字になった場合の補填について常任理事会でも意見があったが，この規程を設け

るとなれば予算案から本会が関与し，赤字補填をすることも検討したいと説明があった。

　また，中村理事より，実際の運営を考えると，第７条を地方会学術集会としているが，「地方会学術

集会等」と修正し，活動しやすいように修正したいと説明があった。

　このほかに異議はなく，一部修正するとして承認された。

17．各種文書の取り扱い方法

　理事長より，これまで学会開設以来40年にわたる文書が多く保管されているために，事務局を閉じる

ことも関連して，これらをどのように処理するかを検討したと趣旨が説明された。続いて，総務担当・

中村理事より，一般社団法人および一般財団法人に関する法律に基づいて，本文書取り扱いに関する申

し合わせ案を検討した旨の説明があった上で，処理概要が説明された。

　これに対して，「文書」となると「電子データ」は含まれるのか，電子データは保管する必要がある

のではないかと質問があり，中村理事からは電子データもすべて含むと解釈していると説明された。こ

れを受けて，今後本学会の歴史をたどる必要があった場合にはPDFなど何らかの手がかりが必要では
ないかという意見があり，学会誌にはすべて議事録も保管されているために，歴史をたどる手がかりは

得られるという回答があった。

　このほかに異議はなく，一部修正するとして承認された。
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18．新旧理事会開催準備

　理事長より，新旧理事会および社員総会の開催予定が確認された。

　５月18日　10時から11時　新理事会

　　　　　　11時から12時　新旧理事会

　　　　　　　任期2014までの理事・監事は11時30分から出席

　　　　　　13時から16時　定時社員総会

　なお，資料Ｒのうち，任期2014年の委員名は，誤植があるため削除することとなった。
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一般社団法人日本看護研究学会
平成26年度第２回（新・旧）理事会　議事録（稿）

日　　　時：平成26年５月18日（日）10：00～11：15

場　　　所：北里大学白金キャンパス・薬学部１号館２階・1202講義室

出　席　者：黒田裕子，中村惠子，良村貞子，叶谷由佳，江守陽子，工藤せい子，小西惠美子，

　　　　　　泊　祐子，小山眞理子，鈴木みずえ，井上智子，近田敬子，新道幸恵，祖父江育子，

　　　　　　中木高夫　各理事

　　　　　　青山ヒフミ，荒木田美香子，石井範子，川口孝泰，塩飽　仁，岩本幹子，中西純子，

　　　　　　法橋尚宏，本田彰子，前田ひとみ，村嶋幸代　各理事

　　　　　　金井一薫，道重文子　各監事

欠　　　席：小板橋喜久代，高田早苗，深井喜代子，宇佐美しおり，川本利恵子，山田律子，林みよ子理事

議　　　長：黒田裕子理事長

陪　　　席：宮腰由紀子（第41回学術集会長）

陪席・書記：福田和明（北里大学）

配布資料：
１．平成26年度　第１回理事会議事録（稿）

２．「一般社団法人　日本看護研究学会　平成26年度定時社員総会（資料）」

３．日本看護研究学会　委員会名簿

４．日本看護研究学会　平成26年度定時社員総会　議事次第

５．日本看護研究学会　地方会施行細則（案）

６．日本看護研究学会　各種文書の取り扱いに関する申し合わせ事項

７．日本看護研究学会奨学会委員会伝達ならびに新・事務局委託事項

８．日本看護研究学会　平成26年度予定表（案）

理事長挨拶：
　定款第22条の規定にしたがって，理事長より開催の挨拶のあと，理事長を議長として会議が開始された。

　会議開催に先立ち，理事長より，本日の理事会ならびに社員総会においては，本学会開設以来長年にわ

たり事務業務を担ってきた事務局を平成26年６月末までに閉じ，新事務局業務を㈱ガリレオ社に移行する

こと，新旧の理事の交代があること，Webによる査読システムを導入予定であることから，大きな変化
の時期を迎えていると説明があった。

　まず，議事の冒頭で新理事（任期：2014年～2018年）および旧理事の自己紹介があった。

　理事長より，本日の社員総会は86名の社員の出席を予定しており，定款第27条の規定にしたがって，社

員総会は成立する見込みであることの確認があり，議事録作成は谷津裕子氏と藤井徹也氏に依頼したと説

明があった。
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報告事項：
１．会員数の動向について（配布資料２の３～４頁）

　総務担当・中村理事より，資料に基づき，会員数の動向について報告があった。

２．各委員会　平成25年度活動実績報告および平成26年度活動計画について

委員会報告：

１）電子査読システム導入について（配布資料２の86～110頁）

　編集委員長・中木理事より，実施が遅れているが社員総会終了後より実施予定であること，HPの
投稿ページからログインしてもらい，投稿者が自分で投稿者情報を入力しWORDあるいはPDFで論
文をアップしてもらうという投稿方法となること，その後の事務手続きや査読もマニュアルに従って

簡単に進めることができることが説明された。

２）奨励賞受賞論文の推薦について（配布資料２の63頁）

　学会賞・奨励賞委員長　新道理事より，学会賞はなし，奨励賞３名を推薦されたと報告があった。

３．第40回学術集会について

　第40回学術集会・中木高夫集会長より，平成26年８月23日（土）・24日（日）に奈良県文化会館にお

いて開催すること，学術集会の進捗状況について報告があり，多くの方々の参加をお願いしたいと説明

があった。

４．第41回学術集会について

　広島大学の宮腰由紀子氏（第41回学術集会長）より挨拶があり，平成27年８月22日（土）・23日（日）

に広島国際会議場において，「日本から世界へ看護，発信！～和と輪と環と話～」をテーマに開催する

こと，参加者は1,200名を見込み，1,900万円の予算立てをしていると報告があった。

５．各種文書の取り扱いに関する申し合わせ事項（案）について（配布資料６）

　理事長より，これまで学会開設以来40年にわたる文書が多く保管されているために，事務局を閉じる

ことも関連して，これらをどのように処理するかを検討したと主旨が説明された。続いて，総務担当・

中村理事より，一般社団法人および一般財団法人に関する法律に基づいて，本文書取り扱いに関する申

し合わせ案を検討した旨の説明があった上で，処理概要が説明された。

６．その他（配布資料２の13～15頁）

１）日本学術会議について

２）日本看護系学会協議会の活動について

３）看護系学会社会保険連合（看保連）の活動について

　渉外担当・泊理事より，資料に基づき，上記内容について報告があった。
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審議事項：
１．平成25年度事業報告（配布資料２の28頁）

　総務担当・中村理事より，資料に基づき，平成25年度事業活動について報告された。これに対して異

議はなく，承認された。

２．平成25年度一般・特別会計決算報告（配布資料２の29～60頁）

１）会計報告（一般・特別）

　会計担当・叶谷理事より，資料に基づいて説明があった。

　まず，一般会計について説明があった。一般会計貸借対照表のうち，前年度と大きく異なる点とし

て棚卸資産があり，学会誌CD化に伴い紙媒体での印刷費用が大幅に高くなったことが原因であると
説明があった。一般会計収支計算書に基づいて収支の概要が説明され，委員会活動の支出が全体に抑

えられたこと，学会誌CD化に伴って通信運搬費および印刷製本費が抑えられたことから，ほぼ予算
どおりの執行であったと説明があった。

　次に，特別会計について説明があった。奨学会は対象者がいなかったこと，選挙はやり直しをした

が費用は抑えられたこと，第39回学術集会は収支差額ゼロであったこと，災害支援は40万円の残金で

あることの説明があった。

　これに対し異議はなく，承認された。

２）会計監査報告（配布資料２の62頁）

　金井監事より，資料に基づいて平成25年度決算の会計監査の結果が報告され，年会費の未収会費の

会費徴収の努力勧告がなされた。これに対し異議はなく，承認された。

３）監査報告（配布資料２の61頁）

　金井監事より，資料に基づいて，大嶋公認会計士の会計監査報告書が代読された。これに対し異議

はなく，承認された。

３．定款・規程改正案について

　理事長より，定款については，法人事務局の所在と理事数の変更，学会賞・奨励賞の会員総会承認の

削除，それに伴う附則の追記，学会賞・奨励賞規程の承認を会員総会から社員総会へ変更，の説明が

あった。これに対し異議なく，承認された。

４．新役員役割分担について（資料３）

１）理事長指名理事

　理事長より，新理事体制から指名理事として，叶谷由佳・現会計担当理事と塩飽　仁・ホームペー

ジ担当者を指名したいと説明があった。これに対し異議なく，承認された。

２）監事（任期2018年まで）理事会推薦（社員総会にて信任決議）

　理事長より，新理事体制における監事として松田たみ子・新評議員が理事会にて推薦されたと説明

があった。これに対し異議なく，承認された。

３）その他の新役員役割分担

　新役員の役割分担について検討し，下記のように決定し，異議なく承認された。なお，理事長よ
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り，本日の社員総会で承認された後，事務局より委嘱状を発行すること，理事長・副理事長・渉外担

当理事・総務担当理事・監事・各委員長は常任理事会構成メンバーである旨の説明があった。

　川口　孝泰氏：副理事長・渉外担当理事（長），将来構想検討委員

　本田　彰子氏：総務担当理事

　岩本　幹子氏：会計担当理事

　中西　純子氏：編集委員

　法橋　尚宏氏：編集委員・委員長

　荒木田美香子氏，村嶋　幸代氏，石井　範子氏：奨学会委員，学会賞・奨励賞委員

　青山ヒフミ氏：研究倫理委員

　前田ひとみ氏：国際活動推進委員・委員長

　上記委員長のほか，会計担当責任者に鈴木みずえ理事，奨学会委員会委員長に祖父江育子理事，学

会賞・奨励賞委員会委員長に工藤せい子理事，研究倫理委員会委員長に江守陽子理事，医療技術評価

ワーキング委員会委員長に黒田理事長，と決定した。

５．事務局業務委託について

　理事長より，平成26年６月末をもって学会事務局業務を㈱ガリレオ社に委託し，事務局の所在地が現

在の千葉市から東京・巣鴨に移転する旨の説明があった。また，事務局業務移行に伴い，７月初旬から

会員管理システムを導入予定であるが，会員番号およびパスワードを新たに発行し，会員全員へ配送予

定であると説明があった。

６．平成26年度事業案について（配布資料２の75頁）

　総務担当・中村理事より，資料に基づいて，平成26年度事業案が説明された。これに対し異議なく，

承認された。

７．平成26年度予算案について（配布資料２の76～81頁）

　会計担当・叶谷理事より，資料に基づき，収支予算案の説明があった。

　収入については，入会者の年会費収入分を例年より少なく見積もったこと，支出については，事務局

移行に伴い現事務局借用費の７月分までの支払いを要すること，コピー機レンタルが平成27年度までの

契約であるために費用が発生すること，新事務局委託費が発生することが説明され，これらを踏まえて

予算立てしたことが説明された。災害支援は平成26年度まで継続されるため，残額がないように予算立

てをしていると説明があった。

　　これに対して異議なく，承認された。

８．平成26年度奨学会研究助成について

　奨学会委員長の深井理事の代理として，奨学会，学会賞・奨励賞委員である良村理事より，資料に基

づき，平成26年度奨学会研究の選考経緯が報告され，２名を推薦し，両者ともに要件を満たしたことか

ら，両者に授与したいと説明があった。これに対し異議はなく，承認された。
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９．奨学金授与者の発表延期願いについて

　奨学会委員長の深井理事の代理として，良村理事より，発表予定者の山下氏より体調不良にて１年間

の発表猶予を希望する旨の依頼があったと説明があり，これに対し異議なく，承認された。

10．第43回学術集会会長について（配布資料２の85頁）

　理事長より，第43回学術集会の集会長として長く学会に貢献され前理事長である山口桂子氏に打診し

たところ，ご本人より快諾いただけたため，理事会で審議いただく旨の説明があった。

　これに対し異議なく，承認された。

11．名誉会員推薦について（配布資料２の83～84頁）

　理事長より，名誉会員として，大串靖子氏と近田敬子氏を推薦したい旨の説明があり，これに対し異

議なく，承認された。

12．地方会施行細則（案）について（配布資料５，配布資料２の116頁）

　総務担当・中村理事より，定款第９章に「地方会」の規定はあるが細則がなかったため，社団法人化

を受けて地方会施行細則を作成した旨の説明があった。

　「会計」は地方会も含めるのではないか，地方会の収益金の取り扱いは社団法人として問題はないの

かと質問があったが，公認会計士に相談した結果，地方会事業活動に伴う収益金は本会の会計とは異な

るため，各地方会で会計監査を実施すれば問題がないと指導を受けた旨の回答があった。

　会計担当・叶谷理事より，元々地方会に対しては本会より資金を「補助する」という位置づけであ

り，補助金については収支ゼロにして本会に返還する処理が望ましいと公認会計士の指導を受けたと説

明があった。

　すでに終了した地方会の昨年度会計決算の再報告の必要性の有無に関する質問に対し，会計担当・叶

谷理事より，本会からの補助金の残金状況のみを本会会計担当者に報告してほしいと回答があった。

　このほかに異議はなく，承認された。

13．その他

１）大規模災害支援金お礼状（回覧）

　大規模災害支援金に対するお礼状について回覧がなされた。

次回理事会

次回理事会（予定）

日　　時：平成26年10月25日（土）13時～16時

場　　所：北里大学　白金キャンパス　本館２階大会議室
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一般社団法人日本看護研究学会
平成26年度定時社員総会　会議録

日　　時：平成26年５月18日（日）13：00～15：00

会　　場：北里大学白金キャンパス　薬学部１号館　２階1202講義室

　社員（評議員）161名のうち，出席89名，欠席委任状49名で，定款第27条により本会は成立することが

確認された。

議　　長：黒田裕子理事長

書記の任命

　会議の開始に伴い，理事会から推薦された書記が拍手で承認された。

書記：藤井徹也（聖隷クリストファー大学）

　　　谷津裕子（日本赤十字看護大学）

報告事項：
１．会員数の動向について（中村惠子副理事長）社員総会資料３～４頁

　社員総会資料に沿って，平成26年４月１日現在，会員総数6,112名（名誉会員12名，評議員115名，一

般会員5,985名）であること，平成25年度会費が8,000円に変更になったこと，会費回収率が96.04％で
あったことが報告された。また，平成25年度新入会者が474名，退会者が322名あったことが報告され

た。

２．第３回評議員・役員選挙（2013年）について（黒田裕子理事長）社員総会資料５～９頁

　社員総会資料に沿って，第３回評議員・役員選挙の結果が報告された。

３．各委員会平成25年度活動実施報告および平成26年度活動計画について

１）編集委員会報告（中木高夫理事）社員総会資料10～11頁

・36巻１～５号をCD-ROMとして発刊し，合計41件を掲載した。

・Webでの公開を開始した。
・2013年度の投稿数は84編，2014年度投稿数は５月９日現在11編。

・電子査読システムを業者に依頼し，構築中である。

　以上のことが社員総会資料に沿って報告された。

２）将来構想委員会について（中村惠子副理事長）社員総会資料129頁

　規程の整備，事務局の移転，業務内容の整理，業務依頼業者の選定（委託業者：ガリレオ）を実施

したことが報告された。

３）ホームページの管理について（塩飽　仁理事）

　ホームページの管理の管理状況，地方会へのサポートについて報告がされた。
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４）大規模災害支援事業について（中村惠子副理事長）社員総会資料12頁

・平成25年度の収入と支出（推薦会員３名，看護学生36名に支援）。

・平成26年度迄継続する。

４．第40回学術集会について（中木高夫学術集会長）

　2014年８月22日～23日に奈良県立文化会館で開催予定であることと，進捗状況が報告された。

５．第41回学術集会について（宮腰由紀子学術集会長）

　2015年８月22日～23日に広島国際会議場で開催予定。テーマ「日本から世界へ看護を発信」であるこ

とが報告された。

６．その他

１）日本学術会議について（報告なし）

２）日本看護系学会協議会の活動（泊　祐子理事）社員総会資料13頁

　社員総会資料に沿って，「看護師特定行為への対応」の看護系学会を対象とした意見募集と説明会

について報告された。

３）看護系学会等社会保険連合会（看保連）の活動について（泊　祐子理事）社員総会資料13～15頁

・会費徴収のアンケート結果を受け，会費が70,000円に下がった。
・看護技術の体系化に向けた本学会の取り組み。

・介護報酬ワーキンググループの発足。

・平成26年度の社員総会。

　以上のことが社員総会資料に沿って報告された。

４）地方会について

・北海道地方会（良村貞子理事）社員総会資料16～17頁

　総会：平成25年６月15日，学術集会：平成25年６月15日（辻　恵子学術集会長），地方会ニュー

スレターの発行，決算報告が報告された。

・東海地方会（鈴木みずえ理事）社員総会資料18～19頁

　学術集会：平成26年３月15日（岡田由香学術集会長），総会の開催，セミナー開催，ニュース

レターの発行，世話人会開催（２回），会計報告が報告された。

・近畿・北陸地方会社員総会資料20～21頁

　セミナー開催（第17回・18回），ホームページ，ニュースレターの発行，地方会活性化に関す

るアンケート調査の実施，総会の開催，学術集会：平成26年３月１日（中木高夫学術集会長），

会計報告が報告された。

・中国・四国地方会（大森美津子評議員）社員総会資料22～23頁

　学術集会：平成26年３月９日（中西純子学術集会長），総会の開催，委員会活動，会計報告が

報告された。

・九州・沖縄地方会（東サトエ評議員）社員総会資料24～25頁

　会員数888名，地方会ニュースレターの発行，ホームページの更新，役員会の開催，学術集会：
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平成25年11月２日（小湊博美学術集会長），助成金の授与，会計報告が報告された。

　報告事項について，質疑なし。

審議事項：
１．定款・規程改正案（黒田裕子理事長）社員総会資料27頁

　社員総会資料に沿って，定款改正案，規程改正案および学会賞・奨励賞規定（程）の改正案について

説明された。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

２．平成25年度事業報告（中村惠子副理事長）社員総会資料28頁

　社員総会資料に沿って，平成25年度の事業報告が成された。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

３．平成25年度決算報告（叶谷由佳理事）社員総会資料29～60頁

　社員総会資料に沿って，平成25年度決算報告が説明された。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

４．平成25年度監査報告（金井一薫監事）社員総会資料61～62頁

　社員総会資料の下記報告書に沿って，監査報告が行なわれた。

・監査報告書

・会計監査報告書

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

５．奨励賞推薦について（新道幸恵理事）社員総会資料63～69頁

　学会賞・奨励賞委員会より，奨励賞候補者３名がその推薦理由とともに紹介された。

・学会賞候補者　該当者なし

・奨励賞候補者　竹内　陽子氏　第35巻４号掲載論文

　　　　　　　　永田　　明氏　第35巻５号掲載論文

　　　　　　　　今井多樹子氏　第36巻１号掲載論文

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

６．新理事候補者について（黒田裕子理事長）社員総会資料70頁

　社員総会資料に沿って，新理事候補者が紹介された。任期は2014年（平成26年）定時社員総会～2018年

（平成30年）定時社員総会までである。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。
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７．理事長推薦理事について（黒田裕子理事長）社員総会資料71頁

　定款第５章第13条役員の選任２．理事長推薦理事に定められた推薦理事候補者として，以下２名が紹

介された。任期は2016年（平成28年）定時社員総会までである。

・塩飽　仁先生（渉外広報ホームページ担当理事）

・叶谷由佳先生（会計担当理事）

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

８．監事について（黒田裕子理事長）社員総会資料71頁

　新監事として，以下１名が推薦された。任期は2014年（平成26年）定時社員総会～2018年（平成30年

度）定時社員総会までである。

・松田たみ子先生　社員（評議員）

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

９．研究倫理審査委員会規程案について（江守陽子理事）社員総会資料72～74頁

　学会員の研究活動を支援・促進する目的で本学会に研究倫理審査委員会を設置すべく検討を進めてき

た旨の説明があり，社員総会資料に沿って当委員会規程案の説明が行なわれた。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

10．将来構想委員会提案：地方会施行細則案について（中村惠子理事）

 当日配布資料：一般社団法人日本看護研究学会・地方会施行細則（案）

　一般社団法人化に伴い地方会施行細則の整理が必要となり，定款第32条第４項の規定に基づき本案が

作成された旨が説明された。

　上記について異議なく，挙手をもって賛成多数で承認された。

11．その他

　なし

理事会報告：
１．平成26年度事業案について（中村恵子副理事長）社員総会資料75頁

　社員総会資料に沿って，平成26年度事業計画が説明された。大規模災害支援事業の運営は，平成26年

度迄継続する。

２．平成26年度予算案について（叶谷由佳理事）社員総会資料76～81頁

　社員総会資料に沿って，平成26年度予算案が説明された。

　平成25年度の会計を基に予算立てした。収入については，平成25年度入会者数が少なかったことを基

に予算立てした。支出については，消費税３％増を考慮した。災害支援事業特別会計は，平成26年度末

で一旦閉じることとする。
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３．奨学会研究費授与について（祖父江育子理事）社員総会資料82頁

　社員総会資料に沿って，応募のあった２名に授与が決定したと説明された。

４．名誉会員の推薦について（黒田裕子理事長）社員総会資料83～84頁

　社員総会資料に沿って，推薦内規の説明後，大串靖子氏，近田敬子氏の推薦がされた。

　拍手で承認され，今年度会員総会で承認を受ける。

５．平成43回（平成29年）学術集会会長推薦について（黒田裕子理事長）社員総会資料85頁

　山口桂子氏が推薦され，拍手で承認された。今年度会員総会で承認を受ける。

６．各種文章取扱いに関する申し合わせ事項（案）について（中村恵子副理事長）

・議事録は，10年間保管する。

・会計関連書類は，10年間保管する。

・事務関連書類は，事務処理終了後５年保存する。

・学会誌は１部を永久保存，その年度の残部は１年間保存する。

・書類の処理は，機密書類処分業者に依頼し処分する。

　以上について，説明された。

　宮腰由紀子第41回学術集会会長より，学会発足の初期のデータをデジタル化し保存する案が出され，

可能なかぎり，デジタル化することとなった。

　大森評議員から，地方会の役員の選挙に費用がかかることについて，本会からの補助の有無について

問われた。黒田理事長から，現在の金額は変更できないため，選挙方法を工夫して行うように回答がな

された。

７．事務局事業移転について（黒田裕子理事長）

　事務局業務について，６月末をもって委託業者のガリレオに移行する。

８．その他

１）大規模災害支援金お礼状について（黒田裕子理事長）

　お礼状を回覧することが説明された。

２）電子投稿者用マニュアルについて（中木高夫理事）社員総会資料86～110頁

　社員総会資料に沿って，説明がされた。

３）その他（黒田裕子理事長）

・本日まで理事・監事を担当してもらった理事・監事の紹介とお礼が伝えられた。

・事務局員の高橋氏，石川氏にお礼が伝えられ，両氏から挨拶が述べられた。
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第28回　近畿・北陸地方会学術集会

テーマ：患者の看護に立ち戻る研究への挑戦
　

◆会　　期：平成27年３月７日（土）10：00～16：30（受付９：30～）
◆会　　場：金沢大学保健学類校舎（金沢市小立野５－11－80）
◆プログラム
◇会長講演「看護における対象理解」

加藤真由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
◇交流集会「生活機能を維持・拡大する看護研究」

老年リハビリテーション看護学分野会
泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
相川みづ江（金沢医療技術専門学校）

◇地方会総会
◇シンポジウム「一人の大切な人のための看護研究」

「看護実践力を育む！　事例検討を素材にした看護研究を通して」
川島　和代（石川県立看護大学　教授）

「排泄ケアを通じた個別性ある看護の価値」
湯野智香子（国民健康保険小松市民病院　看護師長）

「ナラティブから生まれる力 ─ 精神に病いをもちながら生きる人の体験に添って」
田中　浩二（金沢医科大学看護学部　講師）

◇教育講演「ナラティブに基づいた研究法」
宮坂　道夫（新潟大学医歯学系　教授）

◇一般演題発表
◆事務局
　金沢大学医薬保健研究域保健学系　正源寺美穂
　　電話：076-265-2570　メール：shogen@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp

◆交通アクセス

金沢大学医薬保健学域 医学類
金沢大学附属病院

金沢美術工芸大学

県立盲学校
金沢少年
鑑別所

如来寺

教信寺

金沢美大前

石引一丁目北

石引東

石引一丁目

小立野四丁目

石引

金大病院前

小
立
野
ト
ン
ネ
ル

小立野

小立野

大学病院前

大学病院前

金沢大学
医薬保健学域
保健学類

交通アクセス（北陸鉄道バス）

●金沢駅東口３番乗り場から

●金沢駅東口６番乗り場から

●金沢駅西口５番乗り場から

「金沢学院大学」「金沢東高校」「東部車庫」「北陸大学」
「湯涌温泉」「上辰巳」「駒帰」行き

「金沢学院大学」「金沢東高校」「東部車庫」行き

「医王山」「田上住宅」行き

上記のいずれかに乗車し、小立野（こだつの）下車【約20分】
 ▶徒歩【約５分】
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１．投　稿　者
　本誌投稿者は，著者および共著者のすべてが本学会員でなければならない。ただし，編集委員会により依頼したものは
非会員であってもかまわない。

２．著者および研究貢献者
１）著者
　「著者」（Author）とは，通常，投稿された研究において大きな知的貢献を果たした人物と考えられている。
　著者資格（Authorship）は以下の①から④の四点に基づいているべきであるとともに，そのすべてを満たしていなけ
ればならない *。

　　①　研究の構想およびデザイン，データ収集，データ分析および解釈に，実質的に寄与した
　　②　論文の作成または重要な知的内容に関わる批判的校閲に関与した
　　③　出版原稿の最終承認を行った
　　④　研究のあらゆる部分の正確さまたは完全さに関する疑問が適切に探究され解決されることを保証する，研究の

すべての面に対して説明責任があることに同意した

　資金の確保，データ収集，研究グループの総括的監督に携わっただけでは著者資格を得られない。
　産学協同研究など，多施設から相当数の研究者が研究にかかわっていた場合，投稿原稿についての直接の責任者が明
らかになっていなければならない。この責任者は，上述の著者資格の基準を完全に満たしている必要があり，編集委員
会は責任者に対して「投稿原稿執筆者および利益相反開示 **」を要求することがある。

２）研究貢献者
　著者資格の基準を満たさない研究貢献者は，すべて「謝辞」の項に列挙する。研究貢献者には貢献内容を明示する。
たとえば，「学術的助言者として貢献」「研究デザインの批判的校閲」「データ収集」「研究参加者の紹介ならびにケア」
などのように貢献内容を付記することを推奨する。

３．投稿の内容と種別
　編集委員会が扱う投稿論文の内容は，「広く看護学の研究に携わる者を組織し，看護にかかわる教育・研究活動を行い，
看護学の進歩発展に寄与するとともに社会に貢献する」という日本看護研究学会の設立趣旨にかなった，看護に関する学
術・技術・実践についての「論文」とする。趣旨に沿わない場合は原稿を受理しない場合がある。
　投稿者は，投稿時に以下の原稿種別のいずれかを申告する。ただし，査読者および編集委員会の勧告により希望どおり
の原稿種別では採用にならない場合がある。
　投稿論文は学術雑誌に未発表のものに限る。学術雑誌に未投稿の学位論文はそれ自体を論文とはみなさず，したがって，
所属機関のリポジトリへの収載等は公表と見なさない。また，学術集会での発表も，学術雑誌への論文収載ではないので
未発表と見なす。

*　 米国保健福祉省研究公正局（Office of Research Integrity, Office of Public Health and Science）の『ORI研究倫理入門─責任ある研究者に
なるために』によると，出版に寄与しない著者をリストにあげることは，gift authorshipと呼ばれ，広く批判されており，研究の不正
行為の１つとしてみなされている。共通の同意にもかかわらず，gift authorshipは，こんにちの学術出版をめぐる未解決の重要課題と
みなされている。研究者は，以下のようであれば，論文にリストされる。①研究がなされた研究室やプログラムの長である。②研究
資金を提供した。③この領域での主導的研究者である。④試薬を提供した。⑤主たる著者のメンターとして機能した。これらの位置
にいる人びとは，出版のために重要な寄与を行い，承認を与えられるだろう。しかし，上記の寄与だけであれば，著者にリストされ
るべきではない。

**　 産学連携による研究には，学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元（公的利益）だけではなく，産学連
携に伴い研究者個人が取得する金銭・地位・利権など（私的利益）が発生する場合がある。これら２つの利益が研究者個人の中に生
じる状態を「利益相反」と呼ぶ。産学連携を推進するには，利益相反状態が生じることを避けることはできないが，利益相反事項の開
示を要求することによって，研究成果の信憑性の喪失，社会からの信頼性の喪失，研究参加者への危険性などの弊害を生じることなく，
研究結果の発表やそれらの普及・啓発を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ，研究の進歩に貢献するものである。
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　編集委員会による査読過程を経て，採用が許諾された段階で，投稿者には未発表もしくは断片的投稿や二重投稿ではな
い内容であることを誓約する文書を要求する。

　　　■原著論文
　　　　　学術上および技術上価値ある新しい研究成果を記述したもの。
　　　　　原稿のすみずみまで研究論文としての完成度が高いもの。
　　　■研究報告
　　　　 　学術上および技術上価値ある新しい研究成果で，前掲「原著論文」と比較すると論文としての完成度にはやや

難があるが，早く発表する価値があるもの。
　　　■技術・実践報告
　　　　 　技術的な問題についての実践結果の報告で，その手段あるいは得られた成果が大きな波及効果を期待できるも

の。エビデンスレベルは「根拠に基づく実践 Evidence-Based Practice」に準じて判断する。
　　　■総　説
　　　　 　特定の問題に関する内外の文献を網羅的に集めて分析・検討した論文。メタシンセシスやシステマティックレ

ビューは，そのレベルにより原著もしくは研究報告に相当する。
　　　■資料・その他
　　　　　上記のいずれにも相当しないが，公表する価値がある。

４．研究倫理
　本誌に投稿する原稿の元になった研究は，本学会が定めた倫理綱領をはじめ，日本看護協会の「看護研究のための倫理
指針」（2004），厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」（2008），文部科学省・厚生労働省の「疫学研究に関する倫理
指針」（2008）等にかなっていなければならない。
　人および動物が対象の研究は，投稿者所属の施設もしくは研究参加者が所在する施設の研究倫理審査委員会で承認され
たものでなければならない。投稿者の周辺に適切な研究倫理審査委員会がない場合は，本学会で研究倫理審査を受けるこ
とができる。また，承認された倫理的配慮がその通りになされていることも必要条件であり，具体的に行われた倫理的行
動と研究倫理審査承認番号を本文中に明記しなくてはならない。
　それに加えて，以下の行為が疑われた場合，①理事会が聞き取り調査を行う，②実際に不正であると判断された場合は
その旨を公告する，③公刊後に不正が明らかになった場合は当該論文を削除する公告を行う，④不正を行った投稿者に対
しては理事会の議を経て，会員資格を剥奪する。なお，二重投稿の場合は該当する他学会の編集委員会に通知する。

　　　■ミスコンダクト
　　　　 　研究上の「ミスコンダクト」とは，「研究上の不正行為」とほぼ同義で、捏

ねつ

造
ぞう

（Fabrication），改
かい

竄
ざん

（Falsification），
盗用（Plagiarism）（FFP）を中心とした，研究の遂行における非倫理的行為のことである。「不正行為」が不法
性，違法性を強調するのに対して，「ミスコンダクト」はそれに加えて倫理性，道徳性を重視する〔日本学術会
議「科学におけるミスコンダクトの現状と対策：科学者コミュニティの自律に向けて」（http://www.scj.go.jp/ja/
info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1031-8.pdf）より，文章表現を一部改変〕。

　　　■断片的投稿
　　　　 　研究の一部を独立した研究のように投稿する断片的投稿（こま切れ投稿）は，研究全体の重要性と価値を誤っ

て伝えると同時に，学術雑誌を公刊するシステムに多くの時間と費用を浪費させることから，厳に慎まなければ
ならない。長い研究経過の途中で，それまでに得られた結果をもとに投稿する場合は，投稿した論文と研究全体
との関係を明らかにするとともに，過去に研究の一部を公表した論文があれば，その論文との関係を投稿論文中
に明確に示さなければならない。

　　　■二重投稿
　　　　 　本誌に投稿した原稿と同じものを他学術雑誌へ同時期に投稿することを二重投稿と呼ぶ。ほぼ同じデータ群，

結果，考察から構成されている場合は二重投稿とみなす。
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　　　■不合理な投稿の取り下げ
　　　　 　正当な理由なく原稿の投稿を取り下げることである。投稿論文を取り下げる場合は，取り下げざるをえない正

当な理由を添えて，編集委員長宛に願い出なければならない。理由が正当でないと編集委員会が判断した場合，
この取り下げの背後になんらかの問題行為が行われているものとみなす。

５．投稿手続きおよび採否
１）本学会の論文投稿サイトの投稿論文チェクリスとにしたがって，原稿の最終点検を行う。
２ ）投稿原稿は，Microsoft社のWordやExcel，PowerPointを使用して作成し，行番号を付す。行番号はWordに含まれ
ている。

３）本学会の論文投稿サイトの指示にしたがって，必要事項を完全に記入し，作成済みのファイルをアップロードする。
４ ）原稿受付日は投稿日とし，採用日とともに誌上に明記する。なお，原稿執筆要項を著しく逸脱するものについては，
形式が整った時点を受付日とする。

５）原稿の採否は編集委員会による査読を経て決定する。なお，原稿の修正および種別の変更を求めることがある。
６）査読中の原稿のやりとりも，本学会の電子査読システムを使用する。
７）採用が決定したあと，最終原稿を提出する。

６．英文抄録のネイティヴ・チェック
　英文抄録については，英語を母国語とする人にチェックしてもらい，間違いがないことを証明する確認書を提出する。
とくに様式は定めない。

７．投稿前チェックリスト
　投稿する際には，投稿論文チェックリストで「投稿規程」および「原稿執筆要項」に合致していることを確認のうえ署
名し，投稿論文とともに送付する。

８．原稿の受付
　原稿は随時受けつけているが，投稿規程および原稿執筆要項に沿わない原稿は受理できない。

９．投稿論文の採否
　投稿論文の採否は，本学会編集委員会による査読過程を経たうえで，編集委員会が最終決定を行う。場合により，投稿
者に内容の修正・追加あるいは短縮を求めることがある。また，採用の条件として，論文種別の変更を投稿者に求めるこ
とがある。
　査読の結果が「修正のうえ再査読」の場合，所定の期間内に修正された原稿については，改めて査読を行う。
　「不採用」と通知された場合で，その「不採用」という結果に対して投稿者が明らかに不当と考える場合には，不当と
する理由を明記して編集委員長あてに異議申し立てをすることができる。
　なお，原稿は原則として返却しない。
　なお，原稿種別による査読基準は以下表の通りである。

原著論文 研究報告 技術・実践報告 総　　説 資料・その他
独 創 性 ○ ○ ○
萌 芽 性 ○ ○
発 展 性 ○ ○ ○
技 術 的 有 用 性 ○ ○
学術的価値性・有用性 ○ ○ ○ ○
信 頼 性 ○ ○
完 成 度 ○

〔凡例〕○：評価の対象とする，空欄：評価するが過度に重視しない。
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10．ゲラ刷りの校正
　採用が決定すると，ひとまず投稿原稿はテクニカル・エディター（編集技術者）の手にわたる。その際，本誌全体の統
一をはかるために，著者に断りなく仮名遣いや文章を整え，語句を訂正することがある。
　ゲラ刷り（校正用の試し刷り）の初回校正は著者が行う。なお，校正の際，著者による論文内容に関する加筆は一切認
めない。第２回目以降の校正は著者校正に基づいて編集委員会が行う。

11．原稿掲載料・別刷料
　原稿が刷り上がりで，10頁以下（800字詰原稿用紙30枚が目安〔図表含む〕）の場合は，掲載料は無料とする。図表の目
安は，通常の大きさの場合は仕上がりで１ /４～１ /２頁，大きな図表は１頁とする。
　10頁の制限を超過した場合は，所定の料金を徴収する。超過料金は，刷り上がり超過分１頁につき所定の超過料金（実
費）とする。
　図版は，製版原稿として使用可能な原図のデータを添えること。印刷業者で新たに作成し直す必要が生じたときは，そ
の実費を徴収する。図版データの具体的なフォーマットについては，「原稿執筆要項」を参照のこと。
　別刷については，基本的には提供しない。代わりに該当する刷り上がりページのPDFファイルを無料で配布する。
　紙媒体の別刷が必要な場合は，投稿者が直接印刷業者と交渉する。

12．著 作 権
　会員の権利保護のために，掲載された論文の著作権は本会に属するものとする。著作権に他者に帰属する資料を転載す
る際は，著者がその転載許可についての申請手続きを行う。
　当該論文を所属機関のリポジトリ等に収載する場合は，その都度，理事長の許諾を必要とする。

13．原稿執筆要項
　別に定める。

　この規程は，昭和59年12月１日より発効する。

　　付　　則
　１）平成５年７月30日　一部改正実施する。
　２）平成９年７月24日　一部改正実施する。
　３）平成12年４月22日　一部改正実施する。
　４）平成15年７月23日　一部改正実施する。
　５）平成16年７月28日　一部改正実施する。
　６）平成17年７月21日　一部改正実施する。
　７）平成21年８月２日　一部改正実施する。
　８）平成22年５月23日　一部改正実施する。
　９）平成23年９月30日　一部改正実施する。
　10）平成25年12月15日　一部改正実施する。
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原　稿　執　筆　要　項

一般社団法人日本看護研究学会編集委員会　

　原稿の内容は日本看護研究学会の設立趣旨「広く看護学の研究に携わる者を組織し，看護にかかわる教育・研究活動を
行い，看護学の進歩発展に寄与するとともに社会に貢献する」にかなったものとする。趣旨に沿わない場合は原稿を受理
しない場合がある。
　また，本学会の編集スタイルは，原則的に米国心理学会（American Psychological Association, APA）が発行している
『Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed.』（2010）／『APA論文作成マニュアル第２版』〔2011，医
学書院〕に準拠する。

１．投稿の際の電子書式等について
　１）  原稿は，本学会が定める電子投稿システムを使用して投稿する。
　２）  本文はMicrosoft社のWordを使用し，図表は図はWord・Excel・Power Point，表はWord・Excelで作成する。Excel

またはPowerPoint以外のソフトで作表した図表は，JPEGまたはPDF形式で保存する。
　　　　なお，図表については以下の点に留意されたい。
　　　　Word   Excelの表をWord上に貼付して画像化させている場合は，もとのExcelのデータも提出すること
　　　　JPEG    解像度が350dpi以上の低圧縮の状態で提出すること
　　　　PDF    パスワードはかけず，フォント埋め込みの状態で提出すること（可能であれば，JPEGまたはTIFF形

式が望ましい）
　３）  本文の文字の大きさはMS明朝体の10.5ポイントを使用し，書式は左右余白30mm，上下余白50mm，入稿とし，文

字数は40字×20行となるように設定する（「文書のレイアウト」で40字×20行と設定すると，10.5ポイントの場合，
１行の数が40字以上になる。35字×20行という設定で指定の文字数となることが多いので，実際に１ページあたり
の字数と行数を確認すること）。

　４） 本文には必ずページ数を中央下に挿入する。
　５）  １ページ目の最上段に論文タイトルを記載し，１行空けて本文を開始する。著者名および所属など投稿者を特定で

きる情報を書いてはいけない。

２．文体ならびに句読点について
　１）  文章は簡潔でわかりやすく記述する。看護学は理系・文系にまたがるところがあるが，文体は「である調」を基本

とする。
　２）  論文は横書き２段組で印刷するため，読点は縦書きの際に通常使用する「、」ではなく「，（全角コンマ）」とし，

句点は読点との区別を明瞭にするために「。（全角句点）」とする。
　３）  漢字の使用については，原則的に「常用漢字表」に則るものとする。なお，専門用語に類するものについてはその

限りではない。ただし，接続詞や副詞の多くと名詞や動詞，助動詞などの一部には「ひらがな書き」が定着してい
ることに配慮する。

　　　［例］ 「さらに…」「ただし…」「および…」「または…」「すぐに…」「ときどき…」「…すること」「…したとき」
「…ている」

　４）  本文や図表中（文献は除く）で用いられる数字（「二者択一」や「一朝一夕」のような数量を表す意味で用いられ
ているのではないものを除く）および欧文については，原則として半角文字を使用する。ただし，１桁の数字およ
び１文字のみの欧文（例：Ａ施設，Ｂ氏，方法Ｘ，など）の場合は全角文字とする。また，量記号（サンプル数の
nや確率のpなどの数値すなわち量を表す記号）に対しては，欧文書体のイタリック体（斜体）を使用する。

　５）  整数部分が０で理論的に１を超えることのない数値は，たとえば，相関係数 rやCronbach’s αでは「.68」のよう
に小数点以下だけを表現し，縦に揃える場合は小数点の位置で揃える。
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３．見出しについて
　論文の構成をわかりやすく提示するために見出しを階層化する。
　１） 見出しは「MSゴシック」体を用い，外国語・数字にはTimes New Roman Boldを用いる。
　２） 見出しの階層は第１階層から第７階層までとする。
　３）  第１階層は論文タイトルで，見出しに数字やアルファベットを付けない。論文タイトルは印刷時には中央揃えにな

る。
　４）  本文の見出しは，以下に示す第２階層から第７階層までの６つの階層から構成する。見出しに付ける数字・記号，

およびピリオドは全角を使用する。
第２階層：Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．　 　 ：中央揃え
第３階層：Ａ．Ｂ．Ｃ．　 　 ：左端揃え
第４階層：１．２．３．　 　 ：左端揃え
第５階層：ａ．ｂ．ｃ．　 　 ：見出しのみ，本文左端より１字下げる
第６階層：（１）（２）（３）　 　 ：上位の見出しより１字下げる
第７階層：（ａ）（ｂ）（ｃ）　 　 ：上位の見出しより１字下げる

　５）  「はじめに」や「序論」「序説」，または「緒言」および「おわりに」や「結語」，「謝辞」を使用する場合は第２階
層ではあるが，本文中では見出し数字・記号は使用せず，単に中央揃えとする。

　６）  論文中で使用する見出しの階層が３階層までの場合は数字記号，すなわち第２階層と第４階層と第６階層を使用す
る。

　７） ４階層以上になる場合は上位から順に使用する。
　８）  ある階層に下位階層をつくる場合，下位階層の項目は必ず２つ以上の項目をつくる。項目が１つしかない場合には，

下位階層の項目とはしない。

４．表について
　１）効果的な表のレイアウトを下に示す。

表Ｘ．若年者と高齢者の課題達成の割合

若年者 高齢者

課題の困難さ 数 平均（標準偏差） 信頼区間 数 平均（標準偏差） 信頼区間

軽度 12 .05 （.08） ［.02,  .11］ 18 .14 （.15） ［.08,  .22］

中等度 15 .05 （.07） ［.02,  .10］ 12 .17 （.15） ［.08,  .28］

高度 16 .11 （.10） ［.07,  .17］ 14 .28 （.21） ［.15,  .39］

　２）  表はひとつずつＡ4判用紙に配置し，最上段左端に，出現順に「表１」のように通し番号を振り，そのあとに全角
スペース分空けてからタイトル名を簡潔に示す。

　３）  表は，それ自体が結果のすべてを語る力をもっている。本文中での表の説明は要点を示すのにとどめなければなら
ない。すべての内容について論じるのなら，その表は不要である。

　４） 表の罫線は必要な横罫線だけにとどめ，縦罫線は使用しない。縦罫線のかわりに十分な空白を置く。

５．図について
　１）  図はひとつずつＡ4判用紙に配置し，最下段左端に，出現順に「図１」のように通し番号を振り，そのあとに全角

スペース分空けてからタイトル名を簡潔に示す。
　２）  図表は，原稿本文とは別にまとめて巻末に添える。図表を原稿に挿入する箇所は，原稿の右側余白に図表番号を朱

書きする。

６．引用について
　論文の中で，自己の主張に関連づけて他の著作者の文章や図表の一部を使用する場合は，出所を明示すれば著作権保有
者の許諾を得ることなく「引用」することができる。根拠となる法律は以下のとおり（漢字，仮名遣いを一部変更）。
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著作権法

第三十二条　公表された著作物は，引用して利用することができる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致するもの

であり，かつ，報道，批評，研究，その他の引用の目的上，正当な範囲内 *で行なわれるものでなければならない。

２　国もしくは地方公共団体の機関，独立行政法人または地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し，その著

作の名義の下に公表する広報資料，調査統計資料，報告書，その他これらに類する著作物は，説明の材料として新聞紙，雑誌，そ

の他の刊行物に転載することができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場合は，この限りでない。

　図や写真は著作者が独創性を持って作成した著作物として保護される。したがって，上記のような「引用」の範囲を越
える場合，著作権者の許諾がなければ勝手に「転載」することはできない。ただし，誰が作成しても同じになると考えら
れる図表は，創意や工夫が反映されていないので自分で作成しても同じ物となる。したがって許諾がなくても転載利用と
ならない。

７．引用形式について
　本学会は米国心理学会（American Psychological Association, APA）発行の『Publication Manual of the American Psychological 
Association』に準拠するが，原著が英語文献のためのマニュアルであるところから，一部学会独自の工夫を行っている。

■本文中の引用
　１）  本文中の引用箇所には「（著者の姓，西暦文献発行年，引用ページ）」を付けて表示する。引用には常にページ数を

記すが，ページ数を特定できないとき（本文を要約して引用する場合や文意を説明的に引用する場合など）はこの
限りではない。

　　　─ 例 ─
　　　　ａ．山口（2011）によると「……は……である」（p.3）。　※引用が複数頁にまたがる場合は「pp.xxx-xxx」とする。
　　　　ｂ．「……は……である」と山口は述べている（2011, p.3）。
　　　　ｃ．山口は，……は……である，と主張している（2011, p.3）。
　２）  ２名の著者による単独の文献の場合，その文献が本文に出現するたびに常に両方の著者の姓の間に「・」を付して

表記する。初出以降に再引用する場合も同様である。
　　　─ 例 ─
　　　　ａ．山口・黒田（2011）によると「……は……である」（p.3）。
　　　　ｂ．「……は……である」と山口・黒田は述べている（2011, p.3）
　　　　ｃ．山口・黒田は，……は……である，と主張している（2011, p.3）。
　　　　ｄ．Yamaguchi & Kuroda（2011, p.3）は……　※欧文文献では，２名の姓を「&」でつなぐ。
　３）  著者が３，４，５名の場合，文献が初出の時点ですべての著者姓を，間に「・」を付して表記する。初出以降に再

引用する場合は，最初の著者の後ろに「ほか」（欧文の場合は「et al.」）を付ける。例外として，最初の著者１名で
は論文の区別がつかない場合，区別がつくまで著者姓を列記する。

　　　─ 例 ─
　　　　ａ．……であることが明らかにされている（山口・福岡・佐賀・熊本・宮崎ほか，2011）。
　　　　ｃ．……であることが明らかにされている（Mason, Lee, Draper, Roper, & Smith, et al., 2011）。
　　　　　　※欧文文献では，最後の著者姓の前に「&」を入れる。
　４）  著者が６名以上の場合は，初出・再引用にかかわらず，筆頭著者の姓のみに「ほか」（欧文の場合は「et al.」）を付す。
　５）  複数文献を同一個所で引用した場合には，（黒田，2011，pp.3-7；山口・長崎，2010，pp.100-101）というように筆

頭著者のアルファベット順に表示する。
　６）  同一著者による，同じ年に発行された異なる文献を引用した場合は，発行年にアルファベットを付し，これらの文

献を区別する。なお，本文末の文献リストにおいても，同様の扱いとする。

*　 引用に際しての「正当な範囲内」とは，①主従関係：引用する側とされる側は，質的量的に主従の関係が明確である，②明瞭区分性：
本分と引用文は明確に区分されている，③必然性：それを引用するのか必然性が存在している，④引用された著作物の出典が明示さ
れている，など条件をクリアしていることである。
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　　　─ 例 ─
　　　　山口（2009a）によると……である。また，別の研究では……であることが明らかにされている（山口，2009b）。
　７）  前項に類似するが，同一書籍の異なる頁を複数個所で引用する場合には，本文末の文献リストにおいては単一の文

献として頁数を記載せず，それぞれの引用個所において頁数を記載する。
　　　─ 例 ─
　　　　中 木（2010，pp.23-45）によると……である。また，……であるケースも存在することが明らかにされている

（中木，2010，pp.150-156）。
　８）  翻訳本を引用した場合には，原作出版年／翻訳本出版年を表示する。
　　　─ 例 ─
　　　　Walker & Avant（2005/2008）によると……

■本文末の文献リスト
　本文の最後には，【文　献】として，引用した文献の書誌情報を，著者名のアルファベット順の一覧として表示する。
　１）  和文名と欧文名は同一基準で取り扱い，和文名をヘボン式ローマ字で記載したものとの比較で順序を定める。文献

リストにおいて，著者名は原著にあがっている全員をあげる。
　２）  欧文原稿の場合はすべて半角文字を使用し，雑誌名および書籍名をイタリックで表示する（注意：和文の場合は斜

字体にしない）。
　３）  雑誌名は原則として省略しない。誌面の都合等で省略しなければならない場合は，邦文誌では医学中央雑誌，欧文

誌では，INDEX MEDICUSおよび INTERNATIONAL NURSING INDEXの雑誌略名に従う。なお，省略形を用
いる場合は，省略不可能な文献を除き，すべて省略形で統一する。

　①　雑誌の場合：
　　　必要な書誌情報とその順序：著者名全員（西暦発行年）．表題．雑誌名，巻（号），開始ページ -終了ページ．
　　　─ 例 ─
　　　　日 本太郎 ,  看護花子 ,  研究二郎（1998）.  社会的支援が必要なハイリスク状態にある高齢入院患者の特徴 .  日本看

護研究学会雑誌 ,  2（1）,  32-38.
　　　　Nihon, T., Kango, H., Kenkyu, J. （2000）. Characteristics of elderly inpatients at high risk of needing supportive social ser-

vice. Journal of Nursing, 5, 132-138.
　②　書籍の場合：
　　 　必要な書誌情報とその順序：著者名（西暦発行年）．書籍名．引用箇所の開始ページ-終了ページ，出版地：出版社名．
　　　─ 例 ─
　　　　研究太郎（1995）.  看護基礎科学入門 .  23-52,  大阪：研究学会出版．
　　　　Kenkyu, T. （2000）. Introduction to Nursing Basic Sciences. 23-52, Osaka: Research Press.
　③　翻訳書の場合：
　　 　必要な書誌情報とその順序：原著者名（原著発行年）／訳者名（翻訳書発行年）．翻訳書名（版数）．（pp.引用箇所
の開始ページ -終了ページ数）．出版地：出版社名．

　　　─ 例 ─
　　　　Walker, L.O., & Avant, K. C.（2005）／中木高夫・川崎修一訳（2008）.  看護における理論構築の方法 .  （pp.77-79）．

東京：医学書院．
　④　分担執筆の文献で著者と書籍に編者（監修者）が存在する場合：
　　 　必要な書誌情報とその順序：著者名（西暦発行年）．表題．編集者名（編），書籍名（pp.引用箇所の開始ページ -終
了ページ）．出版地：出版社名．

　　　─ 例 ─
　　　　研究花子（1998）.  不眠の看護 .  日本太郎 ,  看護花子（編）,  臨床看護学Ⅱ（pp.123-146）.  東京：研究学会出版． 
　　　　Ke nkyu, H. （2008）. A nursing approach to disturbed sleep pattern. In T. Nihon, & H. Kango Editor （Eds.）, Clinical Nursing II 

（pp.123-146）. Tokyo: Kenkyu Press.
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　⑤　電子文献の場合：
　　　◆電子雑誌
　　　　・DOIがある学術論文
　　　　　－著者名（出版年）．論文名．誌名．巻（号），頁．doi: xx,xxxxxx（参照 年 -月 -日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of article. Title of journal, vol（no）, xxx-xxx. doi: xx,xxxxxx （accessed Year-

Month-Day）
　　　　・DOIのない学術論文
　　　　　－著者名（出版年）．論文名．誌名．巻（号），頁．http://www.xxxxxxx（参照 年 -月 -日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of article. Title of journal, vol（no）, xxx-xxx. Retrieved from http://www.

xxxxxxx （accessed Year-Month-Day）
　　　◆電子書籍
　　　　・DOIがある書籍
　　　　　－著者名（出版年）．書籍名．doi: xx,xxxxxx （参照 年 -月 -日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of book. doi: xx,xxxxxx （accessed Year-Month-Day）
　　　　・DOIのない書籍
　　　　　－著者名（出版年）．書籍名．http://www.xxxxxxx（参照 年 -月 -日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of book. Retrieved from http://www.xxxxxxx （accessed Year-Month-Day）
　　　◆電子書籍の１章または一部
　　　　・DOIがある書籍
　　　　　－著 者名（出版年）．章のタイトル．編集者名（編），書籍名（pp. xxx-xxx）．出版社名．doi: xx,xxxxxx （参照 年 -

月 -日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of chapter. In C. Editor, & D. Editor （Eds.）, Title of book （pp. xxx-xxx）. doi: 

xxxxxx （accessed Year-Month-Day）
　　　　・DOIのない書籍
　　　　　－著 者名（出版年）．章のタイトル．編集者名（編），書籍名（pp. xxx-xxx）．出版社名．http://www.xxxxxxx（参照 

年-月-日）
　　　　　－Author, A. A., & Author, B. B. （Year）. Title of chapter. In C. Editor, & D. Editor （Eds.）, Title of book （pp. xxx-xxx）. 

Retrieved from http://www.xxxxxxx （accessed Year-Month-Day）
　　　◆Webサイト，Webページ
　　　　　－著者名（投稿・掲載の年月日）．Webページの題名．Webサイトの名称．http://www.xxxxxxx（参照 年 -月 -日）
　　　　　－Author, A. A. （Year, Month, Day）. Title of Web page. Title of Web site. Retrieved from http://www.xxxxxxx （accessed Year-

Month-Day）

８．投稿時の必要情報の入力について
　１）  原稿の種類は「投稿規程」の中の表に示された特徴から，自己判断して適切なものを選択する。査読者および編集

委員会の審議の結果，希望する種別では不採用となったり，採用可能な別の種別を勧告する場合がある。
　２）  和・英の論文タイトル，およびキーワード（５語以内，医中誌WebおよびCINAHLのシソーラスであることを確

認すること），本文枚数，図枚数（用紙１枚につき１つ），表枚数（用紙１枚につき１つ），写真点数（用紙１枚に
つき１点で，図としてタイトルをつける），著者氏名（著者全員の会員番号，氏名〔日本語，その下にローマ字〕，
所属・部署〔日本語，その下に英文〕，連絡先住所（連絡者氏名，住所，電話番号，ファクシミリ番号，E-mailア
ドレス）を入力する。

９．抄録について
　１） 英文抄録は200語以内をＡ4判の用紙に，原則としてTimes New Romanの12ポイントを用いる（原著論文，研究報

告のみ）。英語抄録に間違いがないことを証明するネイティブチェック（英語を母国語とする人によるチェック）の
確認書を必要とする。
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　２）  和文抄録は400字以内とする。

10．原稿用紙および原稿の長さ
　800字詰用紙３枚が刷り上がり１ページに相当する（2,400字）。原稿種別の刷り上がりページ数の最大目安は概ね以下
のとおりである。このなかには，タイトル，発表者氏名・所属，図表，引用文献リスト等の一切を含む。図表の目安は，
通常の大きさの場合は仕上がりで１ /２頁，大きな図表は１頁である。
　投稿規程に「原稿が刷り上がりで10頁以下の場合は，掲載料は無料とする。その制限を超過した場合は，所定の料金を
徴収する」と定められている。
１．原著論文　　　　　10ページ
２．研究報告　　　　　10ページ
３．技術・実践報告　　10ページ
４．総　　説　　　　　10ページ
５．資料・その他　　　10ページ

　　この要項は，昭和59年12月１日より発効する。

　　付　　則
　　１）平成５年７月30日　一部改正実施する。
　　２）平成９年７月24日　一部改正実施する。
　　３）平成10年７月30日　一部改正実施する。
　　４）平成12年４月22日　一部改正実施する。
　　５）平成15年７月23日　一部改正実施する。
　　６）平成17年７月21日　一部改正実施する。
　　７）平成21年８月２日　一部改正実施する。
　　８）平成21年11月５日　一部改正実施する。
　　９）平成23年９月30日　一部改正実施する。
　　10）平成25年12月15日　一部改正実施する。
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事　務　局　便　り
１．平成26年７月より，事務局業務を外部委託することとなりました。
　７月１日より新事務所に移転いたします。現在の事務局は，平成26年６月30日（月）をもって閉鎖となります。

新しい事務局住所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨１－24－１　第２ユニオンビル４階
株式会社　ガリレオ　学会業務情報化センター内
一般社団法人日本看護研究学会事務局
TEL：03－3944－8236（直通）
FAX：03－5981－9852

E-mail：g027jsnr-mng@ml.gakkai.ne.jp

　事務局移転に伴い，会員管理システムが更新となり，これまでの会員番号・ID・パスワードが変更となります。新事務所から，
会員各位宛に封書で郵送予定です。

２．平成26年度学会誌（CD）送付について
　今年度より，平成当該年度年会費をお納めいただいた方から随時，当該年度発行雑誌をお送りしております。37巻１号の事務局便
りでは，「平成26年３月31日までに，平成26年度からの 「退会」のお申し出のない会員の皆様に学会誌（CD）37巻１号を送付いた
しております。」と掲載しておりました。体制がかわりましたこと，お知らせいたします。

３．平成26年度会費納入のご案内について
　平成26年度会費未納の方は，お早めに振込用紙または，下記の納入方法でお振込み下さいますようお願いいたします。第40回学
術集会演題発表（共同研究含む）の方は，学術集会開催までに必ず平成26年度会費をお納め下さい。未納の場合は発表できません
のでご注意下さい。

記
年 会 費　　　　　　　8, 0 0 0円
郵便振込口座番号　　　00100－6－37136

加入者名　　　　　　　一般社団法人日本看護研究学会

　会員には同姓・同名の方がいらっしゃいますので，お振込の際，必ず会員番号をご記入下さい。会員番号は，CD送付封筒のラベ
ルに明記してあります。
　ATMによるお振込の場合，お名前，ご連絡先を必ずご記入の上，お振込み下さいますようお願いいたします。

４．変更届についてのお願い
　送付先やご所属の変更がある場合は，本誌（CD）巻末の変更届を出力していただき，会員番号，氏名（フリガナ），変更箇所を
記入していただき，新しい連絡先（電話・FAX・メール等）にお知らせ下さい。

日 本 看 護 研 究 学 会 雑 誌

第 37巻　２号

平成26年６月20日　印刷

平成26年６月20日　発行

会員無料配布

編集委員　
委 員 長　中木　高夫（理　事） 天理医療大学
委　　員　浅野　美礼（会　員） 筑波大学医学医療系

井手知恵子（会　員） 大分大学医学部看護学科
宇佐美しおり（理　事） 熊本大学大学院生命科学研究部精神看護学
片岡　　純（会　員） 愛知県立大学看護学部
勝山貴美子（会　員） 横浜市立大学医学部看護学科
川口　孝泰（会　員） 筑波大学医学医療系
川本利恵子（理　事） 公益社団法人日本看護協会
北　　素子（会　員） 東京慈恵会医科大学医学部看護学科
佐藤　政枝（会　員） 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
柴山　健三（会　員） 愛知医科大学看護学部
杉浦　太一（会　員） 岐阜大学医学部看護学科
谷津　裕子（会　員） 日本赤十字看護大学

（五十音順）

発行所 一般社団法人日本看護研究学会
〒170-0002　東京都豊島区巣鴨１－24－１
　　　　　　第２ユニオンビル４階
　　　　　　株式会社ガリレオ
　　　　　　学会業務情報化センター内
　☎ 03－3944－8236（直通）
FAX	 03－5981－9852
ホームページアドレス
　　　	http://www.jsnr.jp
E-mail:	g027jsnr-mng@ml.gakkai.ne.jp

発　行
責任者　黒　田　裕　子
印刷所　　（株）　正 　文　 社
　　　　〒260-0001　千葉市中央区都町１－10－６



変　　更　　届

一般社団法人日本看護研究学会事務局　宛（ＦＡＸ　０３－５９８１－９８５２）
下記の通り変更がありましたので，お届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
会員番号　　　　　　　　　　　　　　　
フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　

変更する項目にご記入ください。

自宅住所の変更
〒 　　　－

電話及びＦＡＸ
ＴＥＬ　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　－　　　　－　　　
Eメール：

勤務先の変更
所 属 名：

所属住所

〒　　　－

電話及びＦＡＸ
ＴＥＬ　　　－　　　　－　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　－　　　　－　　　

Ｅメール：

フ リ ガ ナ　　　　　　　　　　　　　　　
氏名の変更　　　　　　　　　　　　　　　

地区の変更
地 区 割

地  区  名 都　道　府　県　名 地  区  名 都　道　府　県　名

１ 北 海 道 北海道 ５ 東 海 神奈川，岐阜，静岡，愛知，三重

２ 東 北 青森，岩手，宮城，秋田，山形，
福島 ６ 近畿・北陸 滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，

和歌山，福井，富山，石川

３ 関 東 千葉，茨城，栃木，群馬，新潟 ７ 中国・四国 島根，鳥取，岡山，広島，山口，
徳島，香川，愛媛，高知

４ 東 京 東京，埼玉，山梨，長野 ８ 九州・沖縄 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，
宮崎，鹿児島，沖縄

地区の指定について：勤務先と，自宅住所の地区が異なる場合，希望する地区番号に○印を付けて
地区登録して下さい。尚，地区の指定がない時は，勤務先の地区への登録とさせていただきます。

送付先について，どちらかに○をご記入の上，ご指定ください。

勤務先（　　）　　　　　　　自　宅（　　）
※ ご入会申込時に送付先を「ご所属」として登録の場合，ご自宅住所は会員データに登録してお
りません。送付先を「勤務先」から「自宅」に変更の場合は，ご自宅住所を明記してお知らせ
下さるようお願いいたします。

個人情報の管理について： 一般社団法人日本看護研究学会では，ご登録の個人情報を慎重に取扱，
本会の運営目的のみに使用いたしております。
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〒157-0071　東京都世田谷区千歳台1-30-13　TEL/FAX.03-3483-3723鳳書房

●優秀な成人教育研究に贈られるImogene Okes賞を受賞。

	 おとなの学びと変容 ジャック・メジロー著

  
金澤 睦／三輪 建二 監訳

 ——変容的学習とは何か A5判上製　372頁　本体3,600円

●企業・自治体・看護等の研修担当者に最適の書。

	 変革を生む研修のデザイン ユーリア・エンゲストローム著

  
松下 佳代／三輪 建二 監訳

 ——仕事を教える人への活動理論 A5判上製　224頁　本体2,500円

●女性問題学習・生涯学習・看護教育に携わる人の必読書。

	 成人女性の学習 E.ヘイズ／D.D.フラネリー著

  
入江 直子／三輪 建二 監訳

 ——ジェンダーの視点からの問い直し A5判上製　370頁　本体3,000円

●教職大学院関係者・成人教育関係者必携の書。

	 省察的実践とは何か D.ショーン著

  
柳沢昌一／三輪建二 監訳

 ——プロフェッショナルの行為と思考 A5判上製　454頁　本体4,000円

●成人教育の基礎理論を理解し、実践にいかす格好の書。

	 おとなの学びを拓く P.クラントン著

  
入江直子／豊田千代子／三輪建二 監訳

 ——自己決定と意識変容をめざして A5判上製　342頁　本体3,000円

●学習者のニーズと特性にかなった必要性と具体例を示す。

	 おとなの学びを支援する K.マイセルほか著

  
三輪建二 訳

 ——講座の準備・実施・評価のために A5判上製　206頁　本体2,300円

●アンドラゴジーに関する古典的名著、待望の完訳。

	 成人教育の現代的実践 M.ノールズ著

  
堀薫夫／三輪建二 監訳

 ——ペダゴジーからアンドラゴジーへ A5判上製　600頁　本体5,000円

●社会教育職員をはじめ専門職の研修用に最適の書。

	 おとなの学びを創る P.クラントン著

  
入江直子／三輪建二 監訳

 ——専門職の省察的実践をめざして A5判上製　356頁　本体3,000円

●教職大学院関係者・成人教育関係者必携の書。

	 成人期の学習——理論と実践
S.B.メリアム／R.S.カファレラ著
立田慶裕／三輪建二 監訳
A5判上製　592頁　本体5,000円

　7版を重ねた、ノールズ最晩年の大ベストセラー。5版以降は共著のため、今回は
ノールズのみ執筆の4版を翻訳。成人学習者や成人の学習の特性を明らかにし、
人的能力開発の実践を見据えつつ編まれた大著で、解説（堀薫夫）も充実している。

●Ａ5判上製　360頁　定価3,888円（本体3,600円＋税）
■著　者　マルカム・ノールズ
■監訳者　堀 薫夫（大阪教育大学）／三輪 建二（お茶の水女子大学）

成人学習者とは何か
——見過ごされてきた人たち

序
第1章　学習理論の世界の探求へ
第2章　学習の理論
第3章　成人学習論のひとつの理論

第4章　教授の諸理論
第5章　学習理論と教授理論の人的能力開発への適用
●  解説   堀 薫夫
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新 刊

『成人教育の現代的実践』に次ぐノールズのベストセラー、待望の翻訳成る！
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